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子どもの虹情報研修センター紀要第６号発刊にあたって

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

村　木　厚　子

子どもの虹情報研修センター紀要の第６号が発刊されますことを心よりお喜び申し上げます。

平成19年度において、児童相談所における児童虐待の相談対応件数は40,639件、市町村における児童虐待相

談受付件数も５万件を上回り、どちらも増加の一途をたどっております。また、我が国においては、毎年50件

前後の虐待による死亡事例が発生し、ほぼ週に１件の子どもの虐待死が生じており、児童虐待問題は、依然と

して社会全体で早急に解決すべき深刻な課題となっております。

本年４月には、児童虐待防止法等の一部改正法が施行され、保護者に対する出頭要求の制度、裁判官の許可状

による臨検・捜索制度などが講じられたところであり、今までにない新たな取組が開始されているところです。

こうした中、各自治体においても、児童相談所や市町村における要保護児童対策地域協議会などの体制強化

が図られています。

国としても、平成19年度に児童相談所をはじめとする児童家庭相談に携わる職員の研修のあり方を見直し、

国が実施すべき研修と自治体が実施すべき研修を整理し、専門性の確保と組織的対応を強化するためにも、国

は児童相談所職員の研修においては主に指導者層を中心とした研修を実施することとしました。さらに、要保

護児童対策地域協議会の効果的な運営を図るべく、市町村の調整機関に一定の専門性を有する職員（コーディ

ネーター）の配置を促進するために都道府県が実施する研修指導者を養成する研修を創設しました。これらの

研修の実施機関として、「子どもの虹情報研修センター」には、非常に重要な役割を担っていただいていると

ころです。

今後は、児童相談所や専門機関が実施する保護者支援や性的虐待への対応のあり方、社会的養護に携わる職

員の研修体制の整備などにも取り組むことが求められています。児童虐待に対応する第一線の専門的援助者養

成や専門情報の集約・発信拠点として実績を積まれてきた「子どもの虹情報研修センター」におかれましては、

これまで以上に効果的な研修プログラムの研究開発や実施などに取り組まれることを期待しております。

さらに、本年11月末には、子育て支援の推進や社会的養護体制の充実を盛り込んだ児童福祉法等の改正法が

成立したところです。児童虐待防止対策に関わる内容としては、①「生後４ヶ月までの全戸訪問事業（こんに

ちは赤ちゃん訪問事業）」が「乳児家庭全戸訪問事業」に、「育児支援家庭訪問事業」が「養育支援訪問事業」

に法定化、②要保護児童対策地域協議会調整機関に一定の専門性を有した職員配置の努力義務、③里親制度の

改正と施設内虐待防止等の規定などが盛り込まれ、これまで以上に児童虐待の発生予防や社会的養護体制の充

実に取り組んでいく必要があります。

この紀要をはじめ「子どもの虹情報研修センター」のさまざまな取組が、児童虐待に関わる関係機関の方々

の児童虐待問題に対する理解と専門性の向上に寄与し、子どもの健全育成を目指したみなさまの活動に活かさ

れることを心から期待いたしております。

平成20年11月末日

■ 発刊にあたって ■



子どもの虹情報研修センター紀要第６号発刊にあたって

子どもの虹情報研修センター長

小　林　　登

子どもの虹情報研修センターは、ここに紀要第６号を発刊することができました。センター長としては喜び

に耐えません。

巻頭の論文は、「小児救急救命の現場から見た児童虐待の実態と課題」と題して、北九州市立八幡病院小児

救急センターで小児救急医療にあたっておられる市川光太郎先生が、大変勉強になる論文をまとめて下さいま

した。市川先生は、学生の研修を含めて年に何回も遠路はるばるセンターまでおいでになり、多くの貴重な写

真を示しながら熱く講義されます。研修生は強いショックを受けると共に、大変勉強になったと高く評価して

います。

アメリカでは「子ども虐待」が小児医療に現れたのは1950年代です。それは身体的虐待で、“the battered

child syndrome” と呼ばれました。一方わが国では、1970年代に入って児童精神科医、続いて小児科医が、

一般外来でみたネグレクトを報告しました。小児の救急医療が1980年代に入るまで整備されなかったからでし

ょう。救急医療の現場で見る子ども虐待の事例がいかに悲惨かは、何人も理解できるものです。

昨年行われた公開講座については、イギリスBaSPCAN（英国児童虐待防止学会）会長のジョナサン・ピッ

ケン氏の講演を取り上げました。イギリスはマグナカルタから始まる800年の人権の歴史をもつ国、また現在

の生物科学の祖といわれるダーウィンの生まれた国でもあります。その様な思想を持つ国で、子ども虐待がど

のように取り上げられ、対応されてきたかを学ぶことは大変有意義です。

講義の中から、国際医療福祉大学の岡野憲一郎先生の「児童虐待が脳に及ぼす影響」、大阪教育大学の岡本

正子先生の「性的虐待が及ぼす心身への影響」、山梨県立精神保健福祉センターの近藤直司先生の「ケースの

見立てとレポートについて」、そして花園大学の橋本和明先生の「近年における非行の概況と援助の実際」を

取り上げさせて頂きました。いずれも内容豊かで参考になります。他にも取りあげたい講義が多々ありました

が紙面の都合上、割愛せざるを得ませんでした。

エッセイとしては、昨年、京都府宇治児童相談所から当センターに赴任しました研究部長の川�二三彦と研

究課長の増沢高が筆を取っています。楽しくお読み下されば幸いです。内容から学ぶこともあると思います。

研究報告は千葉大学の保坂先生ほか多数の共同研究者による文献研究が取りまとめられております。大変内

容の濃い研究であり、ぜひ参考にしてください。

子どもの虹情報研修センターは、６年間の事業を終え７年目に入りました。その間、スタッフも充実し、事

業も大きく展開しました。特に相談事業、研究事業は発展し、情報の収集と発信でも全国の子ども虐待にかか

わる機関・施設で役立つものと信じます。また、インターネットを利用した研修も試行し、IT時代における

研修の新しいやり方にもチャレンジしています。

しかし現実をみると、児童相談所の子ども虐待対応件数は、1990年度から2007年度までの17年間で、1,101

件から40,639件と約40倍になるとともに、死亡事例の増加など深刻化しています。我々のやらなければならな

い事は沢山あります。是非この紀要を読まれた方々からの御指導と御支援をお願いいたします。

■ 発刊にあたって ■
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■ 論　文 ■

1

わが国の現代社会における育児環境の背景を見てみると、少子化の影響で、幼児期から乳幼児との接触経験

のない・少ない、そして全ての生活技術におけるマニュアル志向の強い、あるいは十分な耐性獲得が出来てい

ない若い親による育児が増加していることが判る。すなわち、現代の養育環境は子どもの側から考えると劣悪

化しているといえる。実際にその母子（親子）関係が健全に形成されていない家庭が増加しているといえ、ま

さに、児童虐待（Child abuse）に発展しかねない、いわゆる神経質で過度の育児不安、あるいは拒否的育児

と考えられる脆弱な母子（親子）関係の家族が増加していることは間違いない事実と思われる。実際に小児救

急医療現場では未熟な育児能力の親・家族の突発的な子どもへの不適切な対応や養育熱意の低下による子ども

の疾病罹患・事故受傷の増加が実感される。いわゆる「大人の子どもへの不適切なかかわり（Child

maltreatment）」が日常診療の中で相当数散見される時代となったといえる。

脆弱な親子関係に基づく養育環境の劣悪化は、児童虐待のグレーゾーンと言われる虐待予備軍となる家庭を

知らないうちに輩出しているといえる。つまり、虐待は一朝一夕に行われるのではなく、連続性があり、グレ

ーからイエロー、レッドへと次第にエスカレートしていくことが知られている。グレーゾーンの患児・家族と

の遭遇は母親教室や乳児健診・一般診療で経験されることも少なくないので注意が必要である。一方、夜間・

時間外診療が中心となる小児初期救急医療においては、これらのグレーゾーンの症例が増加する。また、明ら

かに子どもへの対応が異常であるイエローゾーンの症例も数多く経験される。一方、救命救急センターなどの

小児救命医療の現場では虐待死亡例を含めたレッドゾーンの症例に遭遇することが増える。医療現場の役割と

して、児童虐待の予防～発見～進行防止・保護・治療がきわめて重要であり、かつ的確な対応を求められてい

る。わが国の社会事情からも、現在、児童虐待が増えていることは周知の事実であり、子どもに関わる医療機

関に課せられた社会的責任と義務はきわめて大きくなっている。一方、総合病院などの医療機関はそれ自体が

専門化や細分化されていることから総合的あるいは経時的なアプローチを行いがたい一面がある。この観点か

ら、地域における医療機関同士の連携、あるいは大病院の院内における各診療科の連携など、医療機関が児童

虐待へのアプローチに関して、一層努力し、その対応の均一化、普遍化など、求められる機能が高まっている

といえる。更に個人診療所は総合病院に比べ、より患児家族の傍に近いという点から発見しやすい立場と身近

すぎる家族との関係から疑いにくいという立場の二面性を有している。このような個人診療所の児童虐待への

知識や対応技術のボトムアップも求められている状況である。元来、小児医療は、子ども達の健全育成に不可

欠な医療・支援の提供が主であり、社会的に子どもと育児者にとっての保健福祉医療の実践が最も求められる

分野であり、その内容は多岐にわたっている。そこで、乳児健診や一般診療、救急医療、各専門医療などの立

虐待の重症度と各小児医療現場の関わり 

はじめに―わが国の養育環境の劣悪化― 

「小児救急医療現場から見た児童虐待の実態と課題」

市　川　光太郎

（北九州市立八幡病院小児救急センター）
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2

場から、児童虐待へのアプローチへの責務を個々に努力して果たすべき時代となった。このためにはそれぞれ

の特徴あるアプローチ方法を含めて、より的確且つ専門的な方法を模索するとともに、それらを統合して、小

児医療という全体の中での確固たるアプローチ方法を確立する必要がある。これらのことを踏まえて、小児医

療現場、特に小児救急医療現場における児童虐待の現状やその初期対応における問題点を分析し、課題点を検

討し、今後の理想的な対応法を考察してみる。

Henry C Kempeによる1962年のBattered child syndromeの報告以来、児童虐待が社会に認識されるような

り、その根源が社会的状況や社会文化などの社会的現象と密接な関連を有していることがわかってきた。

虐待の定義として、全ての人が共通理解できる明確なものは世界的にも未だ存在しないのが現状である。そ

こにはその定義を虐待者の行為として定義するのか、子どもの側から定義するのか、双方の関係性として定義

するのか、など何のために定義するのかによって異なる内容となるものと思われる。しかし、大人の行為を主

として虐待かどうかを判断するのではなく、子どもの権利、あるいはその心身の危険性から子ども自身を守る

という観点から虐待かどうかを考慮し、その親子に介入が必要か否かをもって、その行為を社会的評価するこ

とが重要であろう。

平成16年４月14日改正の児童虐待防止法の児童虐待の定義に関連する条文では、第二条に、児童虐待の定義

として、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものを

いう。以下同じ。）がその監護する児童（十八歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行

為をいう。

一　児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

二　児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること

三　児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二

号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

四　児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童と同居する家庭における配偶者に対する暴力

（配偶者［婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む］の身体に対する

不法な攻撃であって生命の危険又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ

す言動をいう）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

と謳われている。子どもがその心身に危害を何人からであっても人為的に加えられた場合には、児童虐待とし

て捉えられるべきであることが明確化されているといえる。さらに平成20年４月の改正法では、この法律の目

的として「児童の権利利益の擁護に資すること」が明記された。また、国及び地方公共団体の責務に、児童虐

待を受けた児童等に対する「医療の提供体制の整備」と「児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被

害を受けた事例の分析」が第4条に加えられ、児童虐待の発見と治療・保護、さらにはその医学的分析等への

医療関係者の更なる関わりを求めているといえよう。

児童虐待は大きく４型に分類されている。すなわち、①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的

虐待である。さらに、平成16年の虐待防止法の改正でドメスティックバイオレンスの目撃も虐待として捉え、

広い意味での心理的虐待に含まれるようになった。また、特殊な虐待として、身体的虐待の範疇となるが、

児童虐待の分類 

児童虐待の定義 
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Shaken baby（impact） syndromeと、子

どもを故意に病気に仕立て、虚言を吐く、

Munchausen syndrome by proxyがある。

これらの虐待の分類に４型はあるものの、

明白には区別できずにオーバーラップし

ている部分があることから、図１のよう

な、幅のあるスペクトラムで、chi ld

maltreatmentとして、児童虐待を捉える

考えをするようになっている。

①身体的虐待（Physical abuse）

子どもに身体的危害を及ぼす暴行が行

われた場合を意味している。暴行の種類

として、首を絞める、殴る、蹴る、放り

投げる、投げ落とす、熱湯をかける、熱

湯に漬ける、熱いもの（タバコ、アイロンなど）を押し付ける、溺れさせる、逆さ吊りにする、縛り付ける、

布団蒸しにする、罰として食事を抜く、異物を飲ませる、戸外に放置する、子どもにとって危険な作業をさせ

る、などがある。

身体的部位は全身に及ぶことが多く、皮膚、骨、頭部（脳）、腹部（内臓）、眼、耳などであり、複数の外傷

を同時もしくは経時的に受けているために、実際に、皮膚に熱傷、頭部では脳内出血、四肢の骨折もあるなど

と多発的かつ連続的な外傷を受けていることが多い。

②ネグレクト（Neglect）

子ども達は幼少期ほど、その健全な成長のために、大人からの愛護的なケアを必要としていることは自明の

ことである。子ども達の養育において、このような愛護的なケアが欠落することがネグレクトに他ならない。

ネグレクトを受けることで子ども達は容易に死に追い込まれるし、重篤な成長障害や精神心理的障害を受ける

ことが知られている。このネグレクトには∏栄養ネグレクト（適切な栄養をバランスよく与えない）、π衣類

ネグレクト（季節に合った衣類ではない）、∫衛生ネグレクト（入浴させない・不潔な環境に置く、など）、

ª情緒ネグレクト（子どもにとって愛護的、かつ情緒的な関わりをもたないこと）、º保健ネグレクト（予防

接種や健診を受けない）、Ω医療ネグレクト（必要な医療を受けさせない）、æ監督ネグレクト（炎天下の車

中に放置、危険な場所に放置など）、ø教育ネグレクト（義務教育に参加させない）、¿環境ネグレクト（危

険な環境におくことで、熱傷、誤飲などの危険性を放置すること）、¡遺棄（捨て子、意図的自宅墜落分娩な

ど）に分けられる。この中でも医療（メディカル）ネグレクトは致死率も高いことから、救急医療を含めて医

療機関での対応は重要である。単に、怠慢や無理解などで未診療放置・治療放棄の場合は明らかにメディカル

ネグレクトといえるが、実際には宗教的理由や信念から、医療行為を拒否する症例が多く、今後の法的な対応

を含めて社会的議論がなされる時期と考えられる。このことは1990年代後半には米国においても同様の事例が

あとは絶たないことから、小児科医が中心となって、「小児医療に法的義務化を求める会（Children's Health

care Is a Legal Duty : CHILD）」が設立されているほどである１）。

③心理的虐待（Emotional abuse）

心理的虐待の定義として、子どもが心理的に安全に守られて発達する権利を侵害することと言われている。

心理的虐待が単独で生じることは少ないことは知られているが、単独か混合かはさておき、心理的虐待が全て

の虐待の背景にあるという概念がいわれはじめた。

図１　The spectrum of Child maltreatment
NELSON Textbook of PEDIATRICS 17th Edition（SAUNDERS）p121より
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心理的虐待の方法として、∏無視（子どもにとって必要な心理的な正の刺激を与えないこと）、π拒否（子

どもの存在そのものや価値、行為を否定すること）、∫差別（兄弟などと明らかに差別的対応をとること）、

ª孤立（家庭の内外で他者との関係を断ち切ったり、関係形成を認めないこと、監禁に等しい行為）、º言葉

の暴力（子ども自身の心が傷つくような言葉を発する、人前でなじる、怒鳴って怯えさせるなど）、Ω恐怖を

与える（子どもを刃物や危険な行為を強要して脅すこと）、æ反社会的行為の強要（万引きや当たり屋、すり

などを強要すること）、ø見世物にする（子どもを見世物にして金銭を取ること）、¿親の理想を過度に強要

する（子どもに過度の発達を押し付けること、目的の運動に理想の体型に無理強いすることなど）、などが考

えられる。いずれにせよ、子どもの自主性や自己存在感が著しく損なわれるような対応を行い、子どもの健全

な自己成長の芽を摘むことが心理的虐待と言える。

④性的虐待（Sexual abuse）

性的虐待とは子どもの性的権利を侵害することと定義され、性的権利とは性的な安全が守られ、健全な性発

達が保障され、かつ性的な自己決定権が守られることと言われている。子どもの発達年齢にとって早すぎる性

的刺激は全て性的虐待と考えられている。

性的虐待には∏近親姦（家族内の性行為）、πペドフィリア［pedophilia］（子ども達を性的対象として性行

為を行うこと）、∫性的嫌がらせ（性行為に限らず、痴漢的行為も含む）、ªあらゆる形の性交、ºレイプ、

Ω性的サディズム（性的興奮を得るための身体的傷害）、æ露出症（子どもに性器などを見せること）、ø子

どものポルノ写真・ビデオなどの撮影、¿子どもに無理やりポルノ写真・ビデオを見せること、¡小児の売

春に関与する、¬他人の性行為を見せる、などが考えられる。

厚生科学研究・子ども家庭総合研究事業平成13年度報告書（小林　登班長；児童虐待および対策の実態把握

に関する総合的研究、2002年３月）によれば、わが国における平成13年の児童虐待の発生件数は１年間に約

35,000人といわれ、子ども人口1,000人当たり1.54人に相当し、0.15％の有病率と言える。この数字は発生件数

であり、この頻度で毎年積算されることになるわけで、逆に言えば、児童虐待を受けた児童は毎年蓄積され、

全児童の2％前後を占める計算になると言われている２）。この比率は文科省が発表する不登校児の割合と同率

である。このように被虐待児の頻度が多

いことを認識しないといけないが、実際

の表在化しない事例件数はこの数字より

も高いということは明白な事実である。

しかし、それでも表在化した事例そのも

のの比較で、この数年の経時的な増加率

も知っておく必要がある。平成２年を１

（処理相談件数、1,101件）とすると、平成

13年は21.1（23,274件）となり、20倍以上

の増加である。その後は少し横ばい的な

増加（平成15年処理件数、26,569件）では

あるが、16年、17年、18年は33,408件、

34,451件、37,343件とまた増加の一途を辿

り、19年には40,639件と４万件を突破して

わが国の児童虐待の最近の現状 

図２　全国児童相談所における虐待相談処理件数の年次変化
厚生労働省：児童虐待防止改正法、2008

http : //www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv.html
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しまった（図２参照）。この17年間で40倍近くも増加するという驚異的な現実がみられている。虐待が世代間

継承されることを考えると、このような被虐待児の増加は数十年後もさらに加速的な増加が起こることが危惧

され、被虐待児の精神的事後支援体制の確立が急務である。

このようにわが国で児童虐待の件数が増加してきている社会現象が何故起こるのかを学問的に考察する必要

がある。実際に、西澤　哲氏は「虐待件数が増加している現象には、子どもに対して暴力を振るわなければな

らなくなった人が非常に増えてきているのではないか？これはひとつの文化現象であり、社会現象である」と

述べている3）。わが国の親に、子どもに対して拒否をする、子どもの存在価値を否定するなどの子どもに対す

る加虐性が存在するようになったとも述べ、子どもの存在を利用して、欲求不満を解消する親が現われてきて

いる、増加していることが危惧される時代となっていると言える。元来、ネグレクトは経済的困窮のために結

果的にネグレクトしてしまうところから出発していたが、現在は、積極的に子どもを可愛がりたくない、育て

たくないという別の理由で放置するという質的に異なる原因が見られることも事実である。小児医療における

急病不安においても、おおよそ健全育成のために親が我慢するという姿勢は消えてしまいつつあり、親中心の

生活を行い、易罹患性が生じていることに気付いていない。それなのに急病に陥ったと、その対症療法だけを

望み、発病予防への努力がみられない保護者が多い。これらのことは子どもの養育における社会通念・観念が

変わってきた顕著な事実であろう。

虐待の成立背景にはその国の国民性や文化、

習慣、社会風潮、経済力などが複雑に絡んでい

ることはわかってきているが、わが国での児童

虐待に対する学問的な研究は未だ体系化されて

いない現状である。このような中、虐待の本質

を見定めていくのは難しい問題があるが、実際

に虐待を受けた子ども達とその虐待を行った大

人達を目の当たりにすると、その原因は単一で

はなく、複数かつ経時的な要素が複雑に絡んで

いることに気付かされる。その要素は親の成育

環境、さらに親としての素因・資質の問題、児

の問題（特に周産期異常にまつわるハンディキ

ャップの存在）、後天的要素である家庭の問題、そしてその営みを育む器である地域社会との関係の問題など

である（図３）。このような複雑な要素の絡みの中、大人の身勝手なエゴを発端として、保護者が精神的もし

くは経済的に日常生活に困窮している場合、親子関係が脆弱な家庭ほど、或いは親としての人間性、資質が不

足しているほど、更には家庭が地域社会から孤立しているほど、児童虐待が芽生え、増悪していくと考えられ

る。この増悪していく過程でその本質や原因が真の姿を現してくると考えられる。そこで児童虐待の本質を考

えてみると、①虐待をしてしまう保護者は日常生活を送ること自体に保護者自身が困難さを有していることが

多く、その困難さの背景には保護者の気質や家庭における夫婦間の問題や経済的な問題が存在する。②児童虐

待は保護者自身が抱えている心の問題が家庭や社会環境と相呼応して発生すると考えられる。③このような大

人自身の自己不信や自信の無さが存在することによる保護者のエゴから、次第に保護者は悪いことの全ての原

因が子どもにあると決め付けていくものと考えられ、そこにはヒトの動物的本能である弱者への攻撃性が顔を

虐待の本質とは何か？ 

図３　児童虐待の発生要因
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出すものと思われる。④実際にこのような養育環境下におかれた子ども達は心が休まる場所・時間を有せず、

心身ともに疲れ果て、高度な心身の発育発達障害を起こしてくる。さらに、⑤子どもが親愛する保護者からこ

のような負のメッセージを受け続けることで自己評価が極端に低くなり、自己愛が育たないばかりか、自己に

対する自信を持てないがゆえに、自己破壊的な行動で自己の存在証明を周囲にしてしまうようになる。以上の

ような５つの事柄が虐待の本質かつその結果であろうと考えられる。これらの本質とそこから派生する子ども

達への影響を考慮して、児童虐待の初期対応を図っていくべきであり、そこに子どもに関わる医療側のアプロ

ーチの理想像も隠されているものと思われる4）。しかし、現実的には余りに繁忙すぎる小児救急医療の現場で

は、対応する医療スタッフはこれらの本質を熟慮する暇もなく、看過しやすい環境に置かれていることも事実

である。

①児の因子

子ども側に存在する因子として、子どもに責任はないものの、生まれながらにしてハンディキャップを有し

てしまった場合、すなわち、超・極小低出生体重児や染色体異常、奇形など先天異常児、分娩障害などで中枢

神経障害を受けた子ども達が、出生後より長期に親と離れた療養を余儀なくされることから、母子間の愛着形

成が困難となり、子どもへの愛情が注げないという事態が生じ、虐待へ発展してしまうことが経験される。こ

のようなハンディキャップの存在が虐待まで発展するかどうかは親の性格・養育歴など、親自身の資質と直結

している部分がある。しかし、子どもの側にこのような虐待リスク因子がある場合には虐待の連続性を絶つた

めの介入が、親自身の問題に起因して虐待が起っているケースに比し、ある意味で行いやすいという一面もあ

ることも知られ、周産期センターで行われているカンガルーケアもその一つと言える。

②親の因子

親側の因子は複雑ではあるものの、直接的に児童虐待と関わる大きな要素が含まれていることには違いがな

く、児童虐待防止にはこの分析研究が必要不可欠である。虐待する親は、親自身に抑うつや身体的健康問題と

いった形で現われるストレス関連障害のため、親としての子どもの養育をうまく遂行できなくなったと考えら

れる。

虐待をする親のタイプを分類した報告５）もある。これによれば、一次的虐待をする親と二次的虐待をする親

の２種類に分類している。一次的虐待は、虐待の理由が親子関係の基本的なゆがみに関連し、「その理由の了

解が可能」で、人格的・社会的問題は少ないか、存在していない。これに対し、二次的虐待は、暴力やネグレ

クトが日常生活、ことに育児上の問題、又は人格障害や精神病と関連している。と述べている。一次的虐待は、

1）子どもの特性によるもの、2）強迫観念、3）独善的で過度のしつけ、4）一次的な拒否、に分類し、介入・

支援が可能で改善されうるとされている。また二次的虐待は、5）社会的無秩序／剥奪、6）未熟な親、7）複

合障害、8）逸脱、9）保護の怠慢、10）精神病、に分類し、介入・支援は困難で改善の望みが少ないとされて

いる。いずれにせよ、親自身に起因する児童虐待の問題解決は地域社会的因子、家庭因子、児の因子などの他

の児童虐待発生因子の中で、その介入・支援がもっとも難しいと考えられている。

③家庭・地域社会因子

なぜ、親がわが子を虐待するのか？の問いに完全な回答はないのかもしれないが、現代のわが国の家庭環

境・地域社会環境の変化は著しく、リスクのある子ども、親がストレスフルな家庭環境の中におかれ、たとえ

シグナルを発信しても対応されない地域社会、或いは発信できない地域社会になってしまったという社会・文

化現象の変化が起こっていると考えられる。この３点目の家庭･地域社会環境因子が虐待の温床になっている

虐待の社会医学的リスク因子 
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ことは事実である。それはわが国が経済的な発展を遂げ、人々の基本的な価値・規範意識が変わってしまった

ことも一因であろう。従来、美徳とされた、「将来重視、勤勉指向、理性指向、集団指向」から、「現実重視、

情緒・快楽主義指向、余暇指向、私生活主義指向」へ大きく変わり、欲求の抑制より欲求の充足を重視するよ

うになったと言える。このような人間性・国民性の変化に加えて、地域の共同体の中で、多くの大人達から育

てられていた子ども達が、少子化・核家族化となり、育児はもっぱら親のみの責任となり、育児における親の

負担は重くなったと言える。さらに、育児が社会の中で孤立した営みとして行われることが多くなった。親の

種々の負担が重くなると、そのシワ寄せは弱者である子どもに寄せられることになり、虐待へと発展・連続し

ていくことが予想される（表１参照６））。

反面、この地域社会的因子や家庭因子に対する介入・支援は、他の親自身の因子や子どもの因子に比し、あ

る意味で地域社会が対応しやすい一面も秘めており、種々の社会制度を駆使して養育困難な家庭・家族への支

援体制を行っていく必要がある。

①虐待の連続性と医療機関との関わり

児童虐待の連続性（表１）、つまり次第

に重症化していく負の進行性は良く知ら

れている事実であり、この連続性の延長

線上にて、虐待行為が家庭という密室の

中で次第にエスカレートして最悪の結果

に陥入ることは容易に想像できる。しか

し、このような重症化のプロセスが判っ

ているものの、医療機関の理想的なアプ

ローチがきわめて難しいことも良く知ら

れている（表１）。その最大の理由は医療

機関が児童虐待の発見において、患児が

傷病に陥入っても受診をしなければ、患

児に、すなわち虐待に遭遇できないとい

う、受身の部分が強い機関であることで

ある。すなわち、虐待が行われた、その時点での結果・事象を診る施設であり、その虐待のプロセスを観察す

る施設ではない点であろうと考えられる。無論、医療機関は診療のみならず、受胎・妊娠における妊婦健診、

母親教室、生まれた後の乳児健診など保健福祉医療での関わりの多い機関でもあり、拒否的育児のリスク家族

を発見する施設でもあるが、虐待を犯してしまう家族の多くは前向きな育児姿勢がみられないために、このよ

うな公的母子保健福祉制度への参加は少なく、医療機関の機能はやはり受身的と言える。しかし、医療機関の

持つ種々の機能に合わせて、児童虐待との接点はあり、それをまとめてみると図４のようになるものと思われ

る６）。

虐待を受けている、あるいは受けそうな子ども達との接点・遭遇・継続がいわゆる「線」として考えられる

保育園・幼稚園・学校と異なり、医療機関は虐待を受けた子ども達に対して、その接点・遭遇・継続は下手を

するとその場限りで、見直しがきかない、いわゆる「点」としての関わりと言わざるを得ない。このことは裏

を返せば、その一回の診療で見逃しは許されないということに他ならない４）。いかに虐待を疑い、正確な診断

医療機関と虐待の接点 

表１　児童虐待の連続性とその対応

松井一郎６）：虐待の進行と予防図、生活教育　45（7）：6-12、2001より引用
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とアプローチを行うかが虐待の連続性に

おいて、医療機関に求められていること

である。もしも一旦看過すれば、次に遭

遇する時には子どもは瀕死もしくは死亡

して搬入される可能性がある。すなわち、

急性脳症や絞扼性イレウスなどと同様の、

致死率のきわめて高い救急疾患であるこ

とを認識しておかねばならないといえる。

このような看過防止には虐待の起こりや

すいリスク（表２）を医療関係者自身、

もしくはその医療施設の職員全員が一定

のレベルでしっかり理解しておく必要が

ある。また、虐待を受けた子ども達の特徴もしっかり知っておく必要がある（表３）し、実際に虐待を行って

いる親の特徴にも十分な観察と評価が必要である（表４）。しかし、現実的には多忙な外来業務の中で、職員

１人１人が児童虐待に十分な知識と認識を持って対応することは多種多様の職種と個人差のある職員が入り混

じる大きな組織・大病院ほど困難であるといえる。そこで、これらのアプローチをできる限り、普遍的且つ均

一に行なうためには、全職種の職員が虐待の発見・予防・早期関わりの意識を持つことは基本であるが、その

ような意識保有の啓発と看過防止を防ぐ意味で、「ちょっとおかしいと感じる子ども、親、親子関係」を感じ

表２　児童虐待のハイリスク因子

○妊娠

・望まぬ妊娠

・望まぬ出産

○児の因子

・多胎で特に双生児間の差が大きい場合

・先天異常、低出生体重児など集中医療が必要な状態での出生

・児が精神発達遅滞を伴った場合

・永い家庭外養育から家庭に戻ったとき

○親の因子

・親が精神疾患、アルコール中毒、薬物中毒を伴う場合

・親が知的障害を有している場合

・親の気質が異様に暴力的であったり、反社会的気質が強い場合

・親の育児知識や育児姿勢に問題がある場合（親としての自覚欠如、未熟性を含む）

○家庭の因子

・孤立家庭（外国籍の家庭、実家・他人との対人関係拒否を含めて）

・病人や寝たきり老人などを抱えて、育児過多・負担増の場合

・経済的に不安定な家庭・夫婦仲がきわめて悪い家庭

・子どもが入籍していない場合

・反社会的な親の家庭（刑務所入所中などを含めて）

・国際結婚など日本社会に溶け込めない片親がいる場合

8

図4 虐待の連続性と医療機関の関わり
（特に小児救急医療体制等との関わり）

松井一郎：虐待の進行と予防図、生活教育　45（7）：6-12、2001より引用
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表３　被虐待児（虐待を受けた子ども達）の特徴

○子どもの状況

・先天異常や低出生体重児など未熟児新生児医療を要した既往歴

・外傷の受傷機転が不明瞭・不自然（本人も話したがらない）

・全身に新旧混在の外傷の存在（入院すると新しい傷ができない）

・外傷は見えにくく、外傷を起こしにくい箇所（臀部、内側など）が多い

・原因不明の精神発達遅滞や成長障害、低身長が認められる

・着替えがない、オモチャを持たない

・身体・着衣が異様に汚い

・落ち着きがなく、無表情で、大人への怯えが認められる

・逆に異様にベタベタと甘える態度がある

・保護者と離れても泣かない・保護者の顔色を窺う

・夜尿・昼間の遺尿が見られる

・過食・異食が見られる

○子どもの行動と心理所見

・触られることを異常に嫌がる

・表情が暗く、感情をあまり外に出さない

・動きがぎこちない

・自分からの発声や発語が極端に少ない

・保護者が傍にいる時といない時で動き・表情が変わる

・大人の顔色や言動を窺ったり、怯えたりする

・食行動の異常が繰り返される（むさぼり食い・過食・異食・拒食など）

・持続する疲労感・無気力・活動性低下が見られる

・不適当な衣類を着ている（季節はずれ、性別不詳など）

・家に帰りたがらない・繰り返す家出

・食物を主とした盗み・万引き（集団ではなく単独行動が特徴）

・多動・乱暴な言動・注意を引く行動

たら、直ぐにチェックリストで総合的にチェックする体制を医療機関内に構築しておくことは重要と思われる。

実際には、直接関わりやすい医師や看護師のみならず、検査技師・放射線技師、医療事務など全ての職種が共

有して、あらゆる角度・視点から、子どものみならず保護者までチェックを行う体制を確立しておくべきであ

る（表５、６）４）。

②実際の小児救急医療現場での児童虐待

医療機関の中でも小児救急医療現場は児童虐待を受けた、あるいはその疑いのある子ども達に最も遭遇する

部署であることに違いない。また、小児救急医療体制の違いと虐待の重症度との相関も認識しておかねばなら

ない。すなわち、初期救急医療（軽症が多く、外来治療が主となる医療）現場では、不慮の事故や疾病の中に

虐待疑い例が、あるいは突発的な事故を含めたMaltreatment例が多く経験され、二次・三次救急医療（より

高度で救命治療の必要な医療）現場では虐待症例そのものや最重症例の瀕死の症例や死亡例が経験される（図

４）。いずれにせよ、虐待を行った保護者はかかりつけ医の診療ではなく、虐待行為が悟られないように、そ

の場限りの治療が主となる救急医療現場を受診していることが実際に多いと考えられ、小児救急医療現場での

発見対応などのアプローチが児童虐待における医療機関の役割を最も左右しているといえる。
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表４　虐待を行っている保護者の特徴

・妊娠拒否の経歴がある

・母子健康手帳を持っていない

・定期の妊婦健診を受けていない

・子どもの出生を喜んでいない・子どもに笑顔を見せない

・子どもの世話をしない・子どもと話をしない・遊ばない

・子どもを激しく（常識を超えて）叱る

・子どもの扱いがぎこちない・あまり扱おうとしない

・子どもの発達に対して非現実的な期待を持っている

・子どもの発達に対する知識が曖昧で症状や行動の把握が不的確である

・子どもの日頃の様子を殆ど知らない・知ろうとしていない

・症状の発現から受診まで時間がかかっている・時間外受診が多い

・不自然な状況説明があり、説明内容が時間でよく変わる

・保護者同士で説明内容が異なる・聞く相手で説明を変える

・外傷や疾病の程度（重症度）を気にしていないように見える

・予後や治療法に対して関心がなく質問が見られない

・病気・傷害への対応が不適切でしばしば受診の遅れや投薬の不履行などをおこす

・重症でも入院を拒否する・入院後はすぐ帰ってしまう

・付き添いの拒否・面会が短時間・面会や問い合わせが極端に少ない

・保護者に被虐待経験があるという情報が得られる

・明確な異常が無いのに種々の訴えを繰り返し、頻回に受診する

・入院後の子どもとの接触が極端に少ない、全く無い

・勝手に通院を中断してしまう

・通常の病状説明にも納得せず、病院を転々とする（Dr.shopping）

・不安や怒りの自己コントロールが下手である

・衝動的な行動・発語が多い

・待合室などでも他人との接し方が下手でしばしばトラブルを起こす

・保護者が精神統合障害や薬物中毒・アルコール中毒などの疾患を有している

・家庭に経済的困窮があったり、夫婦不仲が強く存在している

また、実際に救命救急センターでは死亡後に搬入される症例も跡を絶たず、その対応自体に苦慮することも

少なくない。一方では親の発作的な対応による子どもの外傷、あるいは親の保護観察不十分による子どもの事

故受傷など、不慮の事故の中にも多くの虐待、もしくは虐待へ発展していく症例が隠れていることを認識すべ

きである。さらに最近では新興宗教の妄信などによる医療拒否であるメディカルネグレクトも散見され、疾病

の増悪あるいは現代医療で治癒する疾患での死亡例が経験され、その対応の改善も小児医療現場や小児救急医

療現場に求められているといえる４）。
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③医療機関の役割

医療関係者の院外活動においては育児サークルや子育て支援講座などでの医療者から地域社会への児童虐待

増加の社会病理の医学的説明やその予防法の啓発が求められる。院内では産科医や助産師による妊婦健診、母

親教室やペリネータル事業への小児科医の積極的参加によるリスク妊婦への支援、さらに、小児科医による乳

児健診や一般診療などでのリスク母子・家庭への支援など虐待予防の役割が求められる。また、一般診療や初

期救急医療における虐待疑い例の発見とその対応や援助が求められる（図４）。特に救急医療現場では虐待例

や疑い例の緊急避難的保護入院および親子分離目的の入院、関連機関との連携のための時間稼ぎのための入院

など、被虐待児の安全確保・保護観察の役割も担っている。さらに、虐待の重症度診断およびその治療、また

身体的機能障害や心的障害の診断と継続治療の必要性の判断と実際の治療の実施など診断治療における役割も

重要である。このような多岐にわたる役割を医療機関は有しているといえ、児童虐待に関わる関連機関の中で

も予防から発見、診断、治療、保護・安全確保と、健全育成のための継続的な関わりを求められている、最も

重要な機関の１つと考えられる４）。

医療機関の虐待初期対応の最大の問題点は虐待を受けた、あるいは受けつつある子ども達へのアプローチが

不十分な場合はその場限りの遭遇となり、却って、虐待者を孤立化させ虐待行為を深く潜行・進行させてしま

うことである。つまり、虐待に気づかずに看過すると次に遭遇する時には重症化するなど虐待が進行してしま

うことが考えられる。また、その対応が不十分だったり、迂闊に、あるいは安易に独自で対応すると、実際に

二度とその医療機関を受診しなくなり、これまた虐待の進行につながる危険性があるといえる。このように、

不十分なアプローチが行われることで虐待を行っている家族に警戒心を与え、かえって虐待を密室化させ、重

症化させる危険性を医療関係者は十二分に理解しておく必要がある。さらに、医療機関は、大きな病院ほど単

一な機関でなく、受付事務から、看護師、放射線科技師などコメディカル、各科の医師など複数の職種が混在

して働いている機関である。このことは裏を返せば、被虐待児や家族への対応が統一化されないリスクがあり、

個々に良かれと思った単独行動が不適切な初期対応になりかねない危険性がある。わずかな時間差においても

職種に関係なく医療機関全体が同じ姿

勢・方向性で、あるいは同じ知識レベル

で対応する必要があり、その対応に統一

性が最も要求される機関ともいえ、この

点が医療機関における初期アプローチの

もっとも大きな問題点でもあり、課題点

といえる４）。すなわち、虐待確診例、虐待

疑い例やグレーゾーン症例は全て児童相

談所などの関連機関とすぐに連携をとっ

て対応することが医療機関の最大の課題

であり、医療機関独自の安易な判断と対

応は知らないうちに虐待を助長させてし

まう危険性があることが問題点となる。

このことを十分に医療関係者は認識して

おく必要がある。また、院内においては

医療機関での児童虐待アプローチの問題点と課題点 

13

図５　地域社会における児童虐待防止医療機関ネットワーク

北九州市立八幡病院・小児救急センター
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各診療科医師や看護師の児童虐待に対

する知識レベルが一定でない場合にも

大きな問題点となりうる。院内で統一

的なアプローチを常に行うためには、

小児科医が中心となり日頃から医療機

関全体の知識向上を図ることも課題点

とされている。

さらに、医療フィールドのもっとも

底辺にあり。家族の身近な存在である

個人診療所においては診療所単位での

対応ではなく、地域の基幹病院小児科

との連携が行える、医療機関同士の虐

待ネットワークの構築（図５）が望ま

しく、疑い例を紹介して、診断～通告

などを基幹病院に委ねる体制が存在す

ることは個人診療所の負担を軽減させ、早期発見あるいはリスク家庭への地域支援につながるものと予測され

る。さらに、虐待を線で観察できる保育園・幼稚園・学校など教育機関と医療機関のパイプ役、キーパーソン

である園医、校医の活用と働きは虐待の早期発見には不可欠であり、教育機関から虐待の社会医学的相談を受

けるとともにその相談に的確に応えるために、園医・校医の児童虐待に対する知識や対応スキルのボトムアッ

プが不可欠である。このような教育機関と医療との連携強化には医師会と行政主導による児童虐待におけるメ

ディカルコントロールが必要である（図６）。このような連携体制に浮かび上がる事例を個々に正確に事後検

証していくことが今後求められる。このためにも医師会の中にそのような委員会を立ち上げて、教育現場から

の相談機能強化を図るとともに、基幹病院とのネットワーク（図５）を利用した診断・対応体制を行う形での

医療機関同士のレベルアップが求められる。

医療機関での初期対応の理想像は総合病院と個人診療所ではその役割及び対応能力は異なり、個人診療所で

は前述の如く、基幹病院との連携を行なう形での参加およびその役割の遂行が行ないやすいと思われる。そこ

で基幹病院での役割を機能的に分類すると①医療機関の全職員が児童虐待に関する的確な知識を常に持ちうる

か、に始まり、②グレーゾーン症例やイエローゾーン症例の見逃しを防ぎ、関連機関と連携できるか、③レッ

ドゾーン症例をいかに迅速・的確に保護できるか、④医学的重症度診断および治療が適切にできるか、⑤医療

的バックアップ（事後支援）を全施設的に行なえるか、などがある。そこで、このような分類項目における理

想像を提示しておく。

①医療機関における全職員の児童虐待に関する知識の共有化

実際に児童虐待を受けている子ども達の特徴（表３）、および受けた子ども達の変調の特徴（表７）、さらに

は虐待をしてしまう（した）保護者の特徴（表４）をしっかり理解・共有することが医療機関における初期対

応の原点となる。

また、理想の初期対応を行うためには院内の全医師におけるその知識の均一化が必須である。つまり、脳外

科、整形外科、一般（小児）外科、形成外科、産科、歯科、精神科などの医師と小児科医の連携、更に、臨床

医療機関における児童虐待アプローチの理想像 

図６　児童虐待防止医療連携ネットワークと教育機関の連携強化
（Kitakyushu Medical child abuse prevention network ; KM-CAP-N）

北九州市立八幡病院・小児救急センター
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心理士、児童福祉司、メディカルソーシャル

ワーカーなどとの連携が院内では重要であ

り、現実的に小児科医がリーダーシップを発

揮して医師間、関係スタッフ間の統一を図る

ことが重要である。この点で考えれば、実際

に受診する子ども達はすべて小児科医がまず

トリアージ（治療の選択）を行い、すなわち児

童虐待の疑いや初期診断を行い、必要な症例

を専門医に継続診療を依頼するシステムが理

想の初期アプローチ体制の１つといえる。

②グレーゾーン・イエローゾーン症例の見逃

し防止と関連機関との連携

特に忙しい救急医療現場でその繁忙さに追

われ、対応が不十分になることを常に念頭に

おいて、初期対応をしていくことがもっとも

重要となる。そこで、普遍的な診断・判断を

行うためにも、見逃し防止のためにチェックリストを利用することも理想の初期対応の一助となる（表５、６）。

また、医療機関での判断困難例ほど、多くの関連施設での多角的対応が必要不可欠であることを最優先して、

オーバートリアージ（過剰診断選別）を恐れることなく、関連機関と連携することが理想の初期対応となる。

このためにも日頃から児童相談所などの関連機関との連携向上、意見交換を行っておくべきであり、この役割

も小児科医が中心となって連携強化を図っておくことが理想の初期対応体制に不可欠である。

③レッドゾーン症例をいかに迅速・的確に保護できるか

患児の保護のために、医学的診断（特に過剰診断が求められる）を、毅然とした態度で表明することが重要

である。その上で、いかに緊急避難的な保護入院を行えるかが重要であり、この間に関連機関との連携をとり、

医療機関として臨床法医学的診断を含めた、医学的診断と治療の必要性を厳正に表明し、諸関連機関との協力

体制を確立することが重症例の初期対応に不可欠である。児童虐待対応の大前提は子どもの安全を守るという

ことに他ならず、この大前提がもっとも求められるケースが重症例であることは紛れもない事実である。

④医学的重症度診断および治療が適切にできるか

虐待例の医学的診断は身体所見のみならず、その心理・精神的障害をも十二分に考察して判断を行うべきで

あり、その重症度診断はある意味でオーバートリアージが望ましいと考えられる（表８）。的確な治療は対症

的治療のみならず、子ども達の心を気遣ったスタッフ全員の温かい接遇が必要であることは言うまでもない。

さらに③と重なるが、適切な診断と治療方針を迅速に行い、可能な限り、治療の完結を見るまで治療を継続す

ることが重要であるし、虐待を受けた子ども達と虐待をしてしまった保護者への医学的判断と継続支援を行う

必要がある。身体的障害はそれなりの治癒という線が引きやすい一面があるが、心理的障害には治癒という線

引きができないことを十分に認識して、医療的な心理的支援を継続することがもっとも求められているといえ

るであろう。

⑤医療的バックアップ（事後支援）の実施

児童虐待の初期アプローチとはいえど、医療機関に求められる対応姿勢の最終目的はその治療の完結であり、

継続的事後支援体制の確立が得られなければ、治療は完了していないといえ、そのためには、多くの関連機関

との話し合いを行い、実際に支援体制の確立に全力をあげるべきである。小児科医のみで行うのではなく、施

表７　虐待を受けている子ども達の変化とその特徴

○身体面

・低身長

・痩せている

・皮膚や髪などが汚い（垢や汚れが付いたままである）

・説明のつかない傷が新旧混在している

・口腔内も不潔でう歯（虫歯）が極端に多い

○心理・精神面

・知的レベルが低く言動が幼稚である

・無意思・無気力が目立つ

・多動・注意散漫で落ち着きが無い

・協調性が全く見られず、注意されても聞かない

・自己愛が育っていないため、自己評価がきわめて低い

・親への異様な態度（怯え、他人行儀）が見られる

・初対面の他人にもすぐに異様に甘えてベタベタする
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設の関連職種全てが、あるいは全施設的に継続的な事後支援への協力体制を作り上げる必要がある。このため

には病棟保育士、心理士、児童福祉司、メディカルソーシャルワーカーなど小児保健医療分野の関連職種の協

力が不可欠である。これには小児医療現場、小児救急医療現場に日頃からこれらの職種の導入を図っておくこ

とが、理想のアプローチには必要不可欠な体制となる。このような体制ができれば、医療機関での児童虐待に

対する理想的な初期対応が可能となるであろう。さらに関連機関との連携強化は発見・保護入院時のみではな

く、母子分離や施設入所後の医療支援を継続していくことが必要であり、そこには新たに被虐待児の心理・精

神的支援を強化した形での専任の医療保健専門職の関わりが不可欠であり、世代間継承を起こさせないような

支援体制が望まれるし、その確立は早急な課題である。

小児〔救急〕医療現場における児童虐待のアプローチはその診断と重症度判断、救急受診時の身体的医療・

治療（保護避難的入院を含む）、心的ケア、関連機関との連携など多岐にわたる。特に個人診療所ではグレー

ゾーンを中心とした虐待予備軍の発見とその地域ぐるみの支援への橋渡しの役割が担わされているといえる。

基幹病院での初期対応の役割で最も重要なことは虐待疑い例をはじめとして、その見逃しを防止するとともに、

虐待を受けた子ども達の心身の保護・治療を最優先しながら、関連機関への連携を迅速に行い、単独行動を慎

最後に 

表８　児童虐待の重症度判断基準

○生命の危険

＊以下の可能性が存在する場合、緊急介入による即時分離が必要

頭部外傷、腹部外傷、窒息、医療放棄、重症肺炎、重症脱水症、るいそう・飢餓、

親子心中、「殺しそう」の言動

○重症

＊緊急の生命的危険はないが、子どもに健康・成長発育障害が認められる場合、早期

の介入・援助が必要

身体的虐待に限らず即刻入院加療を必要とする疾病・外傷の程度、原因不明の知的

障害、著しい低身長や体重増加不良、性的虐待

○中等症

＊即刻入院を必要とするような健康障害は認めないが、長期化すれば子どもの人格形

成に支障を来たしたり、「重症」「生命の危険」へ発展しそうな場合

子ども自体に独特の心身障害所見の徴候が認められる

○軽症

＊暴力やネグレクトは認められるが、一時的、叉は一過性の親の心の不安定さに起因

し、親子関係に病理性が認められないもの

子ども自体には一見何ら徴候を認めない

○予備軍

＊実際の暴力や養育・保護の拒否や怠慢は認めないが、拒否的育児や育児不安が強い

場合で楽しんで育児ができていない場合

実生活上、「理由なく叩いてしまいそう」「嫌い・愛せない」「親身になれない」「虐

待しそう」などの親の心情の変化が頻回に見られるもの
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むことである。加えて、子ども達の心身の病状判断において、正確な医学的根拠に基づいた医学的見解と傷病

の重症度とその進展予測を、保護者および関連機関に対して、毅然と表現すること、そしてその医学的専門治

療と継続が求められている。
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皆さん、おはようございます。まずは、今回こう

いった形で私を迎えていただきまして大変ありがと

うございます。特に小林先生から、四方様そして増

沢様から、温かいお迎えの言葉をいただきまして、

大変感謝しております。今、ご紹介にありましたと

おり、私はジョナサン・ピッケン Jonathan Picken

と申します。BaSPCAN（英国児童虐待防止学会）

の会長を務めております。

BaSPCANと申しますのは、さまざまな専門分野

を持つ専門家たちがメンバーとなっているチャリテ

ィー団体です。メンバーの数は約2,000人でNPOに

なっています。BaSPCANは過去26年にわたり活動

を続けております。児童虐待の防止、児童虐待があ

るかと思われるような場合の立ち入り調査、さらに

そういった仕事をどのようにしていけばいいのかと

いう研修訓練の開発などにも関与しております。

こちら（スライド１：英国の伝統的風景）は英国

を写した写真ですけれども、こういった写真はよく

目にされることと思います。英国というのは非常に

深い伝統に支えられた大変美しい場所で、非常に素

晴らしいことが起きているという、そんな感じで受

け取られることが多いかと思います。ただ、こうい

った写真というのは、あるいはこういったイメージ

というのは、時に実際の英国の状況を正しく写さな

い場合があるのです。特に児童や青年が抱えている

問題などといった点においては、このようなイメー

ジとは合致しないことがあります。ご覧下さい。非

常に素晴らしいお城のような写真ですね。これは私

の家です、ヘリコプターも私の自家用ヘリです……

なんて、そうだったらよいのですが（笑）。

私どもが気にかけております子どもたちは、さま

ざまな困難に接しております。例えば、こちらの１

枚の写真なんですが（スライド２：北アイルランド

の少年）、これは北アイルランドの１人の少年を撮

ったものです。彼の表情は何か大変重要なものが剥

奪されたような、必要なものがそこにないというよ

うな、そういった精神的に非常に不安定な状況を写

し出しているかと思います。

現在、英国にも貧困の問題があります。非常に重

要なのは、貧困の問題と子どもたちの虐待の問題は

非常に複雑な関係を持っているということです。私

たちはこれを認識することが必要です。こういった

児童虐待の問題というのは、貧富の問題を越えて、

公開講座「イギリスから学ぶ児童虐待対応」

Jonathan Picken（英国児童虐待防止学会会長）

スライド１

スライド２
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例えば裕福な家庭でも裕福なコミュニティーでも起

こっているのだと例を私に提供してくださる方もき

っといらっしゃると思います。事実そう言うことは

できると思います。私自身、児童虐待という問題は、

貧困であるとか裕福であるとかに関わらず起きるも

のであるというメッセージは、もちろん正しいと理

解しております。例えば富、宗教、文化など、いろ

いろな要素を越えて起こるものだということも、も

ちろん理解はしております。ただ、これまで世界各

国で数々の研究が続けられてきました。そういった

ものを見ていきますと、貧困と児童虐待の発生とい

うのは、大変深い結び付きがあるということを読み

取ることができます。BaSPCANやユニセフ、

WHOなどでは、児童虐待はこのスライドにあるよ

うな大きな枠組みの中で考え、また理解されていか

なければならないものだと考えられています（スラ

イド３：児童虐待（暴力）を理解するためのエコロ

ジカルモデル）。児童虐待を防止するためにはどの

ようなことをしていかなければならないのでしょう

か。根本にありますのは、各個人であり、子どもた

ちがそこにいるということです。その子どもたちも

当然、一人一人、力強さや、苦難に耐えられる力は

さまざまです。そういった個々の性格、いろんな体

質を持つ子どもたちが、どういう環境の中で生活を

しているか、つまりどういう親たちと暮らしている

のか、親とどのような関係を持って生活をしている

のかということを見ることが大切です。そして、子

どもたちは基本的に両親あるいは家族という枠組み

の中で生活をしているわけですが、家族という一つ

の単位だけではなく、さらにまた別の環境、時には

危険となりうる環境の中にもいるのです。つまり、

子どもがいて、家族がいて、その外にコミュニティ

ーというものがあるわけなのですが、このコミュニ

ティーという所から生じる、ストレスであるとか難

しい問題などは、子どもとその親たちに悪影響を与

えていく可能性もあるわけです。そして、こういっ

た環境の中にある家族が、何か正しくない理由で搾

取をされるといった状況も生まれてくるわけです。

このようなコミュニティーが、今私たちが子どもた

ちあるいは家族に対して持っている価値観、こうあ

るべきだという価値観と同じものを持っているかと

いうと、それはわからないわけですね。

また、コミュニティーを越えたもう一つ大きな枠

組みとして「社会」というものがあります。村とか、

町とかいう単位のコミュニティーがあるわけです。

さらに、それを越えた大きな社会、ソサエティーと

いうものもあります。社会の中でどんな文化が営ま

れているのか、どんな考え方があるのかということ

が、それぞれの子どもたちや家庭に影響を与えてい

くわけです。

そういった大きな枠組み、大きな社会の中で生活

する子どもたちや親たちを見た場合に、実は、今英

国でも大きな変化が起きています。例えば移民の問

題です。ヨーロッパの他国から大変多くの移民がや

ってくることによって、いろんな社会の状況が変化

してきています。それが子どもたちや親たちに与え

る影響は少なからずあるということですね。また、

今の社会状況の中で、いわゆる伝統的な関係、例え

ば親子関係や夫婦関係といった関係が確かなもので

あるというような状況が昔に比べると少なくなって

いるということもあります。色々な社会的変化が起

きているのです。

ということで、児童虐待を防止するために、われ

われがやっていかなければいけないのは、それぞれ

のコミュニティーや社会において、今私が申し上げ

たさまざまな関係、親子関係、コミュニティーとの

関係、社会との関係にどういったことが起きている

のかを認識することから始める。実はそこから、児

童虐待防止が始まるということになります。スライド３
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次に、「私たちは何を防止しなければいけないの

か」ということを話したいと思います。

今まで申し上げてきた、虐待abuseであるとか、

あるいはマルトリートメント maltreatment、すな

わち正しく対応しないということ、といった言葉は、

あまりにも広義に扱われています。そのため、われ

われが何を防止しなければいけないのか、食い止め

なければいけないのか、という質問をわれわれ自身

に問い掛けたときに、その「何」というのがなかな

かしっかりとクリアに見えてこない、正しくそれを

指摘することができないということが起こってしま

うのですね。言葉の意味だけをとりますと、なかな

か皆さんにはっきりとお話しできないのですけれど

も、われわれが焦点を当てなければいけないのは言

葉の意味ではなくて、子どもたちに起こっているこ

と、それは何なのかということでしょう。結果とし

てどういうことになっているのか、ということに焦

点を当てるべきだと思います。つまり、児童虐待の

パターンにはこんなものがあって、こういったかた

ちに類型できるといったことがなされていますが、

それは非常に複雑なことです。ですからそうではな

くて、実際に何が子どもに起こっているのかという

ことを見ていきたいと思います。今、子どもたちや

若い青年が直面しているさまざまな側面を持つ非常

に複雑な問題や体験を実際に見ていきたいというふ

うに思います。

英国では、他の国でももちろん同様でしょうが、

虐待防止という仕事において鍵となるのは、児童虐

待の結果亡くなってしまう子どもたちの数を減らす

ということです。

児童虐待の結果、子どもが亡くなってしまうとい

うのは、文明化された社会や子どもたちを守ろうと

いろんなサービスを提供している社会にとっては、

大変悲惨な結果であります。まさに「仕事ができて

いない」ということを通告されるようなものですね。

きわめて悲痛な結末ということになります。それゆ

えに、こういった問題というのは非常に情緒的にな

りやすいものでもあります。一般の市民の方もそう

ですし、こういったことに関わっている専門家にと

ってもそうなのですが、どうしても政治的な部分、

そして情緒的な部分が大きく表れてくるということ

にもなります。

ただ、虐待による子どもたちの死亡数を減らそう

と努力するのは、よくメディアで取り上げられる性

的な虐待であるとか、あるいは、虐待に関係しない

子どもたちの死であるとか、そういったものに対処

していくよりも、実は難しいことなのです。

今こちらのほうに児童虐待による子どもたちの死

の数というのを出していますが（スライド4：子ど

もの虐待死）、死亡事例の数は横ばい状態でなかな

か減らすのが難しいということが言えます。児童虐

待に関連していない子どもたちの死、例えば突然呼

吸が止まってしまって赤ちゃんが亡くなってしまう

というのがありますけれども、そういうことに関し

てはいろんなキャンペーンや啓蒙活動をしておりま

すので、ある程度成功というか、数を減らすという

ことが目に見えてできているのですね。それに対し

て、この児童虐待に関する死亡事例を減らしていく

というのはかなり難しい問題なのです。

このスライドに示されていますように、わたした

ちが直面した困難は、虐待死をどのように定義する

のか、そして虐待死の防止活動の効果をどのように

してはかるかということでした。まず一番上に書か

れてある80という数字はイギリス政府が出した死亡

事例数です。けれども、政府とは別の機関が行った

調査の数字というのが、この下に見られる２つの数

字です。80よりも大変大きな数字で、二番目のデー

タは198、三番目は308という件数が出ています。四

スライド４
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方先生がイギリスに来られたときも見てくださいま

したが、死亡事例数に関して、もっと正確なデータ

を出そうというシステマチックな方法の構築が、現

在模索されています。ここ近年のことですけれども、

イングランドとウエールズの政府が、LSCB地域児

童保護委員会というところに独自の再調査を求めた

ことがあります。虐待、およびネグレクトによって

子どもが亡くなった疑いがある事例、そういう可能

性がある事例に対して再調査を依頼したのです。け

れども評論家たちは調査方法に関して懸念を表しま

した。どの死亡事例を含み、どの死亡事例を含まな

いのか、その基準が大変あいまいであるということ

でした。

それぞれの団体や機関が独自に子どもの死につい

て調査をしておりますが、結果にかなりの開きがあ

ります。ですから、どのような方法が使われている

のかということに対してはまだまだ議論の余地があ

るのです。2008年度から、子どもの死亡事例を検討

する新しい調査チームがスタートすることになりま

した。そのチームは子どもの死すべてについて調査

をすることになっています。新しい調査チームがよ

り広く、正確で一貫性のある結果を出してくれるこ

とを期待しています。

ではここで、子どもの死亡事例については少し横

に置いておきましょう。事実に基づいた根拠のある

証拠を見るというお話に戻ります。子どもや青少年

たちの福祉や幸せに虐待がどのような影響を与える

か、そういう視点から出てきた証拠を立ち戻って見

る必要があります。

児童虐待を防止するにはさまざまな根本原因があ

るということを認識しなければなりません。マルト

リートメントや不作為（ネグレクト）につきまして

もさまざまな種類があります。その背景にはさまざ

まな根本原因があるということを認識するのが大切

です。

イギリスでは児童虐待の共通定義があります。法

定のガイダンスに基づいて虐待は４つのカテゴリー

（身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、情緒的虐待）

にわけられています。行動をするときには、経験と

証拠に基づくというのが大事です。といいますのは、

子どもの虐待を防止するキャンペーンで何に焦点を

おくのかということがとても重要だからです。すな

わち、心理的な面と社会的な面という両面の要因を

きちんと見せなければならないのです。例えば、性

的虐待というのは単に貧困を解消しただけで防げ

る、終わる問題ではないでしょう。例えば、性的な

虐待を起こしうる人たちを管理していくためには、

犯罪行為や、被害者についての確立された知識とい

うものが必要になってきます。

罪を犯した人がどのように対処されるかといいま

すと、まず治療をし、モニター監視をし、そして、

監督をするという行為がとられていきます。そして、

弱い立場にいる子どもたち自身が、自分たちは問題

を起こし得る大人たちからターゲットにされやす

く、弱い立場にいるのだということを知ることも大

変大切です。これは、家族やコミュニティー、地域

社会に介入が必要なケースかもしれないという情報

を与えることになります。虐待のケースにかかわる

スタッフやボランティアの人たちに、いつも周りの

ことを警戒をしてもらわなければならないことがわ

かります。

私が今所属しておりますLSBCでは、スタッフや

ボランティアの人の採用に力を入れております。そ

ういう人たちが、搾取されている子どもたちと直接

関わっていくからです。そしてさまざまなケースの

証拠が、わたしたちとパートナーを組んで活動して

いるNSPCCのメディアキャンペーンに対してもい

い影響を与えます。その証拠こそが、彼らにとって

の情報になります。

ここでネグレクトされている子どもたちや情緒的

に虐待を受けている子どもたちの数と、性的虐待を

受けている人たちの数を比較してみましょう。そう

しますと、性的虐待を受けているグループというの

は、明らかに少数派になるわけです。しかし性的虐

待はメディアや一般市民の注目を集めやすいので

す。注目が集まるものにだけ焦点をおくのではなく、

個々の虐待それぞれの不均衡を避けるために、注意

深くならなければいけないと思っております。

ワーキングトゥギャザー Working Together to

Safeguard Childrenという政府の法定ガイドライン
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があります。スライドに書かれている文章はそこか

らとってきたものです。

まず第１段落には作為と不作為について書かれて

います。不当な扱いを受けている子ども、そしてあ

る人が子どもに何かを押し付けて、虐待をしたり、

ネグレクトをしたりする、そういうことが作為のほ

うになります。そして４行目にあるように、何か子

どもに害が起こるかもしれないのにその防止に失敗

するのが不作為になります。

子どもは、家族の中、あるいは何かの施設や地域

のコミュニティーの中で虐待を受けるという可能性

があります。誰から虐待を受けるのかといいますと、

ほとんどが彼らがすでに知っている人たちからで

す。稀にまったく知らない人から虐待を受けるとい

う可能性もあります。一人の大人から虐待されると

いう可能性もありますし、複数の大人から虐待をさ

れることもありますし、他の子どもや複数の子ども

たちから虐待されるというケースもあります。これ

は児童虐待防止に大変重要な認識です。イギリスに

は妙な言い伝えがありまして「子どもは知らない人

から虐待される」と信じられている節があります。

けれども、実際子どもに虐待を行う人は、例えその

子どものことを知らなくても、その子どもを知るた

めに長い長い時間をかけていたり、あるいは、すで

に昔からその子どもを知っている人だったりしま

す。そういった人たちが虐待をするケースが多いこ

とが実証されております。もちろん、まったく知ら

ない人から虐待を受けるというケースがあります。

昨今はインターネットの活用によりまして、そこで

知らない人と知り合って虐待を受けるということが

起こってきております。

では、それぞれの虐待の個々の分類に戻りましょ

う。

まず身体的虐待といいますのは、殴る、揺さぶる、

投げる、毒を飲ませる、やけどをさせる、熱湯をか

ける、または水の中でおぼれさせる、窒息させる、

その結果、子どもに身体的な危害を及ぼすことを言

います。

時に、保護者によって子どもの病気の症状がでっ

ち上げられるケースがあります。故意に「子どもが

病気なんです」と仕向けるケースで身体的虐待に入

ります。アメリカでは、ミュンヒ・ハウゼン症候群

というものが見られております。子どもが病気であ

ることをでっち上げたりすることによって起こる症

状です。ちょっとこれはややこしい言葉なので、今

日は省きましょう。

虐待abuseとネグレクトneglectは子どものマル

トリートメントの形状(forms)である。誰かが子ど

もを虐待あるいはネグレクトした、という場合、

その人は子どもに害を与える,あるいは子どもを害

から守ることに失敗した人である。子どもは家庭

内で、あるいは学校などの組織で、あるいは地域

の中で、知っている人、あるいは稀ではあるが見

知らぬ人から虐待を受ける。加害者は1人ないし

は複数の大人、あるいは1人ないしは複数の子ど

もの場合がある。

身体的虐待はたたく, ゆさぶる, 投げる, 毒を入

れる（毒殺する）, 火傷をさせる, 溺れさせる,窒息

させる, など子どもに物理的害をもたらすことを指

す。

身体的虐待は、親/養育者が子どもの病状をで

っちあげる、あるいは故意に子どもを病気にさせ

ることも含む。

Working Together to Safeguard Children 2006－DfES

情緒的虐待は子どもに対するしつこい情緒的マ

ルトリートメントであり、子どもの情緒的発達に、

深刻で持続的な逆効果をもたらす。情緒的虐待に

よって子どもは自分のことを「価値がない、愛さ

れない、社会的適性に欠け、他者のニーズを満た

してあげる時のみ価値がある」と思うであろう。

情緒的虐待によって子どもは、子どもの発達段

階や年齢のそぐわない期待を課される。情緒的虐

待の例として、その子どもの発達レベルの能力の

限界を超えた交流、過保護、子どもの学習や探求

を制限すること、子どもに通常の社交的交流をさ
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次にこの情緒的虐待といいますのは子どもへの精

神的に不当な扱いが長く続くものです。深刻で長期

にわたる子どもにとっての不利な影響が生じます。

子どもの精神的な、情緒的な発達に悪い影響を与え

るのです。その結果、子どもは自分には本当に価値

がないんだとか、愛されてないんだ、出来が悪いん

だと思うようになります。例えば、そんな子どもは

誰かの期待に沿えたときだけ自分が価値があると思

ったりするようになります。それは情緒的虐待によ

ってもたらされるものなのです。年齢やその発達段

階に不適切な期待を負わせることによって、その子

どもに負荷を強いる場合もあります。また、過保護

であることも心理的虐待に含まれます。子どもの学

習能力を超えたことを期待していたり、あるいはそ

の逆に、子どもが社会交流の場に参加するというこ

とを閉ざすことも心理的虐待に含まれます。

それから、例えば子どもたちが、ほかの人たちが

虐待されている様子を見たり聞いたりすることも情

緒的虐待に含まれます。深刻ないじめももちろん情

緒的虐待に含まれます。いじめによって、その子ど

もがいつもおびえていたりとか、自分は危険な状態

にあるんだと思わせるてしまう、それも情緒的虐待

になります。

情緒的虐待にはさまざまなレベルがあり、様々な

マルトリートメントのタイプに含まれておりまし

て、単独で起こることも多いです。しかし、心理

的・情緒的に子どもをつらい状況に追い込むという

のは、あらゆるタイプの虐待に少なからず含まれる

ということをここではっきりと申し上げておきま

す。

もう一つの虐待のタイプですけども、これはなか

なか議論が盛んなところで、取り扱いも難しいもの

になります。性的虐待というふうに呼ばれているも

のです。この虐待に含まれますのは、児童あるいは

青年といった子どもたちを売春やその他の性的活動

に参加させるという行為になります。これは子ども

たちが自分にいったい何が起こっているのか、まっ

たく状況が分からないままにそういった場面に追い

込まれていくという場合もあります。性的活動には

当然、身体的な接触も含まれております。レイプ、

アナルセックス、オーラルセックスといった性交で

す。今、レイプであるとか、アナルセックス、オー

ラスセックスという例を挙げましたけれども、実は

こういったものは数としては逆に低くなります。実

は、直接的な身体的接触を含まないケースというの

が率としては高くなっています。

大人との直接的な身体的接触がないケースが多い

というふうに申し上げましたが、その例がこの最後

の段落に当たるわけです。つまり子どもたちを大人

側が視るというケース、インターネットなどで子ど

もたちの性的なイメージが載せられていることがあ

りますが、こういったものは当然性的虐待に当たる

わけです。そういったイメージをつくり出すために、

子どもたちに何らかの行為を要求しているというこ

とですね。性的行為を見せる、あるいは、性的に非

性的虐待には、子どもに強制的に、あるいは子

どもをそそのかして、売春やその他の性的活動に

参加させることが含まれ、何が起こっているかに

ついて子どもが気づいている時とそうでない時が

ある。

性的虐待には身体的接触が含まれる 性交（例：

レイプ、アナルセックス、オーラルセックス）が

ある。また性的虐待には身体的接触がないものも

含まれ、例えば子どもにネット上の性的場面を見

せる・ネット上の性的場面に子どもを登場させ

る・子どもに性行為を見せる・子どもにとって不

適切な性的行動をとるよう勧める、などがある。

Working Together to Safeguard Children 2006－DfES

せない、などが挙げられる。

また、情緒的虐待には、他者が虐待されている

のを見る／聞くこと、深刻ないじめ、子どもに頻

繁に恐怖心や危機感を抱かせること、子どもを搾

取あるいは収賄することも含まれる。情緒的虐待

は、単独で起こる場合もあるが、全てのタイプの

マルトリートメントにある程度関与している。

Working Together to Safeguard Children 2006－DfES
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常に不適切な行為を子どもたちにわざわざやらせ

る、そしてその様子をテープやカメラに撮ってイメ

ージをインターネットに載せるというようなこと、

こういったものもすべて児童虐待に当たるわけで

す。

このインターネット上の性的虐待は、法的な力で

取り締まるというのが実は難しいんですね。という

のは、伝統的には、例えば身体的な外傷を証拠とし

て、児童虐待として取り締まることができるわけな

のですが、こういったオンライン上でのイメージや

写真は子どもたちの体に何ら痕跡を残しません。法

医学的な証拠を得ることがほとんどできないという

ことで、取り締まる側、あるいは防止する側にとっ

ては、非常に難しい領域になってきています。ただ

現在、警察当局もこういった犯罪に対して適切に対

応していかなければいけないということを考えてお

ります。ハイテクを使った犯罪に対しては、もっと

洗練されたテクノロジーで対抗できるようにと、取

り締まりの仕方を模索しております。取り締まりを

オンライン上でもできるようにということで日々努

力を続け、その成果も上がってきていることを付け

加えさせていただきます。

最後にネグレクトという、まさに見離してしまっ

て何もしないという状態ですが、このタイプの虐待

についてお話をしたいと思います。英国では児童保

護の観点から子どもたちを施設で保護したり、保護

するために子どもたちの名前を登録していく制度が

あるのですが、その多くのケースがこのネグレクト

というタイプの児童虐待に当たります。

このネグレクトというタイプの児童虐待は、最初

に申し上げました貧困という問題を原因として起き

てくるタイプの虐待ということができます。もちろ

ん、裕福な家庭において生じないというふうには申

しませんけれども、ただそういった家庭の場合には、

児童を施設に保護するといった事態は基本的には起

こらないですね。

このネグレクトと申しますのは、まさに継続して

子どもたちの基本的なニーズ、例えば身体的なニー

ズかもしれません、心理的なニーズかもしれません、

そういったニーズを与えないという状況のことを指

します。そしてそういったものを与えないがゆえに

子どもたちの健康や健全な発達に大きな悪い影響を

与えるというタイプの虐待になります。

今のところ、まだ生まれていない子どもを保護す

るということに関しては、非常に新しい分野になっ

ています。しかしそれも見ていかなければいけない

ということになりまして、４行目に書かれています。

ネグレクトというのは、赤ちゃんが生まれる前の段

階、つまり、お母さんが妊娠をしている段階でも起

こり得るということです。つまり妊娠中のお母さん

がなんらかの薬物を使用している場合、これも子ど

もの虐待に当たるわけです。

また、赤ちゃんが生まれた後にどういったネグレ

クトが考えられるかといいますと、親あるいは保護

者が、例えば十分な食べ物を与えない、着る物を与

えない、あるいはちゃんと安心して住める場所を与

ネグレクトとは子どもの物理的・心理的な基本

的ニーズを満たすことに持続的に失敗することで

あり、子どもの健康あるいは発達に深刻な害をも

たらす。 ネグレクトは母親が妊娠中に薬物乱用を

したことにより起こる場合がある。子どもが生ま

れた後のネグレクトには次のものが含まれる：

・親/養育者が子どもに適切な衣食住を提供し

ない/できない。子どもを家から追い出す。

子どもを捨てる。

・子どもを、身体的/情緒的な害や危険から守

ることをしない（できない）。

・子どもへの適切なスーパービジョンを保障し

ない/できない (不適切な保育者の活用を含

む）。

・適切な医療的ケア・治療を保障しない/でき

ない。

またネグレクトは、子どもの基本的な情緒的ニ

ーズに対応しないこと、あるいは無視することを

含む。

Working Together to Safeguard Children 2006－DfES
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えないというようなケース、これがネグレクトにな

るわけです。家庭というものを提供しない、まさに

もう見離してしまって、手放してしまっているとい

うような状態も入るわけです。また親や保護者が、

子どもたちが身体的あるいは心理的な被害を受けな

いようにする対応を施していない場合もネグレクト

に当たります。十分に子どもたちの様子を見てあげ

る、守ってあげる、管理してあげるということを提

供していないという場合もそうです。例えば、何か

子どもが病気になったときに、その病気に必要な手

当て、医者に見せるとか病院に行くとか、そういっ

た手当てを受けさせないという状態が当てはまりま

す。

さらに、子どもとっては基本的な情緒的・心理的

なニーズに応えてもらうことが必要ですね。子ども

たちが心から何かを求めているのにそれに対して反

応してあげないこと、子どもが欲しいと思っている

もの、それは愛情かもしれませんが、そういったも

のを与えない、という場合もネグレクトに当たりま

す。先ほど、虐待の影響というのは必ず情緒面に表

れてくると申しましたけれども、これもその一例に

なります。

さて、アメリカや諸外国では児童虐待に対してい

ろいろな方策やアプローチがとられているのです

が、英国の方法はアメリカなどとは少し違っていま

す。わが国では「子どもたちは何を求めているのか」

という、子どもたちのニーズを主体にして児童虐待

を防止していこうというアプローチをとることにし

ています。一体どういうことかといいますと、焦点

となっているものは「子どもたちに何が起こってい

るのか」ということです。それを主に見るというこ

となのです。どういう状態に子どもたちがいるのか

を見るということなのです。アメリカや他国のケー

スを見ますと、非常に伝統的なやり方とも言えます

が、法医学的な方法を用いて、法律で取り締まると

いったようなアプローチをしているところもありま

す。一方私たちが考えておりますのは、児童虐待が

生じたときに、法律が破られた、犯罪が起こったと

いうことで、例えばすぐに警察が中に入って逮捕を

して、例えば法医学的に証拠を集めて、すぐに措置

をするというやり方ではありません。もちろんそれ

が効果的であればいいのですが、もっと別のやり方

で子どもたちの状況を改善していくことができる場

合には、そちらの方向性で見ていくということがあ

ります。例えば、調査に当たっている警察の方たち

が、今すぐ法的手段を施してどんどん進めていくこ

とよりも、別のやり方のほうがいいというふうに判

断できる場合には、そちらの道をとってもいいとい

うような、ある意味ゆるみというか…なんていうん

でしょうか、少し幅を設けているわけです。

こういったアプローチでいろいろなケースを見て

いきますと、一つ見えてくるものがあります。ひょ

っとしたら虐待が行われているのではないかという

ような通告があって、その家族を見た場合、基本的

には親が意図的に子どもたちに害を与えようと思っ

ているわけではないケースが非常に多いということ

です。そういった気持ちはないにもかかわらず、結

果的に何か害を与えてしまっているというようなケ

ースが多いということです。

もちろん、英国において、すべての問題に対して、

すべての答えをもうすでに用意して持っているわけ

ではありません。ですから100パーセントというこ

とは言えないのですが、いろいろなリサーチを見て

いきますと、実は一つのことが見えてくるんですね。

例え子どもたちのニーズがその親や家族において満

たされていなかったとしても、すぐに子どもたちを

ほかの施設に移してしまうとか、あるいは里親制度

を利用してそちらに出してしまうことが最善ではな

いということなのです。すぐに家族の外に出してし

まうということは、長い目で見た場合に、子どもた

ちにとって望ましい状況が生まれてこないケースも

あるということです。ですから、直ちに簡単に子ど

もを家族から引き離してしまうのは、いつも良い方

策ということは言えません。例えば子どもたちを家

族の近くに置いておくことが大変危険であるような

ケースの場合は別ですけども、本当に差し迫った危

険がない場合には、子どもたちの親や一番近しい親

類といった環境の中で子どもたちを育成していく、

子どもたちを見守っていく方が良いであろうと、私

たちは考えています。
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今度はもう少し大きな枠で見ていきたいと思いま

す。このスライドは英国で使っている児童虐待防止

のためのモデルです（スライド５：保健アプロー

チ）。WHOのヨーロッパ基準と非常に似かよったも

のになっています。このモデルでは、少なくとも３

つの重要な鍵となるエリアを見ていかなければいけ

ないというふうにされています。

まず、第一段階の防止ということで、プライマリ

ー・プリベンション primary preventionと呼ばれ

ている部分です。このためには非常に整備された法

的な枠組み、中央政府の政策が必要ですし、また、

各地方自治体、団体、地域の確かな関わり、コミッ

トメントが必要になります。こういった政府や地方

自治体としての取り決めは当然必要になってくるの

ですが、それに加えて、子どもたちを守っていこう

という心意気というか、そういったものが表された

文化を育んでいくことも必要になってきます。また、

メディアの使用というのも一つの大きなポイントに

なっています。私たちが取り組んでいることやその

難しさを報道機関が伝えることで、一般の人たちの

意識を高めてもらうことができます。

そして一番大きいのは身近な草の根のサービスに

頼る部分です。支援を必要としている子どもたちを

きちんと見極めて、見守っていくという視線なので

す。

次に第二次予防、セカンダリー・プリベンション

secondary preventionに入っていきましょう。

お医者さんや看護師が家庭訪問をしまして子ども

の身体的健康をモニターします。人口統計学、社会

人口統計学の観点から見て、心理的なリスク要因が

ないかもチェックします。心理的要因といいますの

は、子どもの虐待やネグレクトの危険性がないか、

そういうことを引き起こす心理的要因がないかとい

うことを確認するわけです。

医者や看護師たちは、社会的サービスや健康に関

するサービスが必要かどうかという観点で訪問した

家族や施設を分類します。社会的サービスとはアル

コールや麻薬中毒の人たちへのケアや、精神的なケ

アが含まれます。イギリスではケアが非常に細かく

分類され、それぞれに付加的なサービスがあります。

次に、WHOが掲げております「目標とするサー

ビス」です。まず、それぞれの地域で働く人たちに

対して求めていることは、子どもに対する危険の要

因を検知するための方策や方法を開発していくこ

と、まずそれが一つです。それから、ヘルスケアを

担う保健師やソーシャルワーカーの人たちに対して

適切なトレーニングを行うということです。そうす

ることによって、子どもの虐待を防止するための介

入の方策が発展していくわけです。

次に、細かい調査や監視をしていくということが

いかに困難を伴うかということをお話ししたいと思

います。ここで、ブラウンとハーバードというイギ

リス人研究者の研究「児童虐待が生じる危険性はど

の程度予測可能か」ということを評価した結果を見

たいと思います（スライド６：児童虐待に関する予

報：５年間にわたる英国市民のスクリーニング効果

に関する研究調査）（Browne & Herbert, 1997）。こ

スライド５
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こでは公的保健アプローチが使われています。ここ

でわたしたちが覚えておかなければいけないのは、

公的保健アプローチは、明白な証拠をベースにしな

ければいけないということです。そして、危険の要

因が何かということもきちんと見極めなければなら

ないわけです。そして、広い意味での専門家たちの

評価というものも必ず知らされなければいけませ

ん。それは本当に経験あるスタッフによってなされ

るべきでしょう。

新生児のいる全家族14252例のうち、まず106例が

虐待する家族と見なされました。そのうちの72例は

明らかに危険な状態にあるであろうと特定化されま

した。その一方で、34例のケースにつきましては、

それほど虐待の危険性はないであろうと判断された

わけです。最初の106例から比べますと34例は危な

い状況ではなかったということ、すなわち、最初の

情報が不十分であったということを示しておりま

す。

そして892例の子どもたちは、最初は安全だと判

断されていたのですけれども、結果的に危険な状態

にあると通告されたり、児童保護登録されたりしま

した。最初の段階では危険性は低いだろうと言われ

ていたにも関わらず、です。

ここに示されている危険に対する分析をより有効

に扱うために必要なのは、他のさまざまな全体治療

的なアセスメント、評価とともに結び付けていくと

いうことです。特に家族や家族を取り巻く環境の要

因というものも扱わなければなりません。もちろん、

保護者の保護能力、子どもの成長に与える影響とい

ったものも含めて見ていかなければなりません。ブ

ラウンは、このアセスメントに加えて子どもと親の

愛着やお互いの関わりが含まれるならば、そのリス

クやニーズに対するスクリーニングはさらに正確に

なるであろうと締めくくっております。

それでは、イギリスで行われている虐待防止活動

のプロセスについてお話を戻したいと思います（ス

ライド７：ケースへの対応（第１部））。

今イギリスの虐待防止活動の中で重要な鍵となっ

ているのは、新しい共通のアセスメントcommon

assessment frameworkに従って、子どもに関わっ

ているスタッフやボランティアの人たちに、さらに

敏感な気付きをもってもらうにはどうすればよいか

ということです。子どもとその家族が追加的、付加

的なサポートがもっと欲しいと思っていること、も

しくはすでに子どもが危険な状態にあること、ある

いは悲しいことにもうすでにかなりのダメージを受

けていること、それらに気付くことができるように

なって欲しいのです。

次に、子どもについて気になった点を通報する手

続きについてです。虐待であるという基準に合致し

た場合は、政府の指針に記されているとおりに手続

きが行われ、立法の権力によってサポートされます。

対応は多機関によって決定されます。多業種の専門

家たちが協働することによって、お互いの専門家た

ちの間で情報が共有されます。それによって政府の

ガイドラインに書いてある通り、アセスメントの過

程、規定された評価の過程が集約され、お互いに協

力しながら実行されるわけです。現在イギリスでは

複数の機関から参加している人たちによるミーティ

ングがなされています。その利点は、まずその会議

でされた分析、あるいは、決議事項がみんなの共同

責任ということになります。また、それに加えまし

て、お互いに客観性というものを持たせることがで

きます。客観性を持たせるということは、かつての

手続きの下ではかなり難しいことでした。今までは

その役割を専門機関や専門家たちに多く頼っていた

からです。

通告は普通、ソーシャルワークのチームになされ

ます。けれども、もしそのソーシャルワーカーたち

スライド７
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が大変重大な犯罪を抱えていたり、大変危険な状態

にある子どもを抱えていたりする場合、直接警察に

通告されます。

調査やアセスメントが実行される前に、ソーシャ

ルワーカーはまず、一番有効な介入作業は何だろう

かと熟慮します。子どもを守るために強制的な介入

が必要なのかどうか、法的な措置がいるのかどうか

も考えます。そして、もし、今問題となっている子

どもたちのニーズは公の調査がなければ守られない

ことが分かった場合には、ストラテジー・ミーティ

ングstrategy meeting（戦略会議）あるいはストラ

テジー・ディスカッション strategy discussionとも

言いますが、そういう会議が召集されます。その目

的は、個々の機関がもし法的な手段に訴えるとした

ら、法的な義務を使うとしたら、何が根拠になるの

かを話し合うことです。

これまで英国において、子どもたちを虐待から救

う、虐待を防止するという点ではかなりの歩みを進

めてきており、その成果を挙げてきてはおります。

ただBaSPCANとしてはまだまだだと思います。問

題は根深いというふうに感じています。色々な団体

に、児童虐待のケースが通告されますが、実際に報

告され、われわれが実際に目にする数というのは、

実は氷山の一角であるというふうにわたしたちは感

じています（スライド８：氷山の絵）。

私たちは児童虐待防止の戦略を自分たちでつくっ

ていくために必要なものとして、現在広く使われて

いる発生ベースのデータ、すなわち何件の児童虐待

のケースが、警察やソーシャルサービスに報告され

たという実際の数は、問題を解決するにはまだまだ

不十分であるというふうに思っています。私たちが

強く申し上げたいのは、例えばソーシャルサービス

や警察などに上がってくるケースではなくて、人の

目には触れずに陰で虐待が起こっているケース、虐

待がまん延しているケースというのがあるというこ

とです。そういったものがどれぐらいあるのかを知

るための調査が重要なのです。陰に隠れたケースを

見極めるためには、通告されたケースだけを見るの

ではなく、無作為に選んだ子どもたちや青年の様子

をよく見るということです。児童虐待じゃないかと

いうふうに疑われているケースではなくて、無作為

に選んだケース、そのケースはどんなものなのかを

よく見ていくということです。そういったデータを

集めて、今すでに存在している警察やソーシャルサ

ービスにすでに通告されているデータに加えること

によって、より正確な状況が見えてくるというふう

に思います。

まず、データに基づいた数字をご紹介したいと思

います（スライド９：イギリスの“要保護児童

(children in need)”の範囲の説明）。この数字は、

先ほど申し上げたとおり、発生ベースで上がってき

た数を示したものになります。子どもたち全体の数

が全体で一番大きいところになりますので、1,260

万ですね。この子どもたちの基本的なニーズは、家

族、コミュニティーや政府から普遍的に提供される

サービスによって、比較的満たされています。例え

ば健康に関して専門家が５歳以下の子どもがいると

スライド８
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ころには家庭訪問するとか、あるいは学校でいろん

なサービスを提供するというようなサービスが含ま

れます。

次のポイントというのは、特に貧困にかかわって

くるケースになります。政府が考えている数として

は約360万人の子どもたちが危険な状態にある、つ

まり、何か危険要素を抱えている環境の中で現在生

活をしているということになります。これは児童虐

待のリスクがかなり上がってきている状態というこ

とです。その原因というのは貧困から来るものとい

うふうに考えられています。さらに、約40万人の子

どもたちがなんらかのサポートのサービス、支援サ

ービスを受けています。子どもたちの健康や豊かな

成長を阻害しようという要素があると思われるの

で、それを防止するために提供されているサービス

です。

そしておそらく、６万人以上の子どもたちが現在

なんらかのケアを受けているということになりま

す。なんらかのケアというのは、この６万人のうち、

約４分の３の子どもたちが里親制度を利用して、里

親によって養育されたり、子どものための施設で保

護されていたりしています。これは児童虐待を受け

る可能性が大変高くなってきているがゆえに施され

ている処置ということになります。この数字は累計

になっています。しばらくの間、親から離れて別の

場所で養育をされている子どもたちもいますし、つ

い最近、親以外の世話を受け始めた子どもたちとい

うのも含まれています。

こういった発生ベースのデータはなかなか読みづ

らいところがあるかもしれません。去年のトータル

で3万3,300人という数字が出ています。これはいわ

ゆるチャイルド・プロテクションのリスト（child

protection register；児童保護登録。平成19年度よ

りchild protection plan；児童保護計画に名称変更

された）に載っている子どもたちの数ということで

す。先ほども申し上げました通り、いろいろな調査、

評価、評定をした後、現在も継続して危険にさらさ

れている、薬害も含めた何らかの危険にさらされて

いるものとして、3万3,300という数字が出てきてい

るわけです。ここで読み違えてはいけないのは、こ

の数字は過去に虐待を受けていて、今は安全な状態

になっているという子どもたちは含んでいないとい

うことです。

さてもう一度、児童福祉上の懸念がある場合の対

応プロセスに戻りたいと思います。子どもたちへの

危害や虐待の可能性を防止していくために、どうい

うプロセスをとっているかということです。子ども

を児童保護のリストに載せるかどうかということを

決定していく仕事です。これは一つの団体、機関、

あるいはグループだけではなくて、多岐にわたるさ

まざまな分野の専門家たちが集まって決めていくこ

とになります。2008年に児童保護のための法律の改

正が一部行われることになりますので、少し違って

くるところが出てくるかもしれませんが、基本的に

はこういう流れになっています（スライド10：児童

虐待発生関連データ）。児童保護会議というものが

設定されまして、ここで家族に会うことになります。

可能であれば、あるいは良いと考えられれば、当事

者である子どもたちも含めてこの会議を持つことに

なります。

こういった会議、話し合いの場を設ける場合には

予定が立てられています。いつまでにこの会議を行

わなければいけないというような予定表を立てるこ

とによって、迅速に進むようにし、問題が始まる前

か、あるいは始まっても早い段階で対処できるよう、

定期的に会議を持つようにしています。

どういった予定になっているかといいますと、先

ほど申しましたストラテジー・ディスカッションで

スライド10
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どういった対応策をとっていくかという話し合いを

するというふうに申し上げましたが、その話し合い

をしてから15日以内に、次の会議であるチャイル

ド・プロテクションコンファレンス child protection

conference、すなわち児童保護のための会議を持た

なければいけないというふうにしています。そして、

その会議の中で設定された事柄の進行状況を３カ月

以内に見直さなければならず、その見直しのための

会議 review conferenceを持つというふうに設定さ

れています。

こういった活動というのは、例えば１週間に１回

やればいいとかいうことではもちろんありませんの

で、日々きちんと事例を追っていかなければいけま

せん。そして、それを可能にするために、専門家を

メンバーにした小さなグループ、コアグループ

core groupと呼んでいますが、核となる小さなグル

ープをつくっています。こういった方たちが定期的

に家族の人たちと面談をして、話をする機会を設け

ます。見直しの会議の前後にも話をする機会を設け

るようにしています。

先ほど、なかなか目に見えてこない、陰で行われ

ている多くの虐待の話もしましたけれども、では何

を防止することに手落ちになっているのかというこ

とに話を移しましょう。

先ほど、実際データには出てこない数字がある、

つまり、まん延しているケースの数字はなかなか見

えづらいという話をしましたが、BaSPCANでも、

まさにその考えに沿っています。ほとんどの児童虐

待、あるいはネグレクトというのは、人の目に触れ

られないかたちで、人に気付かれない状態で続いて

いるという問題を抱えています。ですから私たちは、

仮に数字に出てこなくても、実はその奥にまだ問題

があるということを知り、児童虐待を防止するため

の努力をやめることなく続けていかなければいけま

せん。

これから皆さまに具体的な数字、調査による数字

をお見せしたいと思います（スライド11：2000年

NSPCC 調査）。最初にお見せするのは、子どもや

青少年の人たちの経験を理解するために、まず、政

府や警察を越えた調査、もっと大きな視点で、例え

ば私どものパートナーであるNSPCCなどがスポン

サーとなってやった調査です。とても良い比較の材

料として使えると思います。

それから次のスライドでは、男女比、男女の差、

それの違いによって受ける虐待の経験、そういうも

のにかなり大きな違いがあるということがお分かり

いただけると思います（スライド12：2000年

NSPCC 調査②）。

それから、この研究において強調していることな

のですけれども、子どもや青少年たちは虐待を受け

た経験を人に話したがらない、それを話すのが大変

つらいということが分かりました。それを強調して

おきたいと思います。それに関連する研究なんで、

特に子どもたちが虐待を受けている真っ最中、その

期間は特に誰にもそのことを話したがらない、話さ

ないということが多いということがわかりました。

それから皆さん、先ほどイギリス政府が出したデ

スライド11
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ータを見てくださったと思うのですが、政府が出し

た数字とNSPCCが行って出した数字にかなり大き

な違いがあるということがお分かりいただけると思

います。

さて、私たちがこの数年間取り組んできました結

果についてお話ししようと思います。わたしたちの

取り組み方に違いが出てきました。といいますのは、

今まで私たちは、子どもの虐待を防止する、そのこ

とのみ目的を置いてきたからです。けれども、最近

私たちが認識しておりますのは、虐待やネグレクト

というのは、子どもの要求、ニーズが、うまく、満

足に満たされていない、そういうときに起こるもの

だということです。

最近とられてきている防止対策として、そのよう

な子どものニーズが満たされていない様々な事象、

虐待が起こる前の事象にフォーカスを当てるという

ことが進んできております。そこには子どもがもし

かしたら将来的に本当に苦しい状況となる、そうい

うことに結び付くかもしれない危険性をはらんでい

るからです。

最近、児童虐待を防止するためにいろいろしてき

た成果としまして、新しい立法が作られ、多くの政

策がとられてきました。児童を傷つける可能性のあ

る大人たちを取り扱うのに有効であったり、あるい

は専門家たち、専門機関、多くの分野にまたがる組

織が子どもを保護するのに役立ち、機能しやすくな

るように、さまざまな法律や立法が生まれてきまし

た。

それから、子どもを守っていくというコンセプト

についてお話をしたいと思います。まず子どもたち

が直面している逆境の違い、あるいは、程度の差に

よって、欲しているもの、必要なものが全然違う、

それぞれ違ってきているということを見なければな

りません。それから、その子どもたちの家族が必要

としていることも時間とともに変わっていくものな

のです。

スライドをご覧下さい（スライド13：児童福祉の

保護と促進）。まず、新法（2004年児童法）が想定

しておりますのは、広範囲にわたって、普遍的なサ

ービスを必要としている場合です。子どもたちの福

祉を促進し、守っていくということにつながります。

「すべての子ども」に普遍的なサービスは提供され

ます。

そして次に、この黄色（「ニーズを抱える子ども」）

と赤（「保護を必要とする子ども」）のところを見て

いただきたいと思います。ここはすでにもうサービ

スが存在している、今要求されていることです。そ

の要求というのは、例えば支援を必要としている子

ども（ニーズを抱える子ども）がどういうものを要

求しているのか、それから、もうその支援ではなく

保護が必要な子ども、その子どもたちは何を要求し

ているのかということ、そういうことを見極めて、

その必要性を強化していくということが、新しい法

律では想定されています。児童法（Children's Act）

は４年に一度中身が改正されていきます。ですから、

今実行されていないことは、2008年改正の時に組み

込まれたりする可能性があります。

英国の社会政策の枠組みについてです。この枠組

みは子どもたちのサービスの変化に対応していくよ

うになっています。子どもたちの変化にどう対応し

ていけばいいかということは、政府がつくったガイ

ダンスである『すべての子どもの問題　Every

Child Matters』という、ガイドラインにすべて収

められています（スライド14：『一人一人の子ども

が大事：次のステップ』）。5つの重要なキー（健康

保障・安全保障・享受と達成・積極的社会貢献・経

済的ウェルビーイング達成）が書かれていまして、

それぞれの機関が子どもが必要としている変化をも

スライド13
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たらすためには何をしたらいいのか、どういうこと

をすればいいのかという戦略が示されてます。児童

虐待を防止するために一番大事なことは、子どもた

ちに安全な状態で生活してもらうということです。

ここまでお話しましたイングランドとウェールズ

の政府の対策を監視する目的で設立されたのが地方

児童保護委員会（Local Safeguarding Children

Boards；LSCB）です（スライド15：地方児童保護

委員会）。LSCBの前段階に、地域保護委員会

（Area Child Protection Committee; ACPC）という

ものがあったのですが、ACPCからLSCBに変わっ

たときに、この３番目に書かれております、2004年

の児童法のセクション13に基づいた目標が設定され

ました。そこで目標としておりますのは、LSCBは

メンバーとなっている機関は子どもの福祉を守り、

そして、促進していくという点において効率的に協

力をするということです。

最後に申し上げたいことなんですが、子どもを守

り、子どもの福祉を促進していくということは皆さ

ん全員の責任であります。

今日、私は皆さまにお礼をいいたいと思います。

今日ここで皆さんと同じ時間を共有して、同じ経験

ができたということを大変うれしく思います。そし

て、最後に一言申し上げたいのですけれども、イギ

リスにおりますほとんどの子どもは虐待を受けてい

るわけではありません。ネグレクトされているわけ

ではありません。ほとんどの子どもが、幸せな楽し

い子ども時代を送っております。そのことを皆さま

に知っていただきたいです。

ここにあるのはBaSPCANと私たちのパートナー

の団体・機関であります（スライド16：役に立つウ

ェブサイト・リンク）。皆さん、私たちが持ってい

る野望はすべての子どもたちに幸せになってもらう

ことです。絶対ならなければいけない、そうなって

もらいたいのが、わたしたちの強い希望です。皆さ

ま、今日はどうもありがとうございました。

【引用文献】

Browne, K. & Herbert, M. (1997) Preventing Family

Violence. John Wiley & Sons Inc.

スライド14

スライド15

スライド16



■ 特別講演より ■

33

進行（増沢） それでは午後のプログラムに入り

たいと思います。午後はパネルディスカッションと

いうことで、ピッケン先生を交えて日本側の先生方

とパネラーの先生方と一緒にディスカッションをし

たいというふうに思っております。ただ、ディスカ

ッションといいましても通訳を挟みながらのディス

カッションですので、自由な討議というよりも一人

一人の先生方にご報告していただいて、それに対し

てピッケン先生がご質問にお答えしていただいた

り、コメントをいただいたり、あるいは感想をいた

だいたりというような形で進めたいと思います。最

後に皆様のご質問等もお受けいたします。

それではこの趣旨をお話しする前に、まず日本側

のパネラーの先生方をご紹介させていただきます。

こちらからお座りになられております青木紀久代先

生です。青木先生は現在、お茶の水女子大学の大学

院の人間文化創成科学研究科の准教授をなされてお

られます。専門が臨床心理学と発達心理学。特に乳

幼児の母子臨床に関しては日本でもリーダーとして

ご活躍なされている先生です。あと臨床心理士の子

育て支援ワーキンググループの委員でもございま

す。先生、よろしくお願いいたします。先生には、

今お話ししましたように子育て支援というところか

ら少しご報告をしていただきましてピッケン先生の

コメントをいただく予定です。

続きまして川�二三彦先生です。今ちょっと先生

といって、上司になってしまいましたが、現在、子

どもの虹情報研修センターの研究部長をなされてお

ります。それまでは京都府の宇治児童相談所の相談

判定課長として、児童相談所経験は本当に長い先生

でございます。全国児童相談所研究会の事務局長も

務められていた方です。ソーシャルワーカーでござ

います。先生、よろしくお願いします。先生には児

童相談所という立場から、特に介入、そして保護で

すね、そこら辺を中心にご発題いただいて、またピ

ッケン先生のコメントをいただくというような形に

いたします。

最後に山下洋先生です。山下先生は現在、九州大

学病院精神神経科　子どものこころと発達外来にご

勤務されております、精神科のドクターでございま

す。先生は九州大学医学部を卒業されて医学博士で

もございます。先生には治療というところからご発

題をいただきまして、虐待を受けた子どもたち、い

ろんなダメージを受けております。治療的な視点が

とても重要です。そういった視点からお話をいただ

いてピッケン先生にコメントをいただくという予定

です。よろしく、お願いいたします。

そしてピッケン先生です。午前中に引き続きまし

てコメントのほうをよろしくお願いいたします。

冒頭、この公開講座の初めに四方顧問のほうから

４月に英国視察を行えた旨をお話しいたしました。

四方先生を中心に、２週間、イギリスに視察に行っ

たメンバーが実はこのパネラーのメンバーでござい

ます。あわせて、あちらの田附さんはセンターの研

究員ですが、一緒に英国のほうに視察に行きました。

英国では10数カ所の機関を見てきました。なかなか

日本と英国というのは基本的なベースが違います。

文化も違えば、いろんな経済的な状況も違う、行政

の仕組みも違うという中ですぐに理解するというの

はなかなか難しいわけですが、何とか理解しようと

シンポジウム「イギリスから学ぶ児童虐待対応」

Jonathan Picken（英国児童虐待防止学会）

青　木　紀久代 （お茶の水女子大学）

山　下　　洋　 （九州大学病院）

川　� 二三彦 （子どもの虹情報研修センター）
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いうふうに視察中も視察に行った後もいろんな資料

をひもときながらまとめていって……。

今回もまとめていく中で疑問が生じたり、ここは

どうなっているのかなといろんな疑問や考えがいろ

いろわいてきたわけです。そこら辺をあわせて報告

していただく予定でございます。そしてこの視察の

報告も、もうすぐ報告書として完成する予定ですの

でぜひごらんになっていただければと思います。

その中の冒頭のほうで、その報告書の頭をさらに

まとめた形で、これも先ほど四方顧問のほうからご

紹介していただきましたが、参考資料ということで

「イギリスから学ぶ児童虐待対応」というのをまと

めさせていただいたものをお配りしております。基

本的な枠組みのところをこういったものを読んでい

ただければ、少しまた理解をしていただく糸口にな

っていただけるかと思います。

とにかく日本の視点でイギリスを理解して、そし

て今後の日本の対応のためになるようなディスカッ

ションをというふうに思いました。それで日本の児

童虐待対応のシステムというのは皆さんもご存じだ

と思います。まず第１段階が発生予防。子育て支援

を中心とした発生予防です。次に虐待があるという

ことになれば早期介入、そして保護ということにな

ってくるわけです。そして次の最後の段階が治療的

な援助ということになります。

そういった日本の三つの段階に沿って、実は今回、

パネルディスカッションのそれぞれのパネラーの先

生方、青木先生には子育て支援を中心とした発生予

防というところからご発題いただく。そして、川�

先生にはまさに児童相談所、イギリスでいえばＳＳ

Ｄの役割になりますが家庭への介入、そしてアセス

メント、保護というところをお話ししていただく。

そして山下先生には治療ですね、これは在宅の治療

もあれば、子どもを分離した後の、イギリスでも里

親さんに依託されながら治療を受けるとか、あるい

はセラピューティックコミュニティー、治療施設で

の治療ということもあります。そういったところか

らお話をいただいて、それぞれにピッケン先生から

コメントをいただくという流れで進めたいと思いま

す。

時間配分ですけれども、皆様、お手元にタイムス

ケジュールを書いてお渡ししてあったかと思いま

す。なるべくこの時間に沿って進めたいと思います

のでよろしくお願いいたします。14時40分から14時

50分までは休憩をとります。これから４時まで長時

間にわたりますけれども、ディスカッションをした

いと思います。

それでは早速、始めたいと思います。まず青木先

生からのご発題です。我々は一たん、パワーポイン

トも使用しますので席を離れます。ピッケン先生だ

けはステージの上に残っていただいて通訳の方と報

告を聞いていただきながら、それぞれコメントして

いただくというような形をとりたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

青木 ロンドンでたくさんの方々とお会いしまし

たし、いろいろと視察のチームとして見学をさせて

いただいたわけですが、ピッケン先生とのお話が最

も印象的でした。

視察ですのでやはり虐待という問題についてフォー

カスは当たりますが、先ほどピッケン先生が最後に

おっしゃったように、すべての子どもが虐待を受け

ているわけではないと。そして自分たちはすべての

子どもの発達へのニーズをどのように保障すべきか

を考えなくてはいけないと、虐待防止学会の会長が

おっしゃったということがすごく、私たちが持って

いる虐待防止と子育て支援の思いと重なりました。

そのことを今日も強調しておられて、大変安心し

ましたし、未来も感じられるお話でした。ロンドン

にお伺いしたときにはこちらの質問ばかりで、日本

の状況についていろいろと述べるというゆとりがあ

りませんでしたので、まず、私なりの発生予防とい

う視点から、広く日本の子育て支援をとらえること

についての重要性と、保育や家庭支援の場での日本

の状況についてお伝えし、そこから英国との共通性

や相違について、ピッケン先生にコメントをいただ

ければというふうに思っております。

英国視察の中でやはり文化の違いや子育て支援に

ついての歴史的背景の差を痛烈に感じました。私た

ち日本社会は、幸せな子どもの誕生と成長をもちろ



■ 特別講演より ■

35

ん歓迎しています。けれども具体的な育て方につい

ては、案外と他人の家庭のことも知らないまま、何

となく育っていきます。

逆に言えば、政府や行政が介入してくることは、

非常に戦後少なかったと思います。戦後の日本は、

戦前に比較するとお国のために子育てするというよ

うな危険な発想を防止してきましたし、自分でかけ

がえのない我が子を自由に育てる幸せというのが保

証されてきたともいえますが、子どもの福祉にかけ

る予算などは、十分とは言えないままになっていま

した。

その中で本当に楽しんで育児をしてきた方々もた

くさんおられますけれども、ある面では根拠のはっ

きりしない母性神話が長期にわたって温存され、母

親がうまく子育てができて当然、できないのは母親

側の問題だと言わんばかりに、子育て経験に乏しい

母親たちの学習機会やストレスの援助をおざなりに

してきたという問題がありました。

また日本では、我が子はこの手で育てたいと思わ

れる方が多く、教育歴があり、優秀な女性たちも、

子どもができると退職して一たん専業主婦になって

子育てをするということが奨励されてきたわけで

す。ですので、私たちの女性の雇用形態というのは

いわゆるＭ字型になるわけですね。

こういう中でコインロッカーベイビーというのが

あった。1970年頃ですけれども、このあたりで育児

問題、母親の育児ストレス化というのが社会問題化

しました。子どもが憎くて殺すというよりは、育児

ノイローゼとか、母親が育児と家事を一人で完璧に

はこなせない…という悩みでした。核家族化と都市

化が進み、地域の子育て機能が壊れてきた時点で、

育児負担が一挙に親、特に母親だけに降りかかって

きたという問題があったわけです。

並行して子どもの出生率はどんどんと減りまし

て、1.57ショックと言われながら、そこから毎年減

り続けています。

先ほど英国の子育てに関するいろいろなプログラ

ム、特にSure Startと呼ばれるものは貧困家庭に対

する援助ということでしたが、日本の子育て支援と

いうのは、少子化対策が基本です。ペアレンティン

グサポートだとか、ファミリーサポートだとか、同

じような内容に見えても、支援の背景が異なります。

次に、子どもが生まれてからのサポートがどんな

ものがあるかをまとめてみましょう。妊娠期から胎

児期にかけて、主に医療のサポートから始まります。

そして子どもが生まれてほんの一時期ですけれど

も、お母さんが心身共に不安定になりやすくなりま

す。子どもとお母さんの関係がしっかりしてくるま

での間、日本では古くから、里帰りという慣習があ

ります。

これは日本の家制度がしっかりしていた時代、す

なわち、結婚は家と家とがするもので、一度嫁いだ

女性は嫁いだ先の家の働き手として一生を終えるよ

うな時代に、子どもが生まれたときだけは、ほんの

一時期だけ母親となった自分が他者から世話をして

もらえる環境が用意されていた、ということを意味

しています。今でも産後の女性は大切にされており、

血縁を中心とする、様々な人たちに頼りながら、赤

ちゃんとお母さんが安全に守られるようなシステム

ができてきたわけです。

一方、医療では周産期から産後にかけてのケアシ

ステムや、健診システムが確立されています。英国

には戸籍がないということで、対象となる「全員」

というのをどうやって決めるかがとても難しいとい

うお話だったのですが、日本は戸籍がありますので、

妊娠するとすべての子どもに手帳がもらえて、そこ

から子どもが誕生して３歳ぐらいまでの間は定期的

な検診が受けられるようになっています。

このシステムでは、保健師さんなどの働きがもの

すごく大きいわけですが、英国においても、ゴフ

（Gough）先生が同様のお話をしておられました。

保健師さんの全戸訪問というのは、地域の中で有効

なサポートシステムとして以前は機能していたのだ

そうですね。その保健師さんというのは一つのコミ

ュニティーの中で暮らしてもいるので、スーパーで

会って交わす何気ない会話が、実は治療的なケアに

なっていたりして、そのコミュニティーの人々にと

って現実に大切な人でもあったと。ところが、訪問

地区が、保健師の居住地域に関係なく、例えば家庭

医の区分でもって分けられてしまって、その家庭医
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のところに保健師さんが在駐するというふうになる

と、とたんに、保健師が成し得ていた子育て支援シ

ステムの機能の一部が壊れたというようなお話もな

さっていました。日本でも家庭訪問は、大事なシス

テムですが、できないでいるところも多いという状

況です。

出産後しばらくすると、お母さんがそのまま働く

場合には、子どもは保育園に行きます。そうでない

場合、もしくは育児休暇の期間などは、地域の子育

て支援システムを利用する。その後、幼稚園、小学

校と、今度は学校教育のほうで子どもたちはケアを

受けるようになります。この地域にある子育て支援

システムの部分が、実は歴史があるようでないので

す。子育て支援の対策ができて、今ここがぐるぐる

と目まぐるしく、整ったというよりは拡大して、百

花繚乱的にプログラムが開かれ、統合がとれないま

ま進んでいるという状況だと思います。

日本の子育て支援についてちょっとしたご紹介し

ますと、ペアレンティングサポートの一つで、人気

があるものに、ベビーマッサージプログラムがあり

ます。赤ちゃんを裸ん坊にしてお母さんが、スキン

シップをします。親と子のきずなを確立するために

も大事なプログラムです。

ちなみに、ベビーマッサージは、赤ちゃんが歩き

出して動き出したりするとあんまりできないプログ

ラムなんですけれど、今のお母さんは１歳半になっ

ても裸にして寝っ転がらせてマッサージをしようと

してうまくいかないということが起きたりします。

人がそばにいたり、自然に教えてくれる、上の子ど

もがいるといいのですが、産院で出会った第一子出

産の人たちが、そのまま友達になっている形だと、

その中で、子どもの発達変化に合わせてかかわりを

スムーズに変えていくことは、なかなか難しいと言

わざるを得ません。

Sure Startの地域の拠点となるセンターを見学し

ましたが、施設の状況は、日本の子育て支援センタ

ーとそれほど変わった印象は持ちませんでした。プ

ログラムの内容も類似していました。日本と英国の

子育て支援対策が生まれてきた背景はかなり異なっ

てはいても、子育て支援施設のプログラムの内容に

は非常に共通点が多かったといえます。もっとも、

一カ所のセンターで利用者が用いる言語が90種類以

上にも上り、多言語への配慮が前提となっており、

文化の多様性については、今後日本も、考慮すべき

課題となっていくであろうと予感しました。

次に、日本の子育て支援が掲げる大きな目標の一

つは、保育支援の充実、つまり待機児ゼロ作戦です。

お母さんが出産後、早く社会に復帰できるようにす

ることが最大の子育て支援なんですね。こういうこ

とは、ピッケン先生からすると、はてな？と思われ

る事柄かもしれません。とにかく日本人の女性労働

者の確保というのは、これだけ人口が減ってくると、

本当に切実な問題になっています。お母さんたち、

どうぞ安心して子育てをお任せくださいということ

で、保育園の整備をどこの自治体でもするようにな

っているのです。ただし、子どもが極端に減ってい

る地域では、保育園、幼稚園の統廃合も進んでいま

す。

子育て支援というのは、本来各自治体が推進すべ

きものです。しかし地域の養育力というものが崩壊

しているわけですので、地域の子育て支援、この地

域の保育力、養育力を再生することが急務という中

で、医療、保健、保育者、そして心理もしくは行政

の方々というふうにさまざまな人がいきなり集まっ

てコラボレーションと呼べばいいんですけれども、

なかなかそう美しく行かないで、ばたばたとしなが

ら進んでいるというのが現状でしょう。

ここで、地域の子育て支援というのがどんなふう

に広がる可能性があるかということで、２点、挙げ

たいと思います。一つはやはり親や子ども、個人を

支えながら、個人の持つ援助リソースの充実を支援

すること。例えば子育て中の親が孤立しないように、

地域でお友達をつくるようにプロデュースをすると

か、さまざまな催し物があると思います。

日本の場合は、先ほどの子育て支援センターに、

たとえ経済的な格差があっても、専業のお母さんた

ちというのはどんな方でも比較的多く訪れます。低

所得者層の多く住む地区と、道を一つ隔てて高所得

者が居住する地区が隣接していた場合、地域のセン

ターが一つならばそこに両方のお母さんたちが集っ
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ています。ですので、そのあたりはロンドンで見た

イメージとかなり違うなと感じたところでした。

もう一つが実はあまりやられていないんですけれ

ども、要するに地域の子育て力を上げるということ

は、市民が集まってもっとよりよい、いい制度をつ

くらなくてはいけないという、垂直方向の動きが起

きるような支援というものもしていかなければシス

テムが構築されていかないわけです。こういう二つ

の視点を持った支援が大事だと思ってはいるんです

が、なかなかこの制度を改善するための垂直方向へ

の動きというのが、日本でやろうとしても難しいと

ころがある。一部成功しているところもあります。

生活水準も、教育歴も高い人が多く住む豊かな地域

で、リーダーシップをとる人がたくさんいるような

都市部では実現しているところがあります。ただ、

どうしても日本の場合は行政が提示するものに市民

が合わせるという形で、これまでの子育て支援の施

策は進みがちでした。

医療システムや教育システムも、もともと市民が

つくったというよりは、上から作る歴史があります

ので、こうした問題があります。このあたり、英国

で里親支援を行う民間の歴史ある協会を訪問して、

市民の力というのは本当にすばらしいと思いまし

た。ピッケン先生、この他にも、もし、エンパワー

メントされた市民が、子育て支援にものすごくいい

貢献をしたというようなことがあれば、是非お教え

ください。

ここで、子育て支援における日本の場合の目的を

まとめます。先ほどから申し上げているように地域

的な交流というのが大きいわけです。それから親の

エンパワーメントということで、このあたりは病気

にならないようにとか、病気の人をケアするとか、

不適切な親子関係を持っている人を治療するとか、

そういうイメージとはちょっと違う形で、お母さん

たちが主体性を回復してもらえるような支援が求め

られています。

私たちは子どもを授かりますと、子どもが生まれ

るまでは病院で大事にされますし、生まれてからも

小さいときは病院でケアを受けたいと思います。し

かし子育て支援センターにあらわれるようになる１

歳ちょっと前ぐらいから２歳くらいの子どもを抱え

ているお母さんたちは、ちょっと違ってきます。

「確かに子育てについて知恵も欲しいし、助けも欲

しい。だからちょっと困っているんだけれども、そ

れでいて自分が指導されるというような感覚に置か

れると非常に不愉快。私たちは困っているけど狂っ

てるんじゃない」というふうに思われる。確かにこ

れは自信をもって子育てをしていく上で大切なこと

だと思います。「私たちが狂ってるんですね」とか、

「私たちが弱いんですね」というようなことをお母

さんたちが不自然に思わないという事態はとてもい

けなくて、そういう形での援助は欲しくないと言え

るように育てていくこともとても大事です。

そしてもう一つ、ハイリスク親子の早期発見とケ

アです。子どもが３歳くらいになって集団の場に出

てきたときに手おくれにならないように、早期に問

題を見つけるということは、実際には地域の中しか

できないし、地域の中でだれが一番見ているかとい

うと、案外と子どもを持っているお母さんたち同士

なのです。こういうこともありますから、ハイリス

ク親子の早期発見とケアというのは、健常な人たち

を含んだ場所で行われています。

これを実際、先ほど見たようなシステムの中で見

ていこうとするとなかなか大変ですし、それから虐

待のリスクのある家庭、実際には起こってしまって、

そして親と引き離されるまではいかないけれども、

そういった家庭の子どもの大半は保育園にやってく

るわけです。

日本の場合ここで最も大きく違いを感じる部分と

いうのは、保育者とか施設とか要するに子どもを養

育するプロがいる場所に子どもを預けるということ

への安心感でした。対照的に、里親の方が良いのだ

と、英国の施設のどこの場所に行っても言われまし

た。そして、あなたはBowlbyを知っているでしょ

う、愛着ということも大事なんだから、要するに人

が入れ替わってはだめなんだよというようなアドバ

イスをされました。

ただ、保育のその質を考えたときに、やはり日本

の保育者は国家資格（を持ち）、そして17万人ほど

が、保育士会に入っています。保育についてきちん
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と教育を受けた人たちが少なくともそれだけいま

す。その人たちが行う虐待の対応については、発見

と通告が主な仕事で、その後のケアについて専門的

な研修機会はまだ足りないと思います。でもそこを

きちんとしていくことで、保育の質を確保するとい

うことは、子育てを知らない人を里親のために教育

するよりも、有利なことも多いのではないでしょう

か。日本では子育て支援のサポーターになれる能力

を十分持った人たちが、潜在的に既に多くいるので

はないかと思いました。

それから少なくとも日本の保育者は、あるときバ

イトでちょっと子守をするというような仕事ではあ

りません。人の入れ替わりの激しい英国のナーサリ

ーと違い、常勤で長く勤めている保育者は沢山おり

ますので、このあたりも保育の質は、十分確保でき

ていると思います。また、里親制度についても、た

った一人で難しい子どもの世話をするよりも、複数

できちんとした教育や保育ができるようにしていく

形の支援も、日本の場合にはまだまだ希望が持てる

のではないかと思いました。

里親制度の拡大に対して私は、ノーと思っている

わけではないのですが、長所や短所、それから日本

の子育て支援の背景などについても慎重に検討しな

がら、子どもにとって何が望ましいのか、先ほどピ

ッケン先生が、子どものニーズを真っ先に考えまし

ょうというお話でしたけれども、そこを見守ってい

きたいと思います。

以上が簡単な日本の子育て支援の現状と、特に里

親制度に関するコメントです。

進行 青木先生、ありがとうございました。子育

て支援の状況について日本と英国を比較しながらの

ご報告でした。また改めて日本の子育て支援の状況

を知った、学んだという方も個々にはおられるんじ

ゃないかとも思います。

それではピッケン先生にこの部分についてのご感

想でもコメントでも、中に少しご質問も入っている

かと思うんですが、含めてお話しいただければと思

います。よろしくお願いいたします。

ピッケン プレゼンテーションをいただきまして

ありがとうございました。こういったシステムの違

いというものをイギリスと日本で比べた場合に、当

然そういう似ているところと違っているところとい

うのがあるわけですけれども、システムそのものを

見たときにはおそらく似通っているものが多いはず

です。ただ、その違っている部分というのはどこか

ら来るかというと、やはり文化的な背景などが起因

しているものが幾つかはあると思います。

人口の統計図なども出まして、人口の推移が、子

育てやそのサポートを考える場合に、ある程度重要

になるというような話がありました。当然イギリス

の場合にも出生率がある程度下がったという傾向が

多少はあるかとは思いますが、日本ほどではありま

せんので、日本のように、この要素が、例えば家庭

に対して行われるサービスに大きく影響を与えると

いうようなことはあまりないかと思います。

非常におもしろかったのは、里帰り（出産）の話

でした。これはやはり日本特有なものだと思いまし

た。いわば、おじいちゃん、おばあちゃんもそこに

何らかの役割を与えられ、役割を果たす機会がある

というようなことは大変興味深いと思って聞かせて

いただきました。

里帰りというような制度は、ある程度家族同士の

世代間のつながりがあるから起こるのだと思うので

すが、イギリスの場合には、家族がだんだん散逸化

してきたと言いますか、少し孤立して生活を進めて

いくというようなことが起こっていると思います。

ですからこれほど強い世代間の結びつきは、最近で

は薄れてきています。そういった社会の中において

は、親へのサポートが非常に重要な意味を持ってく

ると思いました。

もう一つ、これは文化にかかわってくることだと

思うのですけれども、イギリスでは親として子ども

を育てていくというのは大変プライベートという

か、自分たちのことというイメージがあります。シ

ュアスタート（Sure Start）プログラムということ

でお話をしましたけれども、これも始まる前は、政

府がサービスを提供していくにあたり、各家庭に政

府が入っていくという形になるので、そういった介
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入をすることがいいのかどうかという議論があっ

て、二の足を踏んでいたという経緯がありました。

これはちょっと私の個人的な意見になってしまう

かもしれませんが、そういった早い時期からの介入

というかサービスの提供を最近まで行ってこなかっ

たがために、若者たちがうまく育っていかなかった

面がある。非常に反社会的な行動をとる若者たちが

増えたとか、そういったことは、ある意味で、政府

が介入してこなかったからではないかという気がし

ています。親として子どもをちゃんと育てられるよ

うな環境をつくるための介入をしてこなかった結果

ではないかと思うのです。

ごく一般的に言って、健全な子どもたちの成長を

支えるために、ファミリーサポートとして何らかの

サポートをしていくということは非常に良いことだ

と思います。ただ、その中でもある種のサービスを

提供することによって、いわゆる虐待を防止する、

抑えていくということが可能なのではないかと考え

ています。

その虐待を防止するというようなことを頭に置き

ながら、両親、親たちにサポートをしていく、そう

いったプログラムを提供していくというのは、非常

に高いレベルで教育を受け、専門的知識を持つ人た

ちによって運営されていかなければいけないもので

あり、またいわゆる愛着形成ということにおいても、

そういった理論にちゃんと基づいた形で作られたプ

ログラムを適用するということになります。

いわゆる子育てということだけではなくて、もっ

と心理的に安定した環境にいない親はどうしても不

安定になってしまう。その人たちにとっては「子育

て」云々ということもそうですが、それに加えて精

神的にどうやって安定を保っていくかといったとこ

ろに手を差し伸べないといけないというケースにな

ります。

この「親として子どもを育てていく」という作業

はもちろん基本的には自然にできるものです。ただ、

その自然に行われる子育て、親としての活動は、正

しい経験に基づいて生まれてきたものでなければい

けないんですね。あるケースの場合には、正しくな

い形で生まれてくるときがあります。それが普通な

のだと思ってしまうと、その悪い影響が何度も後に

繰り返されるということになってしまいます。

最後に里親制度の話も少し出ました。イギリスの

場合ということで申し上げますと、この里親になる

人たちというのは非常に厳しい選考を通過して認め

られた方たちということになります。しかも、教育

という意味からもいろんなトレーニングを経て、初

めて里親になれることになっています。このあたり

も日本の里親とは少し違っている部分があるかもし

れません。

そういう意味では、里親というのは単にふらりと

やって来た親、急にできた親ということではなく、

きちんとしたトレーニングや教育を経て、里親とい

うステータスを身につけた人々なので、この人たち

のスキルや知識レベルは非常に高いものです。子ど

もたちにケアを提供する専門家と引けを取らないも

のです。

これは日本のケースとは当てはまらないというこ

とで、イギリスのケースに限って申し上げるのです

けれども、さまざまなリサーチの結果、施設、里親

等に預けられる子どもたちは、児童虐待を受けてや

ってきたケースが多くなっています。

今、虐待を受けた子どもたちが非常に多いと申し

上げましたが、こういった子どもたちはまさにトラ

ウマを抱えているわけです。年齢が下になればなる

ほど、そのトラウマも非常に重大なものになって彼

らの健康に大きな影響を与えているわけであり、感

情的、情緒的に非常に不安定な子どもたちが多くい

ます。そういった情緒的なニーズを満たしてあげら

れるのは、イギリスの場合にはということですが、

やはり里親制度のもとに置くほうが良い展開が期待

できるというケースが大変多いです。

里親は常時子どもたちと一緒にいるので、身近な

形でいつも接してくれ、愛着形成がしやすいという

こともあります。イギリスにおいては、こういった

ケースは、里親制度がよりよく機能すると期待され

ています。

もう少し年齢が上がってきた子どもたちの場合は

また少しケースが違ってくると言えますが、子ども

たちにとって長期的に良い影響を与えようと考えた
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場合には、特に年少の子どもたち、赤ちゃんの場合

には、最も適する環境を提供するということが必要

になってきます。

最後に誤解のないように申し上げておきたいので

すけれども、里親制度というものが簡単にイギリス

で適用されているかというと、決してそうではあり

ません。里親制度は、ほかの方策が全部うまくいか

ないというように判断された場合、ある意味、最悪

のケースというか、一番難しいケースの場合に選ば

れる選択肢ということになっています。ほとんどの

子どもたちの場合は里親制度にまで至らないで、

（在宅による指導や親戚・友人等関係者による保護

といった）何らかの形で保護やサポートを提供され

ています。

進行 ありがとうございました。Thank you

very much。先生のコメントをいただくと、さらに

理解が深まったかと思います。時間が少しオーバー

してしまいましたけれども、続いて児童相談所の立

場からSSDと比較しながら、川�先生のほうからご

報告をしていただいて、また改めてコメントをいた

だければと思います。よろしくお願いします。

川ì 恐れ入ります。子どもの虹情報研修センタ

ーの川�と申します。皆さん、引き続きでお疲れか

と思いますけれども、よろしくお願いいたします。

最初に進行の方が言いましたように、私は今までの

話とは若干角度を変えて、日本の児童相談所に近い

役割を果たしているＳＳＤ（Social Services

Department）、といっても児童相談所とは多分いろ

んな面で違うとは思いますが、このＳＳＤと子ども

の保護に関する点を中心にしてイギリス視察の様子

をご紹介し、深めていきたいと思います。

ただ、最初にお断りしておかねばならないことが

あります。というのは、私は本年３月末までは京都

府の児童相談所で仕事をしておりまして、子どもの

虹情報研修センターに赴任したばかりの４月に、い

きなりイギリスに行くということになったのです。

そのため、気持ちの整理もまだ十分にはできていな

い時期の、大変慌ただしいイギリス訪問となってし

まいました。加えて京都府を退職した後も、京都で

約束をしていた仕事が一つ残っていまして、実は２

週間というイギリス訪問計画の、私は後半部分だけ

しか参加できませんでした。そのため残念ながら、

そのときにはピッケン先生にもお会いすることがで

きておりません。とはいえ、一つ一つの機関を訪問

してお話を伺うと、それぞれが本当に目を開かされ

るようなことばかりでございましたし、今回、こう

してピッケン先生に日本にお越しいただくことがで

き、センターにお招きできたことは、私としても大

変嬉しく思っております。

さて、私は他のスタッフよりまる１週間遅れてイ

ギリスに到着したのですが、着いたのは土曜日でし

た。視察といっても土日は予定していませんから、

確か翌日の日曜日には、休日を利用して、それまで

の１週間の訪問先の様子とかを全員で話し合い、振

り返りを行いました。といっても私は訪問していま

せんので、他のスタッフの話になかなかついていけ

なかったのですが、それでもその話の中で、いまも

紹介があったSure StartやＳＳＤのこと、あるいは

ピッケン先生やゴフ先生がお話しされた内容を聞か

され、たいへん興味を持つことができました。そこ

で今日は、それらをエピソード的に申し上げたいと

思います。

例えばＳＳＤでお話を伺ったときには、職員とし

て採用された後の研修の話が出ておりました。それ

を聞いてみますと、初任者となった方がまず最初に

研修を受けるのは当然としても、その研修はソーシ

ャルワーカーだけではなくて、警察官とか保健師な

どが、とにかく一緒に研修を受けるんだというので

す。なるほどと思うと同時に驚きを感じました。

午前中のお話でも、多分野の連携が大事だという

ことが強調されていました。もちろん日本でも、機

関連携が非常に大切だということは繰り返し言われ

ています。ではそれをどうやって実現するかと考え

たときに、イギリスでは、新任の時代からその地域

で子どもの虐待問題に取り組む方々が一緒になっ

て、児童虐待に関する基本的な事項であるとか、そ

れぞれの機関の役割などを学び、議論していく。こ

れを確か最初に２日間ぐらいやるとのことでした。
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では日本ではどうか。私ども子どもの虹情報研修

センターもさまざまな研修会をやっています。しか

し、たとえば児童福祉司と警察官や保育士さん、学

校の教員などが一緒に参加して研修を受けるという

企画を立てようとすると、そう簡単にはいかないわ

けです。連携が重要だということは私たちの誰もが

わかっているはずですが、それを具体的に実現する

ためには、乗り越えなければならないたくさんの課

題がある。その意味でも、イギリスでは研修一つと

ってもこうした形の工夫が行われている。そのこと

は日本でもっと知られていいと思いますし、私たち

も大いに学ぶ必要があるのではないかと感じた次第

です。

私は英語がほとんど出来ないものですから、視察

先の説明なども十分には理解できないところもあっ

たんですが、政府機関である児童保護局を訪問した

とき、今朝からしばしばお話に出ていました

『Working Together』という冊子をいただいて帰っ

てきました。ところが、帰国後に調べましたら、す

でに日本語訳の『子ども保護のためのワーキング・

トゥギャザー（児童虐待対応のイギリス政府ガイド

ライン）』（松本伊智朗、屋台通子訳　医学書院）が

出ていて、子どもの虹情報研修センターの図書室に

も置かれていたのです。私は、先ほども言いました

ように４月に赴任してすぐにイギリスに行ったもの

ですから、はなはだ準備不足で、この本も事前に読

めていなかったのです。それはともかくとして、訳

出された本を見ていましたら「Crown copyright

1999」とありました。児童保護局からいただいたも

のは2006年版ですので、日本語訳のこちらの方は少

し古いんですけれども、それを通読してみました。

今朝のピッケン先生の講演に先立って、当センタ

ー顧問の四方先生がご挨拶をされ、「今回の視察で

は、ロンドン大学のゴフ先生にお話を伺うことがで

きましたが、先生は『児童虐待への対応において、

現在の日本はイギリスの30年ぐらい前の雰囲気のよ

うに感じる』とおっしゃっておいででした」とお話

しされておられました。だとしたら『Working

Together』1999年版であっても、日本に移し替え

れば、もしかしたら20年ぐらい進んでるかも知れな

い。というのは冗談としても、そういった事情で、

この日本語訳の方を紹介することをお許し下さい。

さて、『子ども保護のためのワーキング・トゥギ

ャザー』を見ていますと、一番最初のところに、次

のように書かれています。

「この文書は、子どもの福祉を促進し子どもたち

を虐待やネグレクトから守るために、関係するすべ

ての機関と専門家がどのように協同し合うことが望

ましいかを述べています」

「医療保健関係、教育関係、警察、社会サービス

局、保護監察局など、職務上、こどもや家庭にかか

わりをもつ仕事に就いている人を対象としていま

す」

この指摘を、皆さんはどんなふうにお感じでしょ

うか。職務上、子どもや家庭にかかわりを持つ仕事

についている人は、この本を読みましょうというの

ですから、何も不思議なことではないと思われるか

も知れません。では、ひるがえって日本ではどうで

しょうか。今日は私は、ここにいくつかの本を持っ

てきました。一つは、「子ども・家族の相談援助を

するために」（財団法人 日本児童福祉協会発行）で

すが、これには「児童相談所運営指針」と「市町村

児童家庭相談援助指針」の二つが収められています。

もう１冊は『子ども虐待対応の手引き』（有斐閣）

です。これらはすべて厚生労働省が通知として発出

しているものですが、おもには児童相談所の職員あ

るいは市町村の児童家庭相談を担当する方々を対象

として出されているといっていいかと思います。そ

う考えると、イギリスの『Working Together』と

比べて、大きな違いがあることがわかります。なぜ

といって、この『Working Together』というのは

児童福祉機関の職員だけでなく、本当に子どもにか

かわる人みんながこれを読まなきゃいけないとされ

ているわけですから。お聞きしますと、イギリスで

は、もう子どもにかかわる人は皆さん、『Working

Together』の何章と言えば、そこに何が書かれて

いるかすぐにわかるというふうになっているとのこ

とでした。

ですから、機関の連携ということ一つとってみて

も、イギリスでは、私たちとは質の違うレベルで取
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り組みが行われていると感じたわけです。

その他にも、たくさんのことを学んだのですが、

今日は私に与えられた時間も短いので、おもにＳＳ

Ｄにかかわることについて幾つかお話をし、またピ

ッケン先生に伺いたいと思います。

まずは子どもの保護に関してです。緊急に子ども

を保護しなきゃいけないということになった場合、

日本では、児童福祉法第33条に「児童相談所長は、

必要があると認めるときは、……児童に一時保護を

加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさ

せることができる」と規定されているように、児童

相談所の所長にその権限が与えられています。児童

相談所長が必要だと考えれば子どもを緊急に保護す

ることができる、ということは皆さんよくご存じだ

と思います。

実は私たちは、イギリスに行ったときにも、大変

お恥ずかしい話なんですが、日本の児童相談所がそ

ういう権限を持っているのであれば、イギリスでも、

日本の児童相談所と類似の機関であるＳＳＤに、同

様の権限があるんじゃないかというふうに思い込ん

でいたのです。そこで、この点に関して各機関の

方々にいろいろとお話を……、ちょっと早口で、通

訳の方には申しわけございません。少しスローダウ

ンしたいと思いますが、ついペースが戻ってしまう

かもしれません。その折にはどうかお許しください。

とにかくＳＳＤに権限があるんじゃないかという

ことで、それを前提にいろいろ聞いていったんです

が、正確な理解が出来なかった。「イギリスでは、

子どもの保護は裁判所が決定する」と言われました。

それはもちろん、私たちも納得できるのですが、で

は、裁判所が関与する時間的余裕がないような緊急

の場合はどうするのか。私自身は、48時間とか72時

間というふうに短時間に限定してＳＳＤに権限があ

るんじゃないか、と考えていたわけです。しかし、

それは間違っているということがわかってきまし

た。

イギリスでは、緊急の場合、裁判所の許可なく子

どもの安全を確保する権限が、「ポリス・プロテク

ション」ということで警察に与えられているという

ことだったんです。ただし、72時間に限りというこ

とですけれども……。その点をもう少し早く理解で

きていたら、視察の際にもっと突っ込んでお尋ねで

きたのではないかと、大変残念に思いました。それ

はともかく、私自身は、この点について帰国後もい

ろいろと考えておりました。

というのも、ご存じかと思いますけれども、子ど

もの保護をめぐって日本では、職権で児童相談所が

子どもを保護した後、保護者との間でいつも激しい

対立、激烈な争いが繰り返されています。私も何度

もそういう場面を経験してきたわけですが、そこに

は非常に大きな問題があります。日本子ども家庭総

合研究所の才村純先生が、「児童虐待防止制度改正

後の運用実態の把握・課題整理及び制度のあり方に

関する調査研究」を行い、その結果を本年2月に発

表されていますが、それを見ますと、保護者・同居

人から児童相談所職員への加害、妨害事案が多数発

生しており、中でも一時保護中に最も多くの事案が

発生しているとされています。また、「虐待ケース

への対応に伴うストレス等が原因と考えられる事由

により、配置転換を行った児童相談所、休職者や退

職者を出した児童相談所、特別な配慮が必要な児童

相談所等」が、有効回答の34.3％にのぼったと書い

てあります。

日本では、イギリスとの国情の違いなどもあって、

子どもを保護する権限を警察に与えるべきだという

議論は全くないと思います。今回、児童虐待防止法

の第２次改正案が成立し、立入調査を拒否された場

合、さまざまな手続を経た上で裁判所の許可状を得

れば、臨検・捜索という形で、最終的にはカギを壊

してでも家の中に立ち入ることが出来るようになり

ましたが、そうした対応も、あくまでも児童相談所

が主体的に行うこととされています。

ひるがえって、イギリスでは警察が緊急の場合の

保護を行うということになっています。どうやら

1989年に仕組みが変わり、警察に72時間の権限を与

えることになったようですが、その制度の意味とい

うのでしょうか。そのよい面。それからそこに何か

問題点はないのか。このあたりを、本当はイギリス

でしっかり聞いてきたかったんですけれども、先に

申しましたような事情で十分にはお聞きできなかっ
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た。今日、もしよければピッケン先生に、警察の保

護、緊急の保護について、改めてお尋ねしたいと思

っております。早口で申しわけございません。

さて、そのほかにもたくさんのところを訪問させ

ていただきました。先ほど里親さんのお話がありま

したが、私たちもイギリスで、実際に里親をされて

いる方にお会いしました。少しそのことを報告して

みたいと思います。私たちがお話を伺ったのは、す

でに19世紀から活動していて非常に伝統のある民間

団体、ＮＣＨ（National Children's Home）から委

託を受けている３名の方々でした。

最初に里親さんになった動機を伺いました。「な

ぜ里親をしようと思われたんですか」とお尋ねした

ところ、その理由は三者三様で、お１人の方は里母

さん、女性の方だったんですが、「自分の実の子は

すでに大きくなって家から離れている。そのため少

し寂しいなと思ったということが一つ。もう一つは、

自分たちが里親として新しく子どもを預かって彼ら

の手助けをすれば、それが回りまわって、自分たち

の子どももまた誰かに助けてもらえるんじゃないか

という気持ちもあった。そんな思いで里親を始めま

した」とのことでした。

もう１人の方は、実家がアフリカにあって、親御

さんが牧師をされていたというんです。地域の中で

もすごく信頼されていたらしく、何か困りごとがあ

ればすぐに相談に乗っていた。この方は、そういう

雰囲気の中で育っていたので、「イギリスにやって

きて、何か地域の人々の役に立てることはないだろ

うかと考えたとき、自分が小さいときのことが思い

出された。そして里親という形で地域に貢献できる

んじゃないかと思った」とおっしゃっていました。

あるいは自分の妹さんがすでに里親をしていて、大

変よい経験をしているということがきっかけになっ

たとお話される方もありました。

私はそういう説明を聞いて、個別の事情はさまざ

まであっても、里親になる動機というのは、日本で

もある意味では共通するんじゃないかというふうに

思いました。ただ、大きく違っていることの一つは、

里親の認定に関することです。日本では、里親申込

みがあると、家庭訪問などの調査を経て児童福祉審

議会で適否を検討し、認定へと至ります。しかしイ

ギリスでは、先ほどピッケン先生もお話しされたよ

うに、半年ぐらい、いろんなアセスメントを受けた

り、訪問を受けたり、あるいは「悪いストーリー」

というような言い方をしていましたけれども、「里

親になると大変ですよ」という話もいろいろ聞いて

もらい、中にはそれでやめる方もあるそうですが、

そういう厳しいプロセスを経て里親になっていくの

だそうです。

さらに里親になった後も、日本とはずいぶん違う

と感じました。さまざまな事情をかかえたお子さん

を引き受けるわけですから、当然さまざまな問題が

生じます。私たちがお会いした里親さんたちは、Ｎ

ＣＨのスタッフの方々も認めているように、本当に

優れた方ばかりだったのですが、それでもやはりサ

ポートが必要だとおっしゃっていました。ＮＣＨは、

そうしたサポートが可能となるよう、24時間いつで

も電話を受け付けているのだそうです。振り返って

日本では、児童相談所として里親さんにどこまでの

サポートができていたかを考えると、私も反省する

んですけれど、なかなかそこまでできてない、不十

分さは免れない。この点でもいろんな課題があると

いうことを改めて感じさせられました。

ところで、もう一つピッケン先生にお尋ねしたい

ことがあります。先に述べました里親さんとの話し

合いの中で、実はＳＳＤのソーシャルワーカーに対

して批判的なご意見も出されたんです。例えば、Ｓ

ＳＤの担当者はよく交代するので継続的な相談が難

しかった、というようなお話がありました。あるい

は、やや漠然とした言い方ですが、「ちょっとサポ

ーティブでなかったんです」とおっしゃる方もあり

ました。

イギリスのソーシャルワーカーというのは、先ほ

ど研修のことを少し申しましたが、きちんと義務づ

けられた研修や訓練を受けなければならないし、専

門職としての位置づけも明確になっているかと思い

ます。また人員配置においても、日本と比較すれば

大変多くの方が配置されています。

もちろん批判の声が出されるというのは、むしろ

好ましいことかも知れないし、批判はあって当然だ
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とも思うのですが、改めてお尋ねしたかったのは、

現在のイギリスのソーシャルワーカーが持っている

課題、ソーシャルワーカーが今どんなことに悩み、

どんなことを考えているのかということです。ある

いは周りの方々、民間の方々から見て、イギリスの

ソーシャルワーカーはどんな点に課題があると感じ

ておられるのか。私たちとはレベルの違う悩みかも

知れませんけれども、そういったお話を聞きながら、

もう一度、日本のソーシャルワーカー、日本では児

童福祉司と呼ばれていますが、児童福祉司の課題、

また児童相談所の課題、さらにはその解決方法を考

えていけたらと思った次第です。

ほかにもたくさんお尋ねしたいことがあったんで

すけれども、一応このあたりとさせていただいて、

ピッケン先生のお話を伺えたらというふうに思いま

す。どうもありがとうございました。

進行 川�先生、どうもありがとうございました。

川�先生には児童相談所という立場からＳＳＤとの

比較の中で保護について、それから里親の支援とい

うことも含めてソーシャルワーカーのあり方につい

てお話をいただきました。幾つかピッケン先生に対

してのご質問があったと思います。またピッケン先

生、よろしくお願いいたします。

ピッケン 川�先生、スピーチをどうもありがと

うございました。今日の先生の質問に答えるために、

３週間、４週間、同じようにお話し合いができたら

すごくいいなとか思うんですけれども、それはちょ

っと無理ですので、今できる範囲で答えさせていた

だきたいと思います。

今、川�先生がイギリスに比べて日本には30年間

の遅れがあるとおっしゃいましたけれども、自分た

ちが進んでいるからどうこうと日本を批判するので

はなくて、自分たちのシステムは違うということを

お話ししたいと思います。それでお互いにいろいろ

共有できること、協力できることの観点からお話し

したいと思います。

今、問題となっておりますのが、子どもたちを早

い段階で親から引き離した後、家族の再統合と言い

ますか、リハビリをしてもう一度家族に戻すという

ことにあまり力を注いでこなかったこと、そのこと

がまず問題だと思います。

それから私が思うことですが、例えばソーシャル

ワーカーや小児科医は、それぞれが持つ権限という

のを誤って用いてきたのではないでしょうか。そし

て一般の市民たちもまた、ソーシャルワーカーに対

してのある神話みたいなものを持っておりまして、

彼らは本当に親切で誠実だと思っている人々がたく

さんいます。

ソーシャルワーカーたちは政府の指針や法律を使

いまして、子どもやその親たちを保護して守ってい

ます。人権法Human Actには、人間はそれぞれが

幸せに生きる権利があると述べられております。人

権法には、人はそれぞれ法廷に行くことができると

いうことも書かれてありまして、親たちは法廷で自

分の言いたいことをきちんと議論できるということ

が権利として認められています。親たちには処遇の

決定がなされる前に、ソーシャルワーカーが言った

ことに対して自分たちはこう思う、ああ思うという

反対の意見を法廷で述べる権利が与えられていま

す。ソーシャルワーカーは今まである面で批判され

てきました。私はソーシャルワーカーたちが批判さ

れるのを聞くのは好きではありませんけれども、実

際に過去におきましてソーシャルワーカー、あるい

は小児科医、警察たちが、子どもと親に対する処遇

について間違いを犯してきたというのは事実であり

ます。ですから決定がなされる前にみんなでその情

報を共有するというのが大事になってきます。

けれども、子どもが非常に危険な状態にある場合、

法廷に行って裁判をしてということに時間をかける

ことが危険だといった深刻な場合は、警察が介入を

して子どもを即座に保護するという方法がとられて

います。今私が住んでいる地域の裁判所の場合、警

察官が権限を使って介入して、子どもを緊急保護す

るときには、必ず自分の上司の許可を得なければな

りません。警察官というのは年齢も若くて経験も不

十分なことも多いからです。

本当に緊急の直接的な危険があった場合は、警察

はすぐに行動を起こします。子どもを保護するため
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にその場に行って子どもを救うということがイギリ

スでは許され、認められています。警察が子どもを

保護する権限は72時間以内です。警察がこの権限を

使った場合には、まず地域のローカルオーソリティ

ー（当局）のほうに差し戻して、話し合いをしたり

評価をしたりして徹底的に調査し、それぞれの地域

の当局に戻していかなければならないことになって

います。

地域の当局に返すと言いましたけれども、地域に

差し戻して、それぞれの機関の人たちが集まって行

う会議というのが、私が午前中お話ししましたスト

ラテジー・ミーティングであったり、ストラテジ

ー・ディスカッションと呼ばれるものです。警察が

子どもをその親から引き離して保護した場合、基本

的には遠縁、親戚に預けます。もちろん緊急性を帯

びていて、すぐに施設であったり、里親に連れてい

くという場合もありますけれども、基本的に最初の

段階では、祖父母であったり、親戚に預かってもら

うということが一般的です。もし警察が発令した72

時間の保護期間内にさまざまな手続やアセスメント

が終了しなかった場合、SSDがそのことを裁判所に

申し出て、期間の延長を申し立てなければなりませ

ん。

一番早い介入の段階であっても、私たちがいつも

頭に置いているのは、その家族の再生、再統合であ

ります。例えばその家族の中にすごく暴力的な人が

いたり虐待を行う人がいたりした場合、その人を虐

待されている子どもの家から追い出すと言います

か、外に出します。そうすると子どもはよそに預け

られずに自分の生まれ育った家にいることができま

す。その後、専門家たちが介入し、それぞれケアを

していくという方法がとられます。

川�先生、今の私の答えでご満足していただける

のでしたら、次にフォスターケア（里親（制度））

についてお話をさせていただきたいのですが、よろ

しいですか。

川ì ありがとうございます。どうぞよろしくお

願いします。

ピッケン 私事なんですが、私の妻がフォスター

ケアについての仕事をしております。妻はいろいろ

な分野にわたって、セラピューティック（治療的）

なサポートをし、里親たちにケアをするという仕事

をしています。ですから、私は家で妻からどういう

ことが起こって、今何をしているかということを聞

いています。

多くの里親たちはソーシャルワーカーのことを批

判しています。ソーシャルワーカーたちは里親たち

の苦労、子どもを育てるスキル、傷ついている子ど

もを育てる苦労を全然わかってくれない、評価をし

てくれない。そう思って里親たちはソーシャルワー

カーを非難することが多いです。正直に申し上げま

して、昔は確かに里親たちへの支援は不十分であっ

たと思います。けれどもここ３～４年の間に、里親

に対するシステムというものがどんどん良い方向に

変化してきています。

最初にイギリス政府が里親たちを「雇う」という

とおかしいんですけれども、里親たちを教育します。

そこで教育を受けて満足した人たちは、政府の教育

を離れましてそれぞれ民間の組織に所属します。そ

の後再び公的な組織に戻っていくということもあり

ます。

私は以前、最初は政府から里親になる教育を受け

て、その後、民間機関で再び里親の研修を受けた人

たちと会ったことがあります。その人たちが言って

いたことですが、最も大事なことは、里親たちはほ

かの福祉にかかわる専門家たちと対等なレベル、同

じような扱いを受けなければならないということで

した。里親も福祉の専門家と同じようなスキルや能

力が要るということが認められなければいけないと

いうことを言っていたのです。ですから里親たちを

尊敬してサポートするということが、財政的に支援

するということよりも大切なことだと思います。

里親に関する指針は別にありまして、そこにきち

んと記述されています。それをご覧頂くことにして、

次の課題に入りたいと思います。他に何かあります

か。

川ì ちょっと失礼なことを言ったかもしれませ

ん。大変丁寧に答えていただきましてありがとうご

ざいます。感謝しております。
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進行 それでは川�先生、ありがとうございまし

た。ピッケン先生、丁寧にお答えいただきましてあ

りがとうございました。それではここでいったん休

憩にしたいと思います。55分まで休憩にして、後半、

山下先生のご報告から入りたいと思います。休憩し

てください。

（休憩）

進行 皆様お集まりでしょうか。よろしいですか。

それでは、午後のパネルディスカッションの後半に

なります。山下先生から治療ということを中心にご

発題をいただきます。では、山下先生よろしくお願

いいたします。

山下 ここにおられる方の大半が３日間の研修を

受けてこられているということで、多少お疲れとい

うか情報量で脳がオーバーフローぎみのところもあ

るかもしれません。ピッケン先生の丁寧なコメント

も頂けると思いますので、私は幾つかのポイントを

話します。

先ほどの川�先生のお話で、多分野多職種連携と

いうキーワードが出てまいりました。今回視察した

私たちもちょうど多職種のチームになっておりまし

た。一つは、保育・子育て支援という視点を持った

青木先生、ソーシャルワーカーの視点を持った川�

先生、そして私は児童精神科ということでメンタル

ヘルスサービスという視点で参加しました。もちろ

ん四方先生、増沢先生は、虐待を受けた子どものケ

アの中心になる心理士の立場も含めて参加されまし

た。

虐待を受けた子どものケアの多面的な実態のう

ち、幾つかの指標をこのスライドに示します。これ

は10年間のいわゆる虐待の報告件数です（スライド

１）。10年間で10倍近くになっています。ピッケン

先生は、先ほど氷山の絵を示されましたが、この10

倍ということで氷山の下の部分が見えてきているの

が日本の現状と思います。

報告された虐待の内容は、身体的虐待が40％、ネ

グレクトが37％、心理的虐待が17％、性的虐待が

３％という割合です。年齢としては広い範囲にわた

りますが、３歳までの乳幼児期の割合が高く、学齢

前の方も同程度。報告された虐待のケースとしては

小学生の６年間が大多数となっています。

虐待対応の日英の差は30年と川�先生も言われま

した。ちょうど私たちがピッケン先生のお話を聞い

たときには、『Child Abuse Review』というピッケ

ン先生が編集委員長の雑誌の編集会議後で、そこに

はゴフ先生もおられました。そのときゴフ先生には、

30年先を学べということよりも、イギリスで見たこ

とを日本の近未来を予測するための材料にしなさい

という示唆をいただきました。こういった指標が今

後、近未来にどのように変わっていくかということ

から治療のシステムやケアシステムを考える必要が

あると思っております。

このスライド２は、ピッケン先生が紹介した英国

の指標とある共通する項目を幾つかピックアップし

ています。直近の報告で国内の虐待によると確認さ

スライド１

スライド２
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れた子どもの死亡が70例、86人という報告がありま

す。治療とケアのニーズがある子どもたちですけれ

ども、国内では児童人口は10年間で減少傾向にあり

ますが、家庭外でケアされているLooked after

childrenの数はふえているという指標が示されてい

ます。ふえていく家庭外に措置をせざるを得ないお

子さんたちの安全をどう保障していくかということ

で、要保護児童対策地域協議会、いわゆる自治体ご

とにローカルオーソリティーの多職種の代表による

会議が各地域で持たれて、情報を共有する取り組み

が始まっています。

もう一つは、安全のために子どもを保護するシス

テムと同時に、保護した後の子どものニーズの評価

が問題になっています。いわゆる近未来を考えると

いう実践のとり組みにおけるアジェンダとして「子

ども虐待対応の６段階」が示されています（スライ

ド３）。

最初の段階は虐待が否認されている段階です。次

に、存在に気づかれ、まず目立つ身体虐待、そして

背後にあるネグレクトが発見される段階になりま

す。いま日本は、子どもを守るための母子分離や通

告義務の法整備を充実するという第三段階目に入っ

ています。これからは、親から分離・保護された子

どもさんと、その分離された後の家族、親をどう援

助するかという家族のケアへの取り組みが課題で

す。

次の課題には非常に重いダメージを受けた子ども

の代表的なものに性的虐待を受けた子どものケアが

あります。そうした子どもが生涯にわたって支援を

受ける精神保健のニーズを持つことに気づかれてい

ます。非常に生命の危険の高い幼児だけではなく、

思春期に向けて子どもの精神保健の問題への対応を

始めることも国内での取り組みの課題です。最後の

６番目の段階は予防の話で、これは青木先生がお話

しされました。

虐待通告をして分離するという川�先生が話され

たような司法も含む緊急対応の後、子どもたちがど

のように回復し元の地域や家族に再統合されるかを

考えたときに、英国の子どものニーズという視点で

子どもを包括的に評価するという枠組みは参考にな

ると思いました。これは『Every Child Matters』

という私たちが英国でいただいたガイドブックの中

の最初に出てくる子どものニーズのトライアングル

です（スライド４）。

医療保健分野では、治療やケアの中でこういった

ニーズにどのようにこたえるかが問題になっていく

と思います。治療においては、トライアングルの左

側の辺の部分の子どもさん自身の健康（ヘルス）の

保障ということがあります。この中には情緒・行動

の発達も含まれますが、ダメージを受けた子どもの

健康の問題に対するケアが治療のニーズだと考えて

います。

メンタルヘルスの治療的ニーズにこたえるスタッ

フとして一つは臨床心理の方たち、それから児童精

神科医がおります。ただ日本の児童精神科医の数は

少なく、その中でも養育環境でダメージを受けた子

スライド３

スライド４
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どもの治療に注目する度合いは低いと思います。こ

れは、児童精神科医の中で児童相談所に勤務してい

る医師である小野（善郎）先生が、最近、児童精神

医学の専門誌に投稿したレビューからとったもので

す（スライド５）。

ピッケン先生は、英国のGlaserという人の調査結

果を引用されました。日本の児童精神医学雑誌の中

で心理虐待がレビューされるのは画期的なことと思

いましたので示しました。この中に「心理的虐待を

受けた子どもたちに認められた問題のリストを作る

と、それはまるで児童精神医学の教科書の目次のよ

うである」というコメントがあります。そしてダメ

ージを受けてケアシステムに入った子どもの大多数

に児童思春期精神保健サービスのニーズがあると考

える必要があると小野先生は結論しています。

これは児童相談所の医療相談で接した子どもの精

神保健のニーズとして、該当した診断分類を示しま

した（スライド６）。赤で示した部分は破壊的行動

障害といわれる部分です。相談例は男の子で小学校

高学年が中心ですので、いわゆる性虐待を受けた思

春期の女性のケースはあまり含まれていません。こ

のためＰＴＳＤ（心的外傷ストレス障害）の方は比

較的少ない結果になっています。全体を見てわかる

のは、いま日本で教育分野で非常に注目されている

軽度の発達障害といわれるＡＤＨＤ、あるいは

Pervasive Developmental Disordersの状態を示して

いるお子さんがかなり多いことです。こうした個別

のサポートのニーズがある子どもも多いと思いま

す。

スライド７は虐待のタイプで見たときの精神医学

的な問題の診断です。それぞれ性的虐待を受けた男

女、身体的虐待を受けた男女、両方を受けた重いダ

メージを受けた子どもです。これを見ても性差があ

り、男児は破壊的行動障害を持つケースが非常に高

く、女児には不安であったりＰＴＳＤであったり内

面的な問題を持つケースが多くなっています。こう

した子どもの抱える破壊的行動などの問題をどうケ

アシステムの中でサポートするかは、ケアシステム

を安全なものにするためにも非常に大きな課題とな

っています。

治療を考えたときに受けたダメージの大きい子ど

もの場合をモデルとして考えると、どんなニーズが

あって、どんな治療が必要なのかがわかりやすいと

思います。英国で訪問したいろんなスタッフの方か

らも、たびたび出てきた重要な問題として、先ほど

スライド５

スライド６

スライド７
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の重度の心的外傷を負った子どもさんの問題、もう

一つは他害行動や性化行動など破壊的な行動を示す

子どもの問題があります。

児童精神医学の日本の学会の中でも、虐待を受け

た子どものケアしている方たちの検討委員会があり

ますが、その中で治療的対応のための資源として、

心理療法ができるスタッフの充実、あるいは問題が

起きる家庭を支援するスタッフの充実、破壊的行動

が周囲に及ぶことをマネージするための個別対応、

緊急対応の専門スタッフの配置といったことが提言

されています。残念なことに、こういった問題の一

部を解決出来るであろう医療の役割については、ま

だ十分に語られていないのが現状です。

英国で視察した虐待対応の現状のスライドを紹介

します。一番重症のダメージを負った子どもさんの

医療保健分野の支援サービスのモデルになると感じ

たのが、南ロンドンのLister Primary Care Centre

の性的虐待被害/加害児への支援チームです（スラ

イド８）。この方がタラさんといって児童精神科医

で、このチームのチーフです。その周りでミーティ

ングしているスタッフは、保健師や心理士、ソーシ

ャルワーカーといった職種で、いわゆる多職種チー

ムになっています。多職種でサポートを行う理由と

して、重症のダメージを負ったケースでは幾つかの

タイプのサポートが必要となることがあります。タ

ラ先生は、心理教育、家族全体を扱うMul t i -

systemic approachに加えて、被害を受けた子ども

はスティグマを受けやすいので、学校、地域との連

携ができる、ケアをリンクするスタッフも必要とい

うことを強調していました。一旦ケアシステムに入

ったお子さんが、また家族のもとに帰っていくこと

を考えますと、家族への治療的アプローチが常に求

められます。先ほどの南ロンドンのSouthwark区で

は、Intensive Parenting Programという、子どもの

ケアと同時に虐待を起こした家族へのケアプランと

して親訓練プログラムを実施する地域でのアプロー

チがありました（スライド９）。

もう一つは、英国でもっとも古い虐待対応のＮＰ

Ｏの１つであるNSPCCが提供するサービスの中に、

精神障害のある親の育児機能の評価と支援を行う

Parental Mental Health Serviceが印象的でした。こ

の診療サービスでも地域の精神医療機関と常に連携

を図りながら支援を進めていくとお話しされていま

した。精神障害のある親では、稀ではありますが子

殺しや母子心中の深刻な転帰も生じます。最近国内

でも子殺しの司法事例の調査で、その70例の中の半

分には母親の産後うつ病のケースがあったというシ

ョッキングな報告もなされました。精神障害を持つ

家族への支援で養育されている子どもの視点を常に

アドボケートしていくという立場は重要と思われま

した（スライド９）。

次にタビストック・センターという心理療法のメ

ッカで現在取り組まれている里親支援チームの試み

を紹介します。ここで後ろを向いているのは青木先

生です。イギリスのドールハウスをのぞき込んでい

ます。ここでは、多職種のチームスタッフからの話

スライド８

スライド９
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を聞きました。里親ケースにもいろんな問題があっ

て、子どもさんに破壊的行動がある場合にその意味

を伝え、効果的な対処をサポートすることとか、里

親が変わるという養育者変更のダメージを支えると

か、幾つか代表的なテーマをお話しされました。や

はりケアシステムの中にいる子どもだけではなく

て、それを支えるスタッフの方とか養育者、里親な

ど、機能不全の家族を支えて親役割を肩代わりする

人々に対する治療的側方支援が必要ということがわ

かりました（スライド10）。

こちらは日本の現状です。いわゆる要保護児童

（looked after children）に対して、日本では施設が

主な受け皿となっています。ここに幾つかの指標を

示します。２歳以下の乳児の方が入る乳児院、それ

以上の子どもが入る児童養護施設、非行の問題を持

つ子どもが入る児童自立支援施設、情緒的な問題を

持つ子どもが入る情緒障害児短期治療施設といった

数タイプの施設が日本にはあります。どのタイプの

施設にも、６割から７割に虐待を受けた背景を持っ

ている子どもさんがいることが最近の報告で示され

ています。そういった子どもがケアを受ける環境と

しては、やはり大規模が中心の施設が多い。小規模

な夫婦小舎制のような夫婦でグループホームのよう

なところで見る場合もありますが、情緒的問題を持

った子どもの施設でも大規模なセッティングが中心

です（スライド11）。

最後に英国で視察した、日本では情緒障害児短期

治療施設にあたる治療共同体（Therapeu t i c

community）の写真を幾つか最後にお見せします。

私の理解が正しければ、大体、英国内に14～15カ所

同じようなIntensive Careを提供する治療共同体が

あると伺っています。最も重視されているのは治療

的環境の整備で、より小規模で個室生活などプライ

バシーが保たれて、またサポートする人的資源が豊

かということが、どの施設でも強調された点です。

これは朝のミーティングの様子ですが、大人の方

と子どもさんの割合が７：３か８：２という感じ

で、大人の波間に子どもさんが浮かんでいるという、

これだけ豊富なスタッフの方が子どもさんにかかわ

っているということでお示ししました（スライド

12）。

もう一つは、教育施設を持っているところは多い

と思いますが、やはり教育を非常に重視して、ダメ

スライド10

スライド11

スライド12
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ージの回復はもとより将来に向けてのレジリエンス

を高めることに非常に熱心に取り組む態度と方針が

多くの施設で共通していました。これはCaldecott

Schoolの養育施設で子どもの情緒発達レベルに応じ

て段階的に構造化されています（スライド12）。

これはMulberry Bush Schoolです。増沢さんなど

虹センターの方からたくさんお話しされたいところ

があるでしょうけれども、こういった施設があって、

36名が四つの生活棟に分かれて過ごしている。男女

混合で３年間が大体一単位の療養期間という長期的

なケアをしていくとされています。36名の子どもさ

んに対してスタッフは108名もいて、特に印象的だ

ったのは、やはり破壊的行動を持つ子どもさんもお

られるので、緊急対応チームというチームが常に安

全な環境を保つために治療施設の中を巡回している

ところでした（スライド13）。

最後に、これだけの人的資源を使うので、ここが

視察の中でもっとも驚いた点ですけれども、子ども

さん１人当たりのコストが約１年間で3000万円とい

うことです。何度も計算し直してもそうなったので、

そうなんだなと思いました。これはやはり英国の英

知というか、財源として子どもの属する地域の福祉、

教育、保健からそれぞれ共同負担と共同責任で出し

ているといった、いろんなシステムとしても成り立

つようになっていることが印象的でした。子どもの

ニーズからスタートして、統合されたサービスを提

供しようという考えは非常に一貫して実現されてい

ると思いました（スライド14）。

最後にピッケン先生への質問です。

一つは、英国の特徴として、必要なところに非常

に手厚くコストをかけられる、めり張りのあるサポ

ートシステムがあると思いますが、ライフサイクル

を通じて必要な治療的資源に途切れなくアクセスで

きるために、別に何か仕掛けがあるのかということ

です。つまり治療共同体で充実したケアを受けても、

そこから出た後、子どもさんがどうなっていくのか

とか、そこでどういうところが治療のニーズに対応

するのかということを伺いたいです。

二つ目は、多職種がかかわって非常に貴重なデー

タというか情報が蓄積された場合に、それを保管し

共有するシステムがどうなっているのかが非常に知

りたかった点です。

三つ目はLooked after childrenは地域でどんな治

療と支援を受けられるか、中心になってサービスを

提供する場をどこになるかという点です。特に非常

に重症例のお子さんの場合にはどんな治療施設があ

るのだろうかというのが最後に気になった点です。

進行 山下先生、どうもありがとうございました。

治療について山下先生のほうからご報告していただ

きました。ため息の出るような治療施設も中でご紹

介していただきましたが、この３点の先生からのご

質問を中心にピッケン先生、コメントのほうをよろ

しくお願いします。

ピッケン 難しいご質問ですが最善を尽くしてみ

ましょう。まず、治療やサポートの方法を定義する

スライド13

スライド14
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ことが必要でしょう。イギリスに子どもと青少年の

ためのメンタルケア施設がありますが、そこでは大

変すばらしいサービスを提供しております。この児

童思春期精神保健サービスでは、きわめて特化した

専門家による治療がなされておりますので、他の専

門家たちもここで働きたいと強く希望しています。

ここでは少人数の子どもたちに、洗練された治療、

集中的なケアを行っております。

私がイギリスを離れて日本へ参る前に、山下先生

から送っていただいた質問を読ませていただきまし

た。山下先生の質問にお答えする前に、ブラッドリ

ーという心理学者の研究についてお話ししたいと思

います。

ブラッドリーの報告によりますと、イギリスの子

どもの10％が何らかの精神的な問題を抱えているこ

とが明らかになっております。児童思春期精神保健

サービスに来た全部の子どもを調査したわけではな

いのですが、そこに来た子どもたちほとんどは、こ

れまで精神的な治療を受けてこなかったとされてい

ます。児童思春期精神保健サービスでは、専門家た

ちが子どもたちにとって一番いい治療法を考え、サ

ポートやサービスを与えることをしております。時

には、過去に間違って診断をされていた場合もあり

ます。その場合、それまでは精神科医でない人たち

が家族や子どもたちに治療やサービスを提供してき

ました。例えばPTSDを受けた子どもたちにどんな

手だてでどのように応えるかということが重要で

す。子どもたちに一番基本的で重要なケアは安全や

安心を与えること、それからもちろん愛情を与える

ことです。しかし、児童思春期精神保健サービスは

集中的で質の高いものなので、受けたい人がたくさ

んいて、順番待ちをしている人がたくさんいるのが

現状です。子どもが医者に診てもらい、そこで治療

を受けるために１年から１年半待たなければいけな

いという場合もあります。１年あるいは１年半待た

なければいけないというのは、今虐待を受けている

子どもたちにとって決して良い時間であるとは言え

ません。長過ぎると思います。

児童思春期精神保健サービスの職員は、他の専門

家たちに適切なトレーニングを与える意味でも重要

な役割を果たしていると思います。今、山下先生が

多岐にわたる機関の間の情報の共有と協力につい

て、イギリスではどうなっているか、うまくいって

いるかと質問してくださったと思うのですが、正直

に申し上げると、その点につきましてはやはり困難

なことに直面しております。児童思春期精神保健サ

ービスとその他の子どもにかかわる機関との連携、

あるいは情報の共有はうまくできていないのが現状

です。児童思春期精神保健サービスは、なかなか良

いサービスを与えていると思っておりますし、多業

種、複数の機関にまたがっての訓練に関して様々な

チャレンジをしてきておりますけれども、それで終

わりではなく、気を抜けない日々が続いています。

治療やサポートの方法を定義をしなければいけな

いと最初に申し上げましたがその問題に戻りたいと

思います。実は、子どもたちのためのヘルプライン

という電話相談がありまして、そちらの評価をした

報告を今日、お持ちしています。そういったものを

見てみますと、やはりセラピーというか治療的なニ

ーズがそこにあると感じます。

先ほどからお話をしている児童思春期精神保健サ

ービスはＣＡＭＨＳ（カムズ）と短く略して言って

いますけれども、ある子どもたちは、そういったサ

ービスを対面して受けることに対して拒絶感を示し

ます。ところが、ヘルプラインという形で電話での

相談やちょっとした対話ということであれば、匿名

性が保たれることもありまして、比較的抵抗を示さ

ないという例も見られています。

また、もう一つの質問として、非常に重症なケー

スの場合、どういうふうに子どもたちが適切に処置

をされているのかということがありました。それに

ついてお話をしたいと思います。

こういった重症のケースの場合は、残念ながら、

やはり家庭という単位の中で安全に生活できる場所

を子どもたちが保障されていないケースがほとんど

になってきていますので、治療もそれに応じた形で

なされなければならない難しい場面でもあります。

あるケースにおいては、子どもたちを集めて保護し

ている施設でこういった重症のケースの子どもたち

を預かる場合もあります。そこで生活をしていく間
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に治療を受けることになります。

そういった子どもたちが保護される施設をチルド

レンズ・ホーム　Children's Homeと呼んでいます

が、イギリスの場合には非常に雑多な環境になって

いて、子どもが落ちついてケアや治療や処置を受け

ることができる適切な環境とは言いがたいものがほ

とんどになります。そういった背景があるので、子

どもたちを集めた施設ではなく、里親というシステ

ムを利用するケースが出てくるわけです。私のベー

スとしている地域では、その意味では実は非常に恵

まれています。と申しますのは、里親がどのように

して子どもたちに対応していかなければいけないか

といった研修がきちんと施されているのです。この

研修には当然、心理学者あるいは臨床心理士が関わ

って、彼らの専門的知識を里親に伝えていきます。

専門家を交えながら子どもたちに対処していく環境

がつくられているのです。

そしてもう一つ、里親制度を利用した場合には、

毎日同じ顔の人に出会って、その人が世話をしてく

れるという、非常に継続性がある安定した形で、子

どもが環境あるいは関係に慣れ親しんでいくことが

できます。この観点からもプラスの作用が見てとれ

ます。

そうでない場合には、例えば様々な心理臨床の専

門家がやってきて、そのときだけケアを施してくれ

るようなケースになります。数はかなり少なくなり

ますけれども、本当に重症のケース、つまり子ども

たちの行動が我々の思考の範囲を超えて非常に特殊

で乱暴なものであるケースがあります。このときに

は、当然この子どもは特別なニーズを要求している

わけですので、入院という形になります。

もちろん、手の打ちようもない状態あるいは行動

になってしまった場合には、緊急に入院という形も

とれます。入院というのは必ずしも望まれる選択肢

ではないのですけれども、緊急の場合にはこういう

形になります。もちろん、できれば専門家の診断や

治療を家族のそばで受けられるような形になってい

るほうが本当は良いわけです。

まとめになりますけれども、申し上げてきました

とおり、この児童思春期精神保健サービスというの

は非常にすばらしいサービスを提供してくれていま

すが、その範囲を超えて、もっと大きなトラウマを

抱えた子どもたちも実際の例としてあります。こう

いう子どもたちをどういうふうに扱っていくのかは

ＣＡＭＨＳのメンバーにとっても大変大きな問題に

なっています。

それを受けて、現在イギリスのほうでもＣＡＭＨ

Ｓのサービスだけではなく、何か別のアプローチで

こういった問題に対処できないかといったことを考

えている最中です。他の方策でもし成功をおさめる

ことができるのであればとその道を探しているとい

う現状もあるのです。

進行 Thank you very much。ピッケン先生、

山下先生ありがとうございました。

それでは、４時まで残り少なくなりました。もう

一度パネラーの先生方、前に出ていただけますでし

ょうか。

３人のパネラーの先生方ありがとうございます。

また、丁寧にお答えいただきましたピッケン先生あ

りがとうございます。あと15分ほど時間があるんで

すけれども、フロアの方々で、ぜひこの点をご質問

したいということがございましたら手を挙げていた

だければと思います。多数の場合は全部お答えでき

ないかと思いますが、お一人一つのご質問というこ

とで、お手を挙げていただければと思いますが、ど

うでしょうか。

はい、ではお願いします。ちょっと離れるんです

けれども、マイクのところに行っていただけますで

しょうか。

タナカ 東京にあります品川児童相談所でソーシ

ャルワーカーをしておりますタナカと申します。今

日ほとんど話題には出なかったのですが、ピッケン

先生がちょっと最後のところで資料を出していただ

いたので、そのことについて質問を一つということ

ですので、お願いしたいと思います。

まず、英国と日本で一番違うのは、日本は非常に

文化的な同質性が高い社会であるということと、多

様な民族が共存している英国というところを踏まえ
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なければいけないと思っております。

日本でも実際に東京都では10組に１組がいま国際

結婚です。多くの場合は日本の男性とアジアの女性

との結婚ということで、労働者としての移民問題で

はないんですが、生活をする人ということでは、従

来の日本語を話して、日本の両親から生まれて、日

本の価値観を持った子どもたちが生活するところ

に、新たに異文化の問題が入ってきていると思って

おります。そこの中で、これから日本が直面するこ

ととして、一つだけで結構ですけれども、ソーシャ

ルワークそのほか児童虐待に絡めて、どういうとこ

ろがこれから日本に役に立つのだろうかということ

を教えていただければと思いますが。

日本では、ほとんど外国の人たちとの文化の違い

を背景にした教育が福祉の中では行われてきていな

いんじゃないかと個人的には思っています。ですか

ら、平等に扱うということが、日本人と同じように

やるのが平等だとなっている部分もあると思うんで

すが、逆に日本人と同じように扱うことで問題解決

がずれてしまうこともあり得るのではないかと思っ

ています。その辺を含めて、英国でどのような点に

注意がされてきて実態が進んでいるのかを教えてい

ただければと思います。

ピッケン 今のご質問は非常に難しいというか、

ある意味、大変微妙なものを含む質問だと思います。

例えば、仮に「平等な取り扱い」を考えた場合に、

その平等という言葉の定義は何なのかということが

まず問題になってきますし、どういう基本的な考え

方に基づいたときにそれが平等と考えるのかという

ことが、一つの大きなポイントになってくると思い

ます。また、誰がそれを平等と決定するのかという

ような問題も出てくると思います。

我々の過去の経験から申し上げますと、イギリス

の場合は多民族の国家ですので、単に通常大多数に

見られるイギリス人の生活の仕方と違う生活をして

いるがゆえに、それはおかしいという見方をして、

公平でない処置をしていったという例があります。

「正しい判断をする」というのは、客観的に見る

ということに話がつながっていくと思います。客観

的な見方というのは、最後のほうのご発表で三角形

の図を見せていただきましたが、あれは子どものニ

ーズをはかり、またある処遇を施した場合に、どの

ような影響がそこに起こるのか、どんな結果を生む

のかといった問題を見ていくために使える三角形だ

と思います。あれを基礎にするのも一つのやり方だ

と思います。間違った考え方に基づいて、例えばソ

ーシャルワーカーの人が公平ではない判断をしてし

まうことを防ぐためには、何かそういった基礎がな

いといけません。

もう一つの問題は、例えば少数民族や宗教的に

様々な違った生活体系を持っている人たちに対し

て、子どものケアにかかわる人たちが逆に寛容にな

り過ぎるとことがあるとされていることです。例え

ば、「あの先生方は、あの家族を民族が違うから差

別して見ている」といった非難を恐れ、懸念をして、

本当はもっと厳しく見なければいけないところを、

違う民族であるがゆえに逆に大目に見てしまうケー

スもあり得ます。その場合は子どもたちの環境を悪

化させていくことにもなるので要注意な点です。

私は今年の初めにウガンダにも行ってきたんです

けれども、子どもにどういうことをしてもいいのか、

あるいはしてはいけないのかという法律の違いがそ

れぞれの国にあります。特にウガンダの場合には、

イギリスの感覚では考えられないような処置を子ど

もに施してもいいといったような習慣、法律がある

ので、そういった文化の違い、あるいは国の考え方

の違いは見きわめておかなければいけません。例え

ばイギリスの場合には、イギリスにいる子どもをウ

ガンダに送り返すときに、その子どもにそういった

危害が加えられることが予想される場合には、帰還

を差し止めることができるケースもあります。

それと最後にもう一つですけれども、教育の機会

はすべての子どもたちに与えられなければいけない

というのは非常に大きなポイントです。これは国連

憲章でも定められています。文化あるいは民族の違

いを超えて、すべての子どもに与えられなければい

けない権利ということで、当然、一番最初の段階で

保障されるべきものになります。
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進行 どうもありがとうございました。異国問題

はまだまだ日本では本当に大きな課題として残って

いて、これからの問題だと思います。

それでは、もう４時に近づいています。これでま

た質問をとりますと、どんどん時間が過ぎてしまう

と思いますので、大変申しわけございませんが、質

問をお受けするのはお一人で終わりにしたいと思い

ます。改めて３人の先生方、それぞれ支援から治療

に至るまで丁寧なご発題をしていただきましてあり

がとうございました。感謝いたします。（拍手）

それから、ピッケン先生、本当に一つ一つのご発

題に対して具体的に丁寧にお答えいただきました。

ありがとうございます。心から感謝申し上げます。

（拍手）

なお、イギリスの視察については冒頭でも申し上

げました視察先の報告書として今まとめている段階

です。ぜひ完成しましたら読んでいただければと思

います。また、ピッケン先生が今回英国からはるば

る新しい資料を大量に、大変重かったと思うんです

けれども、持ってきていただきました。この場をか

りて、ありがとうございました。またこれもきちん

と読ませていただいて、資料をまとめる際の資料に

させていただければと思います。本当にありがとう

ございました。

それでは最後に、子どもの虹情報研修センターの

小林センター長より、ごあいさついたします。

小林 それでは、公開シンポジウムを終わるに当

たりまして一言ごあいさつさせていただきます。ピ

ッケン先生、１日の間、長いこと本当にありがとう

ございました。当センター職員一同、並びに出席者

一同を代表して一言お礼を申し上げたいと思いま

す。本当にありがとうございました。

このシンポジウムの私の感想を述べさせていただ

きます。なぜイギリスと日本ではこのように違うん

だろうかということを、まず皆さんも考えたのでは

ないかと思います。

私は若いときにアメリカとイギリスに留学の機会

があったんですが、アメリカはちょうど1950年代の

中ごろから終わりまで、そのころは小児科の外来で

はバタードチャイルドシンドロームが出てきた。い

わゆる今の身体的虐待ですね。そして60年に入って

ケンプがアメリカの小児科学会でバタードチャイル

ドシンドロームのシンポジウムを開催しました。そ

れが虐待の小児科学における位置づけになり、70年

代に入って教科書にもちゃんと載っかるようになっ

たという経緯があります。

私がちょうど60年の初めに３年ほどイギリスの病

院で勉強していたときですが、そのときもう既にイ

ギリスでは虐待問題が大きく取り上げられていまし

た。私は非常に今でも印象的に覚えているんですけ

れども、外来の先生が僕に、「日本では赤ちゃんを

おんぶしているそうだけれど、どうだね」と言うん

ですね。私は、「もう日本も豊かになって、赤ちゃ

んを背中におんぶするようなことはやっていない」

と実は言ったんです。そうしたら、「それはだめだ。

あれをやめてはいかん」と言うんです。ということ

は、それこそクラウス、ケネルが言い出した母子相

互作用の考え方、そういうものが失われていくのを

イギリスは心配したのではないかと実は今になって

思うわけです。

クラウス、ケネルのケネルという人は、イギリス

で勉強した英国の小児科医です。アメリカで発表し

ましたけれども。ですから、ボルビーの考え方なん

かが彼の考えの中に流れていたと私は思うんです。

そういう歴史の長さによって日本とイギリスの違い

がこのように大きく出てきても不思議はないのでは

ないかと思いますし、私たちはこの歴史の中でイギ

リスのことを勉強していけばいいのではないかと実

は思っております。

ただ、もう一つ大きな違いがあるんです。それは、

イギリスは800年前にマグナカルタを出して、いわ

ゆる人間の〔冨？〕という考え方をつくった国なん

ですね。ある意味でいいますと、それはもう日本で

は徹底的に欠如している。日本は明治政府が欧米に

国を開いてから人権思想というのが入ってきたわけ

ですから、そこにいろいろ大きな違いはあるかと思

います。

もう一つは、ボルビーみたいな立派な児童精神科

医がイギリスにはあらわれたことと、ダーウィンみ
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たいな生物学者があらわれたのは、やはりイギリス

の民族が持っている決定的なすばらしい資質ではな

いかなと実は私は日ごろ考えております。そういう

ものもこういう問題に関係してくるのではないかな

と思っているところです。

日本の例えば行政を見てみても、上から下、トッ

プダウン式が多いように私は思うんです。例えば、

厚生労働省が一生懸命虐待問題を解決しようとして

法律を変え、何を変えしているけれども、一向に減

る傾向はないですね。これは本当に厚生労働省は泡

を食っているのではないかと私は思いました。この

センターを建てたのは、実は泡を食ってつくったの

ではないかと私は思っているわけですけれども、イ

ギリスはどちらかというとボトムアップの下から上

に行く考え方が強いんじゃないかと思います。

そういうことが直接、間接に、日本のあり方とイ

ギリスのあり方に関係しているのではないかなと思

います。私は最近、『読売新聞』の子育て応援団大

賞という賞に関係したんですけれども、募集に手を

挙げたのは500近くの団体が手を挙げました。とい

うことは、500以上の団体が子育てのあり方をみん

なそれなりに工夫して、主に女性ですけれども女性

が工夫して、それぞれの地域に合った子育て運動を

やっているんですね。こちらも大変感銘を受けまし

た。

結局、選ばれたのは三つの団体と五つの特別賞だ

ったわけですけれども、何かそういうもうちょっと

町の人たちが考えるやり方でやっていって、それを

行政が支援するようなやり方でやっていくのが、あ

る意味では僕はイギリス式ではないかなと思うんで

す。そういうやり方をしないと虐待問題は解決しな

いのではないかなと実は最近思っているところで

す。

もうおしまいにしますが、ご出席の皆さん方は、

今日一日イギリスの虐待対応の仕方を勉強なさって

本当に意義のある１日だったと思います。ぜひそれ

を持ち帰って、これからのお仕事に反映させていた

だきたいと思います。

最後にピッケン先生、本当にありがとうございま

した。また、シンポジウムに参加され、視察に行か

れた皆さん方も本当にありがとうございました。大

変すばらしいご発表で私も大いに勉強になりまし

た。また、通訳の方、本当にありがとうございまし

た。いろいろ大変だったと思いますけれども、あり

がとうございました。皆さん方に感謝を申し上げて、

私の閉会の辞にしたいと思います。どうもありがと

うございました。（拍手）

進行 どうもありがとうございました。これで公

開講座は終わりになります。あわせて治療施設研修

の参加者の皆様、本当にお疲れさまでした。これで

全部終了になります。
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みなさん、こんにちは。ご紹介いただきました近

藤と申します。山梨県の精神保健福祉センターと中

央児童相談所を兼務している精神科医です。兼務し

ていると言うと、たいへんな働き者だと驚かれる方

もいるようなのですが、そんなに忙しくしているわ

けでもありません。今日の内容とも関連しますが、

職員を対象にした所内研修は一生懸命やるようにし

ています。あと精神保健福祉センターは関係機関の

専門職を対象にした研修が多いので、そういうこと

も一生懸命やるようにしています。その他、山梨県

の児童相談所（以下児相）には「子どもメンタルク

リニック」という児童精神科の診療所が開設されて

います。中央児相の診療は常勤医にお任せできるの

で、私は都留児相の週１日の診療を担当して、中央

児相では一時保護所の医学判定くらいにさせてもら

っています。

オリエンテーション

今日はケースの見立て・アセスメントについての

研修です。午前中は講義と演習、午後は事例検討で

す。２年前でしたか、子どもの虹情報研修センター

の研究紀要にケース・レポートに関するエッセイを

書かせていただく機会がありまして、そのことがき

っかけで、今回のご依頼があったのだと思います。

そのときのエッセイの要旨は、『ケースがしっかり

把握できている人のレポートは簡潔でわかりやす

い』『ということは、簡潔でわかりやすいケース・

レポートができるように意識したり、指導すること

で、アセスメントの力量を向上させることができる

だろう』というものです。

もう少しご説明します。私たちは日常の業務の中

で、しょっちゅうケース・レポートをしています。

たとえば、事例検討やケース会議でケースのプレゼ

ンテーションをすることもありますし、職場の上司

や同僚に、「こんなケースが、今こんな局面なんだ

けど、どうしたらいいでしょう」なんて相談するこ

ともあります。あとは受理会議や判定・処遇会議な

どのときにもケース・レポートをしますね。医学判

定のときにも、担当者が社会診断、心理診断、行動

観察結果をレポートしてくれます。そんな具合で、

私たちは日常業務の中で、ケースをレポートする機

会がかなり多いということがわかります。

私は、精神保健福祉センターでも中央児相でも、

一年中いつも誰かのケース・レポートを聴く立場な

ので、だんだんケース・レポートの良し悪しという

か、ケースをしっかり把握できている人のレポート

と掴めていない人のレポートとか、そういうことが

気になってきました。管理職や指導的なポストにお

られる方はご経験があると思うのですが、職員から

ケースの相談を受けるときに、この人の話は長いば

かりで、結局、何を相談したいのかよくわからない

とか、そう感じることがありませんか。事例検討会

やケース会議でも、コンパクトで、よく理解できて、

その後のディスカッションが深まるようなケース・

レポートと、長いばかりで一向に建設的なディスカ

ッションに入れないケース・レポートがあります。

そんなわけで、私は職員のケース・レポートに関し

て口うるさくなってきています。というか、ケー

ス・レポートの仕方を意識してもらったり、ケー

「ケースの見立てとレポートについて」
～専門性を向上させるために～

近　藤　直　司

（山梨県立精神保健福祉センター／山梨県中央児童相談所）

＊　平成19年度「児童相談所児童福祉司・児童心理司合同研修」での講演をまとめたものです。
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ス・レポートの仕方を指導するというのは、意外に

合理的で効率の良い人材育成の手段になるのではな

いかということを考え始めるようになりました。

今日は、そのような視点で見立て・アセスメント

とケース・レポートについて、一日かけてご一緒に

確認していきたいと思っています。若手の方は、ご

自分のケースをしっかりアセスメントして人に伝え

るということを考える機会にしていただければと思

います。また、お見受けしたところ、指導的なお立

場の方も半分ぐらいおられるだろうと思いますの

で、そういう方々には、ご自分の指導に使えるかど

うか･･･といった聴き方をしていただければ幸いで

す。

午後は事例検討会が２コマですね。私の担当する

事例検討会は、事例を検討するだけではなくて、事

例検討会の進め方についても検討したいと思ってい

ます。これもよくあることですが、いくら時間をか

けても、ちっともいい結論が出ない事例検討会があ

ります。その一方で、そんなに時間はかけていない

けれども、きちんとケースがまとまって、関係機関

の役割が明確になるような良い検討ができるときも

あります。事例検討がうまくいくかどうかは、その

ケースの難しさも大いに関係があるのですが、実は

事例検討会に参加している人たちの技術がかなり影

響します。事例検討会を建設的な内容にするために

は、どういう工夫ができるのか。事例検討会も年中

やっていて、うまくいく事例検討会と、うまくいか

ない検討会についてわかってきたことがあるので、

午後はそのことをお伝えしようと思っています。

よい事例検討会にするための条件を少しだけお話

しておくと、やはり第一は、最初にケースをレポー

トする人がうまくレポートしてくれることです。そ

の次は、参加者が良いディスカッションをすること、

そして、司会がきちんと機能すること。この三つの

条件が整うと、有効な事例検討会になる確率がぐっ

と上がります。たまたま良かったとか、悪かったと

いうようなことではなく、事例検討会をやっている

私たちの技術や力量が影響するものなので、そのこ

とを一緒に午後は考えたいと思っています。

生物的・心理的・社会的なアセスメントと支援方針

午前中はケースのアセスメントのこと、そして、

見立てたことをレポートするということについて考

えてみたいと思います。

まずアセスメントについてですが、ここでは、虐

待に限定せず、児童相談所で関わるさまざまなケー

ス、不登校とか非行とかも念頭に置いておきたいと

思っています。また、こういう限られた時間ですか

ら、見立て・アセスメントについて一から十まで確

認するということは目的にしないつもりです。見立

て・アセスメントは現任者であれば誰もが日常的に

やっていることなので、そのことを前提として、さ

らに向上させられる方法はないか、再点検すること

はないかということを目的にしたいと思います。

最初に結論の一つを言えば、児童・思春期領域で

のアセスメントでは、「生物的・心理的・社会的要

因にバランスよく目を配る」ということが最も重要

ではないかということです。「生物的・心理的・社

会的要因」、あるいは「生物的・心理的・社会的視

点」、バイオ・サイコ・ソーシャル、もうちょっと

やわらかく言うと「脳（身体）と心と環境」でも結

構です。この枠組みは、ある年代から上の専門職に

とっては当たり前のキーワードではなかったかと思

います。ですが、医学教育も他の職種の教育でも同

様のようですが、ある年代から下の方はあまり聴い

たことがないとおっしゃいます。

最近、和歌山県（現在は宮城県で勤務）の小野善

郎先生が、アメリカの児童相談所の成り立ちや歴史

をまとめた本を翻訳してくださいましたが、児童相

談所というのは、もともとこういう視点からスター

トをした専門機関のようです。心理：心をみる専門

家がいて、ケースワーカー：社会的な視点からケー

スをみる人がいて、さらに、医師：生物学的にみる

人がいる。そして、チームが包括的にアセスメント

して処遇を決定するという前提があったようです。

つまり、児童相談所は最初から生物的・心理的・社

会的にケースを見立てることを目的にした組織だっ

たわけです。ですから、児童相談所で働いておられ

る方々にとっては、この「脳と身体－心－環境」と
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いう見方は、ごく当たり前のことでしょうし、個々

の職員にも「脳と身体－心－環境」をバランスよく

見立て、しっかりしたアセスメントから支援方針を

立案する力量が求められているということだと思い

ます。

アセスメントの現状と問題点

今日の講義内容を考える際に、有斐閣から出版さ

れている『子ども虐待・対応の手引き』を参考にし

ました。「虐待ケースの判定・処遇決定」という章

がありまして、そこを読んでいて思ったことがあり

ます。

まず、社会診断についてですが、主訴、主訴の背

後にある本質的問題、虐待の内容、頻度、危険度、

虐待が子どもに与えている影響、虐待発生のメカニ

ズム、虐待者以外の家族がそれをどう認識している

かどうか、キーパーソンはいるか、社会資源の活用

はどうか、どのような援助方針を立てるか、保護者

と子どもの意向やニーズはどうか･･･といった点を

アセスメントするようにと書いてあります。これは

とてもバランスがよいと思うんです。主訴というの

はもちろん大事ですが、主訴を聴いて主訴の通りに

支援を提供するだけなら専門職を配置する必要はあ

りません。もっと言えば、そこに人を配置する必要

さえなくて、自動販売機みたいな機械を置いておけ

ばよいかもしれない。主訴は大事だけれども、主訴

の背後にある、あるいは主訴としては語られていな

い本質的な問題を見抜くのが専門職の役割です。他

にも、援助方針を示すことや、その援助方針が子ど

もや親のニーズに沿っているかどうかも検討するこ

とも求めています。

一方、心理診断は、発達・知的レベルや情緒・行

動の問題・家族関係や集団への適応、虐待者の病理

性をアセスメントする、というレベルに留まってい

ます。悪くはないのですが、アセスメントに基づい

て心理職として方針を立てるということが入ってい

ないのが少し残念です。

さらに残念なのは、次の行動診断です。行動診断

のところには、幼児と学齢期とに分けて行動観察の

ポイントだけが羅列的に書かれてあります。これを

見てわかったことがあります。以前、山梨県の医学

判定では、一時保護所の職員は観察所見を羅列する

だけのレポートをしていました。たぶん、子どもの

言動や生活の様子をこれらの項目に当てはめて整理

して、きちんと漏れなくレポートしようとしてくれ

ていたわけです。だけど、それなら専門職でなくて

も･･･と私は思います。専門職に求めたいのは、生

活場面から得られる膨大な情報や観察所見からまと

めあげられた、「この子は、これこれこんな子であ

る」という理解と、「この子にはこんな支援が必要

だと思う」という支援方針です。情報や観察所見を

集めて整理するところまでは良いのですが、それを

見立てるという視点と、見立てに基づいて方針を立

てるというところが抜けています。これでは、情報

や観察所見を集約して理解・解釈に結びつけ、方針

を立てるということがトレーニングできません。ト

レーニングされるのは、丁寧に情報を集めるという

ことだけです。

次に、「判定の視点」という項目があって、チー

ムアプローチと合議制ということが強調されていま

す。これは先ほどお話ししたとおりです。その後段

に、判定についてとても素晴らしい文章があります。

ちょっと読みます。「判定は、何より子どもとその

家族の処遇に活かされるものでなければならない。

そのためには、子どもやその保護者の意向を踏まえ

たものでなければならない。また、具体的処遇を委

託する機関・施設等に理解されるものでなければな

らない。わかりやすく、説得力を持ち、子どもの心

や児童を含む事例の全容が生き生きと浮かび上がる

ものでなければならない。さらに、子どもの生活場

面も視野に入れた社会関係の中で生きてくるもので

なければならない。最後に、判定は、子どもの自己

実現を援助するものでなければならない」。どなた

が書いたのかは存じませんが、これは名文だと思い

ます。

ただ、これを読んで思うのは、こういうアセスメ

ントや方針を立てる力量を身に付けるためのトレー

ニングや訓練というものが児童相談所の現場にある

だろうかということです。観察項目を羅列しただけ
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の行動観察と、本来あるべき理想的な判定のあり方

とのギャップは誰がどうやって埋めるのかというこ

とが大きな課題だと思うのですが、ちょっと言い過

ぎでしょうか。私たちは自分たちの技量をどうやっ

て上げていくのか、若手・中堅職員をどのように指

導するべきなのかということをもっと考えていかな

いといけないんだけど、あまり具体策は示されてい

ないみたいだなと、この手引きを読んで感じました。

見立て・アセスメントの枠組みを確認することやケ

ース・レポートの仕方を考えることで、こうした理

想的な判定に必要な専門性と力量を身に付ける、そ

んな人材育成の具体的な手立ての一つになればとも

考えるわけです。

虐待ケースに特有なアセスメントの視点

アセスメントに関して私たちに求められている技

術は、生物的－心理的－社会的にバランスよくケー

スを見立て、的確な支援方針を立てるというもので

あり、それは虐待にしても不登校や非行にしても基

本的には同じことです。ですが、虐待ケースに特有

な視点というのもあるのと思いますので、それを確

認しておきたいと思います。

虐待ケースでは、リスク・緊急性のアセスメント

や安全性のアセスメントが欠かせません。これは不

登校ケースではあまりやらないことです。それから、

いろいろな意味で個人の判断に委ねずに、組織とし

ての判断と方針決定がとくに重視されます。また、

判断や方針の根拠が非常に厳しく問われるというこ

とも虐待ケースの特徴です。児童相談所がどのよう

にリスクを判断し、どのように見立て、どのような

方針を立てたのか、その根拠は何かということを、

関係機関や家族から非常に厳しく問われます。他の

ケースに必要ないわけではありませんが、虐待ケー

スではそのことをきちんと説明できる必要がありま

す。それから、アセスメントのエラーについてです。

エラーには二種類あります。重いものを軽く見誤る

というエラーと、軽いものを重く見誤るというエラ

ーです。虐待ケースで許されないのは、軽く見誤る

エラーです。そうだとすれば、重く見誤ったという

エラーが増えるのは、ある程度は仕方がないという

ことになります。これも虐待ケースのアセスメント

に特有なことで、他の事例ではあまり意識しないこ

とだと思います。

もう一点は、子どもと親の双方をよくみることが

重要であるということです。どちらに関する情報や

理解を多くもっているかは職種や援助者の立場によ

って大きく異なりますので、両者に関する情報や理

解を付き合わせて組織として判断することが重要で

しょう。また、判断に迷ったら子どもをもう一度よ

く見直すことが必要であることを強調したいと思い

ます。子どもの発達、情緒・行動、社会性・対人関

係についてきちんと評価し、子どもに及んでいる虐

待の影響と必要な支援について検討することで、処

遇・支援の方針が決まってくることが少なくように

思うのですが、如何でしょうか。

ケース・レポートの種類

私たちが毎日職場でやっているケース・レポート

には本来は場面に応じていろいろな種類があるべき

だと思うので、次にそのことを整理してみたいと思

います。

（１）集まった情報を全部レポートする

たとえば虐待通告を受けたときには、最初は情報

を収集することがとても重要ですから、担当者は一

生懸命に情報を集めます。集めてきた情報は、取捨

選択せずに、そのまま全部レポートしてもらうこと

が多いと思います。多くの情報を組織として評価・

アセスメントして方針を立てなければいけないし、

重要な判断を個人に委ねるわけにはいきません。重

大な間違いがあってはならないし、担当者のメンタ

ルヘルスのことも考えなければならないでしょう。

ですので、集まっている情報を全部きちんと出して

もらって、それをもとにみんなで考えて方針を出す。

虐待の緊急事例などでは、当然こういうやり方が必

要だと思うのですが、その他の場面でも全部そんな

やり方をしていませんか。他の場面でも、これだけ

をやってたいら、アセスメントの力量は上がらない

と私は思います。では、他にはどんなレポートの仕
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方があるかを考えてみたいと思います。

（２）仮説や理解とその根拠、今後の方針までを５

分でレポートする

次のレポートの仕方は、集まっている情報や観察

所見から仮説や理解を導き出し、その仮説や理解に

基づいて支援方針を検討して、長くても５分くらい

で簡潔にレポートするやり方です。今日、皆さんに

もやっていただこうと思っていますので、後ほども

う少し詳しくご説明します。

（３）逐語でレポートする

これは、心理療法教育のスーパービジョンのとき

などにやるレポートの仕方です。１回のセッション

を逐語で全部レポートする。やったことあります

か？たとえば50分のセッションの中でクライアント

が話したこと、治療者がコメントしたことを全部報

告して、スーパーバイザーと検討するわけです。そ

のとき自分がどう思ったか、どんな気持ちだったか

などもメモしておいて報告します。

山梨県の精神保健福祉センターでは定期的に所内

研修をやっています。ときどき相談面接の逐語レポ

ートもやりますが、とても勉強になります。抽象的

な概念の理解が苦手なアスペルガー障害の青年が、

「ほどほどで妥協する」ということを、すごく機械

的・論理的なやり方で納得しようとしている場面な

どが克明にレポートされます。あるいは、子どもの

ことで相談に来ている親御さんが、担当者の助言を

ことごとくはねつけて全く聴き入れようとしない。

そんな面接がずっと40分ほど続いていて、この面接

はこれで終わっちゃうんだなぁと思って聴いていた

ら、最後の方で、担当者が親御さんの頑なさの背後

にある不安とか揺れ動いている気持ちにきちんと共

感した直後から、親御さんの態度が変わるとか。そ

ういうことが克明にレポートされるので、逐語のレ

ポートは教育的な意味でとても有効です。時間はか

かるけれども、教育・研修システムを考えるときに

はお勧めです。

（４）数回の面接をレポートする

これも精神保健福祉センターの研修でやっていま

す。１回ではなくて、数回のセッションをレポート

するという方法です。同じ３回の面接でも、理解で

きる量と深さは人によってずいぶん違うもので、こ

れをやると面接によってどれだけケースを理解でき

るか、その人の力量がわかります。数回の面接やセ

ッションを逐語に近い形でレポートしてもらって、

どんなことが理解できるかを話し合うわけです。こ

れも研修としてはお勧めです。

（５）事例検討会のためのレポート

日常業務の中は、事例検討会とかケース会議でケ

ース・レポートする機会が多いですよね。午後にや

りますが、事例検討会や他機関とのケース会議など

では、多くの場合、最初に挨拶とか自己紹介などを

して、その後で誰かがケースの概要をレポートしま

すよね。あれって何分くらいが適当だと思いますか。

15分？そうですよね。私もそう思います。他のご意

見は？10分？うーん、確かに10分くらいでもいいか

もしれないな。とにかく、90分の予定で開いたケー

ス会議の場面で、まとまりのないレポートを30分や

ってしまったら、そのケース会議はまず成功しない

でしょう。そうかと言って、事例検討の場面では３

分や５分ではかえってうまくないでしょう。だけど

30分では長過ぎる。15分とか10分というご意見があ

りましたが、10分とおっしゃった方には、きっとそ

の後のディスカッションに時間をかけようという意

図もおありなのでしょう。資料に沿って後でご説明

しますけど、私は長くても20分くらいでレポートし

てほしいとお願いしています。時間の問題と同時に

レポートの内容も非常に重要で、その良し悪しは事

例検討会の成否を大きく左右します。このことは、

後ほどお話しします。

こうやって考えてみると、ケース・レポートとい

うのは日常業務の中で場面や目的に応じていろいろ

種類があって、専門職はそのことを意識的に区別し

た方が良いと思うし、指導する方々はそれを指導し

た方が良いと思います。そういう意識や指導によっ

て、ケースを見立てる力が向上すると思うし、ケー

スへの対応方針を自分できちんと考えられるように

なる専門職を増やせると思います。
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５分レポートについて

それでは、さきほど省略した「仮説や理解とその

根拠、今後の方針までを5分でレポートする」とい

うところに戻ります。ここからしばらくは、研修資

料①に沿って進めます。

（１）ケースをまとめる

できれば、レポートの最初に、事例の概要や今後

の支援にあたって核心になると思うことを簡潔に述

べるとよいと思います。たとえば、「身体化症状と

思われる頭痛や腹痛のために不登校になっている中

学生です。生来的に軽い知的な遅れがありそうです

が、周囲の認識が乏しいことが中心的な問題だと思

います。発達についての査定と親への告知、環境調

整が中心的な課題になりそうな事例ですが、支援方

針については、実現可能性をよく検討してみたいと

思います。」といった感じです。短いですが、ここ

にはアセスメントに必要な視点がバランスよく含ま

れています。まず、軽度知的障害ないしは境界知能

という生物学的な視点があります。また、周囲の認

識不足によって能力以上のことを期待される、適切

な支援が提供されてないといった社会的な視点が含

まれています。それから、知的な能力と周りの理解

不足や高い要求の狭間で、不適応感が高まったり、

抑うつ的になってしまっており、それによって身体

症状が生じているという心理的な視点が入っていま

す。また、現時点で支援の核心になることを予測し

つつ、実現可能な支援計画を検討するつもりである

という方針が述べられています。

（２）『情報・観察所見』『理解・解釈・仮説』『対

応・方針』

次は、『情報・観察所見』『理解・解釈・仮説』

『対応・方針』という枠組みについてです。重要な

のは、『情報・観察所見』『理解・解釈』『対応・方

針』という三つのまとまりを意識することです。

情報や所見を収集するところから的確な方針を立

てるまでに必要な過程としては、まず第一に、「い

ろいろな情報・観察所見を集約して仮説や理解にま

とめる」という作業が必要です。先ほどの、身体症

状のために不登校になっている中学生の例で言え

ば、生来的に知的な遅れがありそうだという仮説に

至ったいろいろな情報や所見があるはずです。小学

校低学年から学業不振がみられていたとか、実年齢

からすると受け答えが幼いように感じられるとか、

家族機能の高さから考えれば、養育不備やネグレク

トによって生じた学業不振ではないだろうとか。周

囲の認識不足という社会的要因に関する理解につい

ても同様です。担任が「あの子はやろうという意欲

のない子です」とこぼしていたとか、家族が「学校

の指導に問題があると思います」と強い調子で述べ

ていた、などです。その狭間にいて、逃げ場のない

ようなつらさを体験している子どもに身体化症状が

生じているのだろうというのは推測・仮説です。

先ほど行動診断のことで文句を言っていたのは、

観察ポイントだけが書いてあって、それを仮説や理

解にまとめる必要があるということがどこにも書い

てなかったからです。もっとはっきり言いますと、

たとえば医学判定の場面で行動観察結果をレポート

してくださるときに、衛生観念は･･･起床・就寝

は･･･食事は･･･といった観察所見を羅列的にレポー

トするのはよくないと思うのです。全部レポートす

れば15分ぐらいかかってしまうこともあります。1

時間枠の医学判定ですから、それこそ子どもの話を

聴く時間がなくなってしまいます。それより何より、

そういうレポートを許していれば、その人のアセス

メントの力量が上がらないと私は思います。聴きた

いのは、『この子はどんな子なのか』です。面接で

親御さんから聴いた話を逐一述べようとする人もい

ますが、１時間かけて聴いた話をそのままレポート

したら１時間かかります。親がどう言っているかで

はなくて、『その話を聴いたあなた（担当職員）が、

どのように理解・解釈・評価しているのか』を聴き

たいのです。３分とか５分でレポートしようとする

ときに必要になってくるのは、細かい『情報・観察

所見』や「こんなこともあった」といったエピソー

ドを省略し、「これこれこんな子だと思います」「こ

のエピソードは、こんなことを意味していると思い

ます」という『理解・解釈』から始めることです。

技術・力量ということで言うと、「こういうこと

だと思う」とまとめるところ、つまり情報・観察所
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見を解釈・理解につなげる過程で１段か２段のステ

ップがあるみたいです。ここがなかなか思い切れな

い人が多いようで、ここをクリアできれば数段のス

テップアップです。「まとめるとどういうこと？」

とか「その情報をあなたはどう解釈する？」という

ふうに促してみるようにしていますが、そこで困っ

てしまう人は、さらに他の情報を話し始めたりしま

す。「そう言えば、おばあちゃんが○○と言ってい

ました」とか。でも、もうこれ以上は情報や所見を

増やさなくていいし、おばあちゃんがどう言ったか

を尋ねているのではありません。担当者がどのよう

に理解・解釈しているかを尋ねているのです。情報

や所見を何とか解釈や仮説にまとめてほしい。ここ

が大変なところではありますが、頑張ってもらうだ

けの意味があるところだと思います。

（３）アセスメント（仮説・理解）に必要な視点

（脳・身体－心－環境）

冒頭でお話したように、ケースの理解（アセスメ

ント）にあたっては、①生来的な気質や発達特性、

障害、疾患などの生物的な視点（脳と身体）、②不

安、葛藤、防衛機制、自我理想、アイデンティティ

形成といった心理的な視点（こころ）、③家族や学

校、身近な人たちとの関係などの社会的な視点（環

境）という各要因と、“脳－こころ－環境”の関連

性に留意してください。先ほどの腹痛や頭痛で学校

に行けない中学生の例で言えば、①軽度知的障害、

ないしは境界知能という生物的視点、②周囲の認識

不足により、能力以上のことを期待されたり、適切

な支援が提供されていないといった社会的視点、③

その狭間で本人の不適応感が高まり、抑うつや身体

症状が生じているといった心理的視点、そして、そ

れぞれの関連性が重要です。

（４）対応・方針

次に、こうしたアセスメントに基づいて、当面の

支援方針を立てます。今の事例について考えてみま

しょう。生物的な視点に着目すれば、この子の知的

能力をきちんと査定しようとか、能力に見合った学

習指導を工夫してみようとか、忘れ物のないように

連絡帳の管理に気をつけてあげようとか、そういう

アプローチが考えられるかもしれません。心理的な

側面に注目すれば、なるべく声をかけたり、個別に

話を聴く時間をつくって支えていこうとか、活躍で

きるような活動を多く取り入れて、自信を取り戻せ

るように励ましていこうといったアプローチもある

でしょう。あるいは、周囲の認識不足に注目するな

らば、学校や周囲に働きかけて本人の能力的な問題

や追い詰められている気持ちに対する理解を深めて

もらうおうとか、クラス運営全体を工夫してもらう

といった環境調整（社会的なアプローチ）を重視す

ることになるでしょう。また、これらのいくつかを

組み合わせたアプローチもあり得ますが、その中か

ら実際にどれを選ぶかは、実現可能性と本人・家族

のニーズに沿っているかどうかで判断することを原

則とします。

たとえば、「頼むから、そんなことお父さんに言

わないでよ」と子どもが頼んでいるときに、すぐに

家族に介入するのが良いかどうか。今年の担任の先

生だと、子どもと親御さんにうまく関わってもらう

のはちょっと無理だろうとか、学校には、これ以上

は期待できないなと思われるときもありますよね。

そういうときに、一つの視点・方法にこだわり過ぎ

ないで、実現可能なプランニングを目指す。それが

実現可能性（ワーク・アビリティ）ですね。

もう一つは、実現可能性とも関連しますが、本人

と家族のニーズに沿っているかどうかという視点で

す。これは当たり前のことなのですが、実際には、

子どものニーズというよりも援助者の都合でプラン

ニングしようとして子どもの信頼を失ったり、家族

との関係をこじらせてしまったりすることが少なく

ありません。今すぐには子どもの知的障害を認めら

れないだろうと思われる親御さんにそのことを直面

化し過ぎて関係をこじらせるとか。ときどきありま

すよね。この家族を何とかしなければこの子は救わ

れないとか、実現可能性の薄いプランに援助者がこ

だわってしまうこともありますね。

さて、このような流れで支援計画を立てるまで来

ました。ここで点検してほしいのは、情報・観察所

見－理解・解釈・仮説－対応・方針の整合性です。

多くの人が納得できるような論理立てになっている

か、短絡や飛躍はないかといった点検です。対応・
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方針はどのような理解に基づいているか、そのよう

な理解に至ったのはどのような情報や観察に基づい

ていたかといったように、逆の流れで確認してみて

もよいかもしれません。算数の「確かめ算」みたい

な感じです。

また、レポートする時点でアセスメントするだけ

の情報が足りない場合もあるでしょう。そういうと

きには、今後、どんな情報を、どんな方法で集める

かという方針を示してください。その場合には、い

つ頃にはもう少ししっかりしたポートができそうか

といった見通しも述べてください。「このケースは

２週間に１回の頻度で面接するし、子どもも親御さ

んも要領よく話してくれるので、３～４回でかなり

のことがわかってくると思う。その頃には学校から

の情報も集まるだろうから、２カ月後にはこのケー

スについてもう少し明確なポートができると思う」

といった感じです。

あるいは、当面の支援計画を立てたけれども、実

際にうまく進んだかどうか、再検討が必要な部分は

ないかを確認する時期も決めるとよいでしょう。こ

ういうのをモニタリングといいますね。モニタリン

グの時期もご自分で決めてくださるとよいと思いま

す。ずいぶん盛りだくさんだとお感じになるかもし

れませんが、ここまでで５分です。

（５）その他、一時保護所や児童養護施設、学校な

どの事例をレポートする場合

ケース・レポートの仕方について、もう少し追加

します。一つは、一時保護所や児童養護施設、学校

などの事例をレポートするときのことです。これら

に共通するのは、生活に密着しているために情報量

がとても多いということです。隔週１時間の面接か

ら得られる所見・情報とは比較になりません。それ

だけに、「この子ってこんな子」「こんな面をもって

いる子」といったざっくりしたまとめ方を意識した

方がよいように思います。もちろん、新たな情報や

所見が追加されれば、こうしたアセスメントは随時

更新されます。

医学判定のときに行動観察のレポートに求めてい

るのは、次のようなことです。まず、発達、情緒・

行動、社会性・対人関係という三つの側面を意識し

ながら、『こんな子どもである』というアセスメン

トや理解、仮説をできるだけ簡潔に述べるように心

がけてほしいと思います。続いて、その根拠になる

ような情報・所見、たとえば、子どもが話した内容

とか、ある出来事のときに示した反応とか、これま

での発達歴や生活歴などを述べてください。アセス

メントに直接関係がないと思う情報や所見は省略し

てください。あとは今後の観察のポイントや関わり

方、処遇に対する意見などを含めて５分間でレポー

トしてください。

最後に、心理判定結果のレポートのところを確認

します。これも医学判定のときなどに活用していた

だいたらどうでしょうか。基本的には同じです。ま

ずは、発達、情緒・行動、社会性・対人関係という

三つの側面を意識しながら「こんな子ども」という

アセスメントを簡潔に述べてほしい。続いて、その

根拠になるような情報や所見、今後の観察や関わり

のポイントまでを含めて５分でレポートしてほし

い。ここで言っている「情報・所見」というのは、

心理・知能検査の結果、検査場面や面接場面で子ど

もが話した内容とか示した反応、これまでの発達

歴・生活歴などなどです。どうでしょうか。

山梨県の中央児相で私が担当した最近の医学判定

のことを少しお話しします。ネグレクト、虐待家庭

に育った中学生の女の子で、ここへきて非行問題が

徐々にエスカレートしている。本人自身にはあまり

深刻な非行性は感じないんだけど、周囲に引きずら

れていくようなタイプの子で、かなり怪しげな風俗

店あたりまで引っ張っていかれそうになっていて、

ちょっと放っておけない状況だったので、警察から

の通告で一時保護したケースでした。心理の担当者

はレポートの冒頭で、「知的には平均下位で、表現

力はやや乏しい子です。人から好かれてないと感じ

ていて、自己イメージはかなり否定的です。自分の

居場所を持つことができなくて、非行集団からの誘

いを断れずに、引きずられるような形で問題がエス

カレートしているようです。１対１の面接ではとて

も素直な子なので、心理療法的なアプローチが向い

ているのではないかと思います。」といった感じで

まとめてくれました。このまとめ、よいと思いませ
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んか？「そうなんだ。どんな所見や情報からそう思

ったのかをもう少し聞かせて」と言うと、心理検査

や知能検査の所見、面接での様子（これらが理解の

根拠となる情報・観察所見です）などを話してくれ

ました。

同じ事例の行動観察結果で、保護所の職員は、

「穏やかで優しいときと、いらいらして怒りっぽい

ときが極端で気分の波が大きい子です。身体症状を

訴えてきたり、ひとりでは寂しくて眠れないと訴え

てきたり、常に関係を求めてくるようです。ただし、

彼女の人間関係はいつも年長児や職員に依存するよ

うな２者関係で、３人になったり集団になったりす

ると適応できないし、同年代の集団を楽しめないみ

たいですので、当面は少人数での処遇が必要なんじ

ゃないかと思います。」と最初にまとめてくれまし

た。「へえ、たとえばどんなことがあったんです

か？」と尋ねると、もう少し細かい情報やエピソー

ドを話してくれました。

以上がアセスメントと支援方針までの流れです。

視覚的な確認をしていただけるとよいかと思って、

資料３のように図式化してみましたので、ご確認く

ださい。

５分レポートの研修効果

課長さんや指導者クラスの方々は、こういうこと

を職員に指導してみたらいいという感じがします

か？どうでしょうか？そう思う？ああ、よかった。

うなずいてくださる方がいました。私は数年前から、

こういうことを試みているのですが、特に精神保健

福祉センターでは、週に１回、午前中２時間を、児

相でいう受理会議みたいな時間に当てているので、

職員は毎週毎週この５分レポートをすることになり

ます。新規ケースを５分でレポートするということ

を毎週やっているとレポートは確実に短くなります

し、見立てのポイントが絞れてきます。それまでは、

来談者の話を聴くということしかしなかった人にも

｢情報を集める｣という姿勢が身につくし、情報を集

めてくることしかしなかった人が、最初は多少ピン

ト外れであったとしても、自分で何らかの仮説を立

てるようになるし、それに基づいた対応・方針案を

述べるようになります。「聴いていて少し変だなと

思ったら必ず突っ込みを入れるから、少なくとも実

務経験５年以上の人はとにかくまず自分で考えてみ

てよ」「５年未満の人は集めた情報を全部しゃべっ

ていいよ」というふうに伝えてあります。あと、他

の人のレポートを聴くのも研修効果が高いと思いま

す。良いレポートやイマイチなレポートをたくさん

聴くと良いと思います。

５分レポート・その1

じゃあ、ここまでにしようかな。試しに少しやっ

てみていただこうと思います。

１．不登校や非行事例など、２．一時保護した子

どものこと、３．心理判定所見、その他でも結構で

す。皆さんそれぞれ事例を決めて、10分ぐらいで準

備してみませんか。無理？じゃあ15分。じゃあ、ど

うぞお願いします。

〔作業〕

いかがでしょうか。皆さん、まだやってらっしゃ

いますね。５分というと、すごく短くお感じになる

かもしれませんが、Ａ４の紙でちょうど１枚分くら

いです。結構多いでしょう？だから、本当のことを

言うと３分でもいいのかもしれません。

一応、レポートできる状態になっている方いらっ

しゃいますか？こういうときは、お互いのレポート

のいいところを評価するようにしましょうね。それ

で、あと自分だったらこうやるなとか、いろいろ考

える。じゃあ、死んでも嫌だという以外の方にやっ

ていただこうかな。準備のできた方はどれくらいい

ますか。そっちで手を挙げていただいている方から

お願いします。軽く自己紹介なども。

受講者 ○○県の児童福祉司です。

近藤 どれをやりますか？

受講者 １番の心理相談事例ということで。

近藤 わかりました。お願いします。

受講者 学校からの通告による、実母が家出をし

て引き回したために不登校となっている小学校３年

生女児の事例です。知的には正常域ですが、社会性
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や言語能力等はちょっと低く、アンバランスが見ら

れることがあります。それから実母と養父ですが、

養護に対する認識が乏しい。養護といいますか、学

校へ行かせるということについての認識が乏しいこ

とから、精神的な問題になっていると思います。養

父に対する養護についての意識づけや環境調整が中

心的な課題になるものかと思われます。

それに至った根拠としては、実母が知的に低く、

おそらく10歳児程度。能力的には本児より下だと思

われます。家事が全然できません。養育その他につ

いて、言葉で助言・説明しても理解不能です。その

こともあって、何度も引き回しを繰り返しておりま

す。年に２回ぐらい２週間から４週間程度引き回し

て学校へ行かせない。それに関して養父は、一応は

理解したような顔をしますが、ＤＶ等の暴力が出て、

それが原因で家出をするような構造になっているよ

うです。この養父は土日も仕事が忙しいことが多く

て、家庭のことには非協力的であり無関心。家庭内

のことに問題意識はないというところがあります。

本人は不登校だけでなくて、家庭内でちょっとネ

グレクト気味なところもあります。教科書や服、家

庭科で使うエプロン、下着などもまともにそろえて

もらえないという問題も学校から情報が入ってきて

おります。

今後どうするかということですが、本児の発達や

社会性などについては、ちゃんと登校していけば戻

せるのではないかという見通しから、養父に働きか

けて在宅ヘルパーの派遣とか、家庭内での監視がで

きるように民生委員等の訪問を依頼する方法とか、

実母に対して期待ができないので、とりあえず施設

入所において環境改善を図っていくかというふうに

考えております。ちょっと短いですけど。（拍手）

近藤 ありがとうございます。３分ぐらいです。

すばらしいですね。どうもありがとうございます。

パーフェクトですね。きっと下の人も指導しておら

れると思うんですけど、そんな感じのレポートの仕

方を指導するというようなことについてはどんなふ

うにお考えでしょうか。

受講者 私も経験がまだ１年ちょっとなので、ち

ょっと突っ込むぐらいで、ちゃんとした指導にはな

ってないと思います。今回の研修で、もう少し考え

てみたいと思っています。

５分レポート・その２

近藤 どうもありがとうございました。次へ行き

ましょう。手を上げてくださったのはどなたでした

っけ。職種を。

受講者 児童心理司です。

近藤 どれをやりますか。

受講者 私も１番の心理相談です。

近藤 じゃあ、どうそ。

受講者 家出が問題になっている中学２年の男児

です。学校からの勧めで、父子で来所しました。生

物的な面ですけれども、知的な水準は境界域で言語

的知能と非言語的知能はアンバランスです。広汎性

発達障害が疑われると思います。社会的な側面です

けれども、学校からの事前の連絡がありましたが、

父はよく言えば正義感に厚い、悪く言うと押しつけ

がましくて、独自のやや極端な教育方針を持つ方で

す。たとえば、隠し事はよくないといって家のすべ

てのドアを取り外すとか、パソコン部に入りたがっ

ている彼を強引に剣道部に入れるなど、彼の気持ち

を顧みること、あるいは個人として尊重することは

難しいようです。彼の心理的な面ですけれども、思

春期に入り、彼自身は自己の確立というものを目指

していると考えられますが、通常の反発は極端な父

親に力で抑え込まれうまくいかず、家を出るという

具体的な水準の行動で対処しているということが仮

定されます。仮説ですけれども、すなわち知的な面、

障害の面という素因はあるのですが、中核的な課題

は親からの分離・自立であるというふうに考えまし

た。

方針ですけれども、定期的な面接で社会的な意義

は何かを教えるという形では、まさに父子の関係を

反復することになるというふうに考えるので、彼が

選ぶことに一定時間つき合う、ともにいるというこ

とで、彼自身の欲求の小さな実現というものをその

面接の中で支えて、自己確立の足がかりにするとい

う形の心理療法を行おうと考えました。
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近藤 ありがとうございます。いいですね。心理

屋さんぽいところもいいですね。先ほどのレポート

はワーカーさんらしくて、家族状況という社会的な

視点を中心にした見立てでしたね。そこに他の視点

もバランスよくちゃんと入っていました。今のレポ

ートはサイコロジカルな視点が中心で、なおかつ、

生物的なことや社会的なことにもバランスよく目を

配っておられますね。特に個人的な好みで言うと、

広汎性発達障害の子どもに心理療法が必要であると

いう発想は非常に重要で、ここは強く支持します。

そういうことを言っている人は、まだあまりいませ

んよね。

受講者 そうですね。

近藤 あとは強いて言えば、この子の学校の様子

とか、交友関係とか、日常的なことがこの子の心理

的な発達にどう影響するかとか、どんなふうに環境

をマネジメントするか、その辺りのプランがもう少

し入ってきてもいいかもしれません。

受講者 そうですね。そのあたりは、今後アプロ

ーチできるのかなと考えています。

近藤 わかりました。ありがとうございます。す

ばらしいな。（拍手）こんなレポートが毎日毎日、

職場で聴けたら、お互いにストレス減りますよね。

どうぞ次の方、いかがですか。はい、お願いします。

５分レポート・その３

受講者 いま継続的に指導している子どもの家庭

のことです。母子家庭で生活保護世帯です。母親36

歳、子どもは小学校低学年の女の子です。母親は墜

落分娩による出産のためか、生まれてから子どもを

あまりうまくしつけられず、暴言を吐くようで、言

葉での暴力ということで、近隣からの通報を受けて

継続的に指導をしている家族です。

近隣に肉親等の相談者は全くありません。別居中

の父親ですけれども、薬物の常用歴がありまして、

入退院を繰り返しています。父親自身、経済的に全

く自立してない状態です。

母親ですけれども、非行歴があって祖父母とも関

係が悪く、家出を繰り返していた経緯があります。

自己評価が非常に低い上、他人への攻撃性が高くて、

どうせ自分は悪く思われているという気持ちから、

わざと大声で騒いだりとか、どうせ子どもを虐待し

ていると思っているんだろうというところで、近隣

が声をかけても拒否するような言動が多々見られて

いました。反面、認めてほしいという承認要求が非

常に強い人で、認めてほしいということを再三語っ

ています。

子どもについては、そういう母親の言動におびえ

て生活している反面、行動的な面もありまして、

「出ていけ」と言われれば、もう４歳ぐらいのとき

から本当に出ていって、近隣に助けを求めたりとか、

父親のところまで、ひとりで電車、バスを乗り継い

で逃げていったりというような行動をとるようなお

子さんです。

子どもについては、学校での能力的な問題はなく、

特に問題行動も起こしていませんが、言葉遣いは悪

くて、母親の影響を多々受けているというところも

ありますが、学校へは毎日登校している。母親も学

校にはきちんと登校させているというところはあり

ます。ただ近隣からの情報では、３カ月に一度くら

いは大声で叫んで騒いでいるということで、年に数

回は通報が入ってきているし、継続的に指導が必要

だろうというところです。

今のところ私たちとしては、このお母さんは承認

欲求が非常に強いので、定期的な家庭訪問でお母さ

んの気持ちを受けとめ、できているところはきちん

と認めるということ、行き過ぎたしつけという部分

については適宜そのときに注意をしていくという対

応を続けています。出産当時からもう８年間近くず

っと関わっていますが、そのときどきの感情で動い

てしまうお母さんなので、この先も継続的にお母さ

んを支えていくことを継続していかなければならな

いかなと思っています。

お母さんは、周辺の住民からは嫌われていると感

じていて、ストレスを吐き出せるような人は周囲に

いないので、生活保護のワーカーと学校と私たちと

で連携しながら、お母さんの気持ちがうまく拡散で

きるように、また認めていってあげられるような支

援を組んでいくというところで、今後もその形での
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支援が必要かなというふうに思っています。以上で

す。

近藤 ありがとうございます。コンパクトでバラ

ンスがよくて、文句なしです。母親支援が中心です

ね。子どもには今以上の支援はとくに必要ないんで

したっけ？

受講者 子どもについては、こちらでも継続的に

面接等をしたいところなんですけれども、住まいが

遠くてお母さんに交通手段がありません。こちらま

で来るということがなかなかできないので、訪問し

たときに子どもにも会って話をしたり、学校の先生

方を中心に関わっていただいて、場合によってはス

クールカウンセリングでつなげる等の方針を考えて

おります。

近藤 はい、ありがとうございます。それで安心

しました。養育者と子どもの双方にバランスよく目

が届いていて、それぞれについて生物的にも心理的

にも社会的にもアセスメントができていて、方針も

きちんと示されている。あと、実現可能性はすごく

重要だと思います。子どもの通所指導なんていう方

針を立てても継続できないだろうから、日常的に学

校ではたらきかけてもらうかとか、そういう現実的

なプランニングが大事だと思います。伺っていて何

も違和感はありませんので、整合性もきちんとして

いるのだと思います。職場でも、こういうレポート

ばかりだといいですよね。少し感想をお聴かせくだ

さい。5分にまとめるというのをやってみてどうで

すか。

受講者 自分が何を伝えたいかというのを頭の中

で一回整理しないと、本当に伝わらないなと。毎日

の援助会議などでは、言いたいことがたくさんある

んですけどもうまく整理できていないので雰囲気に

呑まれちゃったりとか、何か突っ込まれた瞬間に、

考えていたことが崩れてしまったりすることがある

ので、やはり自分で言いたいことをきちっとまとめ

ておかないと。長いばかりで心配事だけが延々と繰

り返されるような会議になってしまうので、とても

勉強になりました。

近藤 まとめる時間について負担感はないです

か。

受講者 援助方針会議は１ケースだけ出すわけで

はないので、５ケース、６ケースまとめなければな

らないとなると、確かに頭の中で整理している時間

がないかなと思います。やっぱり普段からの訓練か

なと思います。

近藤 ありがとうございます。最初は少し時間が

かかっても、習慣的にやっていれば、頭の中で組み

立てられるようになっていけそうでしょう？他の方

の感想も伺いましょう。

受講者 理解や方針ではなく、情報ばかりが如何

に多く報告されているかということに改めて気づき

ました。援助方針会議の中でも、情報とか部分的な

要素ばかりが話題になって、「で、どうなの？」と

いうところまで行けていないんじゃないかなという

のが、いま５分のレポートをやってみた感想です。

これをやることによって、だいぶ変わっていくので

はないかなという感想を持ちました。改めてまとめ

るとすっきりしましたし、先ほど先生が指摘してく

ださったように、彼の社会的な振る舞いだとか、お

母さんのことなども抜けていることに気づけるの

で、今後はもっといろいろな視点で、もっと深く見

られるんじゃないかと思いました。

近藤 ありがとうございます。では、もうお一方

ぐらい如何でしょうか。一応まとまっている方。こ

れで最後にしますので、とびきり格好いいレポート

をお願いします。

５分レポート・その４

受講者 児童福祉司です。中３男児の非行事例で

す。対教師暴力と家庭内暴力、バイクの無免許運転、

喫煙、飲酒、校則違反などがあって、学校では手に

負えず、施設に入所させてほしいという希望があっ

て、学校が強く勧めて母親が相談に来たケースです。

見立てとしては、知的な問題はないけれども、周囲

に甘えたり認められたい気持ちが強いにもかかわら

ず、それが得られない。居場所を失って非行を繰り

返しているのではないかと、そんなふうに考えます。

その結果、居場所の確保とか、対人欲求の充足とか、

周囲との関係の改善、それらが必要なケースではな
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いかなと考えています。

家庭環境としては、小学校のうちに父母が離婚し、

その後、新しい父親ができて妹が生まれ、この頃は

新しい父親に頼れたことで環境は整っていたのです

が、その後また父母が別居することになり、現在は

母子家庭になっています。小さな妹と母親が一緒に

いて、本児は独りで別棟に住んでいる。そういう家

庭環境です。時折、母親の手伝いをしたり、優しい

面も持っているのですが、なかなかうまくいってい

ません。

学業などでは、小学校時代は優秀だったのですが

中学校入学後は伸び悩み、人に馬鹿にされることを

大変嫌がっていましたので、学習面の伸び悩みも大

きなストレスになっていたようです。非行グループ

にちょっかいを出されて、反発したら喧嘩で勝って

しまい、非行グループに認められて仲間入りという

ことです。学校は校則違反などを理由に、彼をシャ

ットアウトしているので、彼は学校に入れません。

そして、非行もますますエスカレートするという状

況です。

所の方針としては、まずは現在、居場所がない状

況なので、まずは児相が居場所になってあげられな

いかな、そういうことを考えました。そのため、自

分の思いが素直に表出できるようになることを目指

して、傾聴を中心としたカウンセリングを実施して

いこうと考えました。また、どうせ高校には行けな

いということで、かなり投げやりな部分も見られた

ので、カウンセリングを通して意欲を高めてくれた

ら、という意図もあります。また、この子を支える

力がもっとも強いのは母親だろうと考えまして、母

親との関係改善をしていこうと思います。そのため

には、まずは母親のつらさを受けとめることが必要

だろうというのと、母親は本児に対してだいぶ否定

的になりつつあるので、本児との面接で理解し得た

本児の気持ちなどを母親にフィードバックしていく

ような、そういう面接を母親との間で実施していき

たいと考えました。

最後に、もう３年生という最終年度が始まってい

て、残り時間も短いですし、今の段階では学校の受

け入れはかなり難しそうなので、学校との関係改善

については今後の課題ということで、当面の課題に

は入れておりません。そういう状況です。

近藤 わかりました。とてもいいですね。ありが

とうございます。お話を伺う感じでは、実現可能性

の高そうな感じがしますが、子どもとのカウンセリ

ングはどうですか。この子はそういう機会を活用し

て、何とかもう一回頑張ってみようという気になれ

そうな感じの子ですか。

受講者 はい。最初は母親だけの来所だったので

すが、ちょっとした誘いで本人も呼べましたので、

これはやっていけるなという感触はあります。

近藤 わかりました。じゃあ、このプランに期待

していいですね。ありがとうございます。５分でま

とめてみるという課題はどうでしたか。

受講者 15分間でつくるということで、最初はな

かなかうまく進まなかったんですが、逆に、時間は

15分、こういう柱で･･･という枠組みが設定されて

いたので、それに沿ってやってみたら、何とかまと

まったという感じでしたので、枠組みがあってむし

ろやりやすかったかなと思いました。

近藤 どうもありがとうございます。私も基本的

な枠組みがあった方がいいと思います。

意見交換

こういうレポートを毎日聴けたら、すごくストレ

スが下がるな。いや、いつもそんなにひどい思いば

かりしているわけでもないんですけど。こうしてや

ってみていただくと、きちんとまとまっていてバラ

ンスもいいし、方針まで含めて過不足なく3分ぐら

いでレポートしてくださって。どうでしょうか。こ

れだと、ちょっと物足りないと思う方もいらっしゃ

いますか。虐待の介入事例などでは、ちょっとこれ

だけですと心配なので、もっと丁寧にみんなで細か

い情報を一つずつ確認することになると思うんです

けど、非行や不登校の事例などをアセスメントして

方針を立て、自分でマネジメントしてみようって思

うときには、今ぐらいのサイズの説明で本当はいい

ような気がしますが、どうでしょうか。

あと少し時間があるので、もし宜しければ４人の
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方のレポートをお聴きになった感想をお願いできま

せんか。あと、一時保護所の方が１人受講されてい

ると伺っているのですが、一時保護所のレポートも

聴きたいな。一時保護所の方、どなたですか。一時

保護所って、情報がすごく多いから難しいと思うん

です。24時間分の情報が毎日蓄積されていくので、

それだけ生活場面を見ていればよくわかるだろうと

思う反面、情報が多くなり過ぎて、どの情報や所見

に意味があるのか、どの所見を拾うのか捨てるのか、

選択の仕方が難しいと思うんです。同じ理由で、施

設も難しいのではないかと思います。だから、一時

保護所の方はそんなにプレッシャーを感じないで手

を挙げていただいても大丈夫です。いないのかな。

いないんだな。はい、わかりました。では、今のレ

ポートを聴いていた感想などを。指導的なお立場の

方、如何でしょうか。

受講者 いつもカンファレンスなんかは、だらだ

らしがちな面があるので、ぜひ取り入れていきたい

と思っています。

近藤 職員の方に、こういう課題の与え方ってど

うでしょうね。

受講者 枠組みがあるので、そんなに難しくない

かなあと。

近藤 そうですね。私もそう思います。今やって

くださった皆さんはとても優秀な方たちだったと思

いますが、今日のレポートや感想を伺うと、ある程

度の時間とまとめようという意識があれば、こうい

う枠組みを利用してバランスのいいアセスメントと

レポートができるものだと思いました。

事例検討会におけるケース・レポートの仕方

午後は事例検討ですね。２グループに分かれます

が、私のグループでは事例そのものを検討するより

も、事例検討の進め方について考えるような内容に

したいと思っています。

虐待のような難しいケースや他機関の関わりが必

要になるような多問題ケースでも、準備や進め方次

第では、90分くらいのケース会議で支援課題と個々

の支援機関の役割をはっきりさせることができま

す。午前中の残り時間が5分あるので、少し説明し

ておきます。研修資料②をご覧ください。

午後、事例を出していただくお２人の方には、事

前にこの資料をお渡ししましたが、これまでの経験

では、説明抜きに資料をお渡しするだけでは、どう

してこんなことを求められているのか、何のことや

らわからないとお感じになる方が少なくありません

ので、午後のレポートがその通りに準備されている

かどうかはわかりません。でも、目的を理解してい

ただいて、うまく使いこなしていただければ、これ

までとかなり違ったレポートができると思います。

資料に沿って、簡単にご説明します。

１．できれば報告する事例にタイトルをつけてみ

てください。「不登校の中２男児」とかではなくて、

支援において中心的な課題になると思うこと、特徴

的だと思うこと、最も理解や対応に困っていること

などを含めたタイトルを工夫してみてください。１

番先にタイトルのことを言いましたが、事例のこと

が自分なりによく把握できたとか、わかっているこ

ととわかってないことの区別がきちんとついていな

いとタイトルがつかないので、実際は最後にタイト

ルを考えるのがよいでしょう。

試しに、まとめる前と後で、つけたタイトルを比

較してみても面白いかもしれません。後で考えたタ

イトルは、まとめる前に考えたものより、ずっとテ

ーマが絞り込めていると実感できるかもしれませ

ん。

２．事例の概要を述べた後で、この事例検討会・

ケース会議ではこんなことを検討したいとか、こん

な部分で助言を求めているとか、そういうことを述

べてください。これも重要なコツです。これを言っ

てくれると、どこに集中してレポートを聴けばよい

のかがはっきりして、参加者が集中しやすくなりま

す。いきなり「家族構成は、父親が45歳の会社員で、

母親は･･･」と始まるレポートも多いのですが、あ

あいうレポートはどこに集中すればよいのかわから

ないし、何分続くかもわからない。私の集中力が低

いせいかもしれませんが、いつ終わるかもわからな

い、どこを聴いたらいいかもわからないレポートが

始まると途方に暮れてしまいます。その点、どこを



■ 研修講演より ■

71

よく聴いてほしいと言ってもらえると、とても助か

ります。多分、私だけではないと思います。

３．生活歴や発達歴を述べるときには、その事例

を理解するために必要であると思うことに絞る方が

よいと思います。たとえば丁寧に発達歴をとったか

らといって、出生体重やビリルビン値やらを全部レ

ポートしたら、それだけでかなり時間がかかります。

必要のない情報が多すぎるし、何度も言いますが、

事例を見立てるために必要な情報を専門職が自分で

取捨選択してないということです。だから発達歴や

生活歴も、この事例を理解するために必要だと思う

情報をご自分で取捨選択してほしいのです。そうす

ることで、レポートの量も減ります。でも、情報の

活用や見立てが充分でないとか、もっと検討してみ

るべき点が他にもありそうなときには、管理職や指

導的な立場の方が指摘・指導してくださる必要もあ

ると思いますが。

４．その子がどんな人なのか、その人がどんな人

なのかということを理解することが目的の一つにな

っているときは、ご本人が話した内容とか、ある出

来事が起きたときにその子が示した反応とかが、し

ばしば重要な手がかりになります。たくさんのケー

ス会議をやっていると実感できると思いますけど、

何月何日に訪問したとか、2学期は何日欠席したと

か、そんな事実だけが羅列されていても、どんな子

どもで、どんなケースなのかはわかりません。でも、

実際に話していた内容や、こんなときに示したこん

な反応、といった情報やエピソードがレポートされ

ると、一気にその子のイメージが膨らんでいきます。

だったら最初からレポートに入れること。

それからもう一つ重要なのは、それらの出来事や

言動を、報告者自身はどんなふうに理解・解釈した

かということを必ず述べることです。情報の羅列だ

けのレポートはしない。このエピソードを自分はこ

う考える、自分はこう思ったと、できるだけはっき

り述べる。これは大きいです。これをやってくれる

と議論が早く深まります。これがないと、個々の情

報やエピソードの一つ一つについて、「それってど

ういうことだろう？」という作業が必要になり、と

ても時間がかかります。

５．先ほどから強調していることですが、さまざ

まな所見・情報・観察は何らかの仮説・理解にまと

め、その仮説・理解をもとに対応・方針を検討して

レポートしてください。対応・方針を決めるうえで、

その根拠となった仮説や理解、また、ある仮説や理

解に至る根拠となった情報・観察・所見という逆の

流れも意識してください。組み立てとしては、「○

○という情報から、私は△△と考えました」とか、

「□□したのは、○○という情報を私が△△と理解

していたからです」という言い方になるはずです。

①観察・情報、②仮説・理解、③対応・方針という

三つのまとまりがあることを意識して、その関係性

と整合性に気をつけてください。

６．ケースを理解する際には、①生来的な発達特

性、障害、疾患などの生物的な視点（脳・身体）、

②不安、葛藤、アイデンティティ形成などの心理的

な視点（心）、③家族や学校の状況、取り巻く人た

ちとの関係といった社会的な視点（環境）という三

つの視点を意識してみてください。

７．その他は、住所、氏名、プライバシーに関す

るものはあまり入れないとか、事例にもよりますが、

15分くらいか、長くても20分以内でレポートできる

ように準備する。

時間を区切ることには二つの理由があります。一

つは、ケース会議の進行上の理由です。難しい多問

題ケースを90分でまとめるには、最初のケース・レ

ポートにかけられる時間は、せいぜいそのくらいだ

ということです。もう一つは、時間を区切ってレポ

ートを短くしようとする準備作業を通じて、ケース

の理解が深まるということがあります。短くしよう

とするときに必要になるのは、もっている情報や所

見のうち、削らなければならないものと、どうして

も残したいものとを区別するという作業です。どう

しても残したい情報や所見、エピソードは、きっと

それなりに重要性があるのだと思いますので、何故

その情報やエピソードを残したいと思うのかをじっ

くり考えてみてください。そうやっていくと、残し

たいくつかの情報やエピソードが一つの解釈や理解

にまとまってきます。たとえば、「自分が言いたか

ったのは、このお母さんはかなり依存的ではあるけ
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れども、頑張っていることやできていることをきち

んと評価すると、しばらくは自分でやれる人みたい

なので、関係機関がそんな対応で足並みをそろえた

らどうだろうか･･･ということ」といった感じです。

ここまでまとまってくれば、その理解や解釈の裏付

けや根拠になるような情報やエピソードを二つくら

い紹介すれば充分なはずです。

もう一つ、多問題ケースの場合には、「このケー

スにはおもな支援課題がいくつあると思う」とはっ

きり述べることも重要です。質疑や意見交換、ディ

スカッションの前にここまでレポートしてくれる

と、とてもスムースに議論できます。こういうレポ

ートを準備する時間的な負担はあるでしょうが、ケ

ース会議や事例検討会は格段にうまくいきますの

で、その事例検討会を主宰している担当者や機関は、

レポートする人に「できるだけ、こんなふうにお願

いします」と枠組みを与えてもよいと思います。も

しできれば、事前に準備中のレポートをチェックさ

せてもらって、「この部分はご自分の意見をはっき

り言っちゃってください」とか、「この辺をふくら

ませてほしいな」といったやりとりをしてから事例

検討会に臨むと、これでも随分違ってきます。また、

こうやってケースをまとめると、それだけで担当者

の理解は格段に深まるし、いろいろな情報や支援経

過で生じたエピソードをどのように理解に結び付け

ていくか、その感触がわかってくるはずです。

あと、司会の役割は重要です。たとえば、「父親

はどんな人か」「父親にどのようにアプローチする

か」が話題になっているときに、別の参加者から学

校に関する発言や質問が出たとしたら、「ちょっと

待って」「お父さんのことを支援課題に入れるかど

うかを先に固めたいので」と遮るくらいのことは必

要です。おもな支援課題がいくつあって、その一つ

一つについて、誰が、どんな方法で支援にあたるの

かを90分で決める必要があるわけですから。三つめ

は質問や発言の仕方。これも重要なので、午後の事

例検討会で確認しましょう。では、昼休みにしまし

ょう。どうもご苦労さまでした。
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研修資料①

『５分でケースをレポートする』

近藤直司（山梨県立精神保健福祉センター／山梨県中央児童相談所）

現在、担当している事例や、担当者を指導している事例などを、できるだけ下記の要領に沿ってレポートしてみて

ください。持ち時間は５分（だいたいＡ４判で１枚相当）です。

１．ケースをまとめる

できれば、レポートの冒頭で、事例の概要や今後の支援にあたって核心になると思うことを簡潔に述べてください。

たとえば、「頭痛や腹痛のために不登校になっている中学生です。軽い知的な遅れがありそうですが、周囲の認識が乏

しいことが中心的な問題だと思います。発達についての査定と親への告知、環境調整が中心的な課題になりそうな事

例です。」といった感じです。

２．『情報・観察・所見』 『理解・解釈・仮説』 『対応・方針』

さまざまな所見・情報・観察は何らかの仮説・理解にまとめ、その仮説・理解から対応・方針を検討してください。

所見・情報・観察や来談者の話した内容を羅列せず、できるだけ、“あなた自身の仮説・理解”を述べるようにしてく

ださい。また、所見・情報・観察－仮説・理解－対応・方針の整合性に留意してください。

３．アセスメント（仮説・理解）に必要な視点（脳・身体－心－環境）

ケースの理解にあたっては、①生来的な気質や発達特性、障害、疾患などの生物的な視点（脳と身体）、②不安、葛

藤、防衛機制、自我理想、アイデンティティ形成などの心理的な視点（こころ）、③家族や学校、身近な人たちとの関

係などの社会的な視点（環境）という各要因と、“脳－こころ－環境”の関連性に留意してください。上記の事例でい

えば、①軽度知的障害、ないしは境界知能という生物的視点、②周囲の認識不足により、能力以上のことを期待され

たり、適切な支援が提供されていないといった社会的視点、③その狭間で本人の不適応感が高まり、抑うつや身体症

状が生じているといった心理的視点、そして、それぞれの関連性が重要です。

４．対応・方針

次に、こうしたアセスメントに基づいて、当面の支援方針を述べてください。上記の事例であれば、①生物的な視

点を重視し、学習指導や社会技能訓練などに焦点を当てるアプローチ、②本人との個別面接やグループ指導などを通

して自己評価の回復を図るなど、心理的な視点を重視したアプローチ、③学校や家族にはたらきかけ、本人に対する

理解を深めてもらったり、クラス運営全体を改善してもらうような社会的アプローチ（環境調整）、④上記のいくつか

を並行させた複合的なアプローチ、などが想定されます。

実際に、どのアプローチを選択するか、どのような関係機関に協力を求めるかは、実現可能性や本人・家族のニー

ズに沿って決定します。障害者や高齢者の事例では、その人の生活観や人生観（どんな人生・生活を送りたいか）、趣

味や好みを踏まえた支援方針を工夫してみてください。

多くの機関・援助者が関わる必要がありそうな多問題事例の場合は、一つの事例におもな支援課題がいくつあるか

をはっきりさせ、個々の支援課題について、具体的な支援計画（誰が、どんな方法で、いつまでに）を検討してくだ

さい。

何らかの対応・方針を示すことができたら、その根拠となった仮説・理解、さらに、その仮説・理解の根拠となっ

た所見・情報・観察を思い返し、所見・情報・観察－仮説・理解－対応・方針の整合性を確認してください。現時点



■ 研修講演より ■

74

で、アセスメントに至るまでの情報が不足している場合には、今後、どのような情報を、どのような方法で集めるか

を示してください。ここまでで５分です。

５．その他、児童相談所や児童養護施設、学校などの事例をレポートする場合

（１）児童相談所の一時保護所や児童養護施設、学校など、日常の生活場面に密着している職場は観察・所見が豊富で

すので、以下のような点も参考にしてみてください。病院での入院治療や社会復帰施設、精神科デイケアなどにも応

用できると思います。

児童・思春期事例の場合は①発達、②情緒・行動、③社会性・対人関係という三つの側面、大人の場合には、疾患

や障害などの生物的な視点とパーソナリティ（その人の情緒・行動パターン）を意識しながら、「こんな子ども・人で

ある」というアセスメントを、できるだけ簡潔に述べてください。たとえば、「穏やかで親切なときと、イライラして

怒りっぽいときが極端で、気分の波が大きい子です。身体症状や一人で眠る寂しさを訴えてくるなど、常に関係を求

めているようにみえます。ただし、本児が望んでいるのは、甘えや依存が満たされるような二者関係レベルの対人関

係のようです。集団に適応することはできず、些細なことで怒り出したり、落ち込んだりするので、手厚い関わりが

必要な子です。」といった感じです。

続いて、その根拠となる情報・所見、今後の観察や関わりのポイントまでを含めて、５分間でレポートしてくださ

い。ここで言う「情報・所見」とは、子どもが話した内容、ある出来事の際に示した反応、その他、日々の生活の中

で観察された言動、これまでの発達歴・生活歴などのことです。

（２）児童相談所などの心理判定結果についても、レポートの仕方を工夫してみましょう。

まず最初に、①発達、②情緒・行動、③社会性・対人関係という三つの側面を意識しながら、「こんな子どもである」

という理解や仮説を、できるだけ簡潔に述べてください。たとえば、「中学３年生の女の子です。自己イメージは否定

的で、他者から好かれていないと感じやすいようです。居場所がなく、非行仲間からの誘いを断れないため、引きず

られるような形で問題がエスカレートしている面があるようです。知的には平均下位で、表現力や内省性はやや低い

のですが、１対１の場面ではとても素直で、面接を一つの支えと感じてくれそうな子です。」といった感じです。

続いて、その根拠となる情報・所見、今後の観察や関わりのポイントまでを含めて、５分間でレポートしてください。

ここで言う「情報・所見」とは、心理・知能検査の結果、検査や面接場面で子どもが話した内容や示した反応、これ

までの発達歴・生活歴などのことです。検査所見を述べるときには、一つ一つの所見について、ご自分の解釈（その

所見は何を意味しているのか、どのように理解できるか）を加えてください。

また、他の機関・職種が参考にする意見書などを作成するときには、その機関・職種が実際の関わりの場面で活用

できることに留意してください。
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研修資料②

『事例検討会におけるケースレポートの仕方』

近藤直司（山梨県立精神保健福祉センター／山梨県中央児童相談所）

１．報告する事例にタイトルをつけてみてください。支援において中心的な課題になると思われることや、その事例

に特徴的であろうと思うことなど、それぞれに工夫してみてください。タイトルを考えるのは、ケースレポート

を準備するときの最後の作業にするとよいかもしれません。

２．次に、大まかな事例の概要と検討したいポイント、助言を必要としている点などについて述べてください。そう

することで、参加者がそのポイントを意識しながら報告を聴くことができます。

３．生活歴や発達歴、家族状況などを述べるときには、その事例を理解するために必要であると思うことに絞ってく

ださい。また、その生活歴や発達歴、家族状況から、どのようなことが考えられるかを述べてください。

４．その人がどんな人なのかを検討したい場合は、支援経過において本人が話した内容や、ある出来事が起きたとき

に本人が示した反応などの観察・所見を多めに入れてみてください。また、これらをご紹介いただくときには、

一つひとつのエピソードや言動について、発表者の解釈や理解、つまり、発表者はその言動やエピソードを、ど

んなふうに解釈・理解したかを必ず述べてください。そのときに感じたことや抱いた気持ち、現時点で思うこと

や考えていることでも結構です。また、そのときに、発表者がどんなふうに対応したかも併せて述べてくださる

と、どのようなことが起きていたのかが、参加者に伝わりやすくなります。

５．さまざまな所見・情報・観察は何らかの仮説・理解にまとめ、その仮説・理解をもとに対応・方針を検討してく

ださい。報告の際には、所見・情報・観察や来談者の話した内容を羅列せず、できるだけ、“あなた自身の仮説・

理解”を述べるようにしてください（○○という情報から、私は△△と考えました）。あるいは逆に、「対応・方

針を決めるうえで、その根拠となった仮説や理解、また、ある仮説や理解に至る根拠となった情報・観察・所見」

という関係性を意識してください（□□したのは、○○という情報を、私が△△と理解していたからです）。①観

察・情報、②仮説・理解、③対応・方針という三つのまとまりがあることと、その関係性・整合性に注意してく

ださい。

６．ケースを理解する際には、①生来的な発達特性、障害、疾患などの生物的な視点（脳・身体）、②不安、葛藤、ア

イデンティティ形成などの心理的な視点（心）、③家族や学校の状況、取り巻く人たちとの関係といった社会的な

視点（環境）という三つの視点を意識してみてください。

７．多くの機関・援助者が関わる必要がありそうな多問題ケースの場合は、おもな支援課題がいくつあるか、自分は

何をするのか、関係機関にはどんな協力を求めるのかを考えてください。

８．住所地や氏名など、本人や家族のプライバシーに関わる情報は資料や報告には入れないようにしてください。

９．事例や経過の長さにもよりますが、だいたい15分くらいで報告できるように準備してください（Ａ４判で３～４

枚くらいに相当します）。



■ 研修講演より ■

76



■ 研修講演より ■

77

１．はじめに

私の発表のテーマは「虐待が脳に及ぼす影響」と

いうことです。しかしこのお話をお引き受けしてい

ながら無責任かもしれませんが、私はこのテーマに

ついて十分な知識を持っているとは言えません。そ

れは私の日常の活動があくまでも臨床にあり、研究

や文献の検索を主たる生業としているわけではない

からです。ただし私自身は日常の臨床を続ける上で、

やっぱり脳のことについて知っておくことは非常に

重要だと思っていますし、そのために最低限の勉強

は怠らないようにしているつもりです。

さて本題に入る前に申し上げたいのは、この虐待

と脳ということに関しては、確実にわかっているこ

とは、実は非常に少ないということです。精神医学

や脳科学の知見は次々と伝えられますが、それらの

断片的な情報をつなぎ合わせていっても、外傷と脳

の関係について、「これが真相だ！」といるような

ものは非常に少ないのです。ただ虐待に限らず外傷

的な出来事はさまざまな形で脳に影響を与え、それ

が種々の精神医学的な問題を引き起こすということ

は疑う余地がありません。実際に「AによりBが引

き起こされるらしい」という類のデータは数多く集

積されています。しかしそれらのデータはいわば巨

大なパズルを構成するいくつかのピースのようなも

のであり、そこからより大きなイメージが浮かび上

がってくるかといえば必ずしもそうではないので

す。

そこで今日の私の話も曖昧で不明確なものという

印象を与えるかもしれませんが、これは私のお話の

仕方がうまくないということ以外にも、テーマその

ものの性質にもよるのだ、ということをご了解いた

だきたいと思います。

ある新聞記事から

まず初めに次の新聞の報道をご覧下さい（読売新

聞、2007年４月20日）。

「ADHD発症児の母、喫煙率一般の２倍」

ADHD（注意欠陥・多動性障害）の子どもの母親の喫

煙率が同年代の女性の２倍程度高いことが、大阪府の

小児科医の調査でわかった。・・・治療経験の豊富な

大阪府寝屋川市の小児科医院の院長が、小児患者の母

親167人に喫煙歴などをアンケートした。母親の喫煙と

ADHD発症との関係を示す研究は、これまで海外ではあ

るが、日本では初めてという。・・・その結果、喫煙

経験は47％にあり、妊娠時にも35％が喫煙していた。

特に出産時の年齢が20～24歳の母親では、喫煙率が

88％にのぼった。・・・一般の出生児を対象にした厚

生労働省調査では、母親の喫煙率は17％、うち20～24

歳は35％で、ADHD児の母親は２倍程度高い。安原院長

は「ADHDには遺伝的要因もあるが、母親の喫煙も関係

があると考られる。・・・。

つまりこの報道によれば、ADHDの子供を持つ

母親の喫煙率は、一般の母親の喫煙率の２倍にのぼ

るということです。ADHDはかつて「微細脳損傷

症候群 minimal brain damage syndrome」と呼ば

れた時期があり、周産期に起きた事故による低酸素

症その他により脳になんらかの微細な障害を負った

「虐待が脳に及ぼす影響」

岡　野　憲一郎

（国際医療福祉大学）

＊　平成19年度「児相・情短・医療機関等医師専門研修」での講演をまとめたものです。
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子供が多動児となるのではないかと考えられていま

した。ただしそれは一つの仮説でしかなく、現在で

はそれを裏付ける十分なエビデンスはないというこ

とであまりこの概念は用いられなくなってしまいま

した。しかしこの報道にあるデータを見る限り、こ

の微細脳損傷症候群という仮説にも一理ある可能性

が示されていると言えるでしょう。妊娠中の喫煙は

低体重児を生む傾向にある事は知られており、それ

はニコチンにより血管の攣縮が起きることで胎盤を

通して十分な酸素が胎児に送られなくなることが原

因であるといわれています。そして同様の機序が働

く事で、ADHDが生まれるという可能性が示され

たわけです。

ではこのデータだけから、妊婦さんがたばこを吸

うのをやめたら生まれてくる子にADHDが激減す

るのか、と言えばもちろんそうではありません。

ADHDはさまざまなファクターをもとに起きてく

るのであり、そこには、環境と遺伝とが複雑に絡み

合っている可能性があります。そしてそれぞれのフ

ァクターの影響で、ADHDの生じる確率はほんの

少し上下するのでしょう。でもそれは、一つの原因

が見つかって、それが一直線にADHDの発症につ

ながる、という話では決してないのです。

この例に示された因果関係を問う事の難しさが、

私がまずここでお話したい事なのです。つまり虐待

が脳に与える影響について考える場合も、実は因果

関係がはっきりしない事ばかりなのです。虐待によ

り脳のここの部分がこのように変化して、それがこ

のような症状となって現れて・・・ということは簡

単には言えない世界なのです。病因と症状との関係

が一筋縄ではいかないということは医学一般にいえ

ることですが、特に心と体の問題に関しては顕著な

ように思われます。

正しい情報を得ることの重要さ

ただし医学の研究が進むにつれて、かなり因果関

係がはっきりしているにもかかわらず、一般の方々

がそれを十分に知らない、ないしは勉強していない

という問題もあります。

同じ妊娠ということでもうひとつの例をあげま

す。私は３年前に帰国して日本での臨床を始めてひ

とつ気がついたことがあります。それは日本人の妊

娠可能な年齢の女性はあまり葉酸やビタミンB12を

錠剤などで摂取しないということです。私がアメリ

カで臨床を行なっていた頃は、葉酸ビタミンやB12

を摂っておくことで、妊娠した場合に、胎児に二分

脊椎等の奇形を起こす率がかなり減るという研究結

果が、一般人の間にも、医者の間にもかなり浸透し

ていました。しかし日本ではどうもそうではないよ

うで、知り合いの精神科医に聞いても、「そういう

ことを聞いたことはあるけれど、医者の間ではあま

り関心は持たれてはいないようだな。」というよう

な反応でした。

また日本の精神科医はお母さんが妊娠したら、抗

うつ剤や抗不安薬、抗精神病薬を一切投与しないと

いう方針を貫く傾向があり、私はこれにも少し驚き

ました。米国では母親が抗うつ剤により自分のうつ

病をコントロールしないことで胎児にネガティブな

影響を及ぼすということについてもしばしば論じら

れ、妊婦が抗うつ剤を服用すべきかどうかについて

はケースバイケースで医師が判断するべきであると

いう認識が進んでいます。日本のように、「精神科

の薬を飲んでいる人は妊娠できない」ということを

信じている人さえいるのとは事情がかなり異なりま

す。

結局ひとつの因果関係に注意を向けることが、臨

床家にとってさえも一種の慣例になってしまい、そ

れについてのエビデンスを余り求めなくなってしま

う傾向があるということが起きているようです。そ

して同時に他の因果関係についての注意を向けるこ

とがなくなってしまうこともまた問題です。それが

我が国における妊婦に対する抗うつ剤やビタミン

B12の投与に関して生じているらしいのです。

外傷と脳の変化に関する研究の一例

さて徐々に本題に近づいていきますが、次にご紹

介するのは脳と外傷に関するもう一つの報道です。

これもまた様々な問題を私たちに提起しています。

朝日新聞（2007年４月29日）に報道されたものを、

以下に私なりにまとめてみました。
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「サリン被害者の脳「縮小」不調続く原因か」

95年の地下鉄サリン事件で被害を受けた人たちの脳

にサリンの影響で縮小したとみられることがわかった。

被害者の中には、いまでも疲労感や動悸といった不調

に悩む人が少なくないが、こうした後遺症は、実は脳

に起きた損傷による可能性が出てきた。事件の被害者

で筋力低下や頭痛といった急性中毒症状を起こした男

女38人に協力してもらった。ＭＲＩで脳の体積などを

調べ、被害を受けていない76人と比べた。被害者は、

左右のこめかみから４～５センチほど内側にある脳の

「島皮質」や「海馬」などの体積が、被害のなかった人

より小さかった。

これらの場所（「島皮質」や「海馬」）の体積の違い

で、動悸や息苦しさなど長期的な後遺症の度合いに差

があり、サリン中毒の程度を示す血中酵素の低下が激

しいほど体積は小さい傾向があった。サリンで損傷を

受けたことで痛みや疲れに敏感になり、不調に悩むな

どの後遺症につながったと考えられる。

研究グループは以前、事件後に心的外傷後ストレス

障害（PTSD）と診断された人たちで、感情の制御にか

かわる脳のある部分が小さかったことを報告している。

今回は場所が異なり、サリンそのものの化学的影響の

可能性があるという。

東大精神科の加藤進昌先生のグループが、1995年

に起きた地下鉄サリン事件の被災者を対象にして

PTSDにおける脳の変化についての研究を進めてい

ますが、その結果の一部が一般のメディアで報道さ

れたのがこの記事です。後に述べるように、外傷が

脳に及ぼす影響の中で、特に海馬といわれる部分が

非常に影響を受けやすいとされています。しかし加

藤先生その他による研究は、それを追試するという

目的とともに、大脳皮質の「島
とう

」という部分の皮質

の容積にも注目しています。そして実際に海馬だけ

でなく島の体積も、被害の少なかった人よりも顕著

に小さかったという新たな検査結果を示していま

す。

ところが更にこの研究の重要な点は、この被害者

たちの脳で生じている海馬や島の縮小がサリンその

ものの持つ化学的な影響による可能性をも示唆して

いるという点なのです。こうして外傷→海馬の縮小、

という比較的単純な図式よりもさらに複雑な事情が

示唆されていることになります。

最近の東大グループの発表を読むとさらに込み入

った事情も報告をしています。それはPTSD症状を

有している患者さん達のきょうだいを対象にした研

究では、PTSDの症状がなくても海馬の容積が小さ

い人が多かったという報告です。これは外傷が海馬

の縮小につながるというのでは必ずしもなく、そも

そも海馬の容積が小さい人が、PTSDを起こしやす

いという、これまでの説をひっくり返すような可能

性も示唆しているということになります。

脳細胞の死を招くのは外傷だけではない

ここで外傷の脳への影響に関して極めて基本的な

お話をしておきたいと思います。それは外傷やその

ほかの強いストレスを体験したときに、人間の中枢

神経の細胞が死滅するということです。といっても

皆さんはすでに、「人間の脳の細胞は再生せず、逆

に毎日10万個ほど死んでいる」とかいう話をお聞き

なっているかもしれません。実はその10万というの

もかなり根拠のない数字ということですが、神経細

胞の数が胎児の時期にすでにピークに達していて、

後はどんどん減っていくだけだということはある程

度知られている事実です。ですからここで外傷によ

る細胞の死、ということを考える際は、明らかにそ

れよりオーバーペースの、かなり加速されたもので

あるということを意味します。

最近の精神医学における最大のトピックは、外傷

における海馬の細胞の死ですが、実は脳の細胞死の

ことが最初に示唆されたのは統合失調症においてで

した。まだMRIどころかCTさえもなかったころの

話ですが、気脳写法といって脊髄から脳室に向かっ

て空気を入れて写真に撮るという方法により脳の形

態の変化を調べようとしていた時期がありました。

空気はX線に写りますので、こうすることで初めて

単純X線（その頃はそれしかありませんでした）で、

脳の形態の変化が分かったわけです。 統合失調症

（当時は精神分裂病と呼ばれていました） が何らか

の形で脳の形態の異常を伴っているという仮説を確
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かめようと様々な研究がなされていた時期です。そ

して統合失調症においてはかなり脳室の拡大が見ら

れ、それは脳の細胞の死による萎縮を意味するとい

うことが言われていました。実際に統合失調症の発

症以降に大脳の皮質、特に前頭葉や側頭葉において

萎縮が見られるということが最近も報告されていま

す（Sporn, A.L, Greenstein, DK, Gogtay, N, et al :

Progressive Brain Volume Loss During

Adolescence in Childhood-Onset Schizophrenia Am

J Psychiatry 160 : 2181-2189, 2003）。

さらには最近ではその脳の萎縮は抗精神病薬の投

与によりかなり抑えられるということもわかってい

ます。

以上の事情が示しているのは、外傷的な出来事以

外にも、統合失調症という重篤な精神疾患の発症と

いう、いわば中枢神経に対する深刻なストレスによ

っても脳の萎縮という非可逆的な変化が生じるとい

うことです。ある意味では統合失調症の急性期を外

傷と同等のものとして扱うべきであることを示唆し

ているのかもしれません。つまり外傷を受けている

人の場合には先ず、その外傷の源から本人を隔離す

ることが大切であるのと同様に、急性期の統合失調

症の人に対しても、薬物でその病勢を収めるという

ことは非常に重要になってくるのです。よく統合失

調症を発症した人の親御さんの中には、「あれほど

当人が薬を飲むのを嫌がっているのに、それを強制

するのは外傷になるのではないか?」とおっしゃる

方がいますが、むしろ服薬をしないことのほうが、

よほど外傷的に働くという考え方も成り立つわけで

す。このように脳について知ることで、私たちが患

者さんに対する接し方や考え方が変わってきます。

外傷と海馬について

私は一昨年『心の臨床と脳の科学』という本（岩

崎学術出版社、2006年）を出版いたしましたが、そ

こにも書いた非常に基本的な事実についてここでお

話しします。それは先ほどの海馬についてです。従

来脳の細胞は再生されないものと相場が決まってい

ました。私が医学生のころと言えばもう二十数年前

のことですが、やはりそのように教わりました。と

ころが動物レベルでは1990年代あたりから、海馬と

呼ばれる部分（特に顆粒層と呼ばれるところ）では、

神経細胞が新生することがわかりました。そしてさ

らには海馬の体積が一人の人間の中でも大きくなっ

たり小さくなったりすることがわかり、それは脳の

他の部位では見られないことから、海馬という部位

のユニークさや重要性が認識されるようになってき

たというわけです。

この海馬の体積の変化がもっとも顕著に起きる例

として、外傷が考えられます。外傷体験によって、

極めて強い情緒的な負荷やストレスを体験した時、

激しい恐怖や不安に襲われた時に、それが海馬の細

胞の死を招きます。（ただし海馬の細胞に関しては

再生することも分かっていますので、そこが以下に

述べる大脳皮質の細胞の死と異なるわけです。この

点についてはさらに３．でもう少しお話しします。）

この脳の委縮についてもう少し説明しますと、最

近の脳研究からわかってきたことは、私たちの脳細

胞は様々なストレスないしは外傷により破壊される

ことであり、ストレスと外傷を分けて考える意味が

少なくなっているということであり、そのために

「外傷性のストレス」という呼び方がなされるよう

になっています。ではストレスの中で何が「外傷的」

と言えるかと言えば、それはこの神経細胞の破壊が

起きるかどうか、ということになるのです。

ここで神経細胞の死ということに関してもう少し

いえば、それはいわゆる「アポトーシス」と呼ばれ

る現象と考えられています。細胞の死については、

外的に細菌や神経毒などにより細胞が破壊されて死

に至る場合のことは従来よく知られていました。こ

れがいわゆる壊死、ネクローシスですが、それ以外

にも細胞自身が自己消滅する形があり、こちらがア

ポトーシスです。その一つの原因として、神経細胞

が過剰に興奮するという事態があります。ある専門

家によれば、それは癲癇、躁状態、精神病状態など

でも生じます。神経細胞は興奮する際に、細胞から

カルシウム・イオンを取り込むことになりますが、

それが過剰な興奮の際にどんどん入ってきて、それ

により活性酸素が増えることで細胞が破壊されるわ
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けです。

そこでどのような場合にこの神経細胞の過剰な興

奮が起きるのかを考えた場合、それは恐怖や性的興

奮を伴った外傷以外にも数多くあり、それらは通常

は外傷とは理解されたり分類されたりしないものも

含まれるのです。たとえばアルコールの離脱による

振戦譫妄や、非常に激しい幻覚妄想状態を伴う急性

期の精神病のような状態でも、脳細胞の過剰な興奮

が起きてくるでしょう。そうすると、それが神経細

胞の死につながっているわけです。ちなみに譫妄状

態を入院中に生じた際もそのあとアルツハイマー病

になりやすいといわれていますが、その時にも、や

はりこの神経細胞の死が関係していると考えていい

でしょう。

それ以外にも強い興奮、特に強烈な快感を味わっ

たときにこのアポトーシスが起きることが分かって

います。例えば、コカインとかヘロインその他を吸

引したり静脈注射したりすることでエクスタシーの

状態を体験することで神経細胞の死を招くだろうと

いわれています。スペクトという画像診断では、慢

性の薬物中毒患者の大脳皮質は大量の細胞死のため

に瀰漫性に血流量が低下しているのがわかります。

２．外傷性のストレスに関連した生物学的な機能に

ついての概説

この発表の目的は外傷性のストレスによる生物学

的な変化についてお話しすることですが、その前に

脳の機能についてのごく一般的な話からしておく必

要があります。ちなみにここで「脳の機能」と限定

せずに、「生物学的な機能」と表現するのにはわけ

があります。というのも恐らく外傷とかストレスに

よって起きる変化は、脳を含めた神経系、内分泌系

一般に及ぶのです。

恐れの回路 fear circuit について

まず「恐れの回路 fear circuit」を含んだアラー

ムシステムということについて知っておく必要があ

ります。外傷体験により引き起こされるフラッシュ

バック現象において脳内で生じるのが、この「恐れ

の回路」の暴発として表現できるでしょう。そして

この暴発が慢性的に生じるようになってしまうこと

が、外傷における脳の変化のおそらく最も典型的な

ものです。

「恐れの回路」はいわゆる大脳辺縁系の中にあり

ます。ここに示した図にあるように、この回路にお

いては、今日の発表で頻繁に話題になる海馬とか扁

桃核その他が、重要な構成要素になっています。

この「恐れの回路」が興奮すると何が起きるかに

ついてですが、例えばPTSDとか、パニック症候群

などの場合にある強い情動体験があった際に胸がド

キドキしたり、頭が真っ白になったりします。それ

がこの「恐れの回路」のいわばオーバーヒート現象

なのです。

ちなみに少し脱線ですが、アメリカではDSM‐

Ⅳ、つまりDSMという診断基準の第４版が1994年

に出て以来、次の第５版がまだ出ていないという事

情があります。最終的には2011年に出るとか出ない

とかいう話がありますが、この14年間アメリカで診

断基準はずっと変わらず、その先もあまり見えてい

ないという、ある意味では異常事態が起きているの

です。

もちろん診断基準があまりコロコロ変わってしま

うと不都合なわけですが、1980年に出されたDSM-

IIIが7年でDSM-III-R（1987）に改定され、さらに7

年でDSM-IV（1994）に発刊となったという経緯を

考えれば、かなりのペースダウンと言えます。そし

てこの間、DSM-IIIで示された現代的な診断基準の
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雛形を大幅に考え直そうという動きが起きていま

す。DSM-IIIは本来「障害の原因や理論的な背景を

考えない」という姿勢が徹底し、つまりは障害をあ

まり予断を持って説明しようとせず、むしろ客観的

に記述しようという当時の風潮を反映していました

が、それに対する見直しの機運が起きています。そ

こにこの「恐れの回路」も関係しています。

このような事情の背後には、最近の脳科学の急速

な発展があります。そしてさまざまな精神障害にお

いて起きている脳科学的な変化が明らかになってき

た以上、それを障害との因果関係を持つものとして、

ないしはその病気を説明するものとして掲げてもい

いのではないかという考えが生まれたわけです。こ

の「恐れの回路」にしても、それが活性化されてい

る状態をまとめてひとつの診断にしてしまおうとい

う動きがあると聞いています。つまり「恐れの回路

の異常」ということで、パニック症候群とか、

PTSD、あるいは、ASD（Acute Stress Disorder,

急性ストレス障害）をひとまとめにしようという動

きがあります。その意味でも、この「恐れの回路」

を理解しておくことは重要なのです。

この「恐れの回路」がどのように作動するかにつ

いてですが、皆さんに、すごく嫌いな動物を思い浮

かべてほしいのです。例えばヘビにしましょう。ヘ

ビが嫌いだっていう方は結構いらっしゃるでしょう

し、中にはそれを思い出しただけでもぞっとすると

いう人もいらっしゃるでしょう。実はもっと怖い、

「ゴ」で始まる昆虫を例に出そうと思ったのですが、

すると皆さんの中でフラッシュバックを起こしてし

まう人がいらっしゃるかもしれませんので、ヘビの

方にいたします。

そこで私がポケットからヘビを取り出して、皆さ

んに投げつけるとしましょう。でももちろん本物の

ヘビではありません。ゴムでできた安物のおもちゃ

のヘビです。それをパッと投げつけられた瞬間、ヘ

ビが嫌いな人にはどのような反応が起きるでしょう

か。おそらく私がポケットから出したもののを見て

もすぐに「あ、これはおもちゃのヘビだな。」と気

がつくでしょう。「見るからに安っぽそうだし。そ

れに精神科医が人に本物のヘビを投げつけるなんて

ありえないだろう。」などとお考えになるはずです。

ところがヘビを投げつけられたまさに瞬間はそこま

で考える間もなく、皆さんはハッとしたりゾッとし

たりなさるでしょう。いくら次の瞬間には頭で事情

がわかっていてもやはりそうなのです。そしてこの

ハッとしたり、ゾッとしたりするという反応は、

「恐れの回路」のちょっとした興奮であることには

変わりありません。

これは他愛のないヘビの例ですが、実はフラッシ

ュバックの典型的なものは、この「恐れの回路」の

もっと激しい形での暴発であり、それが毎日のよう

に起きているのです。そしてそれは客観的に見たら、

実際の外傷状況とは程遠いようなきっかけでも起き

るのです。ちょうど先ほどのヘビの例では、それこ

そ長い紐のようなものを見ただけで、激しい驚愕反

応が起きてしまうような状態といえるでしょう。そ

れではどうしてそれが起きるのでしょうか？

ここら辺の説明をしたのが脳科学者Joseph

LeDoux という人ですが、彼は次のような説明をし

ました。引き続きヘビの例を使って説明しましょう。

まずおもちゃのヘビが飛んできた際に、情報の経

路として最初入って行くのが大脳皮質です。視覚な

ら後頭葉の視覚野に、聴覚的情報だったら側頭葉の

聴覚野に入ってきます。そしてそれらが先ず情報と

して束ねられるのがこの図で濃い部分で示した視床

というところです。人間の体験は最初は情報として

はバラバラなわけです。例えばヘビが木から降って

きた場合は、細長いという情報、色の情報、体をく

ねらせる動きの情報などは本来はバラバラになって

入ってきて、ある程度視覚野でまとめられた後に、

さらに統合されるために視床にやってきます。しか

しここでの統合もまた大雑把なままです。

視床という部位は左右に一対あります。そしてこ

の視床に入ってきたものが、どうなるかが重要なの

です。この視床に入ってきたものが２つの経路をた

どるというのが、先ほど紹介した LeDoux の、20

年前ぐらいの大発見でした。それがパニック症候群

とか、PＴSＤの理解に非常に大きな助けとなった

わけですが、彼は２つのルートを見出しました。

まず視床に入ったものは、一つのルートとしては
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前頭葉を通って先ほどの扁桃核（図の中央にある部

分）の中心核にいきます。ところがもう一つのルー

トは直接外側核を通って、扁桃核の中心核に到達し

ます。前者は high roadと呼ばれ、直接扁桃核に至

るのは、low road です。

この high road と low road が、一般道とハイウ

ェイと一番違うところは、high road の場合には、

low road よりむしろスピードが遅いのです。なぜ

ならここは前頭葉をとおり、そこで色々な「思考」

をおこない、その際いくつものシナプスを介するか

らなのです。他方 low road の場合は、いわば獣道

のようなものなのに、あっという間に扁桃核にいた

ります。それは視床レベルで「これはヘビだ」と大

雑把につかんだ情報を受け、即座にそれを非常事態

として伝達するのです。この経路は無意識的でかつ

反射的です。

この high road と low road の時間的なギャップ

は、大きな意味を持ちます。このギャップがあるた

めに、人間は、それがヘビのおもちゃだとわかって

も、そう理解する前に、すでに扁桃核が、反応して

しまうことにより強い感情を生むわけです。これは

恐怖などの深い体験だけでなく、快感にも該当する

のです。

さてこの「恐れの回路」には、扁桃核も海馬も深

く関与しています。外傷的な刺激、例えば、今日は

ヘビの話をしていますけれど、扁桃核はある程度興

奮することで、海馬の活動を高めることが知られて

います。このことが非常に重要なのは、ある出来事

がある程度印象深かったり、つらい思いをしたり、

うれしいことであったりすると、ほぼ自動的に、海

馬の働きが高まることによってより強く記憶される

のです。

ところが問題は、あまりにも扁桃核の興奮が強い

と、海馬の働きがむしろ抑制されてしまうというこ

とがわかっているのです。後に述べる外傷記憶とい

われているもの、つまり時間・空間的な部分が抜け

落ちてしまい、感覚だけ残っているという形での記

憶が形成される上での非常に大きな原因となるの

が、この扁桃核の過剰な興奮によって起きてしまう

海馬の抑制だと考えられています。

海馬の機能

海馬はこれまでの記憶その他の情報を扁桃核に送

り込むという機能を持っています。すると「先ほど

これは本物のヘビではなく、ゴムのおもちゃなのだ

と言われたな」という記憶が残っていることが、扁

桃核の興奮を和らげるということが起きます。これ

は逆にいえば、海馬の機能が失われることで、人は

同じショックを何度も何度も体験するということで

す。

海馬のもうひとつの働きとしては、現在の体験と

過去の体験の記憶の比較照合する（皮質から情報を

呼び出す）ということがあります。特に報酬と懲罰、

あるいは快と不快の関与する状況において海馬が活

発に働くといわれます。人間に限らず動物は一般に、

過去に得られた報酬については将来それを再び獲得

し、懲罰に関しては出来るだけ回避するということ

を行っているわけです。そして海馬の働きの最も重

要な部分が、ここに関係しています。つまり快を増

大し、不快を最小に抑えるための情報を蓄えるとい

うことを行っているのです。

海馬は特に、いわゆる「明白な記憶」（ないしは

「陳述的記憶」）の形成に関与するといわれています。

この「明白な記憶」、という概念をご存知ですか？

これはいわゆるエピソード記憶とも呼ばれていて、

いつ、どこで、何があったという記憶を指します。

もう少しわかりやすく言えば、心という舞台にいっ

たん登場したものが記憶されたものです。ある体験

をしたときに、例えば「ああ、この景色はきれいだ

な」とか、あるいは町を歩いていて、「あれはちょ

っと変わった色の車だな」と思った時に、その意識

的な活動が海馬に記憶されていくわけです。という

ことは逆にいえば無意識な部分というのは、海馬を

介しては記憶されないということになります。

ただし海馬そのものに記憶が貯蔵されるわけでは

ありません。それは大脳皮質に送られます。そして

大脳皮質と海馬との連絡は両方向性であるといわれ

ます。すなわち必要に応じて皮質の記憶が海馬に送

られるということもあり、過去の記憶と現在のイン

プットとの照合をしているといわれます。つまり

「今体験していることは、過去に既に起きたことな
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のか、それとも初めてなのか？」ということをチェ

ックする作業は、皮質と海馬の強調により可能なわ

けです。

さらには左側の海馬は言語的記憶、右側の海馬は

視覚的記憶を主としてつかさどるといわれます。こ

れは言語野が左脳にあるわけで、それとの関係で左

側の海馬が言語的記憶を担当するのだと考えると分

かりやすいですね。そしてその記憶の後押しをして

くれるのが、扁桃核の中等度の刺激なのです。先ほ

ども述べたとおり、それにより海馬の機能も亢進し

ますが、扁桃核の刺激が高度になると、逆に海馬は

抑制されることになります。つまりは異常に強い感

情にさらされると、人はそれについてのエピソード

記憶を十分に形成できないということが起きるので

す。

外傷記憶の成立

さて以上述べた海馬の抑制や萎縮は、結局、外傷

記憶の成立という形を取ることが重要な点です。つ

まり海馬の働きが抑制された状態で体験された事柄

は、時間空間的な要素を与えられず、「明白な記憶」

（別名「陳述的な記憶」）としては十分成立せず、む

しろ明白でない記憶（「非陳述的な記憶」、「外傷記

憶」）となるのです。これもある意味では「脳の変

化」と言えますが、もちろん目に見えるわけではあ

りません。

ここで記憶について復習すると、「明白な記憶」

には、「意味記憶」と「エピソード記憶」がありま

す。「意味記憶」とは、例えば教科書で教わるよう

な、いろいろな知識が相当します。「現在の日本の

総理大臣は福田さんである」、とかいうのは、この

「意味記憶」です。ところがその事実をいつ、どこ

で、教えられたかを記憶しているならば、それは

「エピソード記憶」をともなうわけです。つまり

「意味記憶」の背景にあり、それを助けてくれるの

は「エピソード記憶」と言えるでしょうが、たいて

いは「エピソード記憶」は「意味記憶」の成立とと

もに消えてしまうものです。

この「意味記憶」は私たちの日常生活に非常に有

用であり、ひょっとしたら「エピソード記憶」より

はるかに重要である可能性があります。例えば漢字

を書くたびに、「この漢字は、実は小学校何年のと

きに、どの授業で教わった漢字だ」ということをい

ちいち思い出さなくてはならないとしたら文章を書

く能率が非常に下がってしまうでしょう。

他方の「明白でない記憶」については、技能とか、

条件付けとかが該当しますが、外傷記憶もここに含

まれ、これ自身は海馬はあまり関与していないとい

うような記憶です。

では「明白でない記憶」に脳のどの部位が関係し

ているかといえば、それが扁桃核なのです。先ほど

から何度も話に出てきている扁桃核ですね。私たち

が興奮したときにここが発火します。外傷的な刺激

によってもここが興奮して、外傷記憶を成立させる

のです。そしてそこに必ずしも「陳述的な記憶」の

部分は関係しないのです。なぜかというと、外傷的

なことが起きた場合に海馬を抑制するからという、

先ほどからお話している機制がはたらくからです。

扁桃核の機能

扁桃核は、恐らくこれほど人間の感情にとって、

そして生存にとって重要な器官はないとも言えるも

のです。私たちが強い快感を感じたり、強い不快感

を体験するようなきっかけとなるような刺激を含ん

だ情報が入ってきたら、それは扁桃核にその刺激に

反応するような細胞が出来上がっているということ

を意味します。これを「扁桃核が感作される」と表

現します。

例ば、ヘビを見て怖いといった場合には、過去に

ヘビを見て嫌な思いをしたとか、怖い体験をしたと

いうことがあって、ヘビに特異的に反応する、扁桃

核の細胞が出来上がっているのです。これは一種の

免疫機構に似ているといえます。ここでフラッシュ

バックを一種の抗原抗体反応と考えるならば、抗原

は過去の外傷体験で、抗体はそれにより反応する扁

桃核の特定の細胞ということになるのです。

扁桃核にいろいろな特異的な細胞あるということ

は、動物実験で見つかったことです。例えば猿の扁

桃核の神経細胞の一つに細い電極を差した場合、他

のどのような刺激にも反応しなくても、あるひとつ
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のものだけに反応する細胞が見つかったのです。具

体的には、猿にいくつかの好物を見せると、メロン

だったらメロンに、スイカならスイカにだけ反応す

る細胞が見つかるのです。これは非常に興味深いこ

とです。猿の扁桃核のその細胞は、好きなものにみ

な反応しているというわけではなく、それぞれ好み

の食べ物に用意されたものなのです。そしてその細

胞が何らかの形で死んでしまったり、興奮しなくな

った場合は、それはもはやサルに好物としては認識

されなくなってしまう可能性があります。

皆さんがあるものを見たり聞いたりして、すごく

不快に感じるものの、どうしてか理屈では分からな

いとします。あるいは別のものに関しては、なぜか

知らないけれども心地よさを感じるとします。これ

らには扁桃核の働きが深く関与し、しかもそれが私

たちの意識には上らず、またそれを意図的にコント

ロールできないという事情を示しているのです。

さてこの様な機序で扁桃核の細胞が興奮した際

に、一方では視床下部というところを介して、あと

でお話しするHPA軸と呼ばれる内分泌系に一連の

反応を起こします。そして扁桃核がもう一つ信号を

送るのが、以下に述べる青斑核と呼ばれる部分です。

青斑核の機能

青斑核は中脳に存在していて、わずかな数の神経

細胞により構成された、解剖してみると非常に淡い

青色のごく小さな器官なのですが、これが交感神経

系の始まりです。交感神経というと自律神経であり、

中枢神経とは別個のようにお考え方と思いますが、

しっかり中枢神経に出店を持っていて、それが青斑

核です。そこ興奮すると、ノルピネフリンが放出さ

れて、交感神経系の全体が、まるでアラームが鳴る

ようにして興奮するということが起きます。すると

心臓がドキドキする、血圧が上がるといった、自律

神経系の変化が起きます。

この青斑核の刺激により起きる現象は、闘争・逃

避反応、あるいは、闘争・逃走反応といわれてます

けれど、英語では Fight or Flight response です。

すなわち、敵に対して戦いを挑むわけです。「ヘビ

に対して戦いを挑む」というのは少し変ですが、そ

れを殺すとか、それを追いやるとかいう形で対処す

るわけです。あるいは、もちろん悲鳴をあげてそこ

から逃げるという反応もまたこの「闘争・逃走反応」

に入ります。それが交感神経系の興奮によって起き

るわけですが、その時は血圧が上昇し、筋肉に血液

が充満して、逃げる、あるいは戦うという行動を助

けるのです。

内分泌および免疫系

最後に神経内分泌系および免疫系についてです。

一般的に生体は２つの情報伝達系を持っています。

ひとつは神経系であり、これは早い情報伝達をつか

さどります。そしてもうひとつは内分泌系であり、

これはゆっくりと情報伝達をします。そして神経系

の場合には、１つの情報源からターゲットである器

官に一直線に情報を伝えますが、これはある危険を

感知して、体に条件反射的な防衛反応をすばやく起

こさせるために非常に重要な伝達系です。それに比

べて内分泌系の場合には、１つの器官ないしは細胞

からある種の化学物質が出て、ジワジワと局所的に、

あるいは血流に乗って全身を回ってターゲットとな

っている器官まで到達するというプロセスをたどる

のです。

また外傷に免疫系の関与がしばしば言われていま

すが、いわゆる「サイトカイン」と呼ばれるものが

最近ますます重要視されてきています。後にも述べ

ますが、サイトカインは体の細胞から出ているいろ

いろな種類の化学物質であって、体の機能を正常に

たもったり、ウイルスを殺したりします。インター

フェロンなどは、サイトカインのひとつの典型です

が、それによって、肝炎のウイルスを殺したりしま

す。ただし、サイトカインは、逆に体に悪さを働く

ものもあり、これが外傷性のストレスにどのように

関係してのかについては、十分に分かっているとは

言えません。

HPA 軸の機能とコルチゾールの役割

そこでHPA軸についてですが、これは内分泌系

の一連の流れに対して名付けられたものです。まず

視床下部があって、次に脳下垂体があって、さらに
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副 腎 皮 質 が あ っ て 、 こ の ３ つ 、 つ ま り

Hypothalamus（視床下部）のＨ、Pituitary（脳下

垂体）のＰ、そしてAdrenal（副腎）のＡでHPAと

なります。ある種のストレスにさらされた時に、一

種の連鎖反応、カスケードといわれる一連の反応が

この順番で起きることになります。ここら辺は皆さ

んとっては復習かもしれませんけども、ストレスで

まず視床下部に信号がいくと、CRH（CRF）とい

うホルモンが先ず出て、これが脳下垂体からACTH

というホルモン Corticotropin-releasing を出させ、

それが副腎皮質を刺激します。そしてそこで何が出

るかいうと、これがコルチゾールと呼ばれるホルモ

ン、いわゆる副腎皮質ホルモンです。

ここでコルチゾールについて少し解説しますが、

このホルモンは、危機的な状態においても生体の

homeostasis すなわち恒常性を回復するという働き

があります。たとえば生体に細菌が侵入して炎症反

応が起きた場合に、それを抑えようとします。もち

ろん炎症反応自体は、それにより細菌を撃退するた

めに必要なものですが、それにより患部は腫れて痛

いし、熱も出ます。あるいは炎症反応そのものが組

織を破壊しかねません。つまり生体にとっては非常

に苦しい反応です。コルチゾールはそれを和らげる

作用がありますが、それが継続して出続けることで、

いろいろな悪さを体に及ぼすことが知られていま

す。ですからコルチゾールは一種の劇薬であり、一

時的な火消し役としては非常に役に立つわけです

が、それが出続けることで体に様々な害が及ぼされ

るのです。

さて先ほどのアラームシステムが作動している状

態でも、コルチゾールが一時的に多く出ます。する

と生体はこのコルチゾールの受容体を通してそれを

感知し、それが高まったときには｢大変だ！これで

は出すぎで体が壊れてしまう！｣といってこれを抑

えるような仕組みがあります。これがHPA軸のネ

ガティブフィードバック・システムです。すなわち

ある興奮が起きて、扁桃核が興奮したときに視床下

部が刺激されて出されるCRHによりACTHが放出

されて、それがコルチゾールを産生させます。そし

てコルチゾールが大量に出されると視床下部とか、

脳下垂体がそれを抑えるというメカニズムがあるの

です。先ほどもお話したとおり、コルチゾールは非

常によく効く劇薬としての性質を持っているからで

す。

しかしストレスが続くとコルチゾールの受容体に

関係したDNAそのものがメチル化という変化を生

じ、そのフィードバックが働かなくなり、コルチゾ

ールが高い状態が続いてしまうという問題が生じま

す。すると様々な問題が生じることになります。

このコルチゾールと海馬との関係は重要なのでこ

こで説明します。通常のストレスでは、一時的にコ

ルチゾールが上昇することになりますがそれは海馬

の働きを抑制します。（海馬にはコルチゾール受容

体が豊富に存在することが知られています。）この

ストレスによるコルチゾールの上昇ということにつ

いては、他の精神科疾患でも生じます。うつ状態と

か慢性のストレス状態では、逆にコルチゾールは上

がっていると報告されています。ところが後述の通

り、なぜか、PTSDでは低い状態だというわけです。

長期にわたるコルチゾールの上昇は、海馬の細胞

の樹状突起の萎縮や、細胞死を導くといわれていま

す。また長期にわたりコルチゾールを服用する喘息

の患者などで、記憶に障害がおきやすいとされてい

ます。あるいは、コルチゾールが病的に非常に高く

なってしまう。いわゆるクッシング症候群などでも、

海馬の体積が縮小することが以前からいわれている

わけです。

ところで、いわゆる「ストレンジ・シチュエーシ

ョン」において、不安定な愛着を示す子供は唾液中

のコルチゾールは明らかに高いといわれています。

そこでネズミにおいて母子の接触を増やすことによ

り、ストレスに対するHPA軸の反応性を低めるこ

とが知られています。これは母子のかかわりが、そ

のHPA軸に安定さをもたらすということを示しま

す。そして人間の幼児の研究でも、乳母が優しい場

合には、コルチゾールの上昇は少なくなるといわれ

ています。（Gunnar, M., Brodersen, L., & Krueger,

K.（1996）. Dampening of adreno-cortical responses

during infancy : Normative changes and individual

differences. Child Development, 67, 877-889.）
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３．虐待や外傷による脳の変化

虐待や外傷による脳の変化については、すでにこ

れまでにある程度お話ししましたが、最後に簡単に

まとめておきます。

外傷による扁桃核の変化

外傷を受けた人の扁桃核の変化を知るためには、

患者さんに暴露療法を施してその反応を見る方法が

あります。暴露療法とは精神科の治療の一種で、簡

単に言えば、外傷体験があった人に、その体験を思

い起こさせるような刺激を与え、それに対する耐性

を高めてもらう治療方法です。PTSDの患者さんに

この暴露療法を行う場合、その刺激としては、外傷

に関してあらかじめ自分で書いてもらった文章を用

いるということがしばしば行われます。それは患者

さん本人に由来する内容なので、それを読んで聞か

せることに関しては、あまり侵入的にはならないと

考えられるわけです。

そこでそれを読んでもらうという実験を行うと、

PETでは右側の扁桃核、側頭葉、前頭葉の部位が過

剰に興奮し、かつブローカ野（運動性言語中枢）が

抑制される様子が見られるということです。扁桃核

の興奮によっていろいろなことが起きているわけで

すが、その中のひとつに、このブローカ野の抑制と

いうのがあるのです。これは臨床的にも日常体験的

にも非常によく分かりますね。私たちは興奮すると、

うまく口がきけなくなるということがおきます。焦

ったりすると、頭では何をいおうかと分かっていて

も、口が回らなってしまうのです。その際はこのよ

うな現象が起きているものと考えられます。また近

年、外傷に関連した扁桃核の縮小についての報告が

見られて、DID（解離性同一性障害）にそのような

変化が顕著に見られるとされています。

このような扁桃核の性質の変化は、外傷による脳

の変化の典型と言えますが、勿論CTなどを通して

それを見ることなどはできません。電子顕微鏡レベ

ルの、神経細胞のネットワークのレベルで起きてい

る変化なのです。

外傷による海馬の変化

海馬の機能が外傷によってどのような影響をこう

むるかについてですが、ストレスに関連した精神科

疾患で、海馬の体積の縮小が見出されていることは

これまでにも述べました。これは一部にはコルチゾ

ールのレベルに反応し、細胞が萎縮し、細胞死に至

るためと考えられます。

なお、この海馬の萎縮に関しては、左右差がよく

言われます。PTSDの患者は特に左の海馬の萎縮を

認め、これは言語的な記憶の欠損に対応するといわ

れます。そして幼児期の虐待により同様の左側の海

馬の萎縮が起きるとされます。（ただしそれと記憶

力の低下とは結びつかないそうです。）

更には小児期の虐待を伴うPTSDでは一般に脳の

容積、脳梁の縮小がみられるということです。また

脳全体の体積の減少は、PTSDが幼少に発症した例

ほど顕著であるという報告もあります。（Debellis

et al, 1999）De Bellis, M. D., Keshavan, M., Clark,

D. B., Casey, B. J., Giedd, J., Boring, A. M., et al.

（1999）. A. E. Bennett Research Award.

Developmental Traumatology, Part II: Brain

Development. Biological Psychiatry, 45, 1271-1284.

内分泌系の変化

先ほど解説したHPAの働きが、実際の外傷をこ

うむったときにどのように変化するのかについて

は、まだまだわからないことが多いようです。しか

しアメリカではYehudaという研究者のグループそ

の他が精力的な研究を行っています。そこで示され

ているのは、PTSDの患者は、血中のコルチゾール

が一般に低いということです。先ほどストレスによ

りコルチゾールが分泌されるということを言いまし

たが、PTSDではフラッシュバックも頻繁に起きて

いるわけですから、その分だけコルチゾールも当然

高いのではないかとお考えかもしれません。しかし

実はその逆です。これについては詳しいことはわか

っていないものの、PTSDにおいてはHPA軸に一種

の過敏反応が起きているのではないかと考えられて

います。つまり外傷などにより一時的にコルチゾー

ルが高まった状態に対して、今度はそれを抑制しよ
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うという力が働きすぎ、結果的にコルチゾールが押

さえ込まれているのではないかと考えられていま

す。そしてここには、先ほども少し述べた、コルチ

ゾール受容体に関連したDNAのメチル化という現

症が絡んでいるのかもしれません。

ちなみに最近になりホロコーストの犠牲者の子息

は特に自分たち自身に外傷体験がなくても、同じよ

うに低いコルチゾールの値がみられるという研究も

あり、そうなるとコルチゾールが低いということに

は遺伝の要素が働いているのではないか、というこ

とも言われています。

時間の関係でサイトカインの話は結局出来ません

でしたが、ここら辺のことは実はよく分かってない

のです。それも私がわかっていないだけでなく、こ

の分野自体が非常に複雑でかつ奥が深く、新たなこ

とが次々と明らかになると同時に、わからないとこ

ろもどんどん増えていくという状態です。要するに

細胞レベルでさまざまな化学物質が分泌されてい

て、それがサイトカインと総称され、それぞれがホ

ルモンのような役割りを果たし、人間の体の機能を

安定した形で維持する上で意味を持っているという

わけです。

サイトカインの例としては、最近よく聞くのが

「アディポネクチン」という物質です。これは脂肪

細胞から産生されるのですが、それが滞るとメタボ

リックシンドロームといわれる状態を引き起こすと

されています。あるいはC型肝炎の治療などに用い

られるインターフロンなどもその例です。さらには

最近、慢性疲労症候群とか線維筋痛症など様々な身

体症状と鬱等の精神症状が共に見られる状態に対す

る研究も行なわれていますが、ここにもサイトカイ

ンが関連していると考えられます。

さてこのサイトカインと外傷との関係は不明です

が、おそらく心的外傷により引き起こされる様々な

身体、精神症状に、この細胞レベルでの反応が関与

していると考えられています。でもこうなると、問

題は外傷と脳、ということには留まらず、外傷と身

体という形で捉えるしかなくなってしまいます。

４．最後に

時間の関係もあり、主として基本的な話をする形

になりました。ただ脳及び身体の外傷性のストレス

への反応はきわめて複雑で、よく分かっていないこ

とも多いということは、漠然と了解いただけたかと

思います。このテーマで最新のデータを交えた、よ

り詳しく専門的な話をするには、私よりはるかにふ

さわしい方が多いと思いますが、その分だけ話も複

雑になり、皆さんにはわかりにくい内容になる可能

性があります。一臨床家の私としては、余り歯切れ

のいい発表はできなかったかもしれませんが、皆さ

んに外傷と脳の関係について、ご理解いただく上で、

少しでもご参考になれば嬉しく思います。
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１　はじめに

花園大学の橋本と申します。本日は、「近年にお

ける非行の概況と援助の実際」というテーマでお

話をしていきます。

この講義の大きな柱を最初に紹介します。まず

最近の非行はどのような特徴があるのかをお話し

したいと思っています。二つ目としては、家族の

特徴。その中に虐待という問題があるかと思うの

ですが、非行と虐待との関係を取り上げたいと考

えています。三つ目としては、いまよく話題にな

る発達障害について取り上げ、非行と発達障害に

ついてお話ししたいと思っています。最後に、児

童相談所の非行相談について私なりに考えている

ことを述べたいと思っています。どうかよろしく

お願いします。

２　最近の非行の特徴

この統計は、刑法犯少年の検挙人員と人口比の

推移を示したものです。これを見ていただくとわ

かるように、１番目が昭和26年で、２番目は39年、

３番目は58年とピークを迎えて、近年は第４のピ

ークだと言われております。ただ、第４のピーク

と言っても、毎年増加しているわけではなくて山、

谷があって、全体として見れば、増加傾向にある

んではないかということです。数としては少ない

のですが、人口比から見ると増加しているわけで

す。

ここ２年間だけの重大非行事件を考えただけで

も、数多くの事件が挙げられます。例えば、和歌

山の高野山の写真店店主を殺した事件。奈良の放

火事件。山口高専の同級生殺人事件。北海道稚内

の母親殺害事件。福島会津若松の母親殺害事件。

京都の警察官の父親を殺害した事件など。こうい

う事件をどのように見ていけばいいのでしょうか。

ところで、皆さんは最近の非行は凶悪化してい

ると思われるでしょうか？　また、非行の低年齢

化の背景にどのようなものが考えられると思われ

ますか？

犯罪白書（平成18年度版）より引用

「近年における非行の概況と援助の実際」

橋　本　和　明

（花園大学社会福祉学部臨床心理学科）

＊　平成19年度テーマ別研修「非行と児童虐待」での講演をまとめたものです。
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最近の非行の特徴の一つは、動機のわかりにく

さという点です。これは決して少年が動機を隠し

ているとか、虚偽の動機を述べているということ

ではありません。目の前の少年が自分なりに動機

を語るのですが、それを聞いている側は「そんな

些細
さ さ い

な動機でこんなことまでよくするな」と感じ

させられ、その動機がこちらの腹にストンと落ち

ないのです。ある意味、“後づけの動機”と言って

もいいかもしれませんが、話している動機が本当

に犯行時にあったのかなと思うことがよくありま

す。恐らく、犯行時は少年もそんなふうに思って

なくて、犯行後になって警察官なり、親なり、学

校の先生なりに、「どうしてこんなことをしたの？」

と問われて、そこで動機が作られたように思える

ことがよくあります。私は家庭裁判所の調査官を

長年していたのですが、私の目の前でも後で作ら

れたような動機を語る少年が結構いました。そん

な少年の話を聞いている私としては、「犯行時に果

たしてそんなことを彼は思っていたかな？」と感

じてしまうのです。つまり、“後づけの動機”、後

で作った動機をしゃべっているような感じがして、

こちらにストンと落ちないわけです。そして、動

機のわかりにくさのもう一つの原因は、動機と行

為のアンバランスです。こんな小さなことでこん

な重大な事件までやるのか、といった動機と行動

のアンバランスがあります。

最近の非行の特徴の２番目として、精神的な未

熟さです。例えば、万引き一つをとっても、今の

万引きと昔の万引きは少し質が違ってきている印

象を持っています。従来の万引きだったら、店員

や防犯ビデオをチェックしながらキョロキョロ入

ってきて、商品をスッーとポケットに入れたりす

る。こういうのが昔からの万引きです。でも、最

近の万引きは少しやり方が違っています。例えば

コンビニに行きますと、彼らは防犯ビデオとか店

員を全然気にしないで、入り口にあったカゴに欲

しい物をいっぱい詰めるのです。そして、その後、

カゴをもったまま出口目がけて突進して逃げてい

く。こういうとり方を「カゴダッシュ」と言いま

す。

2007年に大阪の寝屋川で起きたコンビニ強盗殺

人事件がまさにこれです。カゴダッシュと万引き

の違いは何なのかというと、人が見えているか、

見えてないかの違いにあるように思えます。つま

り、カゴダッシュの方は人を気にしないというか、

見えてないという方が当たっているように思えま

す。彼らは防犯ビデオを気にしないというより、

見えてないわけです。見えているのは欲しい物だ

けで、それらをいっぱいカゴに入れて逃げていく

というやり方です。

従来の万引きとカゴダッシュの違いはその後の

対応にも現れてきます。従来の万引きだったら店

員などに捕まったら、店員に謝ります。なぜ謝る

かというと、謝ったら、もしかすると許してくれ

るのではないかと考えるからです。そこには人と

のつながりがあるからこそその発想が浮かぶので

す。しかし、カゴダッシュの場合は謝りもしない。

それは謝ったら許してくれるとか、そういう発想

がないからです。ではどのような対応をするかと

いうと、店員の制止を振り払って逃げていく。こ

こまでくると、もう窃盗という罪名の範疇ではな

くなってくる。つまり、万引きは窃盗罪になるの

ですが、店員の制止などを振り払って逃げると、

もはや窃盗の域を超え、強盗という罪になるわけ

です。

強盗と窃盗の罪の大きさや刑の重さは全然違い

ます。また、犯人が振り払って逃げた時に、店員

がこけて怪我でもしたら強盗致傷ということで、

より一層刑が重くなるのです。

以上のように見ると、最近は強盗が増えている

と言われるけれども、果たしてそれだけを取り上

げて凶悪化していると言えるでしょうか。行為は

凶悪化しているけど、中身をよくよく見ると、精

神的な未熟さというか、人とのつながりの希薄さ

が、その背景にあるのではないかと思えるわけで

す。

窃盗と強盗の話以外にも、これを裏付ける例が

多くあります。その一つが、恐喝事件の減少です。

それはなぜだと思いますか？　恐喝をするための

法律的な構成要件は何かというと、まず因縁をつ



■ 研修講演より ■

91

けることなのです。「兄ちゃん、何見てんねん」と

近づいていって、「殴られるか金を出すかどっちの

ほうがいい？」などと、上手に絡んでいって金を

出させるのが恐喝です。現代の非行少年はその因

縁そのものがつけられないのです。これは本当の

話です。因縁をどうやってつけたらいいか、どう

相手に声をかけていったらいいのかわからない子

が本当に多いのです。だから、恐喝事件が減って

いる。この恐喝事件の統計には減少がよく示され

ています。

では恐喝事件の代わりにどのような事件が増え

ているかというと、ひったくりです。ひったくり

は人（被害者）との関係をつけなくても、後ろか

ら近づいて自転車の前カゴからバッグをパッと取

っていったらいいわけです。

最近の非行の特徴の最後に挙げられるのが、漠

然とした不安の高さです。これはどういうことか

というと、現実と非現実のあいまいさであったり、

生と死の境界の乏しさであったりします。例えば、

子どもたちはすぐにインターネットで自殺サイト

を見たりしますし、リストカットを試みたりする

ことが多くなっているのがこのことを物語ってい

ます。また、被害と加害の混乱も不安の背景には

あります。今の小・中学校の生徒に聞くと、別に

いじめられてもいないし、いじめてもいないのだ

けど、もしかしたら、いじめられるのではないか、

いじめていると思われるのではないかという不安

感を持っている生徒がかなりいます。つまり、実

際にいじめられたわけではないけど、いじめられ

る不安感を持っているし、逆に、自分がいついじ

めたと人から指摘されるかという不安感もあると

いうことです。要するに、被害と加害が境界もな

く混乱していると言えそうです。今までだったら

思春期の不安感というのは、性に対してとか、進

路に対してとか、もうちょっと具体性のある不安

感だったけれど、現代の子どもは具体的な不安感

ではなくて漠然とした不安感、得体の知れない不

安感を持っていることが多いと言えそうです。

３　最近の保護者の特徴

今度は親のタイプについて述べていきます。非

行少年の親のタイプも昔からいろいろ言われてい

るのですが、今からお話するのは、昔と同じよう

で少しずつ違っているという部分を強調して指摘

していこうと思います。

一つ目は『自信欠如タイプ』と名付けました。

例を一つ言いますと、ある父親が私に電話してき

て、「昨日も子どもが家に遅く戻ったから、叱って

やりました」と言うのです。私はそれを聞いて、

「ああ、そうでしたか」と返答すると、「そんな対

応でよかったでしょうか？」と自信なさそうに訴

えてくるのです。つまり、子どもを叱るまではい

いのですが、叱った後、その父親はすごく不安で

仕方なくなる。前までだったら自信欠如タイプの

親は、叱りもしないというところがあったけれど

も、今の親は体裁があるのかどうかわかりません

が、一応は叱る。でも、叱った後、無茶苦茶不安

になるというタイプです。

昔は、「子どもは親の背中を見て育つ」みたいな

ところがありましたが、今は、「親は子どもの背中

を見て悩む」みたいな状況になっています。どう

いうことかと言いますと、親は子どもを叱ります

と、子どもは「フン」とか言って、親に背を向け

てあっちへ行ってしまい、その場に残された親は

その子どもの背中を見て、「これでよかったんだろ

うか」、「また家出しないだろうか」と子どもの背

中を見て悩んでしまうのです。このようなタイプ

が『自信欠如タイプ』です。

二つ目は『評論傍観タイプ』。これも具体例を出

少年保護事件における恐喝事件の推移（司法統計）
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しますと、親が子どものことで警察に呼ばれたり

しますが、そんな時に、その親は警察官に「警察

官の方もこの機会にもっとこの子に言ってやって

ください」とか言うわけです。家庭裁判所でも、

調査官との面接の中で、「調査官からもどんどん叱

ってやってください」と言う親がいました。本来

なら自分が子どもに言えばいいのに、それを人に

言わせる。そんな親は子どもと距離を置いて傍観

者的に関わろうとしたり、自分を関与させないで

評論家的な立場で話すことがしばしばあります。

先に述べた『自信欠如タイプ』はまだ叱るだけま

しですが、『評論傍観タイプ』は自分を関与させな

いという意味では、やや深刻であると思われます。

このタイプでは、自分の考えや意見を述べず、「誰

それがテレビで、家出は非行のもとだと言ってい

たよ」と、テレビでの発言を借りてきたりするこ

ともあり、「借りてきた猫」ならぬ、「借りてきた

親」であると言えます。

三つ目は『責任回避タイプ』。従来から無責任な

親はどの時代にもいたと思うのですが、今の親は

すべてにおいて無責任とは言えなくて、部分的に

は責任は取るけれども、トータルで考えると無責

任と指摘できるのが特徴です。例えば何人かの子

どもが非行をして弁償をしなければならない事態

になったとします。そうすると、そのような親は

「うちの子は主犯じゃなく、やらされた方だから主

犯の子と同じように責任をとらなくていいのでは

ないでしょうか。でも、自分の子どもがやった部

分だけは弁償します」と言ったりします。民事上

それでいいのかもわかりませんけれども、自分の

ところのことだけしか考えてなくて、その部分だ

けは責任を取るけれども、ほかの部分は全く無責

任なのです。こういう親のタイプを『責任回避タ

イプ』と名付けました。

四つ目は『常識欠如タイプ』です。この常識欠

如の親も昔からありました。「若い頃は悪さしても

構わない」と堂々と言う親もいました。しかし、

今の親はそこまで極端ではないけれども、よくよ

く考えないと常識から外れていることがわからな

い場合があります。例えば、「昨日はうちの子は早

く帰ってきました」と親が言うから、私が「何時

に帰ってこられたのですか？」と問うと、「夜中の

１時です」と平気で言われる。その親にしてみれ

ば、「今までは夜中の３時や朝帰りがしょっちゅう

だったので、それと比べると帰宅が早くなり安心

してるんですよ」と真顔で言われるのです。本当

なら、夜中の１時に帰ってきている現在の状態も

安心なんかできないのですが、そういうふうな感

覚でおられます。その他の具体例では、「最近はプ

チ家出ですから大丈夫ですよ」とか、「携帯がつな

がりますから、家出していても安心しているんで

すよ」と言われます。これもよくよく考えたらお

かしいと思うのですが。ちょっと常識と違うんじ

ゃないかなというタイプの親が『常識欠如タイプ』

に入ります。

最近の親のいずれのタイプにも共通して言える

ことは、どこか家族の機能が不全になっている、

あるいはうまく機能が働いていないということで

はないでしょうか。

ここに少年院の調査（犯罪白書2005年）があり

ます。少年院の教官に、指導力に問題のある保護

者が増えたかどうかについてアンケートしている

のです。ほとんどの教官が「増えた」と回答し、

「変わらない」と「増えた」を入れると100％近い

状態となっています。問題のある保護者が「減っ

た」というのはわずか0.4％。つまり、ほとんどの

教官が保護者に問題性が多くなってきていること

を感じています。最近は保護者との対応の難しさ
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が学校や幼稚園、施設、児童相談所、家庭裁判所

などあちこちで聞かれますが、このこととまった

く無関係ではなさそうです。

では、どんなところに指導力の問題があるかと

やはり少年院の教官に尋ねたところ、「子どもの行

動に対する責任感がない」、「子どもの言いなりに

なっている」、「子どもの行動に無関心である」、

「子どもの問題をほかのせいにする」があり、それ

以外に、「虐待がある」が挙がっています。このよ

うな結果は、先ほど私が指摘した４つのタイプの

親のどれかに含まれているのではないかと思って

いるところです。

４“キレる”少年とは

“キレる”少年というのが10年以上前から問題に

なってきました。神戸の酒鬼薔薇君の事件あたり

から、この“キレる”少年というのが盛んに言わ

れ始めました。私が思っている“キレる”少年と

いうのは、最初に非行の特徴のところで述べたよ

うな、人とのつながりの希薄な子ども、別の言い

方をすると、心の中にしっかりとした対象が持て

ない子どもと言えると思います。

皆さんは全国各地からここに来られて、研修を

受けにお集まりになっておられますが、それぞれ

に家族がおられます。その家族と離れて皆さんは

ここにおられますが、家族のことが心の中にしっ

かりあるからこそ、今ここに安心しておられるわ

けです。しかし、心の中の対象があやふやで、そ

の対象が灯ったり消えたりするような状態だった

ら、おちおちここにおられないと思うのです。非

行少年の中に“キレる”少年がいますが、そのよ

うな子は心の中の対象が灯ったり消えたりして、

不安定な状態であるのではないでしょうか。

対象が恒常化できていないという点では、恨み

の暴力と“キレる”暴力とはちょっと違います。

恨みというのは、心の中の対象にネガティブなエ

ネルギーをどんどん投入していくわけです。「アイ

ツ、腹立つわ」とか、「憎たらしいわ」と、その対

象にエネルギーを注いでいくというのが恨みなの

ですが、“キレる”暴力というのは、恨みの暴力と

ちょっとわけが違うのです。

一つ事例を紹介します。その少年は中学３年生

の男の子で、しょっちゅう“キレて”暴力を振る

っていました。事件になったのは、ある時に誰か

が彼の悪口を言っていると噂で聞き、その悪口を

言っている奴を学校帰りに待ち伏せしたのでした。

自宅に招き入れて、その被害者に「俺の悪口を言

っとったんか」と問いただします。最初は被害者

も「言ってない」と認めなかったのですが、その

うちに悪口を言ったのを認めて謝まりました。少

年はこの被害者にひどく腹が立ち、無茶苦茶に暴

力を振るったのです。

ここまでは少年の話を聞いていても私の理解で

きるところだったのですが、この少年が“キレる”

少年だと思ったのはこの後の行動です。少年はひ

どく被害者を殴った後、その被害者のまゆ毛の形

が整っていないという理由で、かみそりを持って
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きて、まゆ毛をそろえてやっているのです。しか

も、暴力を振るった直後に、その被害者を自分の

ひざの上に乗せて、非常に親密そうにそれをする

わけです。私はなぜこんな行動を取ったのか理解

できずに尋ねたところ、少年も「わからない」と

言っていました。被害者にひどい暴力を振るった

ので、その償いにしたのかと聞いても、「違う」と

の返答でした。今まであれほど被害者に怒ってい

たのに、平然と被害者のまゆ毛をそろえてやると

いう行動は、どういう心理なのかなと思って不思

議だったんです。要するに恨みの暴力だったら、

すぐに恨みが解消するというわけにはいかないと

思うのです。

小さい子どもがスーパーマーケットに行って、

お菓子が欲しいとだだをこねて泣いている。お母

さんもそれに見かねてお菓子を与えると、今まで

泣いていた子どもがケロッとして、お菓子を手に

もう笑っている。そういう感じがこの“キレる”

少年と重なります。「泣いたカラスがもう笑う」じ

ゃないけれども、恨みの暴力だったらそんなふう

にはいかないけれども、“キレる”少年の暴力とい

うのは、暴力を振るった後、ケロッとしていると

いうところがあるように思います。

もう一つの特徴は、対象との分離に情緒が伴わ

ないことが挙げられます。恋人と別れる時を想像

していただきたいのですが、恋人というのは心の

中にしっかり対象として存在しています。その対

象と別れる時は、「切
せつ

ない」とか、「やり切れない」

という感情が伴います。“キレる”少年というのは、

心の中の対象が確立されていないため、その対象

との分離の際にも平気でいられる。「切ない」（こ

れは、「切
き

れない」と読むこともできます）、「やり

切れない」といった情緒が持てないところがある

ように思います。

最後の特徴は、非行少年の特徴で述べた「漠然

とした不安」と類似するのですが、対象が消える

のではないかという不安がつきまとい、その対象

をつなぎとめるために、「俺キレるぜ」みたいなこ

とを言いながら、対象とつながろうとすることが

結構あるように感じます。

５“being”と“doing”

では、そのような“キレる”少年に対してどの

ように対応をすればいいのかという問題が残りま

す。そこで、私はこの問題を考える際、いつも

“being”と“doing”の違いを頭に浮かべます。

直訳すると、“being”というのは「存在するこ

と」、「ここにいること」。もうちょっと専門的にい

えば、「対象であること」と言えるかもわかりませ

ん。一方、“doing”というのは「何々すること」、

「対象と関係すること」と言えるかもわかりません。

赤ちゃんが生まれてきた時は、心の中に対象は

ありません。今の研究ではお腹の中にいる時から、

お母さんの声が聞き分けられるという研究もあり

ますが、ちょっとそれは置いておくとして、生ま

れてきた時、赤ん坊に心の中の対象はないとしま

す。それがある特定の養育者によって、何百回、

何千回とおむつをかえられたり、おっぱいをもら

ったりしながら繰り返される中で、だんだん子ど

もの中に対象がはっきりしてきます。その段階に

なると、特定の養育者（一般的にはお母さんであ

ることが多いわけですが）がちょっと目の前から

離れると、赤ちゃんは不安になってギャーと泣き

だします。その次の段階では、特定の見慣れない

人が目の前に現れると不安になり、それが人見知

りという現象になるわけです。つまり、心の中の

対象がはっきりしてきたから人見知りが出てくる

わけです。

そのような対象がしっかりできてくると、しば

らく現実の人物が目の前にいなくても、子どもは

心の中の対象がありますから、少しの間は大丈夫

なのです。ただ、ずっとその人物が目の前からい

なくなると、心の中の対象がだんだんぼやけてき

て、消失する不安が高くなりぐずつきます。それ

でもお母さんが現れなかったら、赤ちゃんはパニ

ックになって、ギャーギャー泣いてしまうのです。

つまり、対象をちゃんと心の中に持てるというの

は、実は“being”があるからで、何百回、何千回

のおむつ交換や授乳によって、お母さんという対

象が子どもの中にちゃんとでき、それが恒常的な
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対象となっていくわけです。

でも、現代のお母さん、お父さんは、“being”

をどこか忘れているような感じがしてならないの

です。“doing”ばかりを考えているような印象すら

持ちます。たとえば、「子どものために何をしたら

いいだろうか」と、そんなことばっかりを考えて

しまいやすいのではないでしょうか。これは親だ

けではなくて学校も同じことが言えます。学校で

何か問題があったら何かしないといけないとすぐ

に考え、いじめの調査をしたり、マスコミを前に

して記者会見したりします。すべて“doing”のこ

とばかりを考えてしまいやすいのですが、実は対

象がしっかりできてない子に対しては、“being”を

まず考えていかなければならないだろうと思うわ

けです。

ここでもそれを考えさせられる事例を紹介しま

す。その少年は暴力を振るって鑑別所に入ってい

るのですが、お母さんが鑑別所に毎日面会に行か

れるのです。毎日の面会は決して悪いわけではな

いのですが、面会の様子を注意深く見ていると、

この面会が果たして意味のある面会であろうかと

考えさせられます。その事例のお母さんは、毎日

10分か20分ぐらいの面会の後、決まってショッピ

ングに行かれます。話を聞いている限りにおいて、

お母さんは面会が終わった後は子どものことなん

かパッと忘れて買い物に行って過ごされるのです。

少年の方も、面会の時は涙ぐんだりするのですが、

面会室から自分の居室に戻る廊下では、もうお母

さんのことなんか忘れたみたいに振る舞っていま

す。つまり、親子で、面会の時は相手のことを心

に登場させるけれども、面会が終われば、その対

象はまるで心の中にないかのように見受けられる

のです。外から見ていたら、この子に心の中のお

母さんがどれぐらい生きているんだろうかと感じ

る時があります。もし私だったら悪いことをして

鑑別所に入っているわけですから、夜中に、「今ご

ろお母さんは何してるだろうか」とか、「家族はこ

の時間はみんなテレビを見てるだろうな」とか考

えるのではないかと思うのですが、その少年に限

ってはそんなことは全然なかったように思えます。

そして、その後に審判があり、その少年は少年

院送致になったのです。裁判官から言い渡しがあ

ったその直後に、そのお母さんは私に質問をされ

ました。「少年院は毎日面会に行けるんでしょう

か？」と。鑑別所は毎日面会に行けますが、少年

院は月に１回とか、面会の回数が決められていま

す。私はお母さんにその説明をしましたが、私の

中には、このお母さんが少年にしてやることは毎

日面会に行くことなのだろうかとずっと考えてい

たので、私はそのお母さんに言いました。「お母さ

んが彼にしてやることは、『お母さんは待ってるか

ら、頑張って早く帰ってきなさいよ』という声が

けじゃないだろうか」と。つまり、私が言いたか

ったのは、「面会に行かなくても、ここにいるよ」

と、“being”を子どもにどうやって植えつけていく

かということではなかったと思うわけです。何々

することじゃなくて、対象として心の中に存在す

ること、そこにおり続けることがとても大事です。

それを保護者は子どもにどうやって教えていくか

という問題ではないかなと、その事例で感じまし

た。

６　虐待と非行のメカニズム

（１）虐待と非行の関係が着目されてきた背景

最近の保護者の特徴をタイプに分けて説明して

きましたが、もっとも問題となるのは虐待をする

保護者ではないかと思います。そこで、虐待と非

行の関係についての話題に進めていきたいと思い

ます。

なぜ非行と虐待が最近よく言われるようになっ

てきたのかということから整理してみましょう。

一つ目は、今までだったら非行と虐待は当たり前

なことで、両者がセットとして受け取られてきま

した。「あんな親に育てられたら悪くなるわ」とい

うのはこれまでも言われていたことで、不適切な

養育をしている親や、虐待をしている親のもとで

育てられると子どもが非行をするのも無理はない

という意味で使われてきました。しかし最近、そ

の虐待と非行の一元的な図式が当てはまらない事

、、、、、
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例も多く出てきました。普通の家庭で育っている

のに非行をするとか、虐待と非行が直接結びつか

ない事例もあるわけです。そこで、もう一回この

虐待と非行との関係を見直そうという動きが出て

きました。

二つ目としては、虐待の研究が進んできて、ト

ラウマや解離の研究が盛んになされてきたことが

挙げられます。今までだったら、そのような概念

はあまり非行に結びつかなかったのですが、トラ

ウマとか解離という概念を非行に当てはめると、

理解が進むようになってきました。例えば、なぜ

そこまでひどい暴力を振るわなくてはいけないの

か理解に苦しんでいた事例でも、解離という現象

が犯行時に生じており、コントロール力を失って

いたとするならば、その行動はある意味では了解

ができることもあります。

三つ目は、非行から回復するにはやはり虐待か

らの回復を同時にやっていかねばならないという

面があります。少年院では優等生だったとしても、

また家に帰ると虐待環境に置かれて、元の木阿弥

になってしまうことも珍しくありません。虐待か

らの回復イコール非行からの回復であるという構

図を考えなければならないわけです。こんなとこ

ろも非行と虐待の関係が今注目されているところ

だと思います。

では、虐待がどのように非行に結びつくのかと

いうメカニズムを説明していきます。その前提と

して、虐待を受けた子が非行に必ずしも行くわけ

ではないことを理解しておかねばなりません。虐

待を受けても、ちゃんと健全に育つ子はいくらで

もいるわけです。また虐待を受けて、非行ではな

くて、不登校であったり、摂食障害であったりと

いうように、非行ではないところで問題を呈する

子もいます。

これから述べるのは、虐待を受けた子が非行に

行く場合に、どんな過程を経るのかということと

理解いただきたいと思います。

（２）「回避的行動」の出現と「虐待回避型非行」

私は虐待を受けた子どもが非行に行く前に多く

の場合は、「回避的行動」が出現すると考えていま

す。「回避的行動」というのは、家出であったり、

盗みであったりするのですが、実はこれは非行と

は言えません。つまり、虐待を逃れるために家を

出る、殴られるから家を出るというのは、これは

非行とは違う範疇のものです。言葉を換えると、

虐待から逃れるための適応行動であるわけです。

家出の場合、虐待を受けている子は幼稚園から出

てくる子もいます。私の知っている事例では、小

学校の低学年の子が、小学校の校庭にある体育倉

庫の中で一晩明かしました。また、知らない間に

電車に乗って、遠くで保護されたという事例もあ

ります。このような事例の家出は非行とは言えず、

虐待を回避するための行動であると理解すべきで

す。

盗みでも同じです。ネグレクトの事例では、お

腹がすいてスーパーで物を取る。物を取ること自

体は確かに盗みなのですが、非行と言えるのでし

ょうか？ある面では虐待を逃れるための当たり前

な行動であるわけです。また、家に帰ったら殴ら

れると思うと嫌で仕方ないから、ちょっとでも楽

しいことをと思っておもちゃを取ったりとか、チ

ョコレートを取ったりする。これも本来なら与え

られるべきものの代わりという意味では、愛情の

代償としての盗みであるわけです。

それ以外に、救助サインという意味合いも含ま

れていることがあります。私が「どうして盗んだ
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の？」と聞いたら、その子は「多分ばれるやろう

と思った。ばれた時に先生とかが、『何で盗みをし

たの？』と聞いてくれると思った。そしたら、『親

から叩かれるねん』と言えるのじゃないかと思っ

て盗みをした。別に欲しかったわけじゃない」と

言った子どもがいました。これなどは盗みをする

ことによって、虐待を察知してほしい、そうする

ことで虐待から回避をしたいというサインに他な

りません。これも非行とは言えないと思います。

動物虐待も実はこれと似たところがあります。

家で親から虐待をされていて、その不満をどこに

ぶつけていいかわからないため、家で飼っている

ペットを蹴ったり、小動物を手当たり次第殺して

いったりということがあります。

この「回避的な行動」が、だんだん反復される

ようになると、常習的な家出となったり、お金が

あるのに万引きをしたり、そのスリルを味わった

りするなどして、今度は虐待から逃れるために不

適応な行動になっていくのです。このような移り

変わりは、注意深く見ていくと気がつきます。要

するに、虐待から非行に移行する過程に、「回避的

行動」がまずどこかで出現し、そこから非行にな

っていくというルートが、どの事例を見てもある

ように私は思っています。

（３）「暴力粗暴型非行」

次に、虐待が暴力などの非行に発展したり、性

的な逸脱になったり、薬物使用になったりするこ

ともあり、それぞれのタイプごとに虐待との関係

を考えていく必要があります。

まず、「暴力粗暴型非行」と虐待との関係につい

て取り上げます。身体的虐待を受けた子どもが自

分がされたことと同じような方法や口調で他者に

暴力を振るうというのは、一見すごくわかりやす

いと思います。それは、親への同一視であったり、

攻撃的な言動を学習した結果であったりするわけ

です。しかし、虐待と暴力との間には、そんな単

純なものだけではなくて、それ以外にもいろんな

メカニズムがあるわけです。

解離もしくは痛みの麻痺が暴力の背景にあり、

予想もつかない大きな被害にまで発展することが

あります。それ以外には、虐待を受けて非常に過

敏になっている子どもの場合、友達とのちょっと

した言い争いでも、相手の些細な言動の変化で、

「やられるのではないか」と過敏に反応して、先に

手を出してしまうこともあります。マステリーと

いう心理機制が暴力につながることもないとは言

えません。マステリーというのは、ある行為を行

動的もしくは認知的に繰り返すことによって、そ

の行為に伴ったショックなどの強い感情を和らげ

ることなのですが、具体例を挙げることにします。

阪神大震災の時に、被災地で子どもがよく地震ご

っこをしていたとの報告が聞かれました。あの怖

い地震の後に、なぜ子どもたちは地震ごっこをし

たのか皆は理解に苦しんだのです。しかし、こう

理解するとわかりやすいのではないでしょうか。

本当の地震だったら、いつ起きるか、どれぐらい

の大きさかということは予期できないわけです。

そのため、不安や怖さは無茶苦茶高いわけです。

しかし、地震ごっこの場合は自分がコントロール

することができます。つまり、自分の中にある恐

怖心を何とかコントロールしようとするところが

地震ごっこにつながっていると考えられます。

マステリーという心理機制は、虐待と非行との

関係にも当てはまるのではないかと思います。実

際の親父がいつ、どのような場面で怒り出すか、

その時にどれぐらいの力で殴られるかというのは

子どもにとっては予測ができないわけですから、

その恐怖心はあまりにも高いわけです。しかし、
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その恐怖心を何とかコントロールするためには、

自分が手当たり次第に周りの者を殴っていき、そ

のことによって現実の不安を引き下げようとする

わけです。そんな形で虐待と暴力が結び付くこと

もあります。

（４）「薬物依存型非行」と「性的逸脱型非行」

虐待と「薬物依存型非行」との関係について述

べます。

虐待を受けている子というのは、見捨てられ不

安が高かったり、大きな疎外感を持っているのが

ほとんどです。そのような子が家出をして、不良

仲間と親密になり、仲間がシンナーを吸っていた

りすると、その友達との一体感を持つために薬物

にすぐ手を出してしまいます。また、虐待を受け

た子というのは、どうしても自己イメージが悪く

なります。「どうせ俺なんか」、「もうどうでもいい

わ」などと感じていたりすることが多く、自分が

大切であるという意識にどこか欠けている面があ

ります。そんなところも薬物を使用する背景に大

きかったりしますし、薬物によって自分を傷つけ

たいという衝動にかられたりもします。

それ以外には、家へ帰ったら叩かれるという現

実が待っていたりすると、その現実をどこか忘れ

たいという欲求に駆られたり、そんな現実を切り

離したいという気持ちになります。言葉を換えて

表現すれば、人為的に解離状態を起こさせようと

して薬物を使用したりすることだってあります。

「性的逸脱型非行」についても、「薬物依存型非

行」と共通する部分はあります。例えば、親から

虐待を受けた自分を大切にできないということで、

援助交際をどんどん続けていくということが考え

られます。そして、「性的逸脱型非行」に限ったこ

ととしては、虐待によって性に対する歪んだ認識

や価値観を持ち、それが非行行動につながること

があります。特に、性的虐待を受けてきた場合は、

虐待行為を親の愛情行為だと受け止めてしまうこ

とだってあるわけです。そんな性に対する歪んだ

認識や価値観が、思春期になると、性に対しての

異常な嫌悪感や不潔感を一方では持ちながら、平

気で男性とセックスをしてしまうといった心身の

バランスを壊す行為となってしまいます。表現を

換えれば、心と体の解離状態を作り出すというこ

とかもしれません。

（５）「虐待と非行の悪循環」と「被害と加害の逆

転現象」

以上のように、虐待と非行はいろんな関係から

生じています。単に、親のまねをしたという学習

説だけではなく、そこにはいろんなメカニズムが

あるのです。それらをきっちり見ていくことが、

ケースへの対応を考える上では必要です。さらに

もう一つ重要な視点は、この非行と虐待という関

係では、虐待が非行に一方向に向かって行くので

はなく、非行が再度虐待を生んでしまうという悪

循環が生じてしまう点にあります。非行が進むと、

虐待もどんどんエスカレートしていく、こういっ

た悪循環が非行と虐待の関係の中では頻繁にあり

ます。

そして、そのような悪循環の中に見られる特徴

としては、「被害と加害の逆転現象」です。この現

象は、虐待の場合は、被害に立つのは少年、加害

に立つのは親ですが、それが非行の場合になると

立場がコロッと逆転してしまいます。そのため、

調査官がこの少年の非行の背景には親の虐待が関

係していると考え、それを親に指摘しても、「調査

官は私が悪いとでも言うんですか。息子が悪いこ

とをしたんですよ」と反発します。つまり、親は
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自分があくまで被害者であることを訴え続け、虐

待の加害者であるとの認識には至りません。この

ような「被害と加害の逆転現象」があるがために、

少年や保護者への関わりが難しくなってくるのも

事実です。

そこで、虐待と非行のあるケースにどのように

関わるのかというポイントを三つ挙げたいと思い

ます。これは私がこれまで家庭裁判所の実務でや

ってきた経験から考えたことです。

まずは、「被害と加害の逆転現象」を生じた時点

まで遡り、認知の修正をすることです。そのため

にも、先に述べた「回避的行動」に着目すること

が大切だと思います。家庭裁判所などでは事件を

起こして少年が出頭してくるのですが、そこで主

に取り扱われるのは彼がしてしまった非行という

問題行動です。その非行がいくら虐待と関係して

いると考えても、いきなり虐待を話題にするわけ

にはいきません。また、それを強引に行おうとす

ると、ますます親は自分を被害の立場に置き、親

子関係の調整は不可能になってしまいます。そこ

で、まずは「回避的行動」に私は着目するように

しており、「いつから悪くなりましたか」などと話

を聞きながら、問題行動の起源の話に焦点付けを

していきます。すると保護者は、「この子は小学校

１年から悪くなりました」などと答え、こちらは

その時の様子を詳しく聞いていくのです。そんな

中で、「あの時は叩きましたから一晩帰ってきませ

んでした」などと虐待と関連するようなことを保

護者が少しでも言ってくれれば、非行と虐待を結

びつける接点が見えてくるわけです。そんなポイ

ントをおさえながら、虐待と非行の関係を整理し

ていく手法を取っていました。

二番目のポイントは、虐待と非行の悪循環を断

ち切ることです。そのためには、この悪循環をし

っかり読み取ることが必要になってきます。仮に、

父親の暴力が子どもの家出を誘発し、家に戻ると

さらにひどい暴力が振るわれるという悪循環が見

られたとする場合、父親には家出から子どもが帰

ってきても絶対に手は出してはいけないことを誓

約させ、子どもには父親が叩かなかった場合は家

出はしてはいけないということを約束させ、悪循

環をどこかで食い止めます。このようなアプロー

チが必要となってきます。

三番目としては、被害と加害の境界を一旦は分

けた上、その後に和解に向けたアプローチを取る

という経過を辿ることが必要のように感じます。

これはどういうことかと言いますと、虐待を受け

た子は心の中に恨みと愛着が混然一体となってお

り、どこまでが親への愛着か恨みかわからなくな

っているのが実情です。特に、思春期になった子

どもの場合はそれがより顕著ではないかと思うの

です。私の目の前で少年は親の恨みを言っていた

かと思うと、ちょっと場面が変わるだけで親への

愛着にコロッと転じてしまうこともよくあります。

実はこの境界の曖昧さが、問題の解決を複雑にさ

せたり、わけがわからない事態に発展します。虐

待と非行がかなり複雑になっているケースにはこ

のことがしばしば見られるのです。

そこで、このような境界を明確にしていくため

には、一旦は責任の所在を明確にすることだと私

は考えているのです。その上で、次のステップと

して和解が始まるのであり、最初から親子を調整

していくことはかなり困難です。もう少し具体的

に言うと、一旦は虐待は親が悪い、非行は子ども

が悪いと分けて考えていくスタンスを取るわけで

す。本心は少年の非行は本人だけの責任だと思っ

ていなくても、それを分けて考えないことには前

に話が進まないため、このような手法を取らざる

を得ないわけです。これは離婚調停でも同じよう
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なことが言えるかと思います。それほど夫婦関係

の問題がこじれていない場合は、「どっちもどっち

だから」と調停委員が仲介に入って円満に話が進

むこともありますが、かなり問題がこじれている

場合はそんな曖昧な仲介では話が進展しません。

そのため、調査官がいろいろと双方の意見を聞い

たり、紛争の経過を明らかにするなどして、「これ

はこれ、あれはあれ」とした上で、裁判まで行く

のか調停で和解に向けた取組みをするのかを提示

していくのです。実は、このプロセスは虐待と非

行の場合も同じだと感じています。一旦は「これ

はこれ、それはそれ」として問題を分けて取り扱

い、その上で初めて、「おまえも悪かったけど俺も

悪かった」みたいな和解のステップを踏めるので

はないかと思っています。

７　発達障害と非行

発達障害と非行との関連もどのように考えてい

けばいいのか、最近の非行を考える上では非常に

重要なテーマとなります。

発達障害と一括りに言っていますが、いろいろ

なタイプがあります。また、基本的に脳の器質的

な問題が原因で、育て方とか家庭環境が発達障害

を生むわけではないのだというところはおさえて

おかねばならない大事な視点かと思います。

広汎性発達障害の場合では、その特徴として大

きく三つあります。まずは社会性の獲得や対人関

係の難しさの点です。人とのやりとりが苦手で、

つき合い方やルール、社会の常識がわかりにくい

という特徴があります。二番目はコミュニケーシ

ョンの特徴の点で、会話がちぐはぐになりやすい、

字義どおりに受け取る、しゃべり方が独特で比喩

や冗談が通じないなどの特徴があります。三番目

としては、想像力の点での特徴です。これは、気

持ちの切りかえや融通性がきかない、日課や予定

の変更を嫌がる、興味に偏りがあり、極端なコレ

クションに夢中になるなどが挙げられます。それ

以外にも動作がぎこちないとか、身体接触を極端

に嫌がったり、逆に極端に接触をしようと思った

りする場合もあります。

（１）発達障害と非行はどのように関係するのか？

広汎性発達障害者がどのような違法行為に至る

かというのをＰ・ハウリンが分類しています。一

つ目は、自分の行動が他人に及ぼす影響を認識で

きない場合です。例えば、お母さんを殴って重傷

を負わせたけど、警察が来たのは大げさじゃない

かと、自分の責任をなかなか自覚できない。二つ

目は、強迫的に追い求める場合です。ナチスによ

るホロコーストに強い関心を持っていて、人がガ

スを吸うとどうなるか知るために、自宅のオーブ

ンからガスを放出させたという例を挙げています。

私の知っている強迫的に追い求める広汎性発達障

害の少年の事例では、爆弾を作ろうとしたものが

ありました。中には、高層ビルの上から物を落と

して、それがどのような落下となるかを知りたい

と、何度もそれを実験的にやった子もいました。

普通だったら高層ビルから物を落としたら、どれ

ぐらい危険かというのが想像できますが、その子

の場合、想像性に問題があって、どんなふうに落

ちるかという自分の関心しか頭になかったわけで

す。

三つ目は、人の表情や周りの状況について理解

できない場合です。幼い子どもの顔に触ろうとし

て、嫌な顔をされると暴力的になるとかがそれに

当たり、四つ目は、ほかの人に利用される場合が

あります。ハウリンは地元の暴力団に利用される

例を挙げていますが、私の知っている例では、発

達障害の子が同級生から使い走りをさせられたり、

盗みを強要させられるといったものがありました。

五つ目としては、規則をかたくなに守ろうとする

場合です。傘のチケットを間違って渡した手荷物

係員を殴り、間違ったのは係員で自分は悪くない

と頑固に言い張るという具体例を挙げています。

日本においては、十一元三先生（京都大学大学

院）や元調査官でおられた藤川洋子先生（京都ノ

ートルダム女子大学）らが、広汎性発達障害の方

が非行とどのように結び付くのかをまとめていま

すが、その特徴の一つとして性非行があります。
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誤解を受けないように言わなければなりませんが、

発達障害そのものが直接非行に結びつくわけでは

決してないのですが、発達障害であるが故に、周

囲とうまくいかずにさまざまなストレスをため込

んだり、性的漫画のような手本や刺激が定型発達

の方以上に非行の引き金となってしまい、性非行

をしてしまう場合があります。

そもそも性の知識というのは、われわれは仲間

から仕入れてくるところがあります。友達との会

話の中から、性の知識を取り入れていくわけです。

しかし、広汎性発達障害の方は仲間とうまく意思

疎通が図れなかったり、仲間に入れなかったりす

るため、性のことを吸収しにくいところがありま

す。また、性のことを互いに話す時は案外、隠語

や代名詞を使うものです。アソコがどうなってい

るかとか、アレがどうしたとか、そういう隠語や

代名詞が発達障害の方には理解しにくいわけで、

何を言っているのかわからない、意味がつかめな

いわけです。そこで、エロ本で知識を得たり、イ

ンターネットで画像を見たりするのですが、本や

インターネットの情報をそのまま実行に移してし

まうことだってあるわけです。強姦のアダルトビ

デオを見て、登場人物が白昼にマスクに帽子をし

ていたので、それと同じようにマスクと帽子で扮

装して見知らぬ女性に抱きつき捕まったという事

例もあったとのことです。

また、性非行であっても、定型発達の方とは違

ったところに関心が向けられ、それが逸脱となっ

てしまう場合もあります。一例を挙げると、強制

わいせつや痴漢の事件で、その人は別に女性に関

心があるわけではなく、女性の身につけているも

のに関心があり、女性に接近してそれを触ってし

まいました。そして、警察に捕まり、なぜこのよ

うな行為をしたのかと問われて、「触ってみたかっ

た」と述べ、どうしてその女性を狙ったのかと聞

かれて、「女性なら誰でもよかった」と答えたので

す。彼としては確かに女性そのものには関心がな

く、女性の身につけているものに関心があったの

で正直にそれを言ったわけですが、警察官は「女

性を無差別にねらったものだ」と考え、非常に悪

質極まりない犯行と情状意見を出してこられたこ

ともありました。

さて、性非行の中では強制わいせつが比較的多

いのですが、迷惑防止条例違反、いわゆる痴漢の

事件も比較的多いと思われます。私の知っている

事例では、１回痴漢で警察に捕まるのですが、そ

の人はまた再犯します。しかし、前件でやった痴

漢のやり方とまったく同じ方法で、しかも同じ時

間に同じ車両でやったという事例でした。ここに

は、先を見通せない想像力の欠如、柔軟な思考の

しにくさ、同じパターンを繰り返してしまう常同

性という広汎性発達障害の特徴がありました。

（２）非行に見られる広汎性発達障害の特徴

さて、私なりに広汎性発達障害の少年の非行の

特徴をまとめたところを話します。マスコミで騒

がれるなどの重大事件の場合は、犯行の異様さ、

大胆さ、不気味さ、動機の不可解さなどがありま

す。また、これまで非行歴がなく、どんどん非行

が積み重なって重大事件を犯したというのではな

く、学校でも目立たず、大きな事件を起こすとは

考えにくいと周りが指摘することも多いと思えま

す。家庭においても家族は高学歴で、目立った家

庭的負因が見当たらないといった特徴があります。

一方、在宅事件の場合では、軽微な事件である

けれども、累犯することが比較的多い。その際、

前の事件の手口と類似性が高く、供述内容もほぼ

同じことを言っていることが多いことがわかりま

す。

そして、これは何も発達障害に限ったことでは

なく、どの事件にも言えることかもしれませんが、

事件そのものに少年の特徴が反映されると言えま

す。特に発達障害の場合にはより顕著に言えると

思います。

また、面接をしていて感じるところは、少年が

語る内面と行動の不釣り合いが見られるのも大き

な特徴ではないかと感じています。動機と犯行の

アンバランスが見られる、一見周到であるが、態

様はちぐはぐで一貫性に欠けた行動である、部分

的には非常に精密であるが、全体的には非常にア
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ンバランスで、行き当たりばったりであるなどが

言えるのではないかと思えます。

私の事例では、犯行日をすごく綿密に決めるわ

けです。そこだけを見ると、非常に綿密さ、精密

さはあるけれども、それ以外の点では行き当たり

ばったりの印象を受けたりしました。さらに、計

画を一旦立てると変更や修正ができずに、強迫的

に事件を遂行してしまうのも特徴の一つであるよ

うにも感じました。

非行が粗暴的なものである場合は、少年が家族

や社会に対しての復讐心や反発心が見え隠れして

いることも少なくないようにも感じています。要

するに、発達障害であることから周囲に溶け込め

ず、親も発達障害と気がつかなかった場合などは、

親とも意思疎通がうまく図れず、それが思春期に

なって孤立感や疎外感につながり、恨みになって

しまう場合もあると理解しておかねばなりません。

発達障害そのものが非行に結び付くのではなく、

発達障害であるがために疎外感等の二次障害を生

み、それが問題行動となってしまうわけです。

ですから、早い時期から個別的な支援ができて

いる場合は、二次障害になることも比較的少なく、

非行には結びつきにくくなると考えてもいいと思

います。そのような面からすると、明らかにアス

ペルガー症候群や自閉症などと診断がつく場合は

家族や周囲も気づきやすく、支援の手が届きやす

いのですが、アスペルガー症候群や自閉症として

の特徴が十分にそろっていないような特定不能の

場合などは、逆に支援の手が差し伸べにくく、非

行という問題と近接したところに位置しやすいと

言えるかもしれません。

（３）アセスメントの重要性

非行をしてしまった少年が発達障害を抱えてい

るかどうかを的確にアセスメントすることは、今

後の処遇を考える上では何よりも必要なことです。

それは再犯防止につながるだけでなく、家族や社

会の中でストレスを軽減し、より適応を目指して

いくための支援を考えるためにも大切であると考

えます。

私の調査官時代の調査では、生活史の聴取とし

て、母子健康手帳は非常に貴重な資料となるため

持参してもらっていました。中には幼い頃のビデ

オを持ってきてもらったこともありました。ビデ

オは発達障害へのアセスメントには非常に有効で、

写真などのアルバムとは違って、音声があるし、

子どもの動きや視線が読み取れるのです。また、

幼少期からの絵や作文などが残っていればそれも

有効だし、通知票などの成績ももちろん参考にな

りました。

アセスメントのポイントとしては、面接以外に

も、行動観察が非常に大切です。家庭裁判所の場

合は、心身鑑別の必要があると、少年鑑別所に入

ってもらうことになりますが、そこでは性格や人

格をアセスメントするだけでなく、行動観察をし

てもらうことになります。行動観察をしてみると

わかりますが、同室者がいる場合と単独でいる場

合との違いや集団行動がどこまでできるかなどが

一目瞭然にわかることがあります。中には、きっ

ちりと日課が決まっている少年鑑別所の方が広汎

性発達障害の方の場合は心理的に楽で、情緒的に

も安定するという人もいます。

それ以外に、アセスメントのポイントとして、

発達障害の方はパニックを起こしたり、感覚過敏

になったり、多動になったり、気分易変性を起こ

したり、鬱的になったり、時には被害妄想みたい

な妄想を語る場合もあります。それだけを見ると、

統合失調症や欝病と見分けがつきにくかったりし

ます。また、不注意や多動が頻繁に見られたりす

るような場合に、発達障害と愛着障害の区別がつ

きにくい事例も多々あります。そのためにも、医

師との連携によるアプローチが欠かせないと考え

ています。

（４）処遇のあり方

発達障害の方が少年院などの収容処遇となった

場合、可能な限り個別処遇を重視したものが望ま

しいと思います。なぜならば、集団処遇ではそれ

ほどきめ細やかな指導がしにくいためで、複雑な

指示は避け、その人に理解しやすいようなわかり
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やすい指示を具体的にしていくことが必要である

からです。視覚的な手がかりを活用するというこ

とも有効であるし、そこで周囲が肯定的な評価を

積極的にすることで、彼らは適応感や自己肯定感

を回復するわけです。

被害者への罪障感や内省を促進させるという面

でも工夫が必要です。例えば、「被害者のことを考

えなさい」と言っても、想像力が十分でないため、

なかなか被害者への感情が思い浮かばなかったり、

何をどのように考えていいのかわからないことも

あります。そこで、被害者の手紙を実際に読ませ

るとか、何か工夫をしていくことによって、被害

者への罪障感を喚起させていくことが大切である

と考えます。

それから、何よりも今後の社会適応を高めるた

めには、周囲の支援が必要です。収容処遇となっ

た場合、少年院から家に帰ってきても周りの理解、

職場の理解、学校の理解が十分でないと、やはり

その後も不満感、疎外感は減じられませんので、

そういう周囲の障害への理解とか支援、環境の整

備をどう図っていくかということが大事なことだ

と思います。

８　児童相談所の非行相談

（１）“枠”の活用

私自身は、非行臨床というのは、“枠”をどう活

用していくかの臨床だと思っています。そもそも

非行というのは、法律や規則といった“枠”から

逸脱した行為であるわけですが、非行からの回復

はいかにして“枠”の中に収めていくのかという

ことだと思います。

この“枠”には、物理的に塀がある少年院、強

制力がある家庭裁判所といった“枠”だけではな

くて、いろんな枠があります。外の“枠”だけで

はなくて、内的な“枠”もあります。それがよく

わかるのが少年院と児童自立支援施設の違いであ

り、児童自立支援施設では鍵がかからない環境の

中で、つまり、少年院とは違った“枠”の中で、

子どもたちの内側の“枠”との調整をうまく使い

分けながら、少年の更生を図っている施設である

と言えます。

ところで、児童相談所の非行相談というのは、

いろいろなルートから係属します。通告の場合、

14歳未満の触法少年、14歳未満のぐ犯少年だけで

なく、18歳未満のぐ犯少年も来る場合があります。

虐待通告と同じ条文の児童福祉法25条の要保護児

童通告として係属する場合もあります。それ以外

にも、今回の少年法改正により、故意に被害者を

死亡させたりした重大触法少年事件の場合もあり

ます。家庭裁判所の審判で児童相談所長送致とな

る場合もあります。あるいは事件化がされておら

ず、親や学校、地域からの相談という形を取るこ

ともあります。つまり、児相の非行相談の窓口は

かなり広範囲となっているわけですが、その相談

の内容によって適切な関わりを考えなくてはなら

ないかと思います。例えば、学校からの相談と、

家庭裁判所からの児童相談所長送致あるいは警察

からの重大触法少年事件送致では当然に対応のあ

り方に違いがあるはずです。また、要保護児童通

告の場合と触法事件通告とでも当然対応が違って

くると思います。児童相談所の窓口が広いだけに、

児童相談所側の“枠”のあり方を十分に考えてい

かねばならないと思うわけです。

（２）少年法の改正と児童相談所

最近の少年法改正の流れを考えますと、大人扱

いになる検察官送致は、それまでは16歳以上だっ

たのですが、前々回の改正時に14歳に引き下げら

れました。その時の改正では、16歳以上で故意に

被害者を死亡させた事例については、原則大人扱

い、特別何か事情がない限り、検察官送致となる

との取り決めになりました。そして、2007年11月

に施行された少年法では、おおむね12歳以上から

少年院送致になるということにもなりました。さ

らに、今回の少年法の改正では、警察の捜査権限

も明確になり、14歳に満たない触法少年であるこ

とを発見した場合であっても、調査をすることが

できると明文化されました。今まではこの条文が

なかったので、少年が14歳未満であるとわかると、
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そこで一旦は捜査が打ち切られていたわけです。

しかし、今度からは調査が引き続きできるように

なったわけです。そして、押収や差し押さえも強

制的にできるようになりました。

さらに、先ほど述べた重大触法少年事件の送致

については、警察は児童相談所に通告することが

義務づけられました。そして知事または児童相談

所長は、この事件について調査の結果、その必要

がないと認められる時はこの限りでないが、原則

的には家庭裁判所に送致の措置をとることが義務

づけられました。この条文を丁寧に読むと、ただ

し書きに「調査の結果その必要がないと認められ

る時はこの限りでない」とあります。従来だった

ら、重大触法少年事件が来ると、児童相談所はあ

まり調査もせず、素通りで家庭裁判所に送致して

いたわけですが、今後は果たしてそれでいいのか

どうか考えなくてはなりません。児童相談所はそ

のような事件に対してもしっかりとアセスメント

をして、この少年は家庭裁判所での審理に付され

るべきだとか、その必要はないのだということを

調査の上、明確に判断していくことが求められて

いるのです。

（３）非行相談における児童相談所の課題

最後に、児童相談所の非行相談における課題と

して、私自身が感じているところを述べたいと思

います。

先ほどの重大触法少年事件の取り扱いに顕著に

表れているように、14歳未満の子どもについては、

家庭裁判所よりも児童相談所に先に審議する権利

が与えられているのです。児童相談所の役割は非

常に大きく、その後の少年の将来性を左右すると

も言えるほどです。そのため、児童相談所の非行

相談の重要性をしっかり認識していくことが必要

ですし、関係機関や地域社会に対してもそのこと

をより深く知っていただくことが必要と思います。

児童相談所の非行相談における対応のあり方を

検討していく中で、何点か気づいたことを指摘し

たいと思います。一つは、相談だけではなくて、

措置や指導などさまざまな援助活動を取り入れた

対応がもっと積極的になされてもいいかと感じま

す。少年法の改正の動きに、被害者の権利や立場

がしだいに尊重されるようになってきていますが、

児童相談所もそのような被害者の立場や視点を取

り入れた子どもとの関わりも行われるべきかもし

れません。

それから、児童相談所の“枠”も今一度考えて

みることも大切ではないかと思います。児童相談

所の職員の人からよく聞く話の一つとして、「家庭

裁判所は強制力があるからいい。児童相談所はそ

れがないので、出頭してこなければそれ以上のこ

とがしにくい」というのがあります。しかし、よ

くよく考えてみた場合、強制力がないから“枠”

が作れないのかというと、そうではないと思うの

です。いろんな工夫の仕方があるかと思います。

例えば、約束事一つをするにしても、いろんなや

り方はあるでしょう。そこには信頼関係を土台に

した約束事ができれば、それは物理的な強制力以

上の効果を発揮するかもしれません。先ほどの鍵

のかからない児童自立支援施設の取組みがその好

例ではないかと思います。非行相談における“枠”

をどのように児童相談所が築き上げるのかが重要

な視点になると思えます。

また、児童相談所が関係機関との連携をもっと

積極的に図っていくことも今後の大きな課題です。

児童相談所は非行だけではなく、虐待や障害など

多くの分野にわたっての業務があるので十分な連

携の余裕がないことも理解できます。しかし、関

係機関の実情にも目を向けながら綿密な連携を図

っていくことが、今後の児童相談所の非行相談の

幅を広げることになると思います。特に、家庭裁

判所や少年鑑別所の業務の中味を知ること、少年

院や保護観察所での処遇内容を知ることは大切で

す。そうでなければ、おおむね12歳以上の少年を

少年院で処遇すべきか、児童自立支援施設で措置

すべきかの適切な判断ができないのではないでし

ょうか。

最後に、児童相談所の児童記録のあり方も今後

は検討することがあっていいかと思います。例え

ば、非行のメカニズムや処遇指針についての一貫
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性のある記述がもっと工夫されてもよいと思うし、

アセスメントの面でもやや不十分な点も見受けら

れるからです。

児童相談所の非行相談について、私なりの勝手

な意見を述べさせてもらい、さらに、今後の課題

についても触れましたが、的をはずれたところも

多かったかもしれません。私が申し上げたかった

のは、虐待対応ばかりでなく、障害や非行などの

対応などすべての面において、児童相談所の役割

は今後もますます大きくなると思えるのです。そ

のためにも、十分なスキルを身につけ、かつ活気

を失わない職場を維持していくことが何よりも重

要ではないかと思っています。私なりの児童相談

所に対するそんな思いを汲み取っていただけると

幸いです。ご静聴ありがとうございました。
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今日、皆さん方のお手元に行っていますレジュメ

は、私がこれまでの研修で使っているレジュメも入

っていますが、初めて話を聞いていただく方が多い

ようなので、順番にスタートしていきたいと思いま

す。また、皆さんのレジュメには入れていませんが、

事例を少し入れながら進めたいと考えています。

（スライド１）

後半の治療の部分のレジュメは、私は現在治療を

そんなに行なっているのではないのですが、これま

での臨床経験の中で出会った、性的虐待を受けた子

どもやその家族について考えるときにとても参考に

なる論文を元に作成しています。また、質問がある

と内容が深まると思いますのでよろしくお願いしま

す。

講義の内容は、性的虐待の実態、性的虐待の理解

にかかわる視点、性的虐待が及ぼす心身への影響、

非虐待親と虐待者、児童福祉領域における被虐待児

へのケア・援助、家族支援とマネジメント、また子

どもと家族のケア・治療に関する欧米の考え方のご

紹介ということで考えています。

性的虐待の実態については、昨日の山本先生の講

義で詳細に話されたと思いますが、概要をつかむ為

に、平成13年度に私達が行なった性的虐待に関する

実態調査（８児童相談所における166例の家庭内性

的虐待の事例調査）の結果から見えたことを紹介い

たします。

まず、性的虐待の発見には時間がかかるというこ

とです。調査では平均２年５カ月で、一番長い事例

では10年以上でした。この結果は、児童相談所で対

応した性的虐待事例の平均ですが、しかし先行研究

によると大人になるまで誰にも言えなかった人が多

いといわれています。ということは、実際はこの結

果より発見までの期間は長いことが推測されます。

性的虐待は徐々に進行します。調査でもその状況

が把握されましたし、先行研究で指摘されています。

性的虐待がよく起こる年齢は３歳から高校生の年

齢でした。先行研究でも、大人になったサバイバー

の人たちの話として、大体６歳ぐらいから性的虐待

がスタートして13歳、14歳ぐらいでストップしたと

されています。このことを臨床に即して考えてみる

と、中学校、高校の年齢になりますと、家出や友達

に話すことで発見される事例が比較的多いように思

います。つまり、子どもに力がついて家庭から離れ

る結果、家庭の中の虐待が継続しないで済んだとい

うことではないかと考えます。

また調査当時の相談受け付け年齢のピークは中学

生でしたが、昨日の大阪府のデータで皆さんごらん

になったと思いますが、大阪府では、最近の相談受

付年齢は小学生がふえています。

子どもの相談相手は、学校の先生と友人が多かっ

たです。母親よりも先生や友人のほうが多い理由を

「性的虐待が及ぼす心身への影響」

岡　本　正　子

（大阪教育大学）

＊　平成19年度テーマ別研修「性的虐待」での講演をまとめたものです。

スライド１
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臨床的に考えてみますと、先生や友人に打ち明けた

り相談をした場合には、通告する対応が増えている

と考えますが、一方、家庭の中で母親に打ち明けた

場合には、（調査結果を踏まえると）すぐには対応

されず、相談機関等につながらないことも結構ある

のではと思います。また、母親に訴えたら母親が非

常に困るんじゃないかとか、母親は子どもよりパー

トナーの言うことを信じて子どもの言うことを信じ

てもらえないのではないか、自分が嫌われるのでは

ないか、というような思いで母親に言えなかったと

いう子どもも多くいますので、先生や友人が多いと

いうことになっているのではないでしょうか。この

ことは、発見には学校の先生の目が非常に必要であ

るということを語っています。

虐待者は父親が多いという結果でした。しかし、

兄弟例も少なくなく、最近見ていますと、「兄弟」

の虐待者にも注目する必要があると考えています。

すなわち、一定の事例数があることと、対応や支援

の際に扱うテーマが、父（母のパートナー）の場合

と違ってくるからです。

虐待者に対する気持ちは、「好き～怖い」まで見

られました。このことも欧米の文献でも同様に指摘

されています。

子どもを守れた非虐待親（主として母親）は約半

数でした。残りの半数は、無視・黙認・虐待者と同

調して子どもを責めるというような内容でした。ま

た虐待者は、虐待事実を否認することが多いという

結果でした。

次に、性的虐待は他の虐待と何が違うのかという

ことを考えてみたいと思います。

１番目、虐待者は男性が多い。ネグレクトや身体

的虐待等は虐待者は母親（実母）が多いという統計

がありますが、性的虐待の虐待者は、先行研究でも

男性が多いと記載されています。

２番目、被虐待児は女児が多い。一方、男児は発

見が難しいといわれており、潜在的には男の子も少

なくないのではと考えています。また年齢は、幼児

期よりも思春期前後のほうが多いという印象があり

ます。

ここで男児について、少しコメントです。今年度、

こども未来財団の助成で、児童養護施設等に措置さ

れた性的虐待の子どもの実態調査をしているのです

が、その結果の現段階での情報です。調査では、性

的虐待が明らかになって措置された事例と、入所後

に性的虐待が発覚した事例を見ているのですが、入

所後発覚事例が約42％あり、また男児の場合は、入

所後に発覚した事例のほうが多いという結果が出て

います。この男の子の数には、子ども同士の性被

害・加害行為の被害者（家庭内性的虐待の被害はな

い）は含まれていないと思う（調査票で規定してい

るので）ので、これから見ると、やはり男児の被害

は一定数あり、見つかりにくいと考える必要がある

と思います。

３番目、虐待が起こる背景です。身体的虐待やネ

グレクト、心理的虐待では、家族に子どもが生まれ

る、あるいは離婚や再婚で新たな親子関係が形成さ

れる際に生じてくる親子の葛藤が背景にあると考え

ることができると思います。しかし、家庭内性的虐

待の起こる背景は違うと考えます。すなわち、親子

になっていくときに、父と娘・母と息子・父と息

子・母と娘が、親子という関係をつくっていくとき

に性的な行為は必要ないからです。背景には、家族

全体の病理・夫婦間の病理が関与していると思いま

す。

４番目、発見・対応・予防における特異性。これ

は昨日山本先生が講義されましたので、ここはスキ

ップします。

次に、「性的虐待理解に関わる視点Ⅰ」というこ

とでまとめました。（スライド２、３）

性的虐待の重症度に関する見解ですが、性的虐待

は、疑うという時点で重度に位置づけて対応する必

要があると考えています。それは、子どもや家族に

与える影響が非常に重いと考えるからです。

２番目、性的虐待は徐々に進行します。つまり、

親密さの表現からエスカレートし、性交に至るとい

うことが一般的な経過です。あるときに１回だけ性

的虐待の行為が行われたというよりも、むしろ継続

して行なわれています。最初、被害者である子ども
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を物心両面で特別にかわいがるという状況から、プ

ライベートゾーンでないところの身体タッチ、そし

てプライベートゾーンにタッチし、性交に至ると書

かれています。またその時は、加害者は用意周到に

みつからないような状況をつくっていることと、性

的虐待以外のマルトリートメントな家庭状況の中で

性的虐待が起こることが多いので、気付かれずに進

行する状況が見られます。ですので、この進行をと

め早く発見するためには、子どもの周囲にいる大人

の鋭敏な目が重要だと考えます。

３番目の虐待認定については、丸山先生のお話も

あったのでスキップします。

４番目の援助に伴う困難さです。４の①と②は昨

日話されていますのでスキップします。

③の「親子の関係性」ですが、加害者の親のほう

が非虐待親より情緒的なつながりがあることがあり

ます。実際、ケースを見ていると結構あるように思

います。このことは子どもの気持ちに複雑なものを

もたらします。ですから、対応の際、治療を行う際

にも注意していく必要がある点と考えています。

フィンケラー（David Finkelhor）は、一般的に

母親と女児の関係が希薄な場合に性的虐待は起こり

やすい傾向があるといっています。このことを臨床

的に考えると、加害者である父親と被害者である女

の子という典型的な図式を考えたときに、母親と女

の子との関係性が希薄で、むしろ父親と娘の間に情

緒的なつながりがあり、父親がきめ細かい日常ケア

も行っていたという生活史があり、その流れの中で

性的虐待が起こってきた事例が、一定数見られます。

私の臨床経験からは、性的虐待は恐怖を伴う体験で、

虐待者への嫌悪感を持つ事例のほうが多いのです

が、このような事例もあることを頭に置いておきた

いと思います。

５、６は先ほど触れました。

７番目は、発見介入後、中長期的に見た場合、家

族力動はもとに戻ることが少なくない、ということ

です。これは、私も参加して翻訳した『虐待された

子どもへの治療（郭麗月監訳）』の中の性的虐待に

関する論文の中の、１つの論文に書かれています。

このことには、家族自体に家族力動を元にもどそ

うという強固な力が働くということと、支援者のか

かわり度が影響すると考えられます。したがって論

文では、性的虐待がおきた家族へのアプローチが必

要ということと、支援者がそのことを知って中長期

的マネジメント計画（面会や外泊、家庭引取り等）

を立てることが必要と言うことを述べています。

ここで、日本の児童相談所側の状況を考えると、

担当ケースワーカーは初期の処遇決定する期間のみ

ならず、約半年から１年の間、あるいは気になる場

合はその後も子どもと家族につき合っていると思い

ます。しかし、児童相談所は転勤が多く担当するケ

ース数が多すぎるため、担当がかわった場合、その

ケースが一応おちついていたら子どもと家族への関

わりが減る状況がみられます。また離婚とか別居と

いう形で在宅処遇になった場合は、家族の足が遠の

くという状況が見られ、その後を追えない状況が見

られます。しかし、家族はずっと家族でいくわけで

スライド２

スライド３
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すよね。その様な経過の場合一般的に見られるのは、

最初に福祉機関からインテンシブなアプローチがあ

った時には虐待者を家から出すと頑張っていたとし

ても、２年後・３年後には、またその虐待者が家に

戻っているという状況で、調査でもそのような状況

が見られました。現在の日本の法体系の中で、虐待

者にどのように制限をもうけ、子どもを守ることが

できるかということについては限度がありますが、

この視点を持って戦略を立てる必要があると考えて

います。

次に「性的虐待が起こる要因（フィンケラー）」

です。

１番目、子どもを性的に虐待しようという動機が

ある。２番目、子どもを性的に虐待することに対す

る心理的抑制がきかなくなる。つまり、アルコール

に依存していたり、ストレス要因が重なったりした

場合などがあると考えます。３番目、子どもを性的

に虐待することに対する外的抑制がきかなくなると

いうことで、母親が機能しないなどの状況と考えま

す。これは、物理的に母親が不在（死亡・家出・入

院など）の場合と、心理的な不在の場合の両方が含

まれます。４番目、子どもの示す抵抗が通用しなく

なる。この四つが重なり合って性的虐待が起こると

いう説明がなされています。

次に「定義を巡る論点」について。これらの論点

は、家庭（家族）外性的虐待も含めた論点です。

１番目、「性的」というものの意味すること。

２番目、被虐待児と虐待者の年齢差。

３番目、虐待者と被虐待児との関係性。

家庭内か家庭外かという分類や、奥山先生はさ

らに下位分類をしておらます。

４番目、子どもの発達段階。

子どもの年齢や知的発達の状況などが考慮され

ます。

５番目、同意に関すること。

「「性的」である行為とは？」について。まず『子

ども虐待とネグレクト第５版』の中にデビッド・ジ

ョウンズが述べている内容です。ついで、チャール

ズ・ジョンソン（アメリカの小児科医）が、『ネル

ソン小児科学』の、チャイルド・アビューズの項で

書いている文章です。３つ目は、（国立）成育医療

センターの奥山眞紀子先生が『子ども虐待の臨床』

に書いておられる、性的である行為のまとめです。

日本ではこの説明が非常に理解しやすいと思うので

すが、３人の先生方の表現を読んでおいてください。

子どもの「性的である行為」について、さらに理

解を深めるために、次の「子どもの健康な性の発達」

のスライドを持ってきました（スライド４）。C.L.

カープ、T.L.バトラー著で、坂井（聖二）先生と西

澤（哲）先生が訳をしている、『虐待を受けた子ど

もの治療戦略』からの引用です。

１番目、性的発達の段階。

２番目。子どもに見られる性的な問題行動につい

て。

トニー・ジョンソン（心理学者）の論文からの引

用で、知的、心理的に正常な12歳以下の子どもの

性的な問題行動について、４つのグループに分類

しています。①は健康な子ども達のグループで性

的な遊びの範囲。②③④は問題行動を呈する子ど

ものグループで、②性的な事柄に非常に敏感な反

応をするグループ、③成人とほとんど同じ性的行

為を行うグループ、④他の子どもに性的加害行動

を行なうグループです。性的虐待を受けた子ども

の多くは②③④のグループに属することが多いと

述べています。

３番目は、親による性に関するしつけの影響を考

慮する必要があり、①性に厳格すぎる親の場合、②

性にルーズな親の場合というふうに二つに分けて書

スライド４
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かれています。児童相談所等で出会う家族を考えた

ときに、②の家庭が多いように思います。「ルーズ

な親」という表現ですけれども、ネグレクトの家庭

をイメージします。「性に厳格すぎる親」と表現さ

れるケースには、子どもの精神科でこのような親に

出会ったことがあります。そのときは、子どもが何

らかの精神的な問題を抱えていて医療受診をしたと

いう出会いでした。

次に、「性的な遊び」と「性的虐待」の判別につ

いて、アメリカのオレゴン州ポートランドの

CARES NORTHWESTで得てきた資料からご紹

介します。この資料は、親に説明をする時に用いら

れる資料です。あなたのお子さんの気になっている

性的な行動は、いわゆる正常発達の範囲内なのか、

アビューズ行為に入るのかということについて書か

れており、判別のポイントを私の言葉でまとめます

と、次の１から４になりました。（ここでは性的虐

待として家庭外も含まれています）

まず、子ども間の年齢、体格、発達の違いの有無

について。子ども間に３歳以上の年齢差がある、体

格の差が顕著である、一方に知的発達の遅れがある

など、このように両者間にはっきりとした違いがあ

るということが１点。

ついで、力や強要の有無について。つまり、子ど

も同士の性的接触の際に、強要や脅しなどがある場

合。（性的問題行動を考える時に、子どもの行為が、

加害行為か遊びかを判断する際に役立と思います）

３番目、性的活動のタイプです。３歳から５歳の

子どもで、プライベートな部分をちらっと見たりさ

わったりするのは自然の発達ですが、膣や肛門への

指や物の挿入とか、性交模倣の行動とか、性器への

口での接触等は通常の発達段階を超えた行動です。

これらは、子どもが自然に学んだものではなく、そ

の行動をどこかで見ている、あるいは自分がそうい

うことをされたなど、なんらかの体験により学んだ

ものと書かれています。

４番目、行動の頻度です。繰り返し強迫的に行わ

れる性的な行動は、性虐待に巻き込まれているサイ

ンの可能性がある。

この四つを指摘されていましたので、少しご紹介

しました。

さて、性的虐待を受けた子どもの初期介入のとき

に、医療的マネジメントが必要になるということは

昨日お話が出たと思います。その医療的マネジメン

トの内容について、フィンケルの論文からまとめて

きました（スライド５）。１の子ども自身のボディ

ーイメージについて、マネジメントをする必要性が

あると書かれています。つまり、性的虐待を受けた

子どもたちは、虐待を受けたから自分の体はおかし

くなった、普通ではなくなったというふうにほとん

どの子どもが思っているということです。最初、そ

れが４歳、５歳だったら、何をされているか意味は

わからないけど、何か不快だなというふうに思って

いるかと思いますが、だんだんとその意味が子ども

たちはわかってきますよね。そして、自分だけがこ

ういう特別に変なことをされていると思ったときに

（ほかの子はこういう体験をしていないに違いない

と思っている）、子どもたちは、自分はこういう体

験をしたので自分の体は変になっていて、一生赤ち

ゃんを産めないとか、結婚ができないというように

思い込んでいることが多いと書かれています。実際

に子どもたちに会って話を聞くと、そのようなこと

を子どもたちは言いますよね。また、身体的なこと

への心配（外性器がほかの子と違う、女の子で、乳

房の大きさが左右差があるとか、乳頭の色のつき方

がちょっと違うなど）と思ったら、自分は性被害を

受けたから自分の体はこうなっているんだ、と思い

込んでいることが多いと書かれています。 だから、

スライド５
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そのあたりについて、医療機関で診てもらったとき

に、ボディーイメージについてアプローチをする必

要性があるということです。性虐待について、つら

い体験をしたんだけども、あなたの体は何も変わっ

てはいない、将来結婚できるし、赤ちゃんを産める

というような、子どもの年齢に合わせて、子どもが

心配をしているようなことを、診てもらった医療機

関の先生に子どもに言ってもらうということが、心

理的ケアという意味で非常に重要になると書かれて

いますし、実際子どもたちを見ていて、そういうふ

うに私も思います。

では、性的虐待の心理的影響について入っていき

ます。これも先行研究で書かれているものをまとめ

ています。

まず短い間に出る影響は、トラウマ関連症状です。

長期的影響には、自己評価の低下とか自己像の歪

み、他者との関係の問題、性的な問題、適切な感情

表現の困難さ、心理的問題を基盤とした身体症状や

疾患、そしてケアをされずに大きくなた場合に、人

格障害と言われるような状態像に移行する人も一部

あるとまとめられています。

次に、臨床的な問題や症状について、先行研究か

らまとめてみました。ＰＴＳＤ、性化行動、自己評

価の低さ、解離症状、自殺・自己毀損傾向、攻撃

性・暴力性の問題、不安・抑うつ・引きこもり、身

体症状、睡眠障害、行動の問題、物質乱用、ＡＤＨ

Ｄ症状などが臨床的影響として挙げられています。

しかし、これらについては、性的虐待に特異的なも

のかどうなのかということを考えたときに、ほかの

虐待でも出ますし、虐待ではなくても出る症状です

よね。だから、ほとんど非特異的なものだと理解さ

れます。

２の性化行動は、その中でも、どちらかといった

ら性的虐待との関連性が強く見られると指摘されて

います。３の自己評価の低さというのはいろいろな

場面で当然あるわけですが、ＰＴＳＤと解離症状は、

性的虐待を受けた子どもの治療上の大きな問題にな

るところですし、思春期になってきますと、うつも

非常に重要なものになってくると書かれています。

ここで、先ほどの８児童相談所の調査結果を出し

てみます。

児童相談所の介入前後の情緒的問題・身体症状・

行動上の問題、性にかかわる問題の出現率は74.7％

でした。

一方、介入前後にそういう症状や問題は見られな

いと回答された事例は、8.4％でした。この「問題

なし」は、欧米の文献では無症候性の子ども

（asymptomatic child）というふうに表現されてい

ます。つまり、介入をしている間に、性的虐待の影

響と考えられている症状や行動上の問題が、一見何

もない子どもたちのことです。でも、その子どもた

ちが、思春期になり、大人になってライフサイクル

の節目節目で性が関係する時（好きな人ができた、

結婚、子どもを産む）、何らのか困難や症状が出現

するのではないかと臨床家の間では理解されていま

す。

このように、「問題なし」という8.4％の子どもに

ずっと問題がないかというのは、そういう統計はと

れませんのでわかりません。しかし、自己評価の低

下とか、自分が悪いとか汚いとかいう思いは、ほと

んどの子どもが抱えていると思います

２番目、相談介入後に不変・増加傾向の問題とし

ては、「異性への関心・接触、性被害に遭いやすい

傾向、解離症状」がふえていました。他の問題は、

介入前後に同じ頻度で見られました。しかし、もし

子どもたちがここに挙げている状態を示したなら、

在宅でも施設でも、生活をしていくときに非常に難

しい状態になると思いますので、どのようなケア体

制を組んでいくのかということを、考えていく内容

の問題と思います。

これも参考にだしたのですが、子どもたちの症状

の出現頻度のグラフです（スライド６：「虐待を受

けた子どもの状態」）。中学生が多様な症状や問題行

動が出現する率が高いという結果です。

次に、性的虐待の影響について、成人を対象とし

た先行研究からまとめました（スライド７）。この

論文は、先ほどの訳本の、トーマス・Ａ・レスラー

の論文です。主に３点、ここでご紹介いたします。

まずサバイバーになった成人の研究から、「小児期

の性的虐待の影響は変化に富むもので、長期にわた
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るわずかな影響から破局的な精神疾患まで及ぶ」と

述べられています。なぜ影響がそれほど強くでない

事例があるのかということについては、性的虐待の

内容が多様なことや、育っていく中でケアをされる

とかの幾つかの因子が関与していると紹介されてい

ます。

ついでロサンゼルスの疫学的診療圏の範囲での研

究として、うつ病、アルコール・薬物の乱用、不安

障害のリスクが、性的被虐待歴のない人の２～４倍

あったという研究が紹介されています。さらに、身

体状態は、頭痛とか骨盤痛で専門クリニックに通院

している患者にも、性的被虐待歴が高い頻度で見ら

れたという研究が紹介されています。つまり、大人

になってからもこのような心と体への影響が一定程

度続く人がいて、中には、うつ病やアルコール乱用

以外の他の精神疾患を発病している人もいるとまと

められています。

一番下の星印（★）は私がつけ加えたのですが、

子育てへの影響です。事例で考えるとご本人が生き

ることに困難を持っておられる場合は、それは子育

てに影響しないほうがおかしいのでして、何らかの

影響があります。

次に、「増悪因子と保護因子」についてです。（ス

ライド８）

増悪因子は、反復した強制的な性交、虐待の期間

が長く頻度が多い、虐待するときに身体的暴力や言

葉の脅しを伴っている場合、加害者と被害者の関係

性が非常に近い（親密）場合、妊娠・出産があった

場合です。

保護因子は、加害者ではない親のサポートがある

場合です。

その下の星印（★）、子どもが被害体験を語った

ときの周囲の反応というのは、被害体験を語ったと

きに、周囲が子どもを信じて、子どもに寄り添って

支えていくというようなことがなされた場合と、子

どもが嘘を言っているというふうに子どもを責めた

り信じなかったりする場合とでは、その子どもの予

後に全く違う影響が出るということです。それで、

子どもが被害体験を語る可能性のある人たちに、子

どもが被害体験を語った時にどのように受けとめて

聞いていくのかということを伝えていく必要がある

と思います。

さて、今から少し事例をご紹介します。この事例

はご本人から許可をいただいて、研修で何度か話さ

スライド６

スライド７

スライド８
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せていただいている事例です。（この方の人生に性

的虐待の影響がどのようにあらわれたかということ

と、周囲の反応の経過について考えたいと思います）

子どもを産むのが怖いといって、みずから相談に

訪れて、出産後、子どもに身体的虐待を行ったＡ子

さん。性的虐待の内容は、虐待者は実父と父の友人。

高校生年齢で、初めて父方祖母に虐待を打ち明けた

ときの反応は、祖母は事実を否定し、嘘を言ってい

ると責めたということです。

この方の経過です。４歳のときに実母が家出し実

父の知人宅に預けられ、そこで体をさわられたとい

います。小学校４年で児童養護施設に入所し、６年

を卒業すると同時に家庭に引き取られ、その後、実

父からの性的虐待が始まりました。Ａ子さんは実父

からよくかわいがられていて、家族の食事をつくり

弟妹の世話をしたりしていました。

性的虐待が始まってしばらくしてから、万引きや

繰り返す家出がありました。また解離性健忘がこの

当時から見られています。どのようにして解離性健

忘の症状を本人が自覚していたかといいますと、万

引きをしてきたときに、気づいたときに家の中に値

段のついた文房具とかかわいいものがあったんだそ

うです。他の誰も持ってきたというようなことはな

いので、自分がとってきたというのはわかるんだそ

うですけど、でも、どういうふうにしてとって家ま

で持ってきたかというのは覚えていない、というよ

うな状況が何度か繰り返しあったといいます。

同時に、性非行といわれる行動も行っていたとい

います。高校になっても父親からの性的虐待がずっ

と続いていましたので、家出を繰り返し、児童相談

所にひとりで相談にいったといいます。また健忘症

状で精神科にも受診したといいます。

いよいよ、本当に家を離れる決心をして、離れた

土地での住み込み就労を考え、保証人が必要だった

ため、父方祖母に初めて事実を打ち明けます。しか

し父方祖母は、嘘を言っていると本人を責めたとい

うことです。困ったＡ子さんは、中学校のときに慕

っていた女の先生のところに行き、ほかの事情を言

って先生に保証人になってもらい、あるところで住

み込み就労をし、夫と出会いました。結婚生活での

困難は、夫に体をさわられるとびくっとして避ける

とか、健忘症状が見られたりしていたため、性被害

体験を話した時に夫はそのことを理解できたといい

ます。

それまで妊娠・中絶を繰り返していたＡ子さん

が、非常に迷いながら出産を決意したのは、子ども

が欲しいという夫の希望と、次のような気持ちから

でした。―恵まれない育ちのうえに、性虐待体験が

あり、自分は世の中の人と違うという感触を持って

いたそうです。それで、子どもを産んで子育てをし

たら、他の人と同じ人間になれるんじゃないかと思

ったといいます―。このように一旦決心したのです

が、自分のようなこのような経験をした者が子ども

を産む資格があるんだろうか、また産んだ後、自分

が子どもを虐待するのではないかと怖い、などの気

持ちがあり、不安が強くなっていった経緯でした。

後でわかったのですが、妊娠期間中、A子さんは流

産するように、おなかを叩くとか、高いところから

お腹を下にして飛びおりるとかもしていました。

健康な子どもが生まれたのですが、子育てが非常

にきつくなりました。特徴的な状況として、２カ月

ごろに赤ちゃんがお母さんをじっと見ると（これは

普通の発達状況で、通常その時に母親は喜びを感じ

るのですが）、睨まれているような気がすると言っ

ていました。また、赤ちゃんがさわるとぞっとする

と。自分から子どもを抱くことはできるんですが、

子どもからタッチされるのはぞっとして身を引いて

しまうと言っていました。

母乳ですが、赤ちゃんが母乳を飲むと（性虐待場

面を）思い出して嫌ということで、母乳を飲ませる

ことができなくて人工乳に切りかえました。妊娠中

から支援を受けていた保健師さんには、母乳がうま

く出なくなったといって、人工乳に切りかえたとい

います。

またすごく自己評価が低く、不安に満ちた強迫的

な子育てでした。例えば子どもがミルクを教科書ど

おりに飲まないと自分が赤ちゃんから拒否されてい

るように思い、また赤ちゃんがちゃんと育たないの

ではと恐怖を覚え、無理に飲ませるというような。

あるとき、子どもが風邪をひいて小児科に受診した
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時は、「悪くなったらどうなりますか」と聞き、「進

んだら気管支炎や肺炎になることもあるので注意し

ましょうね」との返事をもらったら、今に肺炎や気

管支炎になって息がとまるんじゃないかと思って気

になり、一晩じゅう寝ずに子どもの顔を見ていたこ

とが２日ほど続いたということもありました。

その中で、叩きたくないと思いながらもコントロ

ールできずに叩いてしまう身体的虐待が始まりまし

た。Ａ子さんは、ハーマン（Judith Lewis Herman）

が言う複雑性ＰＴＳＤの症状がずっとあり、特に衝

動のコントロールが困難でしたので、精神科からの

投薬もうけながらの子育てでした。その間、何度か

一時保護しながら、最終的には施設保護になった事

例です。性的虐待の影響が、非常によく分かり、私

が性的虐待に取り組むきっかけになった方です。

また、この事例からは、共感性のある人でも、虐

待行為が継続してある場合は、親子の愛着形成に問

題が生じるということを学びました。その後、自戒

の念を込めて、このことは児相の人たちによく伝え

ています。自分の目の前で観察していて親子関係が

いいからといって安心したら、虐待ケースは非常に

危ないということです。親をカウンセリングする人

と、子どもの安全性をきちっと把握する人は別でい

ないと虐待事例はうまくいかないということを学び

ました。

次に父子世帯で、実父からの性的虐待で施設入所

した女児のケースから見えた課題です。

この事例は、身体症状や精神症状が施設入所中に

継続して見られたので、医療機関受診を勧めたので

すが、中々受診を受け入れられませんでした。家庭

や拡大家族に保護者がいないこのような事例の場

合、施設で自立していくことになりますが、施設職

員や児童相談所職員との信頼関係形成に大きなエナ

ルギーが必要で、また持続してみられた症状への対

応など、施設の負担は非常に大きいものでした。最

終的には、皆の支えで自立に至りましたが、施設の

職員を児童相談所の担当職員と医師がサポートしな

がら外部の受診を考えるという、二重・三重のサポ

ートの体制が必要でした。この子どもが精神科受診

になかなか踏み切れなかった背景は、性的被害とい

うスティグマに加えて、精神科というスティグマは、

自分は普通じゃないという気持ちを刺激することだ

ったと理解されます。しかし、今は、社会人として

立派に自立できていて、施設が実家のようになって

います。

３例目、性的虐待を告訴したいといって受診した

中学生の女の子がいました。継父からの性的虐待を

母親に打ち明けますが、母親は信じないで子どもを

非難しました。しかし母方の祖母と叔母は信じてサ

ポートをしました。当初は、激しい怒りとイライラ、

頑固な頭痛や腹痛、そして睡眠障害がありました。

経過の中で告訴を諦めた後、うつ状態になり、対人

恐怖が生じて不登校になりました。約２年の経過で

回復しましたが、その間、母親とは時々電話で話す

程度でした。母親は、娘より夫をとりましたが、母

方祖母と叔母が味方になりサポートし続けました。

まだ母親との関係の修復の課題が残っていますが、

この事例からは、症状の経過と、拡大家族がサポー

トすることで子どもを守ることができたということ

を学びましたので、ご紹介した次第です。

事例を通してお伝えしてきた大きいテーマは、介

入初期からの心理的援助の必要性です。介入と同時

に心理的なサポートが始まっていると理解をしたほ

うがいいと思います。すなわち介入的支援という理

解です。スライドにまとめています。１番目は子ど

ものことを書いています。２番目は、家族について

目を向ける必要があるということ、３番目は、総合

的な援助を考えるときには、治療ネットワークを構

築しておかないと、ケースによっては安全が保たれ

ないということです。４番目は、精神科受診等はど

ういう意味があるかということについての考え方で

す。５番目は、無症候の子どもには、必要なときに

相談、受診できる体制の情報を提供しておく必要が

あるということです。

後半は、最初にご紹介させてもらいましたように、

私が参考にしている２つの論文を参考に、説明をし

ていきたいと思います。

子どもを守るときに一番重要になってくる、
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Non-Offenderである「非虐待親の望ましい態度」に

ついてです。先ほどご紹介した『虐待された子ども

への治療』の中の、Sanders＆Meinigの論文の中か

らの引用です。

１、被害者である子どもの虐待に関する説明を信

じる。これがまず必要ですが、調査では約半

分しか信じていませんでした。

２、その子どもを情緒面で支援する。

３、家族のすべての子どもを支える。

４、加害者である配偶者から独立した意識をつく

り上げる。

これはどういうことかといいますと、家族病

理・夫婦の病理が背景にある場合が多く、加害

者に妻が依存していたり、共依存の状態だった

りということもありますので、子どもを守るた

めには、加害者から独立した意識をつくり上げ

ることが必要になります。

５、加害者である親が継続して子どもに与える恐

怖感を理解する力を養う。

子どもが加害者である親と一緒にいることで、

恐怖を味わっていることを理解してもらわない

といけない。でないと加害者である親がいろい

ろごまかしてきますから、そのごまかしについ

巻き込まれてしまうことが起こる。そのために

は、子どもが自分が受けてきた体験を母親に言

うことで母親は子どもの気持ちを理解できるこ

とが多いと書かれています。

６、子どもを救うために、必要な場合は介入する

力を持つ。

「子どもを守れない非虐待親」の心理についてで

す。

１、個人的な、情緒的な課題　がある場合。

例えば、パートナーとのDV関係がある場合も

子どもを守ることが難しいことを経験します。

また、知的障害や精神科疾患があり、自分をケ

アするのに精いっぱいで、子どもに気持ちを向

ける余裕がない場合も含まれると思います。

２、虐待の開示後、加害者と離れてどのように生

きていけるかという恐怖。

ソーシャルワーク的援助が、非常に有効に働く

部分と思います。

３、虐待を防げなかったことへの罪悪感。

パートナーからの虐待でも、きょうだい間の出

来事であったとしても、それを防げなかったと

いうことに対する罪の意識というのはやはりあ

ります。その部分に直面化することがまだつら

いときに、守る立場にすぐになれないことがあ

るということです。

４、考えてもいなかったような驚くべき話を信じ

ることが非常に難しい。

最初はショックを受けるわけですから、話が自

分の心の中に落ちついていくまでに一定の時間

を必要とするということだと思います。

５、万一、虐待が明るみに出た場合に備えた加害

者の計画がある。

子どもが言うことは真実ではないという準備を

すでに加害者がやっているということです。

６、虐待者からの相次ぐごまかし。

虐待が明るみに出たときに、加害者は言いわけ

やごまかしをします。例えばアルコールを飲ん

でいて覚えていないとか、そのような言いわけ

がよくあります。

まとめますと、今までの家族形態や家族力動はず

っと続いてきてなれ親しんでいるので、そこを大き

く変化させるということは非常に大変なことで、も

との状態に戻るほうが楽なので、そのような力動が

働くということだと考えます。

「被害者の信用を傷つける加害者」。

１、ほかの人に子ども（被害児）の落ち度を頻繁

に指摘する。

２、子どもがいかに嘘をつくのかをほかの人に強

調する。

３、家族の前で被害を受ける子に厳格なしつけを

して、もしその子どもがほかの人に性的虐待

を訴えたなら、その子どもは加害者に復讐を

しようと思ってそれを言ったというふうに言

えるように準備をしておく。

４、被害児の活動範囲を極端に制限して孤立させ
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ておく。

何時までに帰ってくるようにとか、友達との連

絡がどうだとか、だれとつき合っているとか、

そういう細かいチェックを入れていくという形

で孤立させるということですね。

５、被害児の行動で強い性的関心を持っている行

動に皆を注目させ、その子どもが過度に性的

関心を持っているという印象をほかの人に植

えつける。つまり、子どもが過度に性的関心

を持っていて、子どものほうから自分を誘っ

たという言いわけにつながるようなことを含

むと考えます。

「虐待を受けた子どもへのケアと援助Ⅰ、Ⅱ」

このスライドは、先行知見からもってきた原則論

を記載しています。（スライド９）

身体医学的検査・治療。

妊娠や性感染症への身体医学的検査と治療。それ

から、ボディーイメージへのアプローチもその際に

重要ということです。（スグロイやフｲンケルらの論

文）

援助とケアの原則

①心理的な援助とケアの原則ですが、まず虐待者か

らの分離が原則で、その際に子どもの日常性をどの

ように保つことができるかが重要と考えています。

しかし、昨日も講義があったように、現在の日本で

は、加害者をすぐに家から離すという体制にはなっ

ていませんので、疑いが濃厚な場合は子どもを家か

ら離すということをせざるを得ない実情がありま

す。そのような中で、どのように日常性を保つこと

ができるかというのは非常に厳しいことですが、可

能な範囲で工夫する必要があると考えています。

②自己評価の低下を防ぐアプローチが必要。虐待か

ら逃れなかった自分が悪い、自分にも罪があるので

はと思っている子どもがよくいるので、そうではな

いことを子どもに認識させる。また、性的虐待を受

けたら、自分は汚れてしまったと思っているので、

自分は汚い存在じゃないということを子どもに認識

させる。それから、性的関係がなくても、相手（人）

との関係では認められるということを子どもに認識

させるというようなことがあります。

③性被害を繰り返すことを防ぐ。子どもにノーと言

う勇気を持たせる。子どもに自分を守る行動を教育

する。例えば外泊をするときにどのように気をつけ

ておくかというようなことも含みますが、そういう

ことですね。

④正常な性の発達を促す。：性被害を受けた子ども

に「自分を大切にする教育」の意味が言葉だけで伝

わるのは難しいと思います。日常生活の中で、どの

ようにそれを伝えれるのか、も含まれていると思い

ます。重要なのは、バウンダリーとプライバシーが

日常生活の中にどうのように扱われているか、まず

これが必要で、その子ども達に見あった性教育を行

なうことなども含まれると思います。

誘惑的行動をしない教育；事例でも話しましたが、

性虐待の影響としてセックスアピールをする言動や

服装が見られることがありますね。そういう場合は

そのことでトラブルにまきこまれる可能性がありま

すので、誘惑的な言動をしない教育が必要になると

考えます。

それから、愛情と性の分離を促す。愛情は性とセッ

トというような学習をしてきていることが多いわけ

でしょうから、それは別のものだということを、日

常の関係の中で伝えていく作業になるかと思いま

す。

スライド９
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⑤非虐待者である親への気持ちの整理：（守っても

らえなかった）怒りや、子どもの罪障感、あるいは

競争心のような気持ちの整理へのアプローチが必要

になると思います。

⑥虐待者への感情の整理

症状や問題行動の治療・援助

子どもが何らかの症状や問題行動を呈している場

合に、それへの治療、援助が必要です。治療が有効

に働く為には、まず安心して過ごせる場所と安心し

た人間関係というものが構築されて、それから心理

治療をスタートするのが原則論だと思います。

ただ子どもによっては、解離症状がきついとか、

自傷他害行動が激しいだとかの場合は、精神科的な

治療の対象になりますから、医療機関とのネットワ

ークが構築されていることが必要になると考えま

す。

家族の支援・マネジメント

今までの臨床経験から思いつくことを言葉として

書いてみました。

「介入期の支援・マネジメント」についてです。

介入期は家族全体が混乱の極みですので、そのとき

は、介入によって引き起こされた現実的問題、つま

り、例えば虐待者と別れたら生活がどうなるだろう

というような現実的問題へのアプローチが、心理的

支援の意味を持つというふうに考えています

次に、「中長期的マネジメント」を考えたときに、

代表的な課題をまとめてみました。

①子どもと加害者との面会をどうするのか；Non-

Offenderである母親が、加害者であるパートナーと

全く関係を絶っている場合は、子どもと加害者が会

う設定はほとんどないと思われますが、非加害親と

加害者の同居が継続・あるいは別居中でも非加害親

が加害者と一定の関係を継続したいという気持ちが

続いている場合や、保護者が虐待者しかいない（父

子家庭のような）場合に、現実的な問題があります。

アメリカでは、加害者とは一切あわせない、もし合

わせる場合があるとすれば、児童保護局のコントロ

ール下でないと会わせないという考えが一般的なよ

うですが、日本では、まだ子どもに不利な状況が多

く、大きな課題と考えています。

②性的虐待の場合の家族再統合はあり得るのか？：

身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待の場合の一つ

の到達目標として、家族再統合、家族再構築という

テーマで今みんな取り組んでいると思いますが、性

的虐待の場合はどう考えるのかという問題です。

加害者の同居という形での、家族再構築は原則的

には考えられないと考えています。が、加害者が母

のパートナーの場合と、兄弟の場合とではマネジメ

ントが違うと思いますので、ケースに即して判断し

ていく必要があると思います。

家族の支援・ケア　１から６です。これもいろいろ

なもののまとめです。

１番目、虐待の事実を家族が認めることへの援助

と教科書的には書かれています。

性的虐待は、特に、秘密と孤立化が心理的な影響

を及ぼす大きいファクターになっているので、扱う

べきテーマだと思います。欧米の本を読んでみます

と、一定の年齢以上の家族には、事実を伝える・シ

ークレットにしないほうがいいと書いてあります。

その場合、家族の大きい変化を同居している家族全

員が感じているわけですから、きょうだいにどの程

度、どのような内容を、どういう言葉でつたえるか

の工夫が必要だと思います。日本の場合で、きょう

だいを含めて、これをどの程度までやっていくのか

というのは、恐らく今からそれを意識して蓄積して

いく必要があるのではないかと考えています

２番目、被虐待児は守る必要があって、そのため

にはNon-Offenderである非虐待親の対応が重要で、

親にはその力があるということを伝える、と書かれ

ています。（欧米では、家庭外性的虐待も含んだ家

族支援の原則論が書かれている論文が多いようで

す）。私の経験でも実際問題、家庭内性的虐待のケ

ースでも、親にはその力があるということを伝えて

いったときに、十分受けとめて、力を発揮できた非

加害親もおられます。家庭内の場合には、そこが弱

い親もおられますが、子どものケアを考えた時に非

常に重要な要素なので、やはりこのことは最初の介
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入期に何度か伝えたいテーマではあります。

３番目、性的虐待は子どもにとって重篤な精神的

問題となり得ることの理解を促す。

家族への心理教育的アプローチです。性被害の影

響の理解が出来ると、受けとめにくい行動などでも、

子どもを受容できる可能性が高くなります。また、

現在ほとんど症状がない子でも、将来このような問

題がありうることを伝えていく必要があります。そ

のことで、子どもを守り、加害者との関係をどうす

るのかを非加害親に考えてもらう一つの手だてにな

ると思います。

４番目、被害を受けた子どもの心理、及び症状や

問題行動の意味を理解することの援助と対処方法に

ついての助言。それに基づいて、実際にどのように

子どもと向き合い、子どもの行動にどのように対応

したらいいのかという対処方法についての助言は、

やはり専門家がしていく内容になります。

そのときに正常な性的発達についての助言が必要

になることも多いと書いていますのは、例えば思春

期の子どもで、一般的に異性に対してどのぐらいの

興味・関心を示すのか、あるいは帰宅時間は大体何

時ごろか、というような部分も含んでの助言になる

と思います。

アメリカの親向けのパンフレットに、小さいとき

から性虐待で性の刺激をずっと受けてきている子ど

もは、一定の性刺激に対する生理的反応が起こると

書かれています。例えばそれが小学校の低学年であ

ってもと書いています。反応がおこりやすい子ども

の様子を見た親は、この子はやっぱり性について普

通の子とは違うんじゃないか、という印象を持ちや

すいと書かれています。 そういう過剰で不必要な

暴露がなかったならば、そういうようなことはなく

て成長しているのであろうけれども、そのような暴

露や刺激を受け過ぎたがゆえに生理的な反応として

これが今出ているんだという理解があったら、その

反応を示す子どもについての心理的な拒否感は少な

くなるだろうということで、そのあたりについての

助言もすると書かれています。ということは、正常

な性的発達と、虐待の影響によるいろいろな反応や

症状等について、支援者がどう理解して、保護者に

提供できるかということを意味していると考えま

す。

５番目、きょうだいにも同様な被害が起こらない

対策を立てる。１人の子どもが性被害に遭っていた

場合、ほかのきょうだいも性被害に遭っているとい

う家族は現実的に少なくないですよね。その時、対

象となっている子どもが家からいなくなった時に、

別の子どもが対象となるのではないかということを

視野に入れた対策が必要だと書かれています。

６番目、親自身も傷ついているわけですから、親

自身のケアについての助言が必要です。

それから、きょうだいの気持ちにも配慮。きょう

だいも、何かわからないけど何かが起こったと混乱

していて、その混乱は被害児への怒りとなってあら

われることがあります。被害児への怒りとなってき

ますと、家族の中で子どもの側に立つ味方をできる

だけふやすという戦略に逆行します。きょうだいが

支え手になることが往々にしてありますので、気を

つけたい視点です。

以前経験した事例ですが、実父からの性虐待を学

校で開示した思春期年齢の女の子がいました。児相

に通告があり、被害児と親へはすぐに児童相談所が

関与しましたが、兄が関知しないところで処遇が進

んだ事例です。

虐待発覚後の家族の反応は、母親は子どもの言う

ことを信じず加害者の言い分を信じました。しかし、

母方祖母と叔母が子どもを信じて、この子を引き取

りました。しかし経過中、気持ちが不安定で、ボー

イフレンドとのつき合い方や不登校傾向などのた

め、祖母は保護に疲れて拒否的になりました。

その間、母親の子どもや夫への気持ちはずっとぶ

れていて、児童相談所の職員と話している時には子

ども寄りの話をしますが、家に帰ると虐待者である

実父を信じてしまう。その結果、子どもは何度か母

親に期待をしては裏切られるという状況が繰り返さ

れました。また、母親から「○○が言っているのは

嘘だろう、あれは夢だろう」とか「妄想と違うか」

といわれ、「告白を撤回したら家に戻ってきても良

い」とも言われていました。兄と被害児は仲がよか

ったのですが、初期対応の時点で兄が関与しないと



■ 研修講演より ■

119

ころで話が進み、兄としては仲の良い妹がそんな大

変なことになっているのに知らされていないという

気持ちや事実を信じたくないという気持ちで、始め

は妹が嘘ついていると考えていたようです。

このように家族に拒否され、祖母が保護に後ろ向

きになった時に、この子は、ＡＳＤ（急性のストレ

ス性障害）の症状がひどくなり、自殺念慮や妄想様

状態がみられました。

ここで重要なのは兄なんですね。結局どう落ちつ

いてきたかといったら、その経過中、兄がこの子と

会って話をじっくり聞き、その結果、「信じておま

えを守る、味方になる」と言い、それから徐々にこ

の子は状態が落ちついていきました。

また別の事例です。ある子が事実を開示した。そ

れで児相が介入して、子どもを保護し、親は面接へ

招致された。家の日常は当然回らなくなり、家は混

乱状態になった。そうすると、きょうだいは、開示

したから家がこういうふうにめちゃめちゃになった

と言って、怒っているわけです。言ったことを取り

消さないと、二度と家に帰ってきたら嫌だみたいな

ことを、きょうだいも親も同時にいうようなことも

案外あります。

きょうだいや拡大家族は、支援者にもなり得ます

し、下手をすると、もう一つ、被害を受けた子が家

族から孤立していくというような流れにも行きます

ので、そこを意識して、被害を受けた子どもの味方

が増えるよう取り運びの工夫ができないかと考える

わけです。

次に、子どもが性的虐待から回復するために：

「親のための手引き」は、夏に行ったオレゴン州ポ

ートランドのCARES NORTHWESTからいただい

た冊子の抜粋です。一応、目次だけ入れていますが、

このような日本の親向けの手引きがやっぱり必要だ

と考えています。（注：家庭外および家庭内性的虐

待の両方を対象に書かれています。）

１番目「子どもの性的虐待とはなんでしょう？」

２番目「子どもに最善の援助をするにはどうした

らよいでしょうか？」。最善の援助をするにはどう

したらよいでしょう。このメッセージは、まず親は

子どもの言うことを信じて、親が落ちつくことが子

どもにとっての最善の援助です、というような内容

がここに含まれています。それから、性被害を受け

たときに子どもが非常に混乱して落ちつかなくなる

ということはごく一般的に起こります、というよう

なことも書いていますね。

３番目「法的にどのようなことがおこるのでしょ

うか？」。法的対応の流れの説明です。

４番目「性的虐待は子どもにどのように影響する

恐れがあるのでしょうか？」子どもへの影響につい

て、具体的にわかりやすい言葉で書かれています。

５番目は「性的虐待は家族にどのように影響する

恐れがあるのでしょうか？」

予測しない突然のことが起こったときに、そのこ

とは家族にも大きいストレスになり影響します。そ

の結果、家族はこのような気持ちになります、親が

こういう気持ちになるのも当たり前ですとか、きょ

うだいもこのような気持ちになりますと述べられて

いて、そのような状態になるのはあなたの家族だけ

ではありません、一般的にそうですよというメッセ

ージが込められています。今のところ、日本の実践

現場では、意識して家族に伝えることはあまりなさ

れていないように思われますが、重要なことと考え

ています。

６番目「親からよくある質問」。

７番目「これからどうすればよいのでしょうか？」

というのは、今起こった今の状況をこれから回復し

ていくにはどういうふうにしたらいいのでしょう

か、といったようなことが書かれています。

８番目「家族は癒えることができます」

ここであえてタイトルだけ私がご紹介しているの

は、家族という視点を最初から入れて、エンパワー

メントしていくという手だての一つにこういうのが

あるいうご紹介です。

次に、支援者として知っておきたいことをまとめ

てみました。

１番目「性的虐待が開示されたからといって、家

族関係が終結することはない」。これは前半に少し

お話ししましたように、家族関係はそこで終結はし
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ませんね。また違う形、あるいはそれが先鋭化した

形で続くわけですから、終結することはありません。

つまり、援助者は一定の期間、１年なら１年、２年

なら２年かかわりますが、家族にとってはそれはず

っと続くということです。

２番目「非虐待親・きょうだい・拡大家族は子ど

もにとって長期的な資源であると捉え、遭遇してい

る危機的状況へ対処するように援助する」という原

則論で、これは福祉的支援と心理的支援の内容があ

ると考えます。

３番目「加害者に対する支援者の怒りを被虐待児

におしつけすぎない」というのはどういうことかと

いうと、虐待を受けている子どもの加害者に対する

気持ちは、好きという気持ちから怖いという気持ち

まであると前半に申しましたが、そこですね。

加害者との情緒的なつながりが強い子どもがいま

すので、そのときに、加害者に対する支援者の義憤

をその被害を受けている子どもに押しつけ過ぎる

と、子どもは、自分が持つ加害者への情緒的なつな

がりも持ってはいけないというふうに思いますよ

ね。そうすると、その子どもを、家族の軸で情緒的

に支えるきずながどこにもなくなってしまうという

ことが起こり得ると考えます。そうすると、この子

どもが家族と、今後、どうつながっていくかという

ことを考えたときに、なかなかきっかけがつかみに

くいということが出てきます。

支援者側の虐待者に対する怒り（義憤）がないと、

性的虐待という、支援する側のいろいろな意味での

エネルギーを要するようなこの問題については、長

期的に持続的にきちんと対応できないというふうに

私は考えているのでそれは必要なんですが、加害者

全体を否定するような言動は子どもには慎むほうが

良い、子どもの気持ちを考えていったときに、注意

を要する点と考えています。

４番目「自分自身について理解を含めて、自分自

身のケアをする」。これはほかの虐待の場合も必要

なことです。

次にグレート・オーモンド ・ストリートのリサ

ーチで、1996年に書かれた論文からの抜粋というこ

とで紹介されている「家庭内の性的虐待事例の治療

転帰」について紹介します。

虐待者の治療について。治療機関にリファーされ

たケースの中で、全責任をとった虐待者は９％以下

（成人と年上のきようだい含む）で、加害者の４分

の３は、いろいろな理由で治療を受けなかった。

母親役割の人で、子どもを信じることができた人

は３分の１、信じなかった人は３分の１、子どもの

言うことをどちらか疑って揺れ動く人は３分の１だ

った。

子どもを守ることを選択した母親は、起こってく

る日常のいろいろな変化に対応しなければならなか

った。つまり、虐待が起こったということだけでは

なく、虐待者や虐待をした兄を失うことから生ずる

情緒的あるいは経済的変化へ対応する必要があっ

た。また、いろいろなストレスや、法廷での証言な

どへの対応をしないといけないという状況があっ

た。

被害児も同様で、さらに児童保護局から高度な関

与を受けるという状況があったとまとめられていま

す。結局どう落ち着いたかというと、60％の子ども

は親やきょうだいと離れて生活をしたそうです。

次は、Arnon Bentovimの「Working with

abusing families」という題の論文です。『The

Child Protection-Handbook』の中に収録されていま

す。下手な訳ですが、家族に視点を当てたときの

（評価及び治療）目標ということで整理したいと思

います。

１番目、虐待に対する責任を命じる。

１）父親、母親、子どもたちに、虐待は虐待者の

責任であって、子どもに責任はないということを

きちんと認識させる。

２）父母はみずからの虐待への責任をちゃんと認

識して、子どもを適切に守れていなかったという

ことを認識する必要がある。

３）虐待者や両親への葛藤的な感情を子どもが解

決するためには、何らかのエビデンスが必要。つ

まり、その虐待に関する責任に関して適切な関与

が行われること、責任性を明らかにすることが必
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要と書かれています。

その次、家族関係に焦点を当てた治療の紹介です。

主として家族療法の視点で整理されていますが、

参考になるかと思ってここに入れています。

１）家族のメンバーは、破壊的な方法やスケープ

ゴートにすることではなくて、適切な方法で意味

のある怒りをお互いに表現できるようになるこ

と。

２）家族のメンバーは、痛みのある問題について、

子どもと両親の間で信頼し共有されるような、十

分オープンな関係を発展させることができるこ

と。両親間でもその関係を発展させることができ

ること。

３）家族は、すべてのメンバーに、お互いをスケ

ープゴートにすることなく話を聞くスペースを与

える。

４）年齢にふさわしい個人のニーズを認めること

ができる。

５）すべての家族構成員内での適切な性質を認め

る。適切なというのは、よいところを認めるとい

うことでしょうか。お互いが自分自身のよい側面

を認識することを含むと思います。

６）適切な世代間境界、バウンダリー（boundary）

を構築し、保持する。

７）父親の虐待から子どもを十分保護することを

提供する。

この適切な世代間境界、バウンダリーの説明はど

う書かれているかというと、最初に親子の間でも

グルーミング、つまり親密な表現がある。それが

次第に親子という関係性からセクシュアルなニュ

アンスを持っていくことがあり、親子関係が性的

なパートナーのような関係に移行していくという

紹介がされています。

目標の３番目。虐待の起源や影響に焦点を当てた

治療。

１）性的虐待の結果生じた、あるいは起こり得る

ダメージを認識すること。

２）両親は、まさに虐待の影響である行動を有す

る子どもたちを助ける力を示すこと。

３）自分たちの子ども時代の虐待的な体験によっ

て成人に生じているダメージについて認識するこ

と。

虐待の連鎖のような形で性的虐待が行われている

家族があります。加害者側の男性が、身体的虐待

を受けていて成年になった人もいるし、Non-

Offenderである母親が自分も同様に子ども時代に

性的虐待を受けていたというようなことは、実際

に児童相談所で出会う事例を見ていると少なくな

いように思います。ただし、それがケア（扱われ

ていない）をされていなかったら、そのことから

のダメージについての認識等は持っていないでし

ょうから、これはそれについて認識するという内

容になるかと思います。

４）性的困難への特別な援助を含む、個人やカッ

プルへの援助の必要性が認識されること。

５）家族と専門家が協同して働く可能性を追求す

る。

次に、グレート・オーモンド（病院）でなされて

きた性的虐待への家族治療の流れから得られた知見

です。

最初にファミリーセラピーで家族全体へのアプロ

ーチを試みたようですが、だんだん個人療法が増加

していき、また、家族全体ではなくて母娘の治療が

多く行われていった。

きょうだいは、治療に抵抗を示す場合と、治療の

助け手になる場合がある。家族治療へ抵抗を示すこ

とが多い子どもの年齢としては、11歳前後の被害児

と８歳ぐらいの妹というきょうだい構成の場合は、

性的虐待について妹がわかる年齢なので、起こった

ことを知ったときに、そのことを他の人にしゃべる

ことがある。それで、そのしゃべるということにつ

いて、虐待を受けた子どもと母親は非常に不安を持

っている。したがって、そういう意味で、家族、き

ょうだいも入っての家族治療ということに抵抗とた

めらいがあると書かれています。

この部分については、私は自分自身の臨床経験と

して、きょうだいの年齢について、整理しておりま

せんので、ご紹介だけにしておきます。最初に、秘

密じゃなくて家族全体で虐待を受けとめるというこ
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とを言いましたが、そのときには今ここでご紹介し

たような難しさもあるということが知見で得られて

いますので、家族全体で虐待のこと、秘密をなくし

ていくというときに、日本で応用するときにどのぐ

らい応用ができそうなのかは、今からみんなの実践

の中で知見を積み重ねていっていただきたいと考え

ます。

加害者合同の家族療法を行う場合、カップル治療

の適応になる場合がある。

性的虐待の開示のときに起こることでは、虐待が

生じる以前に見られた母子関係の脆弱性は、子ども

が開示したことでさらにもろくなるということはよ

くある。母親との関係を築いていくことがサポーテ

ィブに働くわけですが、一方、もし母娘関係がもろ

かったとするならば、開示でさらにもろくなるとい

うことは知っておきましょうということです。男の

子が開示するときは、母親との関係は女の子の場合

ほど重大にはならないというふうに書かれていま

す。これは考えてみたらそういうことかなというふ

うには思ったりします。

あとずっとご紹介になります。

グレート・オーモンド・ストリート（病院）で治

療を依頼されたときに、子どもの状況というのはこ

の三つの状況があったということで、これ（性的虐

待への家族治療Ⅱ）は抜きます。

性的虐待への家族治療Ⅲ。虐待を明らかにし、適

切に責任をとり、謝罪するプロセス。否認・矮小

化・非難の投影を扱うこと。虐待の支配、無力感に

注目し、エンパワーメントすること。母－娘関係に

おける罪とライバル意識への働きかけ。性的な感

情・信念・行動に対する働きかけ。ぼやけて混乱し

ている役割境界の焦点化。喪失と死別。個人の必要

性への注目。

こういう八つのテーマがあると紹介されていまし

て、その中で、個々人の必要性への注目というのを

まとめてみました。１から７まであります。これは

読んでもらったらわかるかなと思います。

次に虐待を明らかにし、適切に責任をとり、謝罪

するプロセスの内容は、３つあります。

だれに対して、どのタイプの虐待がどの程度起こ

ったのか、だれに責任があるのかを明らかにするこ

とが、治療的関与をしている間を通して心にとめて

おくべきテーマである。これは、治療的関与じゃな

くても、ケースマネジメントしていくときに常にテ

ーマとして出てくることでしょうし、常に支援者側

が足をおいておく軸と思います。

２番目に、被虐待児と働くことは、開示のときか

ら始まって、最初の診断時点や個人・集団治療の時

期まで必要である。

３番目、治療中の虐待者については、被害者の言

葉を治療のキーとして用いながら、彼らの虐待行為

について知り、共有することが必要である。これは、

いわゆる性犯罪者への治療の一つのアプローチの方

法です。被害者の言葉を知る、その言葉をキーにす

るということで、被害者の気持ちについて共感性を

養うということと同じテーマかなと思います。

「否認・矮小化・非難の投影を扱うこと」という

のは、ここは臨床で参考になるかと思いますので見

ていきます。

性虐待は、ほかの虐待もそうでしょうが、起こっ

てきた虐待事実を虐待者及びその他の家族構成員が

否認するということが少なくないです。否認しなく

ても矮小化してその事実を認めることがあります。

そのことに関しては、全段階で続く家族への働きか

けのプロセスは、「誰が虐待行為に対して責任があ

るのか、被害児を非難したり、虐待行為やその影響

を矮小化したい欲求に誰が抵抗しているのかという

問題に立ち戻ること」である、と書かれています。

そのための最も有効な一つの方法は質問すること

と書かれていて、これは役に立つかなと思いました。

「もしそういうふうに虐待の事実を否認したり、矮

小化したり、被害児が非難されるようなことがなか

ったら、家族にどういうことが起こるのか。」「もし

虐待者が虐待行為をすべて認めたら、非虐待親にど

のような影響があるのか。」「両親の関係が継続する

可能性はどのぐらいあるのか。否認の程度は、両親

が関係を持続するために必要な程度か。」、こういう

ことをNon-Offenderの親に聞いていくというのは有

効だと私も思います。

どういう質問をするかです。「もし被虐待児が非
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難されなかったら、もし子どもが被害を受けている

としたら、彼らの増幅した子どもっぽい性的反応は、

虐待がない場合の性的な態度として許可されるの

か。」これは、そういうようなセクシュアル・アピ

ールをしているような状態に子どもがあったとき

に、このように聞いていくのだと思います。

それから、「もし許可したらどうなるのだろうか。」

「非虐待親は前に少しでもその兆候に気づいていた

のだろうか。」「その子どもにうつや自殺企図はない

のだろうか。」「否認を自己防衛として、あるいは解

離を被害を受け入れる前に必要な防衛として見るア

プローチなど、否認や矮小化に働き得るかというこ

とを早期に母と娘あるいは両親に言うこと」などと

書かれています。

ここの部分は、皆さん方の実践の場で、自分の言

葉として相手との関係の中で使えそうなものがあっ

たら使ったらいいと思いますけど、納得しないで無

理に使ったらうまくいかないと思います。ただ、こ

こで学ぶべきことは、「もしこうだったらどうなる

と思うでしょう」というような形で聞いていくとい

う方法は、「こうこうだからこうでしょう」という

ふうに指摘をするよりも相手に受け入れやすく（相

手とはこの場合、私が考えているのはNon-Offender

の親ですが）、非加害親が、自分もその経過（流れ）

に参加している、自分の力がそこに参加していると

いう感覚を与えるのではないかと思います。

虐待ケースには、強い枠組みの指導が必要ですが、

非加害親へのサポーテｲブな接近を考えた時に、い

かに無力感に働きかける（力を落としている人たち

をエンパワーメントしていく）作業になるわけでし

ょうから、そのような接近をしても良い時期（処遇

について一定の方向性が出たとき、あるいは支援・

治療機関でのアプローチの時）には、自分の考えが

一定支援者の側に受け入れられ、それが有効と評価

され、子どもをサポートしていく時に、ある程度有

効に働いたという体験をしてほしいと考えるので、

質問をするという方式はいいんじゃないかなと思っ

て、ここで細かい具体例の訳を入れました。

「虐待の支配、無力感に注目し、エンパワーメン

トすること」と書いています。虐待行為のきっかけ

になっている要因や、トラウマ反応、無力感を明ら

かにする。（性虐待では、秘密、孤立、無力感、そ

れから恥の意識というのが大きいテーマと思いま

す）。論文では、無力感が家族間の支配を得るため

の力の争いを導く、これらの解決には、世代間の問

題を取り扱う必要があると紹介されています。

「母－娘関係における罪とライバル意識への働き

かけ」。

１番目、母と被害児の関係、特に双方が女性であ

る場合に、「罪」は最も一般的に見られる感情であ

る。多くの治療では、家族がこの感情を扱うことを

中心にしている、と書かれています。

特に母親が虐待者に残ってほしくて、娘はそうで

ないときに最も葛藤を伴った痛みがある。双方が罪

の意識を持って、ますますコミュニケーションがと

れなくなる。娘は失望して怒りを覚え、彼女はまだ

依存したいのに、それを明らかに表現できていない

からそうなる。また子どものニーズは母親の情緒的

なニードを妨げるものなので、母親側の怒りがある、

というふうに書いてあります。

児相に告発をしたいと言ってきた子どもの事例を

紹介しました。あの事例の母親の気持ちというもの

を考えていったときに、こういうことを少し頭の中

に置くと、もう少し母親側の意識が理解でき、アプ

ローチ法のヒントがあるのではないかと考えていま

す。

２番目、母娘間、特に思春期の娘の場合は、嫉妬

の感情も取り扱う必要があります。両親にとって彼

らの娘は「別の女性」になります。たとえ虐待者を

拒絶し、娘に支持的・保護的に接しているときでさ

えも、そういう感情はあります。難しいことですが、

娘が被害体験を全部母親に明らかにすることは、母

親が娘の被害感情や記憶を理解することにつながり

ますので、虐待者に娘が会うことが不安を引き起こ

すということを理解できることがたびたびある、と

いうふうに書かれていました。

現在の私の問題意識として、「介入初期の家族支

援の試み」ということで考えてみました。

事例をあまり経験していませんので、私の言葉で
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これ以上話すことは難しいのですが、児相の介入初

期段階にその視点を入れていくということは、子ど

もの予後に一定のプラスになると考えて、努力をし

ているところです。

先行研究でも、母親が子ども時代に性的虐待など

の体験があると、子どもを守るのが難しいと書かれ

ていますが、そういうケースの場合、児童相談所に

おける臨床場面で、特に介入初期の時点で、どのよ

うな反応や経過をたどるのかを注目してみていると

ころです。

娘の被害を自分の被害に比べて矮小化する事例が

結構ありますが、逆に過剰反応的に告訴する方向に

多大なエネルギーで動く事例もあります。また、数

は少ないですが、娘を守るための支援を受ける事例

もあります。今はそのようなことで少し試みていま

す。

最後のスライドで、CARES NORTHWESTの家

族支援グループを少し紹介します（スライド10）。

CARES NORTHWESTは、他職種連携のもと、虐

待認定の評価（医学的評価、フォレンジック・イン

タビュー）を行なうところで、児童保護局とは別の

組織です。

支援グループは、紹介されてきた性被害の子ども

の保護者、主として母親を対象としたグループです。

受診した子どもの母親に、精神保健のソーシャルワ

ーカーが働きかけてグループ参加を勧めます。グル

ープの構造は、母と子は別な活動が用意されており、

親は親グループでミーティングを行ない、その間子

どもは違う部屋で遊ぶという構造です。グループの

効用は、母親の孤独感に働きかけ、子どもの理解や、

法的に起こりうることなどを学べるということで、

先ほどご紹介した親への手引きが使われていまし

た。

日本では、保護者がグループになって性的虐待に

ついて語るというのは厳しいものがあると思ってい

ます。まずは個別にやっていく中でと考えています。

最後にアメリカとイギリスでは、最近の性的虐待

関連の治療は、性被害を受けた子どもと家族への治

療と同時に、性的問題行動（Sexual Behavior

program）のある子どもと家族へのアプローチとい

う２軸で行なわれています。ここで教えられたこと

は、性虐待へのケア、子どもと家族ということを考

えていく時に、その影響として起こってくる可能性

がある性的問題行動を全く無視することはできない

ということです。それについても何らかの手だてを

持っていく必要があるのではないかということを教

えられましたので、ご紹介させていただきました。

これで講義は終了です。ありがとうございました。

スライド10
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出産直後の遺棄致死

「出産したばかりの乳児を放置し死亡させたとし

て、××署は無職の少女（18）を殺人の疑いで逮捕

した。調べでは、少女は１月中旬、自宅敷地内の小

屋で乳児を出産。その後、生まれたばかりの女児を

自宅敷地内の庭に放置して凍死させた疑い。少女は

事件当時、高校２年生だった。家族は少女の妊娠に

気がつかなかったという」（平成18年９月１日付け

朝日新聞地方版から抜粋・要約、以下同じ）

「漫画喫茶で、女子トイレのゴミ箱に嬰児が入れ

られているのを清掃作業中の店員が見つけ、110番

通報した。嬰児は搬送先の病院で死亡が確認され

た。××署が保護責任者遺棄の疑いで調べている。

調べでは、嬰児は女の子で、体重約１キロ、へその

緒が付いていた。目立った外傷はなく、トイレで産

み落とした可能性もあるという」（平成18年２月14

日付け朝日新聞地方版）

「産んだばかりの乳児の遺体を隠して放置してい

たとして、××署は、無職○○容疑者（37）を死体

遺棄の疑いで逮捕した。調べでは、同容疑者は自宅

２階の子供部屋で女児を出産。間もなく女児を布製

の保冷バッグに入れ、そのまま遺体を隠していた疑

い。同容疑者は『生活苦で育てられなかった』と供

述しており、同署は殺人容疑も視野に入れ、死因な

どを調べている」（平成18年11月29日付け朝日新聞

地方版）

＊

社会保障審議会児童部会に設置された「児童虐待

等要保護事例の検証に関する専門委員会」は、平成

20年３月に、子ども虐待による死亡事例等の検証結

果等について「第４次報告」を公表しているが、こ

の第４次調査に限って言えば、各自治体から送付さ

れるデータの集計を子どもの虹情報研修センターで

行った。だが、私たちには死亡事例の検証に関して

何らの蓄積もなかったため、データ整理とあわせて

可能な限り新聞記事なども収集し、事例の内容を具

体的に把握するよう努めたのであった。

冒頭に紹介したのは、そうした記事の中から、出

産直後に遺棄され、死亡に至ったものの一部を示し

たものである。

児童虐待による死亡事例の中には、養育の途上で

死に至るような暴力をふるわれるとか、長期間放置

されて栄養失調死するような場合だけでなく、望ま

ぬ妊娠などのため、出産しても生存のための対応が

何らとられず、新生児がむざむざと死亡する例も決

して珍しくはない。

「心中以外の事例で母子健康手帳未発行が９人

（14.8％）、望まない妊娠が10人（16.4％）、妊婦健診

未受診９人（14.8％）であった。この３項目のうち

いずれか一つがある事例は平成17年では10人

（17.9%）であったが、今回は16例（26.2%）と増加

した。また、３項目全て該当する事例も４人あった」

平成18年中に児童虐待によって死亡した事例につ

いてまとめた「第４次報告」は、以上のように述べ

ているが、私たちのデータ集計作業で判明したのは、

出産直後に子どもが遺棄され、あるいは積極的に殺

害されるなどして死亡したものが、児童虐待によっ

て死亡した（心中を除く）52事例のうち、先に示し

た新聞記事を含めて合計９事例にのぼっているとい

うことであった。

棄児処理件数

産んだばかりの子どもを放置して死なせる、死な

せなくとも棄ててしまうというのはどういうことな

センター図書室で棄児を追う

子どもの虹情報研修センター
川　� 二三彦
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のか、ためつすがめつデータをながめ、また新聞記

事をひっくり返しても簡単には答が得られない。折

しも熊本では「こうのとりのゆりかご」、いわゆる

「赤ちゃんポスト」が設置され、社会的にも大きな

関心が寄せられていた。だとしたら、死亡事例を考

える上で、わが国における棄児の実情を知っておく

こともあながち無駄ではあるまい。そう考えて厚生

労働省のホームページで統計を検索してみたのだ

が、児童相談所が取り扱った棄児件数は、平成9年

度までしかさかのぼれなかった。ではどうすればい

いのか。思案していると、

「こんなデータがあるんですけど……」

当センター研究員の長尾真理子さんが声をかけて

きた。彼女が手にしているのは、昭和35年から平成

12年までの間に児童相談所が取り扱った棄児処理件

数の推移である。

「厚生労働省図書館で調べてグラフにしたんです。

いろんな文献を見ていても、棄児処理件数の図表が

見つからなかったものですから……」

出典は、各年度に厚生省（厚生労働省）大臣官房

統計調査部（統計情報部）が発行した「社会福祉行

政業務報告」だという。彼女は、これらの冊子を丹

念に調べ、該当箇所を拾い出し、表にまとめ、グラ

フを作成したのである。

子どもの虹情報研修センター図書室

感心すると同時に、ふと思うことがあった。

「これらの冊子は、子どもの虹情報研修センター

の図書室にはないのだろうか？」

かつて私が勤務していた児童相談所も、当然のこ

とながら統計数値を毎年厚生労働省に報告してお

り、それらの数値は全て、この「社会福祉行政業務

報告」にまとめられている。したがって、児童相談

所は言うに及ばず、現在の我が国の児童福祉の現状

を知るには不可欠の基本統計資料がこれらの冊子な

のである。

「これって、センターの図書室には置いてないん

ですかねえ」

司書の宮坂勢津子さんに尋ねてみると、残念なが

ら、センターにはないという。ところがすぐにこん

な返事。

「先ほどネットで検索してみたら、昭和35年から

現在までの冊子全部が古書店で見つかったんです。

どうでしょう、購入できますが……」

センター図書室は建物１階奥にあって、ささやか

な空間を占めるだけ。蔵書もやっと１万数千冊とい

う現状ではあるけれども、研修に訪れた方々が時間

を見つけてはやって来て、お目当ての本を探したり、

時には当てもなく本棚を渉猟し、外国文献をはじめ

とする意外な資料に驚いたり、あるいはコピーを求

め、熱心に書名などをメモ書きする。

「ここの図書室は、ホント楽しめますよね」

「ウン、時間を忘れてしまうんだ」

センター研究部のスタッフとして日常活動を支え

ている田附あえか・大塚斉両研究員も、ちょこちょ

こ図書室を利用してはこんな会話を交わしている。

子どもの虹情報研修センターは開設してまだ７年目

だが、センター図書室には児童福祉や児童虐待に関

係する書籍が少しずつ揃えられ、小さいながらも次

第に役立つようになってきているのである。ならば、

さまざまな研究の基礎となる統計資料は是非とも入

手しておきたいところだ。

追跡

念願かなって取り寄せた冊子を、業務の合間に、

あるいは昼休みなどを利用して眺めていると、思わ

ずほくそ笑んでしまう。古色蒼然としていて、注意

深く扱わないと破れてしまいそうな代物だが、ここ

には棄児のことはもちろん、過去40年以上の児童福

祉に関するあらゆるデータが登載されているのであ

る。今後はセンターを訪れる多くの人にも利用して

もらいたい、と考えているうちに疑問が湧いてきた。

なぜといって、「社会福祉行政業務報告」の発行は、

昭和35年がそのスタートなのである。

「それ以前のデータはどこにあるのだろう？」

冊子を眺めているうちに、「昭和35年度社会福祉

行政業務報告」にヒントがあることがわかった。厚

生大臣官房統計調査部長尾崎嘉篤氏による「まえが
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き」に、次のような記載があったのだ。

「昭和26年から９年間にわたって公刊されてきた

社会福祉統計年報は、昭和34年度分をもって版を絶

ち、それに代って本年度からこれまでの社会福祉統

計年報の内容にしたがって、それぞれ社会福祉行政

業務報告、生活保護動態調査報告および社会福祉施

設調査報告として報告書を作成し、公表することと

した。この新しい社会福祉行政業務報告は、旧年報

の内容の大部分をしめていた厚生省報告例（社会福

祉関係）の昭和35年度の結果をとりまとめて編集し

たものであるが、この報告書が広く各方面に活用さ

れて、わが国の社会福祉行政の向上に役立つことを

期待している」

「社会福祉統計年報」をみれば、少なくとも昭和

26年からの棄児データが見つかるのではないのか。

すぐに司書の宮坂さんに相談した。

「ええ、ええ、見つかりました。やはり古書店で

全巻購入できます」

会計年度と暦年

私事に渡って恐縮だが、昭和26年と言えば、私が

生まれた年である。半世紀以上前の資料を紐解いて

わかったのは、統計をとりまとめる期間が途中で変

更されていることであった。昭和31年度社会福祉統

計年報「まえがき」を見てみよう。

「この社会福祉統計年報は、昭和31年度における、

わが国の社会福祉行政に関する基本的数字を記録す

ることを目的として、昭和31年度分の厚生省報告例

による統計報告を中心に、同年度中に実施された諸

調査の結果の一部を付加して取りまとめたものであ

るが、重要な事項については既往の資料をも再録し

て、年次比較等を行った。なお、従来は主として暦

年によって数字が取りまとめられていたのである

が、直ちに福祉行政の諸分野に活用することができ

るよう、おおかたの要望にこたえて、本年報から会

計年度による数字の取りまとめにその内容をかえ

た。取りまとめ年の切替による昭和31年１月～３月

分の数字は巻末に別途掲載してある」

長い歴史の過程では、統計の枠組みも少しずつ変

化して当然だろう。ただし問題がないわけではない。

というのは、なぜかこの年度に限り、棄児に関する

統計表が、第Ⅰ編「解説」の中に組み込まれており、

第Ⅱ編「統計諸表」には出てこないのだ。そのせい

かどうか、「まえがき」で述べられている「昭和31

年１月～３月分の数字」も、棄児については掲載さ

れていなかったのである。

「児童のケースウォーク事例集」

ところで戦後の棄児件数に関していえば、空白部

分は今述べた「昭和31年１月～３月分」だけではな

い。戦後の混乱期という事情もあって、社会福祉統

計年報が戦後初めて統計数値を示したのが昭和26年

からのため、それまでのデータがないのである。

「でも、これだけのデータが揃ったんだから……」

こんな気持ちになったとたんに、今度は別の関心

が高まってきた。というのも、戦後まもない時期は、

近年と比較して棄児の件数がかなり多いのである。

では当時は、具体的にはどんな事情で棄児という事

象が生起しているのか。その点を知りたくなって、

別の文献を当たってみることにした。長年にわたっ

て厚生省が発行してきた「事例集」である。

この「事例集」は、おもに児童相談所が取り扱っ

た事例を集めて編纂したもので、昭和24年から昭和

43年までは「児童のケースワーク事例集」として合

計20集発行され、昭和44年からは「児童相談事例集」

と改題され、平成10年まで合計30集発行されている。

実は私も、児童相談所に勤務している時に、何度か

事例を掲載したことがあるのだが、これらを読めば、

自ずとその当時の具体的な相談内容や援助活動の実

際が浮き彫りにされる。そのため、子どもの虹情報

研修センターが千葉大学の保坂亨教授に委嘱して行

ってきた「児童虐待の援助法に関する文献研究」に

おいても丁寧にチェックされ、その後出版された

「日本の子ども虐待」（福村出版）にも、事例タイト

ルの一覧が掲載されている。

ところで、上記研究の際には、昭和24年に発行さ

れた第１集が見あたらなかったいう。

「報告書を作成したり、本を上梓する際、事例の
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タイトルだけは、『児童のケースワーク事例集（第

11集）』に掲載されていた総目次から引用したんで

すが、実物がないもので、第１集の内容は確かめら

れていないんです」

文献研究に携わったセンターの大川浩明研修係長

がこんな説明をするので、俄然、手に入れたくなっ

てくる。だが今回ばかりは、司書の宮坂さんからも

色好い返事が返ってこない。

「第２集からですと、全て揃うんですけどねえ」

やむなく、手元にある中で最も古い第２集を手に

してみた。

「あれ、第２集は『児童のケースウォーク事例集』

ってタイトルだな。昔はケースワークではなくて、

ケースウォークだったのか」

ささやかな発見だが、もしかしたら第１集も「ケ

ースウォーク事例集」なのかも知れないぞと思い直

し、さらにページを繰っていて発見した。第１集は

「ケースウォーク事例集」でもなければ「ケースワ

ーク事例集」でもなく、「児童福祉事業取扱事例集」

だったのである。

「宮坂さん、『児童福祉事業取扱事例集』って古

書店に出ていないでしょうか」

盲点だった。尋ねてみると、どうであろう。今度

はみごとに見つかったのである。ただちに購入して

もらった。

さて、改めて「棄児」の事例を探してみると、

「棄てられたろうあ児を里親家庭に安定させるまで」

（昭和29年 第６集）、「県外に遺棄された児童の引取」

（昭和30年 第７集第１部）、「ケース11（すて児）」

（昭和31年 第８集）などが載っていた。ここでその

内容を紹介する余裕はないが、実はこの事例集を見

ていて驚かされたことがもう一つある。というのは、

昭和25年の「児童のケースウォーク事例集」（第２

集）巻末に、参考資料として昭和23年度のいくつか

の統計資料が載せられており、棄児に関する取扱件

数も出ていたのである。

児童福祉司と児童相談所

昭和23年と言えば、戦後新たに制定された児童福

祉法が施行された年であり、これらの統計は、もち

ろん「社会福祉統計年報」発刊以前のデータである。

いささか興奮した。そこで他の事例集も見ていくと、

同じようにして昭和25、26、27年度のデータが巻末

に掲載されている。ただ悔しいことに、なぜか第3

集だけには資料の添付がなく、そのため昭和24年度

のデータが見つからないのであった。

ところでデータをよく見ると、同じ棄児件数とい

っても、事例集巻末に掲載されたデータと「社会福

祉統計年報」のそれとでは、明確に違うところがあ

る。すなわち年報が、すべて「児童相談所における

棄児処理件数」であるのに対して、「児童のケース

ワーク（ケースウォーク）事例集」添付の資料は、

「児童福祉司活動状況調」「児童福祉司取扱件数」な

どとして示された件数なのである。

と言われても、「児童相談所の取扱件数」と「児

童福祉司の取扱件数」のどこが違うのか、疑問に思

われる方があるかも知れない。そこで、「最新児童

福祉法・母子及び寡婦福祉法・母子保健法の解説」

（児童福祉法規研究会編　時事通信社）を見ておこ

う。そこには次のような一節がある。

「児童福祉法のうち児童福祉司に関する規定は、

昭和23年１月１日から施行され」「法施行当初は、

児童福祉司を、他の専門機関に結びつかない独立の

機関として、独自に活動させるたてまえで都道府県

本庁の職員とした」「その後社会福祉事業法の制定

に伴って行われた児童福祉法の第5次改正（昭和26

年6月）において、身分は従前どおり都道府県本庁

の職員としたままで『その職務にかんしては児童相

談所長の指揮監督を受ける』ことと改められた」

「１年後の昭和27年７月に行われた児童福祉法の第

７次改正に際し、さらにこの制度に検討が加えられ、

ついに現行のように、児童相談所の機構のなかに組

み入れられることとなった」

要するに昭和27年度までの児童福祉司は、児童相

談所の職員としてではなく、独立した機関として相

談活動を行っていたのである。なるほど資料を詳し

く見ていくと、児童福祉司活動の処理の一つに、わ

ざわざ「児童相談所に通告」といった項目が設けら

れている。これらの数値は、そうした性格のものだ



■ エッセイ ■

129

とふまえるべきであろう。

なお、独立した機関として児童福祉司が取り扱っ

た相談の区分は、「孤児」「棄児」「迷児」「貧困家庭

児」「不就学児」「被虐待児」「いわゆる身売児」「浮

浪児」「要教護児」などとなっていて、相談種別を

見るだけでも、当時の児童の状況が偲ばれるのであ

った。

付け加えれば、棄児や迷児の定義が、これも古書

店で最近入手した「養育院八十年史」（東京都養育

院発行）に載っていた。定義自体は明治時代のもの

なので、この時点で有効かどうかは不明だが、参考

までに以下に紹介しておきたい。

「棄児、遺児、迷児の定義については『明治32年

刊東京市養育院実況』に『棄てられて歩行すること

能はざるものは是を棄児と名づけ、棄てらるるも歩

行し得るものは是を迷児と名づく。但に本院に送附

せられ30日を経過して親元知れざるものは棄児に組

入れらるるの定めなり。その中には真の迷児なきに

あらざれども迷児は数日の内に必らず親元判然する

が常なり。これ等棄児は皆棄てられたる地の区役所

又は町村役場に於て姓名を附し推測の年令も附して

拾ひ揚げられたる地に籍を置くものなり。遺児はそ

の種類種々なり、例へば両親死亡し又は逃亡して親

戚故旧の養育するものなきものあり、親の犯罪に依

りて監獄に送られ一時親戚故旧の養育するものなき

ものあり、仮令棄てられたるものにても若し本籍判

明なるものあれば遺児として養はるるものなり』と

ある」

「児童福祉文献ライブラリー」

以上が、ふと思い立って追跡してみた戦後の棄児

に関する統計資料である。私はこんなふうにして、

空いた時間が少しでもあれば図書室を訪ね、司書の

宮坂さんと言葉を交わし、書架をまわったり、気に

なる文献を見つけては記憶の片隅にとどめておく。

そうして見つけた書物の一つに、「児童福祉文献

ライブラリー」があった。その第1シリーズは「児

童福祉基本法制」となっていて、これは、戦後から

1970年代までの児童福祉に関する重要文献をテーマ

別に集成・復刻したものだ。内容的には、児童福祉

法の成立をテーマとした８巻と児童福祉法の展開を

テーマとした12巻の合計20巻から成っていて、当セ

ンターでも最近になって購入したのだが、こうした

地味な復刻作業を丁寧に行う人がいることに、私は

素直に感謝する次第である。

いつものように当てもなく、このシリーズ本をパ

ラパラとめくっていたときのことだ。なんとその中

の１冊に、探し求めていた昭和24年の棄児データが

載っているではないか。「児童福祉基本法制（第４

巻）」に収められている「児童の福祉1953」（編集兼

発行・厚生大臣官房広報連絡課）がそれだ。そこに

は、児童福祉司が取り扱った昭和24・25・26年度３

年間の種々の件数が示されており、その中に棄児に

関するデータも示されていたのである。念のため、

ケースワーク事例集に資料として添付されていた昭

和25・26年データと比較したところ、数値は符合す

る。とすると、すでに述べたように昭和23年度のも

のは「児童のケースウォーク事例集（第２集）」で

明らかとなっているのだから、これで児童福祉法が

制定された昭和23年以後の棄児件数はすべて確定で

きたこととなる。それらは本稿の最後に示すことと

して、ここでは当センターの業務もふまえ、横道に

それることを承知で、昭和23年度から５年間の被虐

待児取扱件数を図１に示しておきたい。

「江戸の捨て子たち」

さて、センター図書室では、児童虐待関連の新刊

本なども取り寄せて、日々その充実を図っているの

図１ 全国の児童福祉司が取り扱った被虐待児件数
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だが、そうした書籍の中に「江戸の捨て子たち」

（沢山美果子著　吉川弘文館）があった。

江戸時代の棄児って、どんな様子だったのだろう

という興味が湧いて、早速手にしてみたのだけれど、

そこで思いがけない資料に出会う。日本帝国統計年

鑑を出自として掲載されている「棄子数」がそれだ。

みると、途中に空白の時期があるとはいえ、1879年

（明治12年）から1925年（大正14年）までの数字が

グラフで掲載されている。

「棄児に関しては、戦前もちゃんと統計があった

んだ」

と浅学の身を恥じながら、それでもここはもう一

歩深めてもいいのではないか、という気持ちになっ

た。

「我が国における公的扶助制度の始めともいえる

『恤 救
じゆつきゆう

規則』（明治7年太政官達第162号）時代の社

会福祉統計は、ほとんど無に等しかったが、明治19

年（1886）に『内務報告例』が制定され、済貧恤救

施行表、行旅死亡人埋葬表及び棄児並養育費の３種

の報告様式が組み入れられた」

「これが現行の『厚生省報告例（社会福祉関係）』

の発端であるが、これらの報告は、いずれも『内務

報告例』の制定以前から個々に求められていたもの

である」

遅まきながら統計局ホームページを探索してみる

と、こんな説明があった。要するに、棄児の統計は

明治19年までさかのぼることが出来るのであり、な

おかつそれ以前にも統計がとられていたのである。

「ははーん、だから日本帝国統計年鑑を引用した

『江戸の子捨てたち』にも、1879年（明治12年）か

らの資料が出ているのだな」

などと考えながら、さらに読み進むと、

「大正３年（1914）には、『内務報告例』による

道府県の報告を収録した『社会事業統計要覧』が創

刊され、８年（1919）には、内務省地方局に救護課

を設置、さらに11年（1922）には、社会局が新設さ

れて、社会福祉に関する行政機構は一応整えられた」

と記載されている。大正３年以降は、この「社会

事業統計要覧」に詳しいのであろう。

「日本帝国統計年鑑」

残念ながら、これらの資料もセンターにはなかっ

たのだが、図書室の宮坂さんに頼んで調べてもらっ

たところ、明治15年から刊行されている「日本帝国

統計年鑑」全59巻がネットで購入できるという。こ

の年鑑は、棄児を調べている他の研究者もしばしば

利用しており、児童福祉に関する基本統計を知る上

でも、重要文献ではあるまいか。だとしたら、そし

てここまで辿り着いた以上、何とか入手したいと熱

望したものの、何しろ59巻である。センター内での

検討を経て、購入のゴーサインを出してもらった。

「届きましたよ、『日本帝国統計年鑑』が」

宮坂さんに声をかけられて、私はいそいそと図書

室に駆け込んでみる。ずらっと並んだ全59巻の殆ど

は、どうやら戦後の復刻版であった。すべてハード

カバーに仕上げられており、いかにも古書店からの

購入らしく、いくつかの大学や研究機関等の押印が

見られる。その後不要となって廃棄され、まわりま

わってセンター図書室に届いたのであろう。内容を

チェックする前に、早くも何かしら感慨に浸ってし

まう。わくわくしながら明治15年発行の第１巻を手

に取り、ページを繰ってみると、思いもかけぬこと

が書いてあった。年度の区切り方だ。

「篇中諸表ニ明治何年ト記スル者ハ其年一月一日

ヨリ十二月三十一日マデ（暦年）ノ調」という部分

はよいとして、「明治何年度ト記スル者ハ其年七月

一日ヨリ翌年六月三十日マデ（會計年度）ノ調」

云々となっているのだ。それまで考えたこともなか

ったのだが、当時の会計年度は７月１日が年度初め

だったのである。では会計年度の始期は、一体いつ

から４月１日に変更されたのか。このような疑問に

答えるのは私の手に余るのだが、インターネットを

検索してみると、中央政府においては、明治17年10

月に出された「太政官達89号」が根拠となって、明

治18年４月から会計年度が現在の形に改められたら

しい。また、「暦と天文の雑学」ホームページには

「表１ 日本の会計年度期間の変遷」として示した

ものが掲載されていた。私には、これらの真偽を確

かめるだけの力がないのだが、参考までに記してお
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きたい。

いささか寄り道が過ぎたようだ。肝心の棄児件数

に当たらなければならない。ところが、

戦前の棄児件数

「あれ？　棄児の項目がないぞ!?」

意気込んで開いた明治15年発行の第１回統計年鑑

には、お目当ての棄児統計が載っていないのである。

肩透かしを食わせられたような気分だったけれど、

気を取り直して第２巻に当たってみると、心配無用。

「府縣棄兒現在人員及費用」という欄が、確かにあ

った。しかも明治14年度（1881）分だけでなく、明

治10年度（1877）までさかのぼって合計５年分がま

とめて記載されており、「江戸の捨て子たち」に掲

載されているものより古い時代まで数値を確認する

ことができたのであった。

日本帝国統計年鑑は、最初は縦書きであったもの

が次第に横書きに改められ、棄児統計が掲載されて

いる箇所の名称も「救育」から「救育及慈惠」へ、

次いで「社會事業」へと変化するなど、さまざまな

変遷を遂げながら、綿々と続いていた。ところが、

大正10年（1921）については、どうしたわけか数値

が見あたらず、不思議なことに、どの巻をめくって

みても、該当箇所全てに「？」マークが入っている。

「いったい何故なんだ！？」

まことに画竜点睛を欠くと言わざるを得ないでは

ないか、と独りごちていると、背後で声をかける者

がいた。

「あのう……」

振り返ると、研究員の長尾さんが「第42回帝国統

計年鑑」を持って佇んでいる。

「こんなことが書いてあるんですが……」

彼女が示したのは、当該年鑑の冒頭に掲載された

「緒言」である。

「唯甚た遺憾とするのは關東地方に於ける大震災

の爲被害各省から新材料を得ることが出來ないもの

かあって豫期の如き改訂をみなかったことゝ一部分

尚舊材料の係數を以て補ふたものゝ多少あることて

洵に已むを得ない所てある」

なるほど凡例を見ると、「養育棄兒及養育費」の

項は旧資料によるとされている。関東大震災が発生

したのは、大正12年（1923）のことだが、少なくと

も棄児統計に関する限り、震災の年のものは存在す

るにもかかわらず、震災の年に集計するはずだった

大正10年（1921）のものが失われていたのである。

さらに言えば、第54回統計年鑑からは棄児に関す

る統計表が消えているため、「日本帝国統計年鑑」

で辿ることができる棄児件数は、大正10年を除いて、

明治10年（1877）から昭和６年（1931）までの50年

余ということになる。

なお、第54回で棄児統計が消えた理由として考え

られるのは、昭和７年度（1932）から施行された

「救護法」の存在ではあるまいか。この法律は第１

条で「左ニ掲グル者貧困ノ為生活スルコト能ハザル

トキハ本法ニ依リ之ヲ救護ス」と定め、その第２項

で「十三歳以下ノ幼者」を挙げている。そして帝国

統計年鑑も、第54回からは新たに「救護法ニ依ル救

護」の欄を設けているのである。おそらくは、棄児

も「十三歳以下ノ幼者」に含まれていて、以後、棄

児独自の統計表がなくなったのではないだろうか。

ちなみに昭和７年度に本法によって救護された「十

三歳以下ノ幼者（母ノ哺育スル乳兒ヲ含ム）」は

66,406件であった。

蛇足だが、そもそもこの「日本帝国統計年鑑」自

体も、「防諜上取扱注意」と刻印された昭和16年２

月５日発行の第59回を最後として、刊行に終止符が

打たれたのであった。

表１　日本の会計年度期間の変遷
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警察統計

ところで、棄児統計が最初に示された第２回統計

年鑑に掲載された「棄兒現在人員」を見ると、例え

ば明治10年度が4,634人、明治11年度4,739人、明治

12年度5,232人、明治13年度4,958人となっていて、

戦後の棄児件数と比べると、桁違いに多い。では当

時はどうしてこれだけの棄児があったのだろうか、

と考えていると、またしても研究員の長尾さんがや

って来て、こんなことを言う。

「資料を見ていて気づいたんですけれど、第９回

日本帝国統計年鑑『救育』欄の『棄兒』の項目に、

『本表ノ人員ハ、滿十三年マデ養育費ヲ給スルモノ

ナルニ付警察ノ部ニ掲グル數トハ符号セズ』と書い

てありました。それで『警察』の欄を探してみると、

『變死者並棄兒』といった項目が立てられていて、

そこには全然違う数字が載っているんです」

そう言われて改めて確認すると、なるほど、すで

に第１回統計年鑑『警察』の欄に、『全国警察ニ係

ル事故』という項目があり、その中に「棄子」とい

う表が載っているのである。それを見ると、明治11

年に288人、明治12年には357人という数字が計上さ

れており、これらの下位項目として、「警察官」「人

民」「吏民協力」というのがある。だとするとこれ

は、警察が発見した棄児だとか、一般国民が発見し

た棄児、あるいは官民協力して発見した棄児という

解釈はできないだろうか。もちろん確証はないのだ

が、推測を重ねると、むしろ警察のこの数値のほう

が、その年度に発見された棄児の数に近いのではな

いのかという気がしてくる。ただし、「警察」の欄

に出てくる棄児統計は、大正元年（1912、明治45年）

までしかなく、統計として明らかにされている期間

は、「救貧」欄のそれに比して短い（この点に関し

ては末尾の注釈などを参照されたい）。

「棄兒現在人員」

さて、では、「救貧」欄にある「府縣棄兒現在人

員及費用」「養育棄兒年末現員」などは、どのよう

な性質のものなのか。確たることは言えないのだが、

そのヒントは「費用」「養育」といった言葉にあり

そうだ。というのも、棄児に関する表には必ず、

「棄兒ハ滿十三年以下ニシテ養育米金總テ官費支給

ニ係レリ」といった注がつけられているからである。

そこで、先に紹介した「江戸の捨て子たち」を見る

と、「戸籍法の制定とほぼ同時、同じ明治4年の6月、

太政官布達『棄兒養育米給与方』が出される」との

記載がある。本書の著者がこの箇所を記す上で参考

とした文献が、「児童養育保護政策における棄児取

扱について－明治21年～27年の先例－」（宇都栄子

1973）だったため、日本女子大学紀要に掲載された

という本論文を探してみると、これは「児童養育保

護政策における棄児取扱について－明治初期の法

規・先例の分析を中心として－」（宇都栄子　1971）

の補足であることがわかった。後者に次のような一

節がある。

「養育米の給付は明治4年の定め、６年の改正に

従って棄児が13歳になるまでは年７斗ずつ行われ

た。しかし……明治７年の内務省通達、さらに決定

的には明治８年４月の『恤救米棄兒養育米等支給方』

（大蔵省達乙第63号）によって、現物支給より金銭

支給へと改正がなされた」

「金額の計算は、最初の養育米給付という考えを

離れることなく、その地方の下米平均相場によって

なされたのであった」

あらためて統計表を見てみると、確かに棄児の欄

の中には養育米、養育金の項目があり、例えば第２

回統計年鑑では、明治13年度に「養育米3,034石」

「養育金25,286円」との記載がある。とすると、こ

こで言う棄児の人数は、この年度に発見された棄児

の総数ではなく、現在にたとえれば、乳児院とか児

童養護施設の在籍人数にあたるようなもので、棄児

として保護され、その時点で養育米金の支給を受け

ている人員の総数ではあるまいか。そう思ってさら

に詳しく統計表を眺めていくと、第47回以降では、

「養育棄兒数」の欄に加え「左欄中本年新タニ養育

ノ者（本年新タニ養育セシ者）」という項目が置か

れていることがわかった。ちなみに、「本年新タニ

養育ノ者（養育セシ者）」とされた人数は表２のと

おりである。
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どうやらこちらのほうが、戦後の棄児統計に近い

ように感じられるのだが、注意を要するのは、「本

年新タニ養育ノ者」が、必ずしもその年に新しく棄

児として発見された者の総数とは限らないという点

だ。というのも、棄児の中には発見後、養育される

前に死亡する者も一定の割合で存在したと考えられ

るからである。

少し回り道になるかも知れないが、具体的な数値

を示してみたい。表３がそれだ。これは第33回年鑑

に搭載されていた明治42年（1909）から大正元年

（1912）までの警察統計「救護及棄兒」のうち「棄

兒」の一覧である。実はこの期間の警察統計に関す

る限り、棄児を「生存シアリシ者」と「死亡シアリ

シ者」とに区分しているのである。したがって、棄

児の中の「死亡シアリシ者」は、救貧欄の「養育棄

兒数」には含まれていないはずである。

上記表を見ると、警察が棄児と認めた者のうち、

「死亡シアリシ者」の割合は、約３分の１前後にの

ぼるといっていい。しかし、どうであろう。この警

察の数値、すなわち大正から昭和初期にかけて示さ

れた棄児のうちの「本年新タニ養育ノ者（養育セシ

者）」は、戦後の棄児数と比べて、明らかに多いと

までは言えないように思うのだが。

それはさておき、「棄兒現在人員」「養育棄兒数」

などとして示されているのは、やはり、その時点で

養育されている棄児の総数と考えるのが妥当ではな

いだろうか。

以上を念頭に、末尾には、これら戦前の棄児に関

する統計を図示することとしたい。

江戸時代の棄児

なお、先に引用した「江戸の捨て子たち」によれ

ば、江戸時代を通じて何度も「捨て子禁止令」が出

されているという。では養育困難に陥った場合、す

なわち、今ならば児童相談所が養護相談、虐待相談

として受理するような事態が生じたときにはどうし

ていたのか。次の一節を見てみよう。

「養育困難の際に奉公人はその主人、御料は代

官・手代、私領は名主・五人組に届けよと、私領の

届け先まで規定される」（「江戸の捨て子たち」から

引用）

いつの世でも、子どもを育てることができない事

情は発生する。その場合、江戸時代にあっては、子

どもたちが地域共同体の中で守られ、養育されてい

くという姿が仄見えてくる。

では、仮に捨て子があった場合にはどうするのか。

「近世日本マビキ慣行史料集成」（太田素子篇）は、

私が棄児を追いかけていることを耳にした保坂亨教

授が寄贈してくださったものだが、すでにセンター

図書室にも１冊入っていた。そこで、いただいたも

のは研究部で活用させてもらうことにしたのだが、

この中に、子を捨てた親の処罰について、加賀藩の

例が記載されている。それを先に見ておこう。本書

の中で立浪澄子氏は、「捨て子が発覚した際の犯人

処罰の重さも、加賀藩は特筆に値する」と述べてい

るが、判例史料に当たった氏によれば、捨て子11件

のうち磔（はりつけ）が７件、斬罪
ざんざい

（うちくび）が

３件、梟首
きようしゆ

（斬罪に処せられた人の首を木にかけて

さらすこと）２件であったという。確かにかなり厳

しい罰則ではないだろうか。

表２　養育棄兒数のうち
「本年新タニ養育ノ者（養育セシ者）」

表３　警察統計「救護及棄兒」
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それはさておき、江戸時代における棄児の取り扱

いは、徳川綱吉による「生類憐み令」が発端となっ

て本格的な施策が打ち出されたらしい。この「生類

憐み令」について、私は「犬公方」だとか「お犬様」

などという言葉とともに、種々の動物、なかんずく

犬の愛護のためのものとばかり理解していたのだ

が、実は動物愛護を主とする諸政策、法令の総称で

あって、病人や捨て子も「生類」に含まれていたの

だという。具体的には、貞享
じようきよう

４年（1687年）の幕法

で捨て子の届出が命じられたようで、例えば岡山藩

では、それを受けて「捨て子があった場合は、捨て

子があった時間、場所、捨て子の年齢、様子を記し、

さらに『貰い人』があった場合は米３俵、村方で育

てている場合は米１合５勺、望む者がいない時は、

米３俵を添え『山之者
やまのもの

』（『山之乞食』と言われた非

人身分の人々をさすと思われる）へ遣わすことが決

められている」（「江戸の捨て子たち」から引用）と

のこと。要するに捨て子養育は、藩による養育料の

支給で対応されていたのであり、牽強附会を承知で

現代と関連づけるとすれば、施設入所児に対して支

払われる「措置費」のような支出と考えればいいの

かも知れない。そして、これが明治初頭の新政府に

よる養育米金の支給につながっていったのだろう

と、私は推測したのであった。

現在の棄児統計

ところで現在の棄児件数は、平成12年度を最後に、

厚生労働省の統計データには出てこない。というの

も、棄児は明らかな養育放棄であるとして、児童虐

待防止法が施行された後は、児童虐待の一つである

ネグレクトの項目に入れてカウントされるようにな

ったからである。

もちろん私も、基本的には棄児をネグレクトとし

てカウントすることに異存はないのだが、考えてみ

ると、児童福祉の統計の中で、19世紀に始まり、百

年を超えて延々とその件数を把握してきたものは、

おそらく棄児統計をのぞいて他にないのではあるま

いか。しかも、現代においても棄児のニュースは絶

えず、熊本に設置された赤ちゃんポストには、運用

開始の平成19年５月から平成20年３月末までに17人

にのぼる子どもが預けられたという。加えて、虐待

による死亡事例に出産直後の放置によるものがかな

りの数あるような現実を考えると、棄児をネグレク

トに含めることは当然としても、社会的な対策を講

じていくためにも、引き続きその実態を把握し、た

とえば再掲といった形で棄児統計を復活させる工夫

を凝らしてもよいのではないかと感じるのだが、ど

うだろうか。

＊

軽い気持ちで調べ始めたわが国における棄児件数

は、思いもかけず明治時代までさかのぼることとな

ったが、以上でとりあえず、センター図書室を舞台

にした棄児件数追跡の旅は終えることとしたい。

なお、古い資料を引っ張り出しては愚考し、十分

な知識もないまま解釈を加えている場合も多々ある

ので、さまざまな点で誤解や一面的な理解、あるい

は不正確な用語の使用などがあることも十分考えら

れる。その点は率直にお詫びするとともに、読者の

積極的なご批判、ご指摘をお待ちする次第である。
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棄児統計に関する図について

棄児統計に関する図は、戦前のものとして「戦前における養育棄児数（図２）」「戦前における警察が把握し

た棄児数（図３）」「戦前における警察が把握した棄児の年齢（図４）」「東京養育院に新規入院した棄児数（図

５）」の４種類、戦後のものとして「戦後における児童福祉司取扱棄児人数及び児童相談所棄児処理件数（図

６）」「戦後における児童相談所棄児受付件数とその年齢（図７）」の2種類、加えて戦前から戦後にまたがる統

計として「警視庁が把握した棄児数（図８）」を用意した。

それぞれの図についての説明は、各図に掲げた注釈を参照されたいが、その前に、いくつかの点について述

べておきたい。

第一は、「警察による棄児統計」についてである。本文では「ただし、『警察』の欄に出てくる棄児統計は、

大正元年（1912、明治45年）までしかなく、統計として明らかにされている期間は、『救貧』欄のそれに比し

て短い」と記したが、実は「内務省統計報告」や「内務省警察統計報告」には、それ以後の統計数値も掲載さ

れている。残念ながら、現時点ではセンター図書室の蔵書リストに資料が入っていないため、国会図書館で調

べ、わかる範囲でデータを反映させている。またそれらの全期間ではないが、一部（明治42年から昭和11年ま

で）については、棄児の年齢別区分も出ていたので、あわせて作図した。

第二に、東京都養育院という1施設の件数を掲載したのは、図の注釈部分にも記載したとおり、東京府知事

による指令によって、東京養育院が一切の棄児並びに迷児の養育を行うことになったとされたため、参考とし

て載せたものである。

最後に警視庁データについて。記述したように、棄児に関して戦前・戦後を通して集められた統計が簡単に

は見あたらない中で、警視庁データは、その例外であった。大戦を挟んだ戦前・戦後を比較をする上では、お

そらく貴重な資料となるのではないかと考え、ここに掲載するものである。ただし、本データの元となった

「警視庁統計書」も、当センター図書室にはないため、やはり国会図書館で閲覧して作成した。

なお、作図に当たっては、当センター研究員の長尾真理子さんの多大な協力を得た（失礼、作図は全て彼女

が行った）ことを申し添えておきたい。
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、『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
を
用
い
た
。

注
2
）
棄
児
の
定
義
は
、「
棄
て
ら
れ
て
歩
行
不
可
の
者
、
ま
た
歩
行
す
る
も
３
０
日
以
上
親
元
が
不
明
の
者
」
と
さ
れ
て
い
た
（『
東
京
養
育
院
八
十
年
史
』
に
紹
介
さ
れ
た
『
明
治
三
十
二
年
刊
東
京
市
養
育
院
実
況
』
に
よ
る
。
本
文

参
照
の
こ
と
）。

注
3
）「
現
員
棄
兒
数
」
と
は
、
年
度
末
な
い
し
年
末
に
養
育
費
を
給
与
さ
れ
て
い
た
人
員
で
あ
る
。
な
お
、
恤
救
規
則
に
は
「
同
（
引
用
者
注
：
極
貧
ノ
者
）
独
身
ニ
テ
十
三
年
以
下
ノ
者
ニ
ハ
一
ケ
年
米
七
斗
ノ
積
ヲ
以
テ
給
与
ス
ヘ

シ
」
と
あ
り
、
給
与
の
対
象
は
、
い
ず
れ
の
年
（
年
度
）
も
満
1
3
歳
以
下
の
者
で
あ
る
。（
年
鑑
に
は
、「
棄
兒
ハ
満
十
三
歳
マ
テ
養
育
費
ヲ
給
ス
ル
者
及
私
費
ヲ
以
テ
養
育
セ
シ
人
員
ナ
リ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。）

注
4
）「
養
育
棄
兒
数
」
に
は
、
そ
の
年
（
年
度
）
に
一
度
で
も
養
育
費
を
給
与
さ
れ
た
全
て
の
者
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
末
・
年
度
末
に
は
給
与
を
廃
止
さ
れ
て
い
た
者
も
計
上
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
現
員
棄
兒
数
」
よ
り

も
多
く
な
る
。

注
5
）
明
治
1
7
年
度
ま
で
の
「
現
員
棄
兒
数
（
年
度
末
）」
は
、
翌
年
6
月
現
在
の
数
値
で
あ
る
（
当
時
の
年
度
が
そ
の
年
の
7
月
か
ら
翌
年
の
6
月
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
本
文
参
照
の
こ
と
）。

注
6
）
年
鑑
に
は
、
そ
の
年
（
年
度
）
の
数
値
だ
け
で
な
く
過
去
数
年
間
の
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
年
（
年
度
）
の
デ
ー
タ
で
あ
っ
て
も
年
鑑
に
よ
っ
て
数
値
が
異
な
る
場
合
が
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
き
、
第
6
回
年
鑑

（
明
治
2
0
年
）
に
は
「
原
材
料
ニ
誤
寫
等
ア
ル
旨
ヲ
主
管
廳
ヨ
リ
申
報
セ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
茲
ニ
之
ヲ
訂
正
セ
ル
ニ
由
ル
」
と
あ
っ
た
の
で
、
す
べ
て
の
年
（
年
度
）
に
お
い
て
最
新
の
年
鑑
に
記
載
さ
れ
て
い
る
数
値
を
採
用
し

た
。

注
7
）
大
正
1
0
年
は
、
関
東
大
震
災
（
大
正
1
2
年
）
の
影
響
に
よ
り
統
計
値
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
（
本
文
参
照
）。

注
8
）
昭
和
6
年
は
、
年
度
末
で
は
な
く
年
末
の
数
値
で
あ
る
。

注
9
）「
本
年
新
タ
ニ
養
育
セ
シ
者
」
は
、「
養
育
棄
兒
数
」
の
中
で
、
そ
の
年
（
年
度
）
に
新
た
に
養
育
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
棄
児
の
数
と
考
え
ら
れ
る
。
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図
３
　
戦
前
に
お
け
る
警
察
が
把
握
し
た
棄
児
数
（
全
国
）

注
1
）
作
図
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
資
料
を
用
い
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
9
年
か
ら
明
治
4
5
（
大
正
1
）
年
ま
で
は
『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』、
大
正
2
年
か
ら
昭
和
1
1
年
ま
で
は
『
内
務
省
統
計
報
告
』、
昭
和
1
4
年
か
ら
昭
和
1
6
年
ま
で

は
『
内
務
省
警
察
統
計
報
告
』
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ
年
の
デ
ー
タ
が
複
数
の
統
計
報
告
（
統
計
年
鑑
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
数
値
は
全
て
一
致
し
て
い
た
。

注
2
）『
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
』
の
場
合
、
同
じ
「
棄
兒
」
で
あ
っ
て
も
掲
載
箇
所
の
表
題
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
9
・
1
0
年
は
『
警
察
ニ
係
ル
事
故
』
の
表
内
の
「
棄
兒
」、
明
治
1
1
年
か
ら
明
治
4
1
年
ま
で
は
『
変
死
者

並
棄
兒
』
の
表
内
の
「
棄
兒
」、
明
治
4
2
か
ら
明
治
4
5
（
大
正
1
）
年
ま
で
は
『
救
護
及
棄
兒
』
の
表
内
の
「
棄
兒
」
で
あ
る
。
な
お
、
作
図
に
あ
た
っ
て
は
「
図
2
戦
前
に
お
け
る
養
育
棄
児
数
」
作
成
と
同
様
の
考
え
方
で
、
最

も
新
し
い
巻
に
掲
載
さ
れ
た
数
値
を
採
用
し
た
。

注
3
）
明
治
1
1
年
か
ら
明
治
2
2
年
ま
で
の
「
棄
兒
数
」
と
「
棄
兒
救
護
数
」
が
異
な
る
理
由
に
つ
い
て
、
第
6
回
年
鑑
に
以
下
の
説
明
が
あ
っ
た
。「
本
表
（「
府
県
別
変
死
者
行
倒
人
棄
兒
迷
兒
途
上
発
病
者
」）
棄
兒
ノ
員
数
ト
救
護
表
棄

兒
ノ
員
数
ト
合
ハ
ザ
ル
ハ
救
護
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
死
セ
シ
者
ヲ
合
記
ス
ル
ニ
由
ル
」。
し
た
が
っ
て
、
明
治
1
1
年
か
ら
明
治
2
2
年
ま
で
は
、「
棄
兒
数
」
と
「
棄
兒
救
護
数
」
の
差
が
死
亡
し
た
棄
児
の
数
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

明
治
1
9
年
か
ら
明
治
2
2
年
ま
で
は
両
方
の
数
値
が
同
数
で
あ
っ
た
。
何
故
数
値
が
一
致
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

注
4
）
明
治
4
2
年
以
降
は
、
棄
児
数
の
内
訳
と
し
て
「
生
存
シ
ア
リ
シ
者
」
と
「
死
亡
シ
ア
リ
シ
者
」
が
示
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
う
ち
の
「
死
亡
シ
ア
リ
シ
者
」
を
表
中
に
加
え
た
。

注
5
）
昭
和
1
2
年
と
昭
和
1
3
年
の
数
値
は
、『
内
務
省
警
察
統
計
報
告
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
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図
４
　
戦
前
に
お
け
る
警
察
が
把
握
し
た
棄
児
の
年
齢

注
1
）『
第
2
5
回
-第

5
0
回
内
務
省
統
計
報
告
』
に
よ
り
作
成
。
明
治
4
1
年
以
前
の
デ
ー
タ
の
記
載
は
な
か
っ
た
。

注
2
）
大
正
1
0
年
の
数
値
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

注
3
）
何
歳
ま
で
を
「
棄
児
」
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
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図
５
　
東
京
養
育
院
に
新
規
入
院
し
た
棄
児
数
（
明
治
時
代
）

注
1
）『
養
育
院
八
十
年
史
』（
東
京
都
養
育
院
、
1
9
5
3
）
に
よ
る
と
、
東
京
府
で
は
、
東
京
府
知
事
に
よ
る
明
治
1
8
年
9
月
8
日
付
の
指
令
を
以
っ
て
、
東
京
養
育
院
が
正
式
に
区
郡
か
ら
の
棄
児
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
い

で
、
同
じ
く
明
治
1
9
年
3
月
1
6
日
の
指
令
を
以
っ
て
、
東
京
養
育
院
が
一
切
の
棄
児
並
び
に
迷
児
の
養
育
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

注
2
）「
新
規
入
院
棄
児
数
」
は
、『
養
育
院
六
十
年
史
』（
東
京
市
養
育
院
、
1
9
3
3
）
か
ら
作
成
し
た
。「
死
亡
し
た
棄
児
数
」
は
、『
養
育
院
八
十
年
史
』
か
ら
作
成
し
た
。
な
お
、『
養
育
院
八
十
年
史
』
に
も
明
治
1
8
～
2
8
年
度
の
新

規
に
入
院
し
た
棄
児
数
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
値
は
『
養
育
院
六
十
年
史
』
の
も
の
と
一
致
し
た
。
ま
た
、「
死
亡
し
た
棄
児
数
」
と
は
、
そ
の
年
度
内
に
東
京
養
育
院
に
て
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
棄
児
の
数
で
あ
り
、「
新

規
入
院
棄
児
数
」
の
内
訳
で
は
な
い
。
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図
６
　
戦
後
に
お
け
る
児
童
福
祉
司
取
扱
棄
児
人
数
お
よ
び
児
童
相
談
所
棄
児
処
理
件
数

注
）
作
図
に
は
、
以
下
の
資
料
を
用
い
た
。
す
な
わ
ち
、
児
童
福
祉
司
棄
児
取
扱
人
数
は
、『
児
童
福
祉
事
業
取
扱
事
例
集
』、
『
児
童
の
ケ
ー
ス
ウ
ォ
ー
ク
事
例
集
』、
『
児
童
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
事
例
集
』
及
び
『
児
童
福
祉
基
本
法
制

（
第
4
巻
）』
で
あ
る
。
棄
児
処
理
件
数
に
つ
い
て
は
、
昭
和
2
6
年
か
ら
昭
和
3
0
年
ま
で
は
『
社
会
福
祉
統
計
年
報
』、
昭
和
3
1
年
度
か
ら
昭
和
3
4
年
度
ま
で
は
『
社
会
福
祉
統
計
年
報
』、
昭
和
3
5
年
度
か
ら
昭
和
4
7
年
度
ま
で
は
『
社

会
福
祉
行
政
業
務
報
告
（
厚
生
省
報
告
例
）』
、
昭
和
4
8
年
度
か
ら
平
成
1
1
年
度
ま
で
は
『
社
会
福
祉
行
政
業
務
報
告
（
厚
生
省
報
告
例
）』
、
平
成
1
2
年
度
は
『
社
会
福
祉
行
政
業
務
報
告
（
福
祉
行
政
報
告
例
）』
で
あ
る
。
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図
７
　
戦
後
に
お
け
る
児
童
相
談
所
棄
児
受
付
件
数
と
そ
の
年
齢

注
1
）
作
図
に
は
、
以
下
の
資
料
を
用
い
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
2
6
年
か
ら
昭
和
3
0
年
ま
で
は
『
社
会
福
祉
統
計
年
報
』、
昭
和
3
1
年
度
か
ら
昭
和
3
4
年
度
ま
で
は
『
社
会
福
祉
統
計
年
報
』、
昭
和
3
5
年
度
か
ら
昭
和
4
５
年
度
ま
で
は

『
社
会
福
祉
行
政
業
務
報
告
（
厚
生
省
報
告
例
）』
で
あ
る
。

注
2
）
こ
れ
ら
の
年
（
度
）
に
関
し
て
は
、
棄
児
年
齢
の
内
訳
が
示
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
4
6
年
度
以
降
の
統
計
値
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

注
3
）
棄
児
受
付
件
数
は
、
そ
の
年
（
度
）
の
棄
児
処
理
件
数
と
は
異
な
る
。
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図
８
　
警
視
庁
が
把
握
し
た
棄
児
数
（
東
京
）

注
）
作
図
に
は
、『
警
視
庁
統
計
書
』
を
用
い
た
。
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子どもの虹情報研修センター図書室利用案内

子どもの虹情報研修センターの図書室は、児童虐待および非行や暴力等の思春期問題などに関

する図書、資料等を所蔵する専門図書室で、現在１万冊以上の蔵書や240タイトル余の和洋雑誌

があります。また、全国の児童相談所や児童福祉施設等が作成した事業概要や虐待防止マニュア

ル、パンフレットなども積極的に収集の努力をしています。

以下は、図書室の利用案内です。皆さまの積極的なご利用をお待ちしています。

当センターでは、児童相談所や児童福祉施設などで作成した事業概要、児童虐待対応関連のマ

ニュアル、施設のリーフレット、記念誌、研究紀要などを広く収集し、その一部を図書室に掲示

して閲覧に供しています。このような成果物がありましたら、ぜひ、当センターまで１部お送り

ください。

《お願い》

図書室利用の手引き

１　利用できる方

①援助機関に勤務する職員

②センターが認めた者
虐待に関する研究者、虐待対応に携わるNPO関係者、民生児童委員、学生等

２　利用できる日時
月曜～金曜（祝祭日・年末年始を除く）
午前９時30分～12時　＆　午後１時～５時

３　利用方法
受付で身元確認の上、「図書室閲覧申込書」に必要事項をご記入いただきます。
なお、利用は閲覧のみで貸し出しはしておりません。

４　複写

①複写をご利用される方は、図書室カウンター又は事務所受付までお申し出く
ださい。「文献複写申込書」をお渡しします。

②「文献複写申込書」にご記入の上、職員にお渡しください。
料金は１枚20円、A4またはA3用紙、白黒印刷のみとなります。
料金のお支払いは、釣り銭の出ないようにお願いします。

③複写は図書室資料に限ります。また著作権に触れない範囲で行います。

５　図書室は飲食禁止とさせていただいています。
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１．たすきを今年につなぐ

昨年は、第１回のオレンジリボンたすきリレーが

実施できたこと、ただそのことにひたすら感動し、

協力していただいた皆さんに感謝しつつ暮れを迎

え、平成19年の幕が開きました。箱根から東京につ

ないだたすきを今年につなぐこと。実行委員会にと

って、このことが何よりもの願いとなりました。昨

年あった各方面からの貴重な協力が今年も得ること

ができるだろうか。不安を抱きつつ、達成への願い

を初詣にこめました。

この企画は、一部の人間だけでできるものでなく、

実施に向けた組織作りがとても重要です。つまり実

行委員会をより強力な組織にするということです。

年が明けてまず取りかかったことはこのことです。

関係する方々に、たすきリレーの主旨を改めて説明

し、理解をいただけるようお願いしました。嬉しか

ったことは、どこにお伺いしても、昨年以上に気持

ちよく話を聞いていただき、前向きな支援を約束し

ていただいたことです。児童虐待防止全国ネットワ

ーク、日本子ども家庭総合研究所、神奈川県児童福

祉施設協議会、東京都社会福祉協議会児童部会の従

事者会、母子生活支援施設協議会、川崎里親会など

が正式に実行委員会に加わりました。また、昨年に

引き続き後援していただいた厚労省に加え、今年は、

東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市にも

後援していただきました。６月以降毎月実施された

実行委員会には、神奈川県、横浜市、川崎市の方も、

積極的に参加され、実施に向けて様々な援助をいた

だくことになりました。また昨年のたすきリレーは

本当にお金がなく、関係者が持ち寄ったわずかな財

源で、なんとか実施したのが実情でした。今年はこ

ども未来財団に共催となっていただき、財政的な援

助をしていただきました。このことは大変大きな力

となり、実行委員会で出される企画案が、財源的裏

付けを得たことで、骨格に、肉がついていくように、

具体的なイメージをもって実現の方向に動きだしま

した。実行委員会は、昨年を凌駕する組織力と実行

力を持つことができたのです。

２．湘南コースと都心コース、

ゴールは横浜みなとみらい

昨年は、たすきリレーの進行に併せ、いくつかの

中継ポイントで、リボンや啓発用チラシの配布、和

太鼓の演奏などのキャンペーン活動を行いました。

今年は、より規模の大きいキャンペーンを、ゴール

地点で丸１日行うこととしました。そうなるとゴー

ルをどこにするが極めて重要なポイントとなりま

す。昨年は箱根駅伝に倣って、読売新聞東京本社前

にしたのですが、丸１日キャンペーン活動を行うた

めには、人通りの多い広い場所が必要となります。

昨年を振り返ったとき、キャンペーン会場としては

一番人が集まり、盛り上がりを見せた横浜みなとみ

らい地区の日本丸メモリアルパークが候補に挙がり

ました。しかし、ゴールを横浜にすれば、たすきリ

レーはどうなるのか。東京につないでいけないでは

ないか。これはまた大問題です。思案の末、箱根か

らのコース（湘南コース）と東京からのコース（都

心コース）を設け、両者が一緒になってゴールする

という案が浮かびあがりました。これはコペルニク

ス的発想の転換でした。10数名ずつの両コースの最

終ランナーがゴール地点で出会う。「これはいいね」

ということで皆一致しました。実をいうと、この案

は、昨年のたすきリレーの後、神奈川県児童福祉施

設協議会の副会長である長井先生が私に告げた案で

オレンジリボンたすきリレーへの思い・２

子どもの虹情報研修センター
増　沢　　高
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もありました。その時には、そうした発想について

いけず、「東京につなげなくては駅伝にあらず」と

私の硬い頭は反応しなかったのですが、「そうだ、

そういえば長井先生がおっしゃっていた」と、この

とき思い返し、その柔軟な発想に改めて頭が下がり

ました。さっそく日本丸メモリアルパークに連絡を

取りました。ところが横浜開港150周年を来年に控

え、10月から改修工事に入るということで、使用で

きないことが分かりました。「ゴールがない！」こ

れは、ショックでした。他の会場はないかと、横浜

の公園を管理する横浜市環境創造局に相談に伺った

ところ、グランモール公園の存在を知りました。こ

こは、日本丸メモリアルパークと同じ、みなとみら

い地区にあり、横浜美術館前の広大なエリアが公園

になっているのです。噴水池が２つあり、それを挟

んだ空間にステージが設置できそうです。さまざま

な条件を確認し、「ここしかない」とすぐに決定し

ました。

３．キャンペーン会場の充実

ゴールは決定しましたが、この場所は、人の流れ

はあるものの、あまりに広大なエリアゆえに、催し

物に工夫を凝らさないと、人々が立ち止まってくれ

ないのは確実のようでした。この日から、イベント

のアイディアが浮かんでは消え、また浮かんではを

繰り返しながら、少しずつキャンペーンの中身がか

たまっていくという作業が続きました。案はあって

も、それを担ってくれる人たちがいなければ何にも

なりません。予算にも限りがあり、ステージの設置

だけで、そのほとんどが消えてしまいそうです。魅

力的で実施可能な企画を組み立てていくこと、これ

はなかなか大変なことでした。

ステージ以外にも、会場内に複数のテントを張っ

て趣向の異なるブースを設け、キャンペーンを行う

こととしました。児童虐待防止全国ネットワークを

はじめ、横浜市、川崎市里親会、母子生活支援施設

協議会がブースを持つこととなりました。昨年オレ

ンジリボンオブジェを企画したカンガルーＯＹＡＭ

Ａも、もちろん参加です。また同様に会場を盛り上

げていただいた大道芸も、今年は10数名も参加して

いただけることとなり、パントマイムに加え、オレ

ンジのバルーンアートを子どもたちに配ることとな

りました。着ぐるみキャラクターも登場し、子ども

たちにも親しみのもてる雰囲気作りを考えました。

学生やキワニスクラブの方々がボランティアとして

協力していただくことになり、その人数も日を追う

ごとに増え、最終的には30名を超えました。ステー

ジ上では、BOOZERのヒップホップダンス、土田

聡子さんのライブ、夢幻の和太鼓、そしてサザンオ

ールスターズの究極のコピーバンドであるいとしの

エリーズのライブ演奏、さらには関東学院マーチン

グバンド150名によるパフォーマンスなど盛りだく

さんの内容になりました。驚くのは、皆ボランティ

アであるということです。丸１日の長いプログラム

で、それを仕切るプロの司会者である築地さんは昨

年に引き続きその役を担い、さらには新人タレント

の永井さんが、このイベントを聞きつけ、アシスタ

ントとして、プログラムを盛り上げてもらうことに

なりました。このお二人もまた、ボランティアです。

主旨に賛同されて自ら名乗り出ていただいたので

す。感謝、感謝、そして感謝です。こうして多数の

方々の善意ある協力のおかげで、イベントが魅力あ

るものへと組み立てられていきました。子ども虐待

防止には、さまざまな立場の人たちの連携と協力が

不可欠で、オレンジリボンたすきリレーには、こう

した協働への呼びかけと、それが実現することへの

願いが込められています。昨年も感じたことですが、

こうした願いが、準備の過程で、すでに叶い始めて

いるのです。今年もそのことを、強く感じたのでし

た。

４．ランナーたちの多分野協働

都心コースと湘南コースはそれぞれ６区間で設定

されました。都心コースは渋谷にある東京都児童会

館がスタートで、日比谷公園、泉岳寺、品川区民公

園、川崎市役所、鶴見のナイス株式会社とたすきを

つなぎ、ゴールのグランモール公園をめざします。

昨年に引き続き中継所を快諾していただいた泉岳寺
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をはじめ、公園、市役所、株式会社と多彩な中継所

が並びます。このことも多様な立場の人たちの協働

を訴えるオレンジリボンたすきリレーの特徴であ

り、狙いでもあります。各区を10名ほどのランナー

が昨年同様オレンジ色のたすきをかけて走ります。

総距離は約50Ｋｍです。湘南コースは小田原にある

児童養護施設ゆりかご園をスタートに、エリザベス

サンダースホーム、茅ヶ崎ファームと児童養護施設

を中継した後、西横浜総合病院、港南ふれあい公園

と続き、ゴールを目指します。総距離は約60Ｋｍで

す。

集まった各区のランナーは、児童養護施設、児童

相談所、学校、企業、学生、地域住民の方など、こ

れもまた多彩な方々が集まりました。顔ぶれの多彩

さは昨年以上です。こうした取り組みが、多分野協

働へと展開している手ごたえを確かに感じました。

そして今年はオレンジリボンのマークがはいった揃

いのＴシャツを着て走ることになりました。

５．うれしい知らせ

たすきリレーの準備を進めている中、うれしい知

らせが飛び込んできました。昨年のオレンジリボン

たすきリレーを知って、岐阜県でもたすきリレーを

行うために実行委員会が立ち上がり、実施に向け準

備に入ったというのです。実は昨年、中心となって

進めておられる岐阜県中濃子ども相談センター（児

童相談所）の石田所長からお電話をいただき、どう

したら実施できるかの相談を承ったことがありま

す。そのときは、こちらで使った関係書類の必要と

思われる全てお送りし、ぜひ実施して欲しい旨をお

伝えしました。それが確実にうごきはじめたという

ことです。大変うれしいと同時に、今年のたすきリ

レーの実施に向けて、大きな勇気をいただきました。

また鳥取県でも、米子児童相談所の松村所長を中心

に、オレンジのたすきをかけてパレードを行うこと

になったということです。

昨年から今年につなごうとしているたすきが、関

東から岐阜県や鳥取県にもつながったわけです。実

行委員会のメンバーは皆、感慨を持って受け止めま

した。そしてこうした環がさらに広がっていく願い

を抱きました。

６．たすきリレー当日

11月９日、日曜日。この日の天気予報は曇り、雨

は降らないものの、かなりの冷え込みが予想される

とのことでした。当日の朝は確かに肌寒く、11月初

旬にしては想定外のものでした。８時半を回り、小

田原と渋谷のスタート地点では、セレモニーが始ま

りました。小田原では、神奈川県小田原児童相談所

の栗原所長はじめ、多くの方々が集まってこられま

した。ゆりかご園の子どもたちも応援してくれてい

ます。神奈川県保健福祉部こども家庭課の芝山課長

はじめ、関係の皆さんのご挨拶を終え、第１区の堀

尾ランナー代表の宣誓の後、10名のランナーが園の

門から飛び出しました。10人のランナーが同じスタ

イルで走りますから、とてもインパクトがあります。

揃いの白いＴシャツにオレンジのたすきが輝いてい

ます。あるところでは施設で暮らす子どもたちが、

あるところでは病院の患者さんが心をこめて応援し

てくれます。

東京でも、多くの関係者が集まりました。東京都

の児童相談所担当の国吉課長や日本子ども家庭総合

研究所の小山部長など、関係の皆さんが挨拶を終え、

号砲とともに、ランナーが走り出しました。ランナ

ーには厚生労働省元虐待防止対策室室長の伊原さ

ん、東京都福祉保健局の吉岡部長もいます。渋谷は

多くの人たちでにぎわう街で、ランナーの姿は、多

くの人々の注目を集めました。

ゴールであるグランモール公園では、ステージや

テントの設営も終わり、10時頃にはキャンペーンイ

ベントが始まりました。ステージでは、ヒップホッ

プダンスや歌、和太鼓などの演奏が続き、ステージ

の外では、大道芸や着ぐるみのキャラクターが通る

人たちの関心を集めます。学生やキワニスクラブの

ボランティアの方々が、リボンを配布します。横浜

市のブースは、塗り絵などを行い、子どもたちが大

勢集まっています。ランナーの進行状況もステージ

横のマップを使って随時伝えられました。
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７．今年も感動のゴールへ

寒くはあったものの、たすきリレーもキャンペー

ン活動も順調に進んでいました。ところが午後１時

過ぎた頃から、雨がポツリポツリと落ちてきたので

す。天気予報は曇りでしたので、すぐに上がるだろ

うと高を括っていたのですが、雨雲は黒く厚くなっ

ていき、雨が上がる気配はありません。冷たい小雨

が降りしきる中、それでもランナーは歩を進めて行

きます。周囲からの声援にも元気な声で応えていま

す。

冷たい雨は、キャンペーン会場にも降り注ぎます。

これはいくつかのイベントにとって致命的でした。

残念だったのは、マーチングバンドです。150名の

メンバーが会場に入り、楽器も運ばれたところで、

雨が降り始めたのです。雨は管楽器にとって最悪で

あるし、何より濡れてすべる足場は、演奏者にとっ

てきわめて危険なのです。降り止まない雨をうらみ

ながら、断腸の思いで、中止を決定しました。

すでに午後２時を回っていました。ステージにテ

ントを張ることで、楽器や音響機材は雨から守るこ

とができました。そして、いとしのエリーズの軽快

な音楽が流れ始めました。テレビ出演したというほ

どの、さすがの名演奏で、みるみるステージの前に

は人だかりができていきます。オレンジリボンたす

きリレーのジャンパーを身に着けたスタッフたちも

一緒に音楽に合わせて身体を動かしています。キャ

ンペーンも終焉に近づいたこともあり、もうノリノ

リなのです。

３時半になり、演奏も最終曲に入りました。東京

コースのランナーは、すでにグランモール公園内に

入り、湘南コースの到着を待っています。「一緒に

ゴールをする」これが、このイベントに用意された、

最高のフィナーレなのです。曲の終わりが近づいた

とき、湘南コースのランナーたちが姿を見せました。

ステージに向かって、東京コースのランナーたちが

右側から、湘南コースのランナーたちが左側から走

ってきます。そして、ステージに駆け上がった数十

人のランナーは、皆オレンジのたすきを両手で掲げ

て、一緒にゴールテープを切りました。ランナーの

中には、元プロボクサーで東洋チャンピオンだった

坂本選手の姿もありました。

オレンジ色に輝くたすきは、去年から今年に、時

を越えてつながりました。実行委員会の小林会長か

ら、最終区のランナー一人ひとりに完走賞が手渡さ

れました。寒くて冷たい雨なのに、皆笑顔でした。

大切なことを成し得た、そんな満足そうな笑顔でし

た。日本子ども総研の柳沢所長や虐待防止対策室の

杉上室長など、多くの方々のご祝辞をいただき、総

合司会の「来年も会いましょう！」の呼びかけとと

もにフィナーレとなりました。

８．たすきリレーを終えて

それから数週間たった今、当日の雨を恨む気持ち

が多少残っているものの、昨年以上の盛り上がりを

見せたことへの感動と感謝の気持ちが、日に日に強

くなっているのを感じています。

私たちの後に行われた岐阜県のたすきリレーと鳥

取県のパレードには、こちらのたすきも参加させて

いただきました。両キャンペーンは見事な成功を収

めたそうです。

先日岐阜県で虹センター主催の研修会が開催され

ました。その際に、石田所長さんが、当日の写真を

わざわざ会場まで届けに来てくださいました。大変

ありがたく拝見させていただきました。そしてそこ

にも、やはり多くのランナーたちの笑顔が溢れてい

たのです。どこで走るランナーもその笑顔の素晴ら

しさは同じなのです。

たすきの輪は、笑顔の輪として、広がり始めてい

ることを実感しました。

さあ、今度は来年へ、そしてさらに多くの地域へ、

たすきとその笑顔をつなぎましょう。
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謝辞

多くの関係者の力によって実行委員会が組織されました。児童虐待防止全国ネットワークの杉本さん、日本子ども家庭総合研

究所の有村さん、東京都社会福祉協議会児童部会従事者会会長の榊原さん、神奈川県児童福祉施設協議会の草場さん、神奈川県

母子生活支援施設協議会の森脇さん、横浜市グループホームの斉藤さん、川崎市あゆみの会の霜倉さん、日本水上学園の宇田川

さん、鎌倉児童ホームの村岡さん、Y’sプロジェクトの佐々木さん、皆さんは実行委員の中核として活動されました。また、神

奈川県、横浜市、川崎市には、毎回の実行委員会に参加していただき、様々なご助言やご協力をいただきました。ありがとうご

ざいました。

こども未来財団には、共催として財政面での支援をしていただきました。心より感謝申し上げます。

さらに、次にあげさせていただく後援の機関、団体の方々からは、大きなご支援をいただきました。

厚生労働省、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県社会福祉協議会、全国児童相談所長会、神奈川県児童

福祉施設協議会、神奈川県母子生活支援施設協議会、東京都社会福祉協議会、横浜市ファミリーグループホーム連絡協議会、川

崎市あゆみの会、アン基金プロジェクト、東京キワニスクラブ、横浜キワニスクラブ

スタート、ゴール、中継所等の設定にご協力をいただいた施設や機関、実行委員として役員を出していただいた施設や機関、

ランナーの皆さん、栗原さんはじめ会場を盛り上げていただいた皆さん、ご寄付をいただいた方々、ランナーの並走車に乗って

緊急時に備えていただいた西横浜総合病院看護師の中村さんと根井さん、その他このイベントにご支援ご協力をいただいた多く

の方々に深く感謝いたします。

※　次ページからは、全コース図、ランナー数や職種、各区のランナー数と通過時間をまとめたものを掲載さ

せていただきます。
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たすきリレーと子ども虐待防止のチラシ

川崎市内を走るランナー（都心コース）

渋谷を走るランナーたち（都心コース）

湘南を走るランナーたち

ランナーのＴシャツ

みんなそろってたすきをつなぐ（湘南コース）

笑顔とともにたすきがつながれていく（湘南コース）各区で行われる完走賞の授与：責任を果たしました
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とら吉くんもキャンペーンに参加

オレンジリボンオブジェ制作に参加するご家族雨にもかかわらず、ステージ前は大賑わい

ゴールテープを切ったランナーたち

感動のゴール！

オレンジ色のバルーンアートでキャンペーン

大道芸の皆さんもキャンペーンに協力

いとしのエリーズ　最高！
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はじめに

本研究は、「虐待」という言葉を越えて、「危機的状況」におかれた子どもに対する臨床研究や実践報告を概

観、分析することが目的であるが、児童虐待に対する時代認識の変遷などといった社会学的考察も含むもので

ある。

第１報では戦後から高度経済成長の終わる70年代までを、第２報では80年代を分析した。第３報では、「児

童虐待防止協会」設立に始まり、94年「子どもの権利条約」批准、2000年「児童虐待防止法」の施行等、児童

虐待対応が大きく変容した90年代を分析した。

今回の第４報では、2000年から現代（2006年）に至る社会状況と2000年以降に出版された児童虐待に関する

文献を中心に概観する。

「児童虐待」に関する文献・研究論文は2000年を境に、著しく増加していく。第２章で文献を概観するが、

今報告では、雑誌特集号については、2000年に発行された論文を中心に考察する。また、被虐待児に対する心

理臨床的援助に関する文献については、日本子ども虐待防止学会の「子どもの虐待とネグレクト」誌や情緒障

害児短期治療施設紀要『心理治療と治療教育』を中心に検討を行う。

そして、これまでの臨床研究や事例等の分析、社会学的考察から、児童虐待を考える上で、いくつかの検討

すべきテーマが見いだされている。第４報では、それらのテーマについても扱うこととした。

また、第３報と同様に、法律分野における判例、研究論文等の分析については、別冊「児童虐待の法制度お

よび法学文献資料の研究」で報告する。

（※報告書の紀要への掲載は主なものとしておりますので、詳細は研究報告書をご覧ください）

児童虐待の援助法に関する文献研究（第４報：2000～2006年まで）
～戦後日本社会の「子どもの危機的状況」という視点からの心理社会的分析～

研究代表者　　保　坂　　　亨（千葉大学教育学部教育実践総合センター）

共同研究者　　増　沢　　　高（子どもの虹情報研修センター）

秋　山　邦　久（文教大学人間科学部）

柴　橋　祐　子（千葉工業大学情報科学部）

中　澤　　　潤（千葉大学大学院教育学研究科）

大　川　浩　明（子どもの虹情報研修センター）

佐々木　宏　二（子どもの虹情報研修センター）

長　尾　真理子（千葉大学大学院教育学研究科修士課程）

中　道　圭　人（常葉学園大学教育学部）

泉　井　みずき（千葉大学大学院教育学研究科修士課程）
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第１章　2000年―2006年の社会状況と子どもの虐待

１．2000年代からの子育ての状況

（１）子育てに関する社会的状況

「二極化」「少子高齢化」など、90年代に指摘された社会的問題は、現在も継続している。2000年代に入り

景気は徐々に回復傾向に向かう一方、富裕層と貧困層の二極化傾向はますます顕著になりつつある。特に「二

極化」の特徴でもある非常勤雇用の増加は、新たに若年層に広がりつつあり（図１）、完全失業率は2003年を

ピークにやや減少傾向にあるものの、若年層を中心に高水準が続いている（図2）。また96年以降に増加に転じ

た生活保護受給者は2000年以降、さらに増加勾配に拍車がかかっている（図３）。少子高齢化も歯止めがかか

らず、児童人口は毎年過去最低を更新している（図４）。第13回出生動向基本調査「結婚と出産に関する全国

調査・夫婦調査について」（2006年）で、「理想の子ども数」を初婚同士の夫婦の妻にたずねたところ2.48人で

あった。この数値は年々減少傾向にありつつも、現実の出生率の1.29とではかなりの開きがある。理想とする

子ども数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」との答えが65.6%あり、経済的な

理由による育児負担感が背景にあることを示している。子どもを産み育むことが期待される若年層における低

所得者層の増大は、少子化のさらなる進行を予感させる。しかし実情は必ずしもそうではない。

（２）強まる子育てのハイリスク化

妊娠が先行して結婚に至る、いわゆる「できちゃった婚」が25歳未満の女性で増加している（図５）。これ

について山田（2007）は、年齢構成に加え地域構成を分析し、沖縄、九州および東北地方といった、むしろ若

者失業率が高い地域で高く、経済的に不安定な層に「できちゃった婚」が増えており、「経済的に安定しない

まま結婚生活を始めるパターンが多い」と述べている。こうした地域では「できちゃった婚」が少子化のさら

なる進行に歯止めをかけている状況なのである。山田はさらに「経済的に不安定で、年齢的に未熟な親の元は、

児童虐待の温床になりかねない」と指摘する。確かに、経済的困窮は、児童虐待の発生のリスク要因として指

摘され（加藤2001、佐藤2002）、厚生労働省の「子ども虐待防止の手引き」にある「子ども虐待評価チェック

リスト」にも家族の経済的問題に関する項目がおかれている。2000年以降強まる二極化の進行は、少子化問題

に関連するものの、むしろ育児のハイリスク化、さらには児童虐待発生の危険性へとつながる問題として認識

する必要があるように思われる。滝川（2004）は、「私たちの社会で真に深刻な子育ての問題は、全体水準が

大きく向上したぶん、幸福に育まれる大多数と、そうした養育の得られない不幸な少数との落差が極端に開い

てしまった事実だと思う。児童虐待はこれを象徴するものであろう」と明確に述べている。

90年以降、IT化による情報伝達システムのめまぐるしい変化や情報量の増加も著しい。ここ数年間だけみ

ても、コンピューターの処理能力は飛躍的に増大したが、どれだけの市民がこの変化に追いつき、情報を正し

く処理できているのかと思う。情報やモノの氾濫は、その中から何を選択すべきかの決断の機会を増加させる。

清家（2005）は「何かを選ぶ」ことは、「何かを選ばない」ことを意味し、こうした「決断」には大きな負荷

がかかると述べている。さらにその結果として、決断に向けて情報の収集に強迫的になるか、あるいは決断を

周囲に委ねるなど、他者への依存傾向を増して、生活に支障が生じる可能性のあることを、精神科に受診した

ケース分析を通して指摘している。氾濫する情報やモノとの関わりは、それだけで大きなストレスにもなり得、

IT化の背景に潜む現代的課題ともいえよう。子育て状況を考えたとき、情報やモノはそれを助けるものにも

なろうが、逆にそれらに振り回され、かえって子育ての不安や負担感を高めるという面も持つ。例えば、わが

子にどのような教育資源を与えるか、インターネットの有害情報をどう遮断するか、携帯電話を与えるか否

か・・・など、一昔前なら考えずにすんでいたことである。情報やモノの拡大に比例して、悩みもまた増える
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と言えそうである。情報化社会が、子育てのリスク状況にもなり得ることを認識する必要があろう。

２．子ども虐待をめぐる状況

（１）児童虐待防止活動の活発化

2000年に児童虐待防止法（以下、防止法）が施行され、児童虐待の定義、虐待防止のための国や地方自治体

の責務、虐待を受けた子どもの保護のための措置などが定められた（なお付則として３年以内の見直しが設け

られた）。法施行後、児童虐待防止に向けた様々な取組みが行政レベルや民間レベルで活発化する。厚生労働

省（以下、厚労省）は2001年に「虐待防止対策室」を設置した。また児童相談所（以下、児相）職員や児童福

祉施設職員など児童虐待に対応する援助者の専門性の向上を図るため、2002年に、研修機関として「子どもの

虹情報研修センター（日本虐待･思春期問題情報研修センター）」を開設した。民間レベルでは90年代に児童虐

待防止団体が相次いで立ち上がり、2004年には全国の民間団体からなる「児童虐待防止全国ネットワーク」が

設立されている。国は2002年から児童虐待防止啓発のポスターを毎年製作し、さらに2004年から11月を「児童

虐待防止推進月間」とし、民官問わず啓発や防止活動を積極的に行うよう呼び掛けた。これらの活動の中の一

つに「オレンジリボンキャンペーン」（注１）がある。これは栃木県小山市の事件（表１）をきっかけに一市民

団体の活動として始まったが、やがて先述の「児童虐待防止全国ネットワーク」が賛同し全国的な活動を展開、

2006年の啓発ポスターにはオレンジリボンが明記されるに至っている。

（２）増える児童虐待相談件数と困難を極める現場職員

防止法施行後も児相での児童虐待相談対応件数は増加し続ける。一方その対応の難しさも伴って、児相現場

では児童福祉司数の少なさが大きな問題となってくる。そこで厚労省は児童福祉司の配置基準について、2000

年時点での「人口10－13万に対して１人」を、2005年には「5－8万に１人」へと増員を図った。しかし児相現

場での人員不足は深刻で、川�（2006年）は、「日本の貧しい児童福祉体制」と述べ、併せて「児童心理司」

（注２）の配置の少なさも指摘している。日本子ども家庭総合研究所の18年度調査では、児童福祉司一人あたり

の担当ケースは107件に上り、欧米諸国の5倍という格差があると報告している。（日本子ども家庭総合研究

所,2006）

児相の児童虐待相談件数の増加とともに、一時保護所の居室の不足も深刻化した。全国児童相談所長会の調

査では、2004年度に部屋数が足りない一時保護所が42％に上ったと報告されている（全国児童相談所長

会,2005）。

児童養護施設の入所率も増え、2000年10月１日現在の85.5%から2006年同日現在では91.4%となった。満床状

態の施設が増え、新たな児童の入所が困難となった地域も見られ始める。例えば2006年３月３日付けの東京新

聞の１面では東京都は都内の児童養護施設に定員を超える入所の要請をする事態となっていることを報じてい

る。児童養護施設数や情緒障害児短期治療施設数は2000年以降増加しつつある（表２）が、現状には追い付け

ない状況となっている。しかしこの問題は、単に施設が足りないという問題にとどまるものではない。入所す

る児童のうち被虐待児の占める割合が、2000年度49.6%であったのが、2006年度は62.1%と急増している。虐待

を受け入所する子どもの抱えた問題（注３）は深刻で、落ち着きのなさや暴力など、対応の困難さが指摘されて

（注１）オレンジリボンキャンペーン：2004年の栃木県小山市で起きた事件（表１のNo６）を受け、市民グループ「カンガルー

OYAMA」が設立、オレンジリボンキャンペーンを始めた。その後、東京の「里親子支援のアン基金プロジェクト」が

賛同してともに活動、やがては全国組織である「児童虐待防止全国ネットワーク」が賛同し、全国的なキャンペーンと

して展開していく。2007年には厚労省も賛同し、児童虐待防止啓発ポスターにオレンジリボンが印刷された。

（注２）児童心理司：平成17年度「児童相談所運営指針」で「心理判定員」から「児童心理司」に名称変更。

（注３）被虐待児の抱えた問題は、保坂他「虐待の援助法に関する文献研究第3報」の第１章３（2）でまとめているので、参照

されたい。
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いる。人生早期から充分な養育がかけられてきていない子どもたちが多く、入所後はかなりの手厚い援助の手

が必要となる。しかし児童福祉法に定められた施設の人的配置の最低基準（注４）は1976年の改定以来変わって

おらず、子どもに必要な養育が十分にかけられない状況はもはや明白であろう。全国児童養護施設協議会では

2003年に「子どもを未来とするために―児童養護施設の近未来像―」を発表した。ここには、援助の在り方の

充実を図るため、ケアの個別化とケア単位の小規模化、児童福祉施設最低基準の見直し、ケアワーカーの配置

などいくつかの提案がなされている。こうした現場の声に対して、厚労省は、児童養護施設などに対して2002

年度にはケアの個別化を図るため「個別対応職員」を、2004年度にはファミリーソーシャルワーカーとして

「家庭支援専門相談員」を、2006年度から心のケアが必要な子どもたちに対処するため心理療法の専門職員の

常勤配置を進めてきた。しかし人手不足は深刻で、2007年１月23日の毎日新聞では、自社調査で、定員超過と

なっても入所児を受け入れていた施設が5都道府県で確認されたと報じ、さらに被虐待児などに対して「一人

ひとり手厚く接したいが、手が回らない」と、首都圏の施設長の声を紹介している。

厚労省は、2002年度に「専門里親」制度を導入した。一定の研修を受けた専門性を有した里親が虐待を受け

た子どもに対して一般の家庭に近い形で養育するためのものである。しかし、専門里親数はなかなか伸びず、

2005年度末で専門里親登録数322人、委託児童68人のみである。なお一般の里親を含めた全体の里親数は徐々

に増えつつあるものの、2005年度末で登録数は7,737人、委託児童数3,292人である。児童養護施設在籍児童数

29,850人と比較してまだまだ少なく、これも児童虐待の現状に対応するには遠く及ばない状況といえよう。

（３）「岸和田事件」までの児童虐待事件報道

2000年の法制定以降も子ども虐待による事件報道は後を絶たない（表１）が、朝日新聞のインターネットで

「虐待」と「逮捕」をキーワードに検索し、その中から児童虐待事件を抽出すると2000年以降報道数が急増し

ていることが分かる（図６）。これについては、法律制定を機に、保護者による殺傷事件等に対して、「児童虐

待」という用語を用いて報じられるようになったとみることができよう。「虐待」という言葉は「残酷」や

「悲惨」などのマイナスイメージが強く、この言葉でパッキングされることで、報道の色彩はおのずとそうし

た強いイメージに引き寄せられることになろう。受け取り側の反応として、その記事に注目が向かうと共に、

「許しがたいこと」、「虐待するものは悪人」、「その対応を怠った者もけしからん」などの加罰感情が抱かれや

すいように思われる。メディアが強い影響力を持つこの時代、この問題は非常に重要なテーマとなろう。ただ、

児童虐待に関する社会的関心の高まりや防止活動の啓発に影響を与えたことは、後述する事件報道後の社会の

反応や施策の動きをみても明らかである。

防止法施行の2000年11月から、同法が改正施行される2004年10月までで、数日にわたって継続報道されたよ

うな児童虐待事件報道（これをここでは「重大事件」とする）を表１に示す。事件が大きく報道される背景に

は、事件の悲惨性やそれまで一般に知られていた児童虐待事件との異質性が顕著であることがあげられよう。

例えば、No１の愛知県武豊町の事件は、ネグレクトの結果衰弱死に至ったものであるが、それまで主に身体

的虐待が注目されがちだったところに、ネグレクトの深刻さに注目する契機となった事件である。ルポライタ

ーの杉山（2004）は、後にこの事件について振り返り、『ネグレクト』のタイトルで単行本を刊行している。

またNo４の岸和田の事件は、悲惨さと異質性の両面で大きな衝撃を与えた。衝撃の大きさは、大阪府が対策

検討会議を立ち上げ、緊急提言を公表したことや、「日本子ども虐待防止研究会」の学術雑誌「子どもの虐待

とネグレクト６（３）」（2004）に「岸和田事件」のタイトルで特集が組まれたことからも想像できる。異質性

としてあげられるのは、このケースが不登校として扱われていたことと中学3年という高年齢であったことで

（注４）児童福祉施設最低基準：児童福祉法に定められた職員配置や児童一人に対する居住スペースなどの基準を定めたもので

ある。職員配置基準は1976年に児童６名に対し対職員１という配置となったが、以降変わっていない。
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ある。途中、「家庭訪問を繰り返しても生徒本人に会えなかったこと」（校長の記者会見）、学校から児相にケ

ースについて相談したが、対応した担当者が虐待の担当者に報告しなかったなどの児相の組織機能の問題（大

阪府児童虐待問題緊急対策検討チーム、2004）、子どもも祖父宅へ逃げたこともあるが、「嘘をついている」と

連れ戻され、翌年は弟が誘うも一緒に逃げなかった（小林2004）など、被害児が無力化していったことなどが

虐待の進行を食い止められなかった背景として考えられている。不登校（注５）という問題にマスキングされ、

児相や教師が虐待の認識に至らなかったとして児相や学校の危機意識が問われた事件でもある。文部科学省は、

この事件後、各都道府県教育委員会に通知を出し、不登校状態の児童・生徒の状況の把握に努めることや、児

童虐待の疑いのある場合、確証がないときであっても、児相など関係機関へ連絡・相談することなどを求めた。

それまで別個の問題として扱われていた不登校と児童虐待との接点、不登校の影に潜む児童虐待の可能性に気

付かされた事件であり、中学生年齢でも児童虐待から逃れられない場合もありうることを教えた事件といえよ

う。

「岸和田事件」をはじめとして、こうした重大事件が、後述する法改正や施策に影響をもたらすようになる

のも2000年代に入ってからの特徴といえよう。例えば、No4の愛知に事件について、同居人による虐待的行為

をどのように扱うかが論点になり、改正児童虐待防止法（2004年）のネグレクトの定義に同居人による虐待的

行為に対してはそれを放置した保護者の行為をネグレクトとする旨が明記されている。また厚労省が2004年２

月に、児童虐待防止法施行日から2003年６月までに厚労省が把握した死亡事例について分析、公表した。検証

（注６）を始めた背景には岸和田事件をはじめとした相次ぐ重大事件報道とそれに対する社会的関心の高まりが

あった。事実、先述した「子どもの虐待とネグレクト６（３）」（2004）の特集「岸和田事件」では、虐待防止

対策室の山本室長の論考が掲載されており、そこには深刻な虐待事件が全国で頻発していることを踏まえての

対策改善の必要性が述べられている。

また、2000年以降、児童虐待事件の裁判所判決については重罰化（注７）の傾向があり、No３の山形の事件の

地裁判決では懲役11年が言い渡され、実親による虐待死亡事件では初めて10年を超えた。こうした重罰化の背

景に、社会的関心の高まりとともに、児童虐待をする親には罰をという市民感情があげられよう。2001年６月

20日の朝日新聞の朝刊では、「厳罰化、世論が後押し」のタイトルでこのことを伝えている。

2004年、防止法の初の改正（注８）が行われた。その中で、国と自治体の責務として、国や自治体は児童虐待

事例の対応について調査、検証を行うことと明記された。厚労省はこれを受け、「児童虐待等要保護事例の検

証に関する専門委員会」を設置、児童虐待による死亡事例の検証（注９）を継続して行うこととなった。また重

大な事件に関しては、当該の自治体は、検証委員会を立ち上げ、対応の詳細な点検見直しを検討することが義

（注５）不登校の事件：岸和田事件と同時期、大阪市住吉区で小６の男児を監禁し衰弱死させたとして母親と知人の女性が逮捕

されたが、これも不登校の背景に児童虐待が存在した事件であった。

（注６）検証：死亡事例の検証については、これに先行した取り組みとして、民間団体である「子どもの虐待防止ネットワー

ク・あいち」が、1995年以降に報道された死亡事例について検証を積み重ねてきた。2000年に『防げなかった死』とし

てまとめ、刊行している。

（注７）重罰化：これについての詳細は本報告書の第４報「児童虐待に関する法制度および法学文献資料の研究」に委ねる。

No1とNo2の２つの事件はそれぞれ懲役７年、懲役８年で確定している。

（注８）防止法の改正：改正の内容は、児童虐待の定義の拡大（先述したように同居人による暴力等を、それを止めない保護者

のネグレクトと定義、さらにドメスティックバイオレンスの目撃を心理的虐待と定義）、通告義務の拡大（「児童虐待を

受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に改正）、国と自治体の責務の改正（国や自治体は児童虐待事

例の対応について調査、検証を行うこと等）などである

（詳細は本報告書の第4報「児童虐待に関する法制度および法学文献資料の研究」に委ねる）。

（注９）死亡事例の検証：平成17年に第１次報告がなされ、平成15年７月１日から同年12月末日までの厚労省が把握した死亡事

例24件について検証が行われている。続いて平成16年１月１日から12月末日までの検証をおこなった第２次報告が平成

18年３月に出されている。
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務付けられた。死亡事例の検証が法定化されたわけである。さらに2004年には、児童福祉法も大幅な改正がな

され、その柱として「児童虐待防止対策等の充実・強化」が打ち出された。ここにも重大事件の影響が色濃く

見て取れる。具体的には、それまで都道府県・指定都市配置の児相が対応していた児童相談を、より身近な市

町村が第一義的に担うこととし、要保護児童の通告先に市町村も加えられた。つまり児童虐待ケースについて

は、市町村と都道府県・指定都市レベルの児相との二層構造での対応となったのである。さらに地域の関係機

関が情報を共有して連携できるように「要保護児童対策地域協議会」の設置が可能となった。児童虐待の早期

発見、早期介入に必要な機関連携、情報共有を行いやすくし、岸和田のような事件が二度と起こらないための

仕組み作りといえよう。要保護児童対策地域協議会の設置状況は、平成14年度では全国の自治体のうち21.7％

の設置だったが、平成18年度では69％となっている。しかし対応する職員の少なさや専門性の問題などを含め

て、児童相談体制の脆弱さは否めず、それを解決するための施策も不十分との声が強くあり（川�、2006）、

現在に至る課題といえよう。2004年は「岸和田事件」等、大きな児童虐待事件が相次ぎ、さらに児童虐待関連

二法の改正があった年である。この年の児童相談所の児童虐待処理件数の前年比の伸び率は2000年以降最も高

いものとなった（図７）。

（４）「岸和田事件」以降の児童虐待事件報道

残念なことに、2004年以降も児童虐待の重大事件は後を絶たない（巻末資料）。その中で2006年には、相次

いで３つの重大な児童虐待事件が発生している（表１）。まず７月に秋田県藤里町で、小１の男児の殺害事件

が発生し、逮捕された女性が、後に自身の長女への殺害を自供したことで再逮捕となった。長女の死はそれま

で、不審な点がありながらも事故死扱いされていたが、この報道の後、秋田県警への批判が相次ぎ、その後同

県警は捜査の不備を認めるに至っている。また母子２人の家庭で、母親が長女の養育に悩んでいたなどの情報

もあって、市町村レベルの援助の必要性が問われ、児童虐待対応として充分であったか検証委員会が立ちあげ

られている（注10）。続いて福島県泉崎村では３歳の男児（三男）を衰弱死させたとして両親が逮捕された。過

去に長男が虐待で保護されており、かつ二男や長女に体重の減少や痣などが認められており、児相や学校は児

童虐待の可能性を強く疑っていたにもかかわらず三男を救えなかったとして、大きく報道された。県は検証委

員会による検討を繰り返し、結果を報告書にて公表している。そこには、児相、教育関係機関、村保健福祉課、

そして警察の対応上の問題点があげられ、児相、学校、警察等の児童虐待に対する認識が甘く、それぞれの連

携が不十分であったことが指摘されている。当該村ではそれまで未設置であった要保護児童対策地域協議会が、

事件後すぐに設置された。さらに10月、京都府長岡京市で３歳男児が餓死し、父親と同居中の女性が逮捕され

る事件が生じた。問題となったのは、近隣住民が児童虐待の危機感を募らせ、児童委員は４回の通報をしてい

たにもかかわらず、児相は住民の聞き取り調査も実施していなかった点であった。児相長は不十分な対応を認

めたが、再三の通報に応えなかった児相に対して批判が相次ぎ、苦情の電話が児相に殺到した。この事件に対

する京都府の検証委員会報告書（概要）では、児相の判断や地域ネットワーク会議（長岡京市）との連携の在

り方などに問題点があったとし、速やかな安全確認ルールの確立など、改善すべき提言がなされている。

2000年の防止法施行後、児童虐待に対する社会的関心は高まり、児童虐待による死亡事例等は、敏感に報道

されるようになっている。2004年の防止法改正後も児童虐待による死亡事例は後を絶たず、その中には上記事

件のように児相や警察等の不十分な対応が指摘されるケースがある。2006年の秋田県と福島県の事件後、児相

と警察との連携強化に向け、厚労省は児童相談所設置自治体に対して「児童虐待への対応における警察との連

携について」という通知を、警察庁は「児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした児童虐待への対応に

（注10）秋田の事件：この年の10月にも、秋田県大仙市のひとり家庭で、実母と不倫相手の男性による虐待事件が発生、大きく

報じられている。（身体的虐待により意識不明の本児を用水路に放置し、その後死亡に至った事件）
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ついて」という通達を両者同日付（平成18年９月26日）で発した。また翌月に警視庁では少年育成課内に児童

虐待対策班（注11）が設置され、この問題に対する警察対応の積極化の方向がうかがわれる。さらに厚労省は、

2007年に児童虐待の通告後、児相等対応機関は48時間以内に目視による安全確認を行うよう「児童相談所運営

指針」を改正した。

（５）児童福祉施設における児童の権利侵害事件

児童福祉施設での被虐待児の割合が増加するとともに、援助困難な状況が生じていることを述べたが、一方、

子どもへの権利侵害事件により職員が懲戒免職や逮捕に至る事件報道も増加してくる。例をあげると、2005年、

茨城県の児童養護施設で体罰があったことが分かり、元保育士が逮捕されている。また2006年11月に埼玉県で、

所管の18施設のうち５施設で性的虐待や体罰が確認されたと報じられた。こうした児童に対する体罰等の権利

侵害事件の報道は、2006年に入ってから増加するが、背景の一つに人手不足による職員の余裕のなさがあげら

れよう。さらに被虐待児が示しやすいとされる挑発的攻撃的な行動や性化行動に対する職員の認識不足のため、

それらの行動に職員が巻き込まれた結果とも考えられる。施設入所を余儀なくされる子どもはより重い課題を

抱えており、職員の更なる専門性の向上が求められ、そのための研修の充実が不可欠である。しかし、職員不

足は当然、研修を受ける時間さえ作れない状況を生み出している。こうした悪循環をいかに断ち切っていくか

が、重大かつ切実な課題といえよう。

３．子どもの危機状況と児童虐待

（１）子どもが被害者となった事件

この節では、子どもが犠牲者となった重大事件を振り返り、児童虐待問題との接点について検討する。まず、

子どもが被害者となった事件として、2001年６月に「池田小事件」が発生した。大阪教育大学付属池田小学校

に男が乱入し、児童を刃物で切りつけ児童６人が死亡した事件であるが、傷害を受けたり、事件を目撃したり

した子ども達のトラウマが問題となり、児童のPTSD（注12）に対する障害見舞金が認定された。90年代、児童

虐待を理解するひとつの枠組みとして「トラウマ」論が盛んに取り上げられた。2000年に入ってからは「トラ

ウマ」という用語が日常会話でも聞かれるようになったが、こうした事件の後遺症にPTSDを認定することは

それまでみられなかったことで、新たな流れといえよう。

2004年、奈良県で小１の女児が、36歳の男にわいせつ目的で連れ去られ、殺害された事件が報じられた。そ

の後、容疑者が過去に２度、子どもに対する性犯罪で有罪判決を受けていたことが分かった。また2004年の警

察庁発表では、2003年前半で、小学生が被害者となった強姦やわいせつ事件は46％増で過去最悪と報じた。小

児に対する犯罪が社会問題となり、加害者の再犯率の高さなどが指摘され、更生教育プログラムの開発の必要

性や受刑者の情報（注13）を地域で共有する必要性等が盛んに論じられるようになった。一方、児童虐待防止法

では、こうした保護者以外からの性的加害については、性的虐待という枠組みから外れてしまう。この事件が

発生する直前の「日本子どもの虐待防止研究会」のメインテーマが「性的虐待」であったが、そのプレコング

レスでシンポジストの一人である奥山（2005）は、「国際的には、性的虐待とは子どもを守るべき大人が子ど

もの性的権利を侵害すること」であるのに、日本の法律では「『保護者』に限られている」と認識の立ち遅れ

（注11）児童虐待対策班：大阪府警察では平成12年にすでに児童虐待対策班を設置しており、「チャイルド・レスキューチーム」

という名称で活動を行っている。

（注12）PTSD：Post Traumatic Stress Disorder（心的外傷後ストレス障害）の略。1980年のDSM-Ⅲから採用されるようにな

った。2000年に新潟で発生した女性監禁事件で、検察はPTSD での立件を試みたが、困難として取りやめている。

（注13）犯罪者情報の共有：96年、性犯罪者の情報を住民に知らせる「メーガン法」が米国で成立。こうした論議の際にたびた

び取り立たされた。
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を指摘した上で、今後の課題として、社会の性的虐待に関する認識を高めること、その対応力向上のための専

門家教育、司法面接（注14）の確立、一時保護所の改善等をあげている。

（２）子どもの事故

2000年代に入り、無認可保育園での事故が相次いだ。2000年、神奈川県の無認可保育園「スマイルマム」で、

幼児を暴行し死なせたとして、園長が逮捕された。この園では過去にも幼児が変死や重軽傷を負っていたこと

が分かり、無認可保育園の在り方に疑問や批判の声があがる。東京の無認可保育園「ちびっこ園」（注15）で、

生後４か月の乳児が窒息死した事故が生じ、保育園の責任が追及される。事故後の警視庁の調べで、75年の開

業以来21人の乳幼児が死亡していたことが判明し（2001年）、そのうち警察が立件したのは４件で、14件は突

然死または「乳幼児突然死症候群（SIDS）」などと診断された。SIDSが病気なのか、放置（ネグレクト）によ

る窒息死なのかが議論になった事件である。さらに2002年には無認可保育園「子鳩幼稚園」で５歳の女児にけ

がをさせたとして、元園長が逮捕されたが、その後別の幼児も死亡していたことがわかる。無認可保育園の在

り方が社会的問題に発展し、2002年の児童福祉法改正で、開業に際しては「届け出制」とし、無認可保育所の

監督強化を図ることとした。またSIDSについて、2005年に厚労省がガイドライン（注16）を発表した。そこには

「突然死を解剖検査なくしてSIDSと診断せず、警察への届け出解剖の必要性を家族に充分説明するよう」など

が書かれている。また『小児科診療』の2005年３月号では、乳児の救急医療が特集として組まれ、山中（2005）

の論考「乳児の事故とSIDS」では、日本におけるSIDSの実態と診断に必要な視点等を報告している。

2001年１月、島根県の幼稚園で、箱型ブランコから４歳の男児が転落、ブランコと地面との間に頭が挟まり

死亡した。こうした事件は90年代を中心に相次いでいたが、国や自治体はその対応になかなか乗り出さない状

況であった。その後同年４月にも、公園の「箱ブランコ」で遊んでいた小学２年男児が、ブランコと地面との

間に頭が挟まり、骨折や右目の視力を失う重傷を負うという事故が発生した。男児と母親は公園を管理する福

井市に「安全対策を講じなかった」として損害賠償（注17）を求めた。箱ブランコに限らず、公園や幼稚園など

の遊具の適切性や管理についての疑問や批判が相次ぎ、国交省は2002年３月に「都市公園における遊具の安全

確保に関する指針」を作成した。その後箱ブランコを撤去する自治体が増えたが、公園は国交省の管轄、児童

遊園は厚労省、学校や幼稚園の校庭は文科省など管轄が分かれ、統一した対応ができないのが実情であった。

子どもの事故は公園や園庭ばかりではない。2004年３月「六本木ヒルズ」の入口に設置された回転ドアで、６

歳の男児が挟まれ、母親に助け出されたものの、頭を強く打っており、間もなく死亡するという事故が起きた。

同回転ドアで子どもが挟まれる事故は前年にも生じていたが、製造メーカーや設備会社の担当者ら３人が、業

務上過失致死に問われ、翌年東京地方裁判所で３人に対し禁固刑（執行猶予３年）が言い渡された。刑確定を

報じる朝日新聞に、事故の究明にあたった畑村氏がコメントを寄せている。氏は問題の回転ドアについて、

「もともとヨーロッパから輸入したものだが、見た目を立派にしたため、アルミをさらに重いステンレスに変

（注14）司法面接：Forensic Interviewとして米国で開発された。

詳細は「アメリカにおける児童虐待の対応」（子どもの虹情報研修センター平成15年度報告書）参照。

（注15）「ちびっこ園事件」：東京都にある「ちびっこ園池袋店」で、生後４か月の乳児が窒息死した事故で、その後、業務上傷

害致死罪に問われた。経営者はSIDSを主張していた。同保育園は東京、大阪、兵庫、愛知など９都道府県にあり、事故

後の警視庁の調べで、開業以来21人の子どもが死亡していたことがわかる。2003年１月の東京地裁での判決では、経営

グループの元社長に禁固1年執行猶予３年、取締役に禁固10か月執行猶予３年。経営者側がSIDSを隠れ蓑にしたのでは

ないかとして批判された。経営者側が事故防止を怠ったとして刑事責任を認められたのは初めてのこと。

（注16）ガイドライン：厚労省は2005年４月に「乳幼児突然死症候群（SIDS）に関するガイドライン」を公表した。

（注17）箱ブランコ訴訟：6670万円の損害賠償を求めたのに対し、2003年の地裁の判決では、男児の過失分を減額し、約307万

円支払うよう命じた。
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え、高層ビルの風圧に耐えるため、さらに重さを増した。―中略―大事なのは、人に致命的な損傷を与えるこ

とのない「本質安全」を追い求めること。今の日本は全く逆で、危険性をはらみながら、制御装置で覆い隠そ

うとしている」と指摘した。その後も、2006年には埼玉県の市営プールで、排水口のふたが外れて小２の女児

が排水口に吸い込まれて死亡した事故など、子どもの事故は後を絶たない。同様の事故が繰り返されても責任

の追及や充分な対応がなされなかった90年代に比べ、2000年代は責任の所在の明確化に向けた動きが活発化す

るが、その背景には、報道と民間活動（90年代に拡大）を含め、市民が声を上げ始めたことがあげられよう。

０歳児を除く子どもの死因の第１が事故によるもの（厚労省「人口動態統計」）となった現代である。しかし、

防げるはずの事故を放置することは、児童虐待防止法の定義を超えた、広義の児童虐待とみなすことも可能だ

ろう。養育者から大人一般の子どもに対する姿勢から、子どもを囲む物的環境（注18）に至るまで、子どもの目

線に立って、子どもの権利侵害が生じていないか、取り巻く環境を見つめ直そうとする動きがようやく出始め

た時代であるといえよう。

（３）児童虐待との関連が指摘される子どもの問題：非行、発達障害

2000年愛知県豊川市で、67歳の主婦が刺殺され、17歳の少年が家庭裁判所（以下、家裁）に送致された。直

前に起こった西日本高速バス乗っ取り事件も17歳の少年によるもので、両者が「目立たず、優等生だった」こ

ともあって「理解しにくい」17歳の凶行などとして盛んに報じられた。こうしたなか、最高裁家庭裁判所調査

官研修所（以下、家裁調研）は、過去1997年から1999年までの３年間で、家裁で関わった殺人事件等の重大事

件（15件）について、その背景にある環境や人格形成等を実証的に分析し、2001年に「重大少年事件の実証的

研究」として刊行した。それまで家裁の事例を検証し公開することはなかったことで新しい取り組みといえよ

う。報告では少年らは、３つのタイプに分けられるとしている。タイプ①は問題行動を頻発していたタイプで、

幼少から家庭生活が不安定で、体罰や夫婦間暴力があるなどの特徴があった。タイプ②は、表面上問題のなか

った少年たちだが、学校では孤立し、友人関係が希薄で、家庭では家族間での感情のこもったコミュニケーシ

ョンが乏しいことが背景に認められた。タイプ③は、思春期に大きな挫折をしたタイプで、幼児期から勉強や

スポーツで活躍してきた子どもが挫折、土台を失った心理状態から犯行に至っているタイプである。愛知県豊

川市の事件は、②のタイプに属するものといえよう。一方、少年は精神鑑定の結果「アスペルガー症候群」と

鑑定された。その後、加害者が発達障害と鑑別診断される事件が続いたことで、発達障害（注19）が犯罪との関

（注18）物的環境：建造物だけでなく、インターネットなどのIT環境も含む。子どもへの有害情報についても対策の必要性が求

められているが、対応が十分とはいえない状況となっている。

（注19）発達障害の鑑別診断があった事件：愛知県豊川市の事件後としては、2003年の中１少年（12歳）による長崎県長崎市の

幼稚園児誘拐殺人事件、2004年に北海道石狩市で、15歳の高校１年の少年が同級生の母親を刺殺した事件、同年東京都

新宿区で、中２の少女（13歳）が男児をマンションから突き落した事件、などがある。鑑定結果は、前２事件の少年に

「アスペルガー症候群」、少女に「多動性行為障害」が診断されている。その後、2005年３月大阪府寝屋川市で、17歳の

少年が小学校に侵入し、教職員を殺傷するという事件が起きる。少年は「広汎性発達障害」と診断された。地裁では、

広汎性発達障害の責任能力の有無などをめぐって争い、検察は無期懲役を求刑、弁護側は少年院での矯正教育を主張し

た。地裁判決は、懲役12年として、少年刑務所で強制させるべきとした。その経過の中で注目されるのは、付添人の弁

護士は、「少年の罹患症が直接凶行に結び付いたわけではないものの、少年が幼少期から障害に起因して対人相互性、

情緒的疎通性が阻害され、被害的な対人認知を強めがちだった、―中略―少年の罹患症が少年を取り巻く対人関係や生

活環境、状況要因などと密接に関連性を持ちながら、間接的な背景として今回の凶行に影響を与えたと推測できる」と

述べ、対人相互性や情緒疎通性の阻害の進行、被害的な対人認知が、もともとの障害だけでなく、環境的な要因も含め

て検討する必要性を主張した点である。2006年奈良県で母子３人の放火殺人事件で、長男（16歳）が家裁に送致された。

鑑定の結果、広汎性発達障害と診断されたが、家裁では「幼少期からの父親の暴力などの成育環境が性格の偏りを生じ

させ、少年を非行に走らせた」との理由で中等少年院送致とする保護処分を決定した。こうした流れをみると、行為に

及んだ背景にある先天的な発達障害という捉えから、生育歴等の環境因も含めて発達障害を総合的に捉えるあり方へと

変化しつつあるのが見て取れる。
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連で注目されるようになった。この傾向に対して、精神科医師の門（2001）は、朝日新聞に「アスペルガー症

候群の人の大部分が犯罪とは無縁」と指摘し、正しい理解を求める論考を寄せている。田中（2005）は障害に

対する理解のなさや誤った対応などで「自尊心を失うこと」が最も問題と述べ、早期に発見し、その子にあっ

た環境を整備することで改善されるというのが専門家らの共通の見解として指摘している。これらを踏まえ、

発達障害の早期発見と発達支援の充実を図るため、2005年に「発達障害者支援法」が施行されている。

「重大少年事件の実証的研究」で示されたタイプ①は、まさに児童虐待がその背景にあるタイプであり、非

行と児童虐待との関連が問題とされる。家裁調研がこの研究に続いて実施した「児童虐待が問題となる家庭事

件の実証的研究」は、まさに児童虐待に焦点を当てたものであった。ここでは2000年から2002年までの２年間

で家庭裁判所が扱った深刻な児童虐待が問題となった家事事件（注20）と少年事件（注21）計40件を取り上げ、児

童虐待の発生や深刻化のメカニズムを分析するとともに、虐待が非行にどう影響するかについても検討してい

る。非行のタイプとして、①虐待回避型非行、②粗暴型非行、③薬物依存型非行、④性的逸脱型非行の4つの

タイプがあるとし、①は家出など虐待からの直接的な回避として、あるいはその環境を生き抜くための手段の

先に非行があること、②は、その背景に親の暴力や粗暴性に幼少期から日常的にさらされてきた生育歴が認め

られること、③は背景に家族状況の不安定さがあり、少年には大切にされてこなかったという感情が強く存在

すること、④は性的虐待により歪んだ自己イメージや解離などのため、性的逸脱によって自己への傷つきをさ

らに深めていくことなどが報告されている。この研究メンバーである橋本は、これをもとに、虐待から非行に

いたるメカニズムについて、さらに掘り下げた検討をしている（橋本,2004）。家裁調研が2005年度に行った研

究は、「重大触法事件の実証的研究」で、2000年から2004年までの家庭裁判所で扱った14歳未満の少年による

殺人事件、傷害致死事件及び放火事件の全22事例の分析である。この調査研究が実施された背景には、長崎県

佐世保市の事件など12歳の子どもの事件が大きく報道されるなど、14歳未満の子どもの犯行について、少年法

改正（注22）の論議も重なって、社会的関心が集まったことがある。

以上を振り返って共通するのは、事故の検証や非行事例そして児童虐待死亡事例の検証など、社会的問題に

対して過去の事例を丁寧に検証するという流れが、2000年代になって始まって来たということである。

さて、発達障害そのものについても、児童虐待との関連が指摘されつつある。一つは彼らの持つ特徴が、親

の育てにくさや関わりにくさに通じ、結果的に虐待に至るリスクを高めてしまうというものである。ところが

杉山（2005）は、この関連性について新たな視点を提示した。杉山（2005）は、あいち小児保健医療総合セン

ターの外来相談に訪れた342名の被虐待児のうち、広汎性発達障害の診断基準を満たすものが85名（25％）で、

注意欠陥多動性障害の診断基準を満たすものは79名（23％）で、何らかの発達障害がみられるものが195名

（57％）を占めたことを報告し、反応性愛着障害の抑制型は広汎性発達障害に似ており、脱抑制型は多動性行

動障害の臨床像を呈することが多いと指摘した。さらに被虐待児の示す見通しのもてなさや衝動性などの行動

上の問題は、むしろ発達障害として考える必要があるのではないかと述べている。つまり発達障害が親の虐待

行為を引き出すという側面に対して、人生初期の虐待的環境が発達障害様症状を形成していくとの側面を新た

に指摘したのである。このことはかつて母源病が問題となった遺伝か環境かの自閉症論議を思い起こさせる。

「鶏か卵か」論に結論は見いだせまい。ただ、子どもの理解にあたっては、単一的な診断に帰結するのではな

く、初期環境等の生育歴等の丹念な集積を含め、総合的な見地から子どもの理解に努める必要性を再認識すべ

（注20）家事事件：ここで扱われた家事事件は、児童福祉法第28条事件、親権喪失宣告事件、親権者変更事件、子の監護者の指

定事件、面接交渉事件などである。

（注21）少年事件：20歳未満の非行少年、つまり、窃盗、傷害、覚せい剤取締法違反などの罪を犯した少年や、犯すおそれのあ

る少年の事件などをさす。

（注22）少年法の改正：「14歳」まで刑事責任は問えないとした現行法に対して、それを引き下げることを中心とした論議。厳

罰化の是非について否定的見解も多かったが、2007年に改正少年法が成立。「おおむね12歳」に引き下げられた。
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きということである。

また近年問題となっている、「子どもの学力低下」問題について、刈谷（2004）は、背景に格差社会が存在

するとし、充分に養育をかけられない家庭的背景を持つ層の学力の低下が、全体の平均値を下げる要因となっ

ていることを指摘する。近年児童養護施設に入所する被虐待児の学力の低下が問題となるのも、こうした現れ

の一つであろう。児童虐待の関連性から、いじめ、非行、発達障害、さらには学力の問題など概観していくと、

児童虐待のすそ野の広さや、それぞれの問題の底深くに児童虐待が存在する可能性があることに改めて気づか

される。

４．まとめ

2000年以降は、1990年代からはじまる二極化の流れを引き継ぎ、さらに拡大する傾向がある。このことが少

子化の進行とともに、子どもを持つ家庭における児童虐待発生ハイリスク層の拡大に影響を与えていることを

指摘した。

児童虐待状況は防止法の制定以降も児相の児童虐待相談は増加する一方である。また、保護者による遺棄や

殺傷事件を、児童虐待という枠組みで報道する傾向が増し、これによって児童虐待事件報道は2000年に入り急

増する。さらに大きく報道されたような重大事件が、その後の法改正や施策に強く反映され始めたことが、

2000年代の特徴である。さらに、この傾向は児童虐待のみならず、子どもが被害者となった事件、子どもの事

故あるいは子どもの非行や犯罪などにも同様に見られ、特に重大事件報道から施策や法改正等へとつながる経

過の中で、過去にさかのぼっての類似事件の検証など事件の詳細な分析がなされ始めたことは、それまでには

ほとんどなかった顕著な特徴であることを述べた。厚労省の虐待死亡事例の検証、警察による無認可保育園事

故死事例の過去にさかのぼっての再調査、家裁調研の重大非行事件の検証など、これらは現代の重要な進歩の

一つと思う。

一方、こうした重大事件が、施策や法改正等に敏感、迅速に影響を与えることは、関連する問題への対応の

システムや方法のめまぐるしい変化となって展開する。児童虐待対応システムも、2000年以降急激に転換して

おり、児相や市町村対応職員を中心に現場職員がこの変化についていくことさえ大変な困難が生じている。こ

のことはそれまでの多忙さにさらなる拍車をかけることはいうまでもない。2000年代を振り返ったとき、政策

の打ち出しに比べ、職員の増加や専門性の確保に向けた現場の充実が追いついていないのが現状といわざるを

得ない。施策を実行しシステムを動かすのは人であり、施策の充実と人材の育成の両者が相まってこそ、実効

性のある施策展開が可能となろう。現状を見る限り、国を中心とした政策を展開する側と現場との解離の拡大

が懸念される。

また、いうまでもなく重大事件は年間３万４千を超える児相での児童虐待相談のほんの一部である。もちろ

ん死亡事件が発生してよいはずはない。しかし一部の特別な事件に敏感になり、こうした事件を中心に児童虐

待対応システムが考えられていくことは、本道を大きく見誤りはしないだろうか。かつて米国は児童虐待によ

る死亡事件の撲滅を目指し、リスクアセスメントの研究に莫大な費用をかけ、多くの子どもを家庭から分離し

た。しかし現在に至ってもなお児童虐待致死事件は無くならず、逆に行き過ぎた家庭分離を批判する声も少な

くない。

最後に、子どもの性的被害、事故、非行、発達障害などと児童虐待との関連性を指摘し、児童虐待の裾野の

広さや関連領域の多様さを述べた。第３報でも述べたが、児童虐待はひとつの専門領域で扱えばすむという問

題でなく、多分野に渡る横断的連携が不可欠である。専門領域の壁や縦割り行政システムの壁を越えた懐の深

い組織的対応の充実が、これからの大きな課題であろう。
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表１　重大児童虐待事件
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第２章　児童虐待に関する文献の概観

はじめに

我々は前回の第３報（保坂他,2006）において、1990年代を「子どもの危機的状況」における転換期ととら

え、出版された書籍や雑誌特集論文の概観から児童虐待をめぐる言説の量的拡大と質的変化を確認した。より

具体的には、1990年代は「１.児童虐待の当事者が声をあげ始め、２.それをふまえて社会全体に児童虐待につ

いて危機意識が広がって行き、３.そうした中でさまざまな専門家が実践的な活動に取り組んだ時代」と総括

された。

児童虐待防止法が成立した2000年から現在までは、この延長線上でとらえられる面と新たな動向に分けるこ

とができる。こうした視点から、90年代と同様に、以下、第１節で出版された書籍、第２節で雑誌特集号の論

文を概観してみよう。

１．書籍から

（１）90年代からの延長線上としての概観

2000年から2006年までに出版された和書（表３）と訳書（表４）は、すでに1990年代をはるかに凌ぐ量にな

っている。2000年の児童虐待防止法成立がそれを後押ししたことは間違いないだろう。以下、第２節に見るよ

うに、この年の雑誌特集号が虐待に関わるものまで拡げれば21も組まれていることがそれを象徴している。

このうち90年代の特徴のひとつ目である当事者の声を2000年代で見ると、『たすけて！私は子どもを虐待し

たくない』（長谷川,2003）、『虐待という迷宮』（信田,2004）などがあげられる。90年代にくらべ、単行本とし

ての数は少なくなるが、ひとつは以下に述べるように『子ども虐待と援助（児童福祉施設、児童相談所のとり

くみ）』（竹中他,2002）のような現場からの報告や、『知っていますか？　子どもの虐待』（田上,2000）など一

般向けの概説書の中に組み込まれるようになったからであり、もうひとつにはネット上へとそのフィールドを

移動したからであろう。例えば『傷ついた生命を育む』（金子,2004）がホームページ上の手記を掲載している。

その他、自費出版と思われるものも散見される。（この当事者の声という問題が前報告第４章で取り上げたよ

うに、難しい局面を開いてしまったことは否定できない。本報告でも第６章で再びこの問題を取り上げたい。）

同じく、ふたつ目の社会全体への危機意識を広めたルポタージュ報告やノンフィクションとしては、『漂流

家族　子育て虐待の深層』（信濃毎日新聞社編,2000）、『殺さないで：児童虐待という犯罪』（毎日新聞児童虐

待取材班,2002）、『明日がある　虐待を受けた子どもたち』（大久保,2002）、『緘黙の少女　親権代行者の記録』

（八塩,2002）、『ドキュメント　虐待された子供たち』（秋月,2004）、『ネグレクト　育児放棄』（杉山,2004）など

がある。なお、2000年には大きな社会的反応を巻き起こした漫画『凍りついた瞳』の原作である『親になるほ

ど難しいことはない「子ども虐待の真実」』が文庫本化され、新シリーズ『新凍りついた瞳』（2003）も出てい

る。このうち『ネグレクト』は、第１章でもふれたが、そのタイトルが示す通り2000年愛知県武豊町で起きた

ネグレクトによる虐待死亡事例を３年以上にわたる取材により追ったものであり、小学館ノンフィクション大

賞を受賞している。（その他、『ローラ、叫んでごらん』（2000）や『“IT（それ）”と呼ばれた子』（2002）も文

庫本化されているが、それだけの注目を集めた問題ということだろう。）

また、『緘黙の少女　親権代行者の記録』は、その副題が示す通り、法律上文字通り親代わり（親権者の職

務代行者）となった弁護士八塩弘二氏の記録であるという点で特筆に値する。以下に目次を示す。「プロロー

グ　強力緊急の法的処置をとってほしい！／第１章　親権喪失申立事件／第２章　親権職務代行者／第３章

面会のきまり／第４章　父も母も妹もイヤ！／第５章　仮処分のままで！／第６章　精神鑑定／第７章　禁治
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産宣告（注１）／第８章　新しい施設／第９章　子と親／第10章　提言」さらに特記すべきは、出版にあたって

弁護団の中に弁護士法23条（注２）に抵触する恐れありとして、反対の意見があったという。そのためこの問題

をめぐって同書冒頭には憲法学者である奥平康弘氏の解説「物語るということと守秘義務と」が付されている。

その中で奥平は「本書の個人描写がただちに弁護士の守秘義務に当たらないのは、かなりはっきりしている」

と断言し、次のように論を展開する。「『（職務上知り得た）情報』がすべて『秘密』である訳のものではない。

『秘密』であるためには、客観的にみて『秘密にするに足りる』正当性が無ければならない。この本の中には、

公共的に見て、隠しておくのがもっともだと思われるような『秘密情報』が入っているだろうか。ここに『秘

密』をはびこらせることによって、社会的にたいへん有用な情報が葬られていいのだろうか。（中略）この法

領域にあって決定的に決め手になるのは、一般人から見て、権利侵害的な情報と、特定の具体的な個人とが密

接に結びついているかというポイントである。本書ではしかし、著者は、機微にわたる人物に関するかぎりは、

たくみにぼかしをかけ、そこに辿りつくことが不可能であることに最大の工夫をこらしている。なによりもま

た、どんな読者も『親の顔がみたい』式の個人暴露的な低劣な興味をかき立てられることは無いだろう。加え

て、著者は早苗（仮名）の父母に当たるご夫婦の事前了解をとるという慎重な手続をふんでいると聞いている。

本書は子どもと社会に関する公共討議に参加する貴重な作品である。」長い引用になったが、この領域におけ

るひとつの見識であるだろう。

そして、３番目の専門家による実践的な援助活動に基づくものが2000年の防止法の制定によって飛躍的に展

開していくこととなる。

その第一は児童虐待の最前線である現場からの報告とも言うべき以下のようなものである。『児童相談所

汗と涙の奮戦記』（児童相談業務研究会,2001）は、タイトルからもわかるように児童相談所職員の手による実

践報告であり、「事実のエッセンスだけを取り出した」事例に基づいた記述になっている。また、『虐待を受け

た子どもへの自立支援　福祉実践からの提言』（村井他,2002）は、自立援助ホーム、児童養護施設、児童自立

支援施設など児童福祉施設から、「子どもにとっての自立とは何か」および「自立支援とは何か」を問いかけ、

虐待を受けた子どもに対するネットワーク作りを考えるために出版された現場報告である。同様に、『子ども

虐待と援助　児童福祉施設、児童相談所のとりくみ』（竹中他,2002）は、児童相談所と児童福祉施設からの実

践報告であり、先にふれたように最後の章に当事者ふたりが自らの被虐待体験を振り返る手記が掲載されてい

る。その他、子どもの虐待防止センター相談員である広岡（2004)の『心の目で見る子ども虐待』、三鷹市子ど

も家庭支援センターの相談員であった佐伯の活動を中心とした『親子再生　虐待を乗り越えるために』（島沢

編,2005）,精神科外来治療現場からの『幼児虐待　実態とその後の発達段階における精神療法の実際』（堤,2004）

や、先にふれた児童養護施設職員であった金子（2004）の『傷ついた生命を育む』などがあげられる。

こうした中で特に取り上げたいのは、家庭裁判所調査官である橋本（2004）の『虐待と非行臨床』である。

従来指摘はあったもののほとんど光が当てられてこなかった虐待と非行のメカニズムに焦点をあて、非行臨床

の現場から事例に基づいて、非行少年の更生において虐待を視野に入れた援助や指導が必要不可欠であること

を訴えている。以下、その目次をあげておく。「第１章　虐待を生む親子関係／第２章　虐待の向かう方向

性／第３章　虐待と非行のメカニズム／第４章　トラウマと非行／第５章　愛着と恨み／第６章　虐待と非行

を乗り越えて」その他、前報告でもふれたが、藤岡（2001）が『非行少年の加害と被害』で、非行と被虐待体

験の関連性について指摘し、家庭裁判所調査官研修所（2003）が少年事件の中で深刻な虐待を受けた事例を詳

細に検討している（『児童虐待が問題となる家庭事件の実証的研究』）。

（注１）成人後見人制度がスタートする以前であったため。

（注２）弁護士法第23条[秘密保持の権利及び義務] 弁護士又は弁護士であったものは、その職務上知り得た秘密を保持する権

利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
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第二には、当然こうした現場での実践をふまえ、さらにはやはり法律の成立とその施行を受けて、さまざま

な概説書が数多く出版されていく。それらは、①一般的なものと、②特定の専門家向けのもの、の２つに大別

できる。①としては、『知っていますか？子どもの虐待　一問一答』（田上,2000）、『＜子どもの虐待＞を考え

る』（玉井,2001）、『福祉キーワードシリーズ　子ども虐待』（高橋、庄司,2002）、『児童虐待時代の福祉臨床学

子ども家庭福祉のフィールドワーク』（上野他,2002）、『まずは子どもを抱きしめて　親子を虐待から救うネッ

トワークの力』（加藤,2002）、『Q&A子ども虐待問題を知るための基礎知識』（小木曽,2003）、『児童虐待と現代

の家族』（中谷他,2003）、『新子どもの虐待』（森田,2004）、『僕をたすけて　子どもを虐待から守るために』（才

村,2004）、『子ども虐待ソーシャルワーク論』（才村,2005）、『児童虐待　現場からの提言』（川�,2006）などが

ある。このうち田上（2000）、小木曽（2003）、才村（2004）は、Q&A形式で平易に書かれた入門書であり、

玉井（2001）や川�（2006）は一般にも手に取りやすい新書判、森田（2004）はブックレットである。特に、

最後にあげた川�（2006）は、副題にあるように児童相談所からの提言という形になっているが、最新の現状

報告と問題提起として傾聴に値する。その目次を以下に掲げる。「序章　児童虐待への取り組みがはじまる／

第１章　児童虐待とは何か／第２章　虐待はなぜ起きるのか／第３章　虐待への対応をめぐって／第４章　虐

待する親と向き合う／第５章　児童相談所はいま／第６章　児童虐待を防止するために」

また、②としては、看護職向けの『看護職のための子ども虐待予防＆ケアハンドブック』（日本看護協

会,2003）、保育者向けの『保育者は幼児虐待にどうかかわるか』（春原・土屋,2004）、『子ども虐待と保育園

事例研究と対応のポイント』（保育と虐待対応事例研究会,2004）、教師向けの『子ども虐待　教師のための手

引き』（柏女編,2001）、『子どもの性虐待　スクールカウンセラーと教師のための手引き』（石川,2005）、医療従

事者向けの『小児虐待医学的対応マニュアル　医療現場で子どもを守るために』（桃井,2006）、歯科医師向け

の『歯科医師の児童虐待理解のために』（森岡他,2004）などがあげられる。この最後にあげた森岡他（2004）

は、東京都と東京都歯科医師会が行った被虐待児の口腔内調査のデータに基づいて、歯科からの視点で発刊さ

れたものである。以下にその目次を掲げる。「第１章　児童虐待とは／第２章　児童虐待と口腔状況の関連に

ついての調査／第３章　児童虐待の早期発見、予防と歯科医のかかわり／付録.児童虐待防止等に関する法律、

子どもの年齢別身長体重の平均値、全国児童相談所一覧、児童虐待の理解に役立つ参考書」なかでも第２章の

調査は大変興味深いのでここで紹介しておきたい。2002年度に東京都内の児童相談所の一時保護所に保護して

いる中学生未満の被虐待児全員と都内の乳児院に一時保護委託及び措置している、おおむね１歳以上の被虐待

児全員（170人）に対して、虐待の概要、生活習慣、口腔内状況について調査している。その結果、「被虐待児

の歯科疾患がいかに放置されているかが明白となった」とし、次のような重要な指摘をしている。「歯科関係

者は、子どもの多数歯う蝕やう蝕の放置などの口腔状況を通じて、養育者が子どもの養育を半ば放棄していて

も子どもが何とか日常生活を送っているような状態、つまりネグレクトの虐待の初期を発見できる可能性があ

ると思われる。」

（２）新たな動向とその問題点

一つには、上にあげた専門家向けの概説書の登場と表裏一体とも言うべき特徴かもしれないが、家族や児童、

および心理、教育関係の書籍を幅広く俯瞰すると、保育や心理、教育関係の専門家養成のためのさまざまなテ

キスト等に児童虐待に関する項目が登場してくることになる。例を挙げれば、『家族問題－危機と存続』（清

水,2000）に「児童虐待から『現代家族の危機』を考える」、『こころの科学セレクション　子どもの精神障害』

（河合他編,2002）に「虐待をめぐる諸問題」、『別冊発達27 児童青年精神医学の現在』（横井他編,2003）に

「児童虐待」、『保育、看護、福祉プリマーズ④　家族援助論』（柏女他編,2004）に「子ども虐待その他特別な

配慮を必要とする子どもや家族に対する援助」が含まれている。しかしながら、児童虐待問題がこれだけさま
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ざまに論じられてきた故に、さらには2000年の児童虐待防止法成立および2004年の同法改正を受けて、それら

の記述が最新の知見を含んだ適切なものかという問題点が指摘できる。これはまた、別に第５章で発達心理学

の教科書という分野に限定して取り上げたい。

二つめとして、表４に見るように90年代以降に大量に出版された翻訳書の問題が挙げられる。すでに我々は

第３報第４章において、1980年代後半から90年代にかけてアメリカやイギリスで大きな社会問題となった「バ

ックラッシュ」を取り上げた。2000年以降の翻訳書は当然この問題をふまえたものが出版されているが、残念

ながら我が国においてはこの情報が十分いきわたってはいない現状がある。前報告で取り上げた上野（1996）、

斉藤（1999）、矢幡（2003）、三島（2005）は例外と言えよう。従って、翻訳書そのものが、必ずしも「バック

ラッシュ」も含めた欧米の児童虐待問題の全体像の中に位置づけられた解説が付されていないものも見受けら

れる。

その具体例として、前報告でも取り上げた『カウンセリング辞典』（北原,2000）を取り上げてみよう。これ

には以下のように「儀式としての虐待」という項目がある。

儀式としての虐待（ritual abuse）

子どもに対する性的虐待、侮辱、身体損傷および殺人のうち、「悪魔的 satanic」なあるいはその他のお祭

りの一部として行われるものをいう。確たる証拠がないことがほとんどだが、個人または団体によってその

ような虐待が行われているという証言が数多くある。子どもへの虐待を求める特異で邪悪な儀式を個々人で

行っていることもあろう。赤ん坊というのはのちに人間の犠牲者として差し出されるために故意に儲けられ

てきたとの主張もある。これは、最近になって報告されるようになった現象である。まだほとんど証明でき

るような証拠がなく、その現実性や程度に関しては憶測も含まれている。しかし、この現象が現実にある場

合、その心的外傷体験の結果は、一般に子どもへの性的虐待の結果と似ており、寡黙、不信そして恐怖に覆

われることになる。臨床家の中には、子ども時代における儀式としての虐待と多重人格障害の発達との間に

は関連性があると考えている者がいる。（ｐ53）

「儀式としての虐待」ということ自体が現在の児童虐待の定義に含まれていないだけでなく、悪魔崇拝とし

ての儀式のために虐待が行われていたという証言自体に対する信憑性はすでに否定されている。また、「悪魔

崇拝」を教義とするカルト宗教と児童虐待の関連は、キリスト教圏の欧米でこそ生じる俗信であり、日本とは

文化が大きく違うことを考慮しないままでは、場違いな印象しか残さない。性的虐待とバックラッシュの問題

を踏まえれば、訳出するときに最低限訳注などを加える必要があっただろう。（ちなみに、この『カウンセリ

ング辞典』の改訂版（英語版）第２版の原典（2004）をみると、以前に比しても大幅に改定されているとは言

えず、悪魔儀式的虐待（ritual abuse）は現存していた。）それゆえ、本報告第６章で引き続きこの問題を取り

上げる中で我々なりにこれらの翻訳書を紹介していく。

３つ目が、我々の報告書もその流れに位置づけられるが、児童虐待を中核とした「子どもの危機的状況」の

歴史を振り返る作業が始まったことがあげられる。こうした歴史は上述したいくつかの概説書でもふれられて

いるが、『児童虐待の社会学』（上野,1996）がその端緒であり、我々の報告（保坂他,2004,2005,2006）と『＜児

童虐待＞の構築　捕獲される家族』（上野他,2003）、『児童虐待と動物虐待』（三島,2005）、『児童虐待のポリテ

ィクス　「こころ」の問題から「社会」の問題へ』（上野他,2006）がそれに続くことになる。我々が第１報で

ふれた『母性愛という制度　子殺しと中絶のポリティクス』（田間,2001）も、フェミニズムの立場から戦後日

本社会の子殺しや中絶について分析しているという点で、こうした流れに位置づけられる。

このうち上野他（2006）では、日本で児童虐待の発見について議論が台頭した時期を以下の３つに分けて論
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じていて興味深い。①20世紀初頭の児童虐待防止事業の中から児童虐待防止法が成立した時期、②1970年代に

小児科学が被虐待児症候群（battered child syndrome）の概念を導入した時期、③1990年代から現在にかけて

児童虐待が全国民の問題として法律制定された時期。そして、すべての時期において、児童虐待のイメージが

違っていたにもかかわらず、経済的に困窮している家族から子どもが保護されている事実を明らかにしている。

しかしながら、上野（2003,2006）が一貫して指摘し、こうした「子どもの危機的状況」の歴史を振り返る

作業からも浮かんできてくる社会経済的問題は、これまでの児童虐待対策の中核である家族援助や心理治療的

アプローチのアンチテーゼとして取られるためか、十分な議論が行われてきたとは言い難い。先にあげた川�

（2006）も、「児童相談所が関与するあらゆる相談の背景には、広い意味での貧困問題が影を落としていると言

わざるを得ないのである」と指摘した上で、次のように訴える。「児童虐待の問題を、ひとり児童福祉に携わ

る者だけに任せているようでは、およそその解決はおぼつかない。真の意味での児童虐待対策とは、その背景

にある社会の貧困や矛盾の解決を目指して積極的な取り組みをすることであり、まずもって、そこに思い切っ

た『社会的なコスト』をかけることなのである。」今後、こうした現場からの提言をふまえ、社会経済的な視

点からの議論が展開していくことを期待したい。

（なお、我々はここで取り上げた書籍を含め1991－2006年に発行された文献の内容紹介を、別冊『児童虐待に

関する文献（1991－2006）の紹介』で行っている。併せて参照していただきたい。）

２．2000年の雑誌特集号の概観と分析および2001年以降の展開

第３報で報告したように、1990年～99年の10年間では「虐待」をテーマとした雑誌特集号は12本であった。

2000年は表５に見られるように１年間だけで16の雑誌で特集が組まれ、100を超える論説と６つのシンポジウ

ム、座談会、対談が掲載されている。また、特集のタイトルとして「虐待」が明示されていないものの児童虐

待に密接に関わる特集を組んでいる雑誌が５本みられ、先にも触れたように法律制定の2000年は「虐待」に関

する特集を組んだ雑誌の数が突出している。

ここでは、特に2000年の雑誌特集号に焦点をあて、前報で示した1990年代の雑誌特集号から見いだされた課

題がどのように展開されていったのかを詳しく検討するとともに、新たな論点を整理する。そして、最後にそ

れらをふまえて2001年以降の特集における動向を補足する。

（１）2000年の特集の概観

1990年代の雑誌特集号と比較すると2000年は専門領域が拡大、深化し、執筆者の職種が多様化していること

があげられる。

90年代には見られなかった福祉領域の３つの雑誌で特集が組まれている（『児童養護』『福祉労働』『月刊福

祉』）。このうち、『福祉労働』では児童養護施設、児童自立支援施設、無認可保育園、養護学校における施設

内虐待の問題が取り上げられ、さらに知的障害者への虐待についての論説もみられる。

また、『警察学論集』では、「DV及び児童虐待と刑事司法」と題した警察政策フォーラムが報告され、女性

への暴力（ドメスティック・バイオレンス）が児童虐待と密接に関わる問題として提起されている。『保健の

科学』『母子保健情報』『月刊福祉』においてもDVに関する論説がいくつかみられ、さらに高齢者への虐待

（谷口）、障害者への虐待（副島）も含め、家庭内虐待という視点から虐待問題が論じられている。このように、

福祉、警察といった新たな領域からの特集が登場していること、さらに親から子への虐待を超えて、施設内虐

待、家庭内虐待という視点からの論考がみられることは2000年の一つの大きな特徴としてあげられる。

また、2000年の特集では専門色の色合いが強まった印象を受ける。90年代には、12の特集のうち『Imago』、
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『子どもプラス』など家庭向けの総合誌が５つ見られたが、2000年はこうした雑誌は『家庭フォーラム』の１

つだけで、医療・保健、福祉、法律、警察といった領域の専門的な雑誌が大部分を占めている。第１節で見た

通り、一般への啓発は一般雑誌の特集から入門書的な概説書に移っていったと考えられる。

次に、執筆者の職種に注目してみると、福祉領域の特集では、保護された児童への対応・支援に関わる児童

養護施設をはじめとした各施設の施設長や指導員などの論説が見られ、施設の現状と課題が活発に議論されて

いる。また、早期発見・対応に関わる立場としては、90年代にも多く見られた保健師に加え、施設指導員（西

町、赤岩、永田）、主任児童委員（宮下、新井）、助産師（長谷川）、養護学校教員（篠崎）、保育士（猪俣）な

どの姿がみられる。さらに、幼稚園長（吉野）、小学校教諭（北野）、養護教諭（阿部、野地）、スクールカウ

ンセラー（中原）、警察庁少年センター指導員（遊間）などの論説もみられ、現場で児童虐待に関わる多くの

職種の人々の声が表明されるようになったことは2000年の大きな特徴といえる。

児童虐待防止法の成立による後ろ盾ができたことがこうした動きを支えたものと思われるが、それとともに

児童虐待防止法から逆にクローズアップされた課題が当事者たちを動かしていったとも考えられる。各々の専

門領域における実践をふまえた議論が展開され、山積する種々の問題が明確に示されていると言えよう。

（２）1990年代の雑誌特集号にみられた論点の展開

前報では、1990年代の雑誌特集号をもとに、その年代の動向を次の5つの観点から述べた。 ①児童虐待に関

する法律・対応システムに関するもの、②「子どもの権利」という視点、③児童虐待に関する社会的な認識の

広がりとその社会的背景、④児童虐待の定義、⑤新たな援助の方向性。ここでは、これらが2000年の児童虐待

防止法の中にどのように反映され、あるいは2000年の特集においても課題として引き継がれ、どのように展開

されているのかについて検討する。

①児童虐待に関する法律・対応システムに関するもの

1990年代の雑誌特集号では、虐待の法整備の必要性、すなわち「虐待そのものに関する法律がない」こと

（池田, 1993）、それと併せて通告すべき職務の規定、通告者を守る免責規定の問題がアメリカのシステムとの

比較から論じられ（樋口, 1991）、そのほか、緊急一時保護のための親権の制限、関係機関の連携の必要性など

が指摘されていた。これらは、児童虐待防止法の中に明文化され（問題は残されてはいるが）、反映されてい

ったといえる。

井上は、「児童虐待防止法が、既存の法を見直しながら被虐待児童への理解や保護などへの関心、さらには

児童相談所などの虐待防止キャンペーンなどの成果もあり、虐待問題への社会的な関心を高める効果を果たし

ています。また、虐待することへの保護者の責任を明確にしたこと、施設における体罰などの問題を明確にし

たことなど、児童虐待の意味がしっかり社会に示されたことは大きな意味があります」と述べ、児童虐待防止

法が子どもを虐待から護る一定の役割を果たしたことは確かなこととしている。しかし、その一方で、児童虐

待防止法が児童福祉法などと同じような保護主義に立っているとし、「児童虐待防止法は、保護者への児童相

談所などの対策を示したものの、被虐待児童への心理的ダメージへのケアや精神的治療などの概念が明確にさ

れておらず、さらに家庭復帰プログラムなどの問題、そして、復帰後の虐待防止プログラムなどについて十分

な検討も行なわれておらず、保護主義から脱却できていない法」となっていること、「虐待防止のための地域

社会における子育て支援や相談システム、支援ネットワークなどの具体化等の問題が提示されておらず、虐待

防止の本質的な議論は今後の課題」との現状認識を示している。

また、90年代の特集で指摘されていた、被虐待児処遇制度全般（システムを含めて）の充実の必要性につい

ては、2000年の特集においても引き継がれ、法制定後の残された課題として多くの論説で言及されている。
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それらの論点をまとめるならば、「通告、初期介入に集中」（平湯）し、「発見された子をどうするのかとい

う論議が少ない」（清水）ということといえよう。

吉田は「たしかに厚生省の一連の通知や児童虐待防止法の制定、児童虐待防止の啓発等により児童虐待の発

見や通告件数は増加した。しかし、児童虐待を扱う現場―とくに児童相談所や児童福祉施設―では、児童虐待

も急増に対応しきれていないのが実状である。今後、被虐待児の保護を確実に行おうとするのであれば、まず

こうした機関や施設も人的・物的充実が不可欠である（防止法四条１・２項、附則3条、防止法に対する参議

院法務委員会付帯決議３、５）」と指摘している。同様に、家村も「現在多くの児相が直面しているのは、そ

の初期段階の早期発見につながる相談報告や、児相自身の即応体制の整備などで手詰まりというのが実状であ

る。その上、相談件数の急増は、実際にケアを必要とする子どもたちが多く存在し、その適切な処遇に向けて

さまざまな取り組みを進めていかなければならないということであり、今後、より充実した治療、支援体制を

整えていかなければならない状況にある」とし、「自立に向けた支援体制を整えようと日夜努力している施設

職員に応えられるようなソフトとハードの整備が後手に回ってはならないと思う」と述べている。

このほか、児童相談所の一時保護所の問題、施設等の人員配置や専門性の問題、さらには、親から分離・保

護された子どもの人権擁護、心のケアの問題、親子再統合を目指すための具体的な親への指導プログラムの欠

如等の課題が指摘され、３年後の改正を視野に入れた活発な議論が展開されている（平湯、前橋、池田、西澤、

佐藤ほか）。

その主な論点を総括しているものとして、2000年末に発行された『月刊福祉』における才村の「児童虐待対

策の現状と課題」があげられる。その中で、才村は、残された課題として「虐待の発生予防」「メンタルケ

ア・システム及びケア技法の確立」「児童相談所職員の専門性の確保」「児童相談体系の再構築」「児童福祉施

設の体制強化」「児童の権利擁護サービス」の６つをあげている。そして、それらについて「たたき台」とし

ての私案を示し、「児童虐待防止法の規定では、児童虐待に係る制度は３年を目途に見直されることになって

いる。むこう３年間における現場での知見の集積とこれを踏まえた国民的議論の広がりが課題解決への鍵を握

っている。私たちに与えられた時間はあまりにも短い」と結んでいる。

②「子どもの権利」という視点

「子どもの権利」は、80年代以降受け継がれてきた児童虐待問題のキーワードであり、90年代の特集では、

子どもの権利条約を手がかりとした国民の意識の改革の必要性が問題点として指摘されていた。

児童虐待防止法の基底には「子どもの権利」という認識があり、附帯決議においては「『児童の権利に関す

る条約』の趣旨を踏まえ、施策の実施に当たっては、児童の最前の利益を考慮した取扱いが図られること」と

述べられている。具体的には、通告又は送致を受けた場合の措置、立ち入り調査、警察官の援助、面接又は通

信の制限、親権の喪失の制度など、90年代の特集でみられた、子どもを虐待から救うための「強制力のある迅

速な対応ができる法的根拠」の必要性がこの法律へとつながっていったといえよう。

その一方で、90年代には子どもの権利のもう一つの側面、すなわち「子の希望と感情の考慮」、あるいは

「諸手続における後見人の任命」といった子の福祉の実現を具体化する方策、手続き適正の必要性も指摘され

ていた。この点については児童虐待防止法ではほとんど触れられておらず、2000年の特集に引き継がれ、児童

の権利条約にある「子どもの最善の利益」を念頭においた議論が展開されている。

さらに、2000年の特集では、児童養護施設の問題が多くの雑誌で指摘され、とりわけ『福祉労働』の特集で

は、施設における人権擁護に関する論説が中心となっている。この中で、北九州市の児童相談所の安部は、施

設内での体罰事件に対して、「児童相談所は施設に対して措置入所を依頼する立場であり、また子どもの処遇

や保護者とのかかわりが日常的にあります。そのため体罰や処遇に気がつきやすい立場にはありますが、逆に
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『お願いする立場』として苦言や注意を言いにくい面があります」と述べ、児童相談所はこの問題に対して

「板ばさみの立場にあり、第三者機関ではなく、当事者の一つ」であることから、「施設での子どもの権利擁護

を図るためには、社会福祉協議会や監査指導などを行う機関が、施設と対立してでも客観的な調査や事実解明

を行う必要」があると指摘している。また、社会福祉法人共生会「希望の家」施設長の福島は、児童養護施設

の現状と施設内虐待事件の背景、および子どもの権利擁護をめざした施設での取り組みについて次のように記

している。現状としては、東京都内の児童養護施設入所児の52%が被虐待体験を持つという調査報告にあるよ

うに、深い心の傷を残し、「行為障害、人格障害などの傷を負う子どもへの対応に職員自身も深く傷つき、ス

トレス障害を負う職員が多発している」こと、施設内での続発する事件については、98年の児童福祉法改正で

施設最低基準令が改正され、「懲戒権の濫用の禁止」規定が盛り込まれたもののそうした問題が後を立たず、

施設内虐待への内部告発へとつながっていったと述べている。そして、その背景には職員の人権感覚の希薄さ、

職員の専門性の低さとともに「職員配置の不足が、子どもの人権侵害につながっていることは否めない」とし、

「要保護児童の問題は児童福祉の分野でもっとも遅れている分野」であり、「人権意識の希薄な者が誤った方向

で子どもにかかわっていけばいくほど人権侵害は泥沼のように深みに入ってしまうのである。これが児童養護

施設の現状である」と厳しく指摘している。

こうした施設の問題を受け止めて、全国養護施設協議会は、子どもの権利擁護システムやそれをどのように

施設の運営に定着させるかなどの取り組みを始動しつつあり、具体的には「児童権利擁護委員会」を設置し、

施設長、職員の人権意識を育てるための研修とともに、苦情解決のしくみ、サービス評価基準の策定と点検、

施設の情報開示という「三点セット」をとおして子どもの権利擁護を果たしていこうとしている。さらに、児

童自立支援施設「東京都立誠明学園」の井上は、児童福祉施設にシェルターとしての機能や治療機関としての

機能、家族復帰プログラム実施機関としての期待が課せられ専門性が強く問われる状況の中で、「児童福祉法

最低基準の考え方には、心理的なケアを必要とする子どもたちへの対応が抜けており（トリートメント機能を

有する専門施設として考えられていない）、施設は従前の集団的な処遇から抜け出すことができないのが現状

です。このままでは心理職が配置されても（中略）児童福祉施設は社会的な役割期待に応えることができない

ままに、被虐待児の受け入れを余儀なくされる」と述べ、「国として児童相談所・児童福祉施設の専門性の確

保について、制度的な対応やマンパワーの要請に関する制度の確立が不可欠な時期に来ている」としている。

このほか、『母子保健情報』において高橋は、「子どもが発した訴えから法人全体のシステムが変わった日本

におけるシステムアドボカシーの最初の例として全国的に注目された」鎌倉保育園事件に対する神奈川県子ど

も人権審査委員会の調査、取り組みの過程を記し、「児童養護施設等で生活している子どもは社会的に最も弱

い立場に置かれている。さらに近年の特徴は親から深刻な虐待を受け、心の傷を持っている子どもが増加して

いる。公が設置した児童福祉施設で、この子どもたちへの虐待が行われることは絶対にあってはならない」と

述べている。

このように90年代、虐待の発見・保護に焦点をあてた児童の権利についての議論は、施設等での権利擁護の

問題へと拡がっていった。社会福祉制度が措置から契約へと転換している中で、児童福祉制度は措置制度のま

まで「行政が職権によりサービスを決定していることを重く受け止め、児童の意向を軽視することがないよう、

第三者機関を含めた何十ものチェックシステムの必要性」（才村）が「子どもの権利」を考えるもう一つの重

要な視点となっているといえる。

③児童虐待に関する社会的な認識の広がりとその社会的背景

前報では、90年代の社会的状況として、少子化問題と子育て支援政策、女性への暴力撤廃宣言、そして、性

的虐待を中心とした告白本、ノンフィクション作品の相次ぐ出版、映画化などが、人々の虐待の認識の広がり
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と深く関連していたことを述べた。

1999年の新エンゼルプランをはじめ、今日に至るまで、子育て支援は施策の最重要課題の一つとして取り組

まれている。2000年11月に公表された、母子保健のビジョンを示す「健やか親子21－2010年までの国民運動計

画－」の報告書では、「子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減」が一つの大きな柱とされ、両親

の育児不安・ストレスと子どもの心の関係、および、児童虐待に代表される親子関係の２つの問題が存在する

という認識が示されている。そのほか、2000年の近接領域の雑誌「教育と医学」の特集「子育てとメンタルヘ

ルス」において、児童虐待をテーマとした論考がいくつかみられるように、子育て支援は児童虐待問題と密接

に関わりながら、とりわけ、その予防への一つの大きな力となっている。

さらに、（１）で指摘したように、DV、高齢者虐待、知的障害者への虐待、施設における虐待などの事件報

道を背景に、社会の関心は、家庭内暴力、さらには、児童養護施設や養護学校における人権の問題へと広がっ

ていった。『月刊福祉』では、子どもをはじめ、高齢者や障害者および夫・パートナーからの妻・女性への虐

待等いわゆるファミリー・バイオレンスを中心にその実態や背景、対応の実情や課題などが座談会やレポート

を通して明らかにしていこうとする特集が組まれている。その特集の視点として、編集委員の柏女は「少子高

齢化社会の到来に対応し、介護、子育ての社会化政策が進められている。その一方で家庭におけるケア負担が、

今なお弱い部分に凝縮されている。虐待問題は介護問題や少子化問題のいわゆる負の部分を浮き上がらせてい

るといってよい。この問題にきちんと対応することができない限り、介護、子育ての社会化政策は終結しない」

と述べている。この他『母子保健情報』をはじめ、『心と社会』『警察学論集』『保健の科学』など福祉領域以

外の雑誌においても、女性への暴力（DV）、高齢者虐待、障害者虐待についての論説がいくつも見られる。

1995年北京で開かれた国連の第4回世界女性会議の行動綱領で「女性に対する暴力」が重大問題の領域の一

つに位置づけられて以来、DVの根絶は国際社会の課題となり、国連特別総会女性2000年会議の成果文書に、

女性への暴力防止のための法律の整備が盛り込まれた。こうした世界の動きや東京都が98年に実施し、99年に

公表した「女性に対する暴力調査報告書」、99年の総理府の全国的な調査などによる実態を受け、2000年７月

に総理府男女共同参画審議会は「女性に対する暴力に関する基本政策について」を答申し、新たな法制度を含

めた検討が必要との提言をしている（松沢・米田）。2000年は児童虐待防止法制定とともに、このようにDVに

ついて日本で政府、社会が取り組み始めた年であり、虐待問題が広くファミリー・バイオレンスの問題として

認識されていった年ともいえよう。

④児童虐待の定義

90年代の特集では、ネグレクトを含めて児童虐待の明確な定義がないこと、それが現場での対応を困難にし

ていることが指摘されていた。この点については、児童虐待防止法の第２条で児童虐待が定義され、身体的虐

待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待が具体的に明文化された。

2000年の特集では、さらに家庭内暴力という視点から児童虐待を捉え直し、対象の拡大を求める声が認めら

れる（井上）。『警察学論集』の特集「アメリカのDV被害とその支援に関するシンポジウム」において、アメ

リカでは12秒に１件DVが起こり、年間4000人が死亡していること、330万人の子どもがDVを目撃しているこ

と、おなかにいるときから子どもがDVによる被害を受け、マサチューセッツ州の調査では、女性がDV被害に

あっている家庭の40～69%で子どもが身体的虐待や放置を受け、母親を守ろうとしたとき傷を負っていること、

DV加害者の85%が子どものときの児童虐待の被害者であることなどが報告されている（エリザベス・シャイ

ベル）。このように、DVが虐待と密接に関わることから、児童虐待の定義にDVの目撃を加えるべきだという

指摘が行われ、それらは３年後の法改正へと結びついていくこととなる（2004年の改正児童虐待防止法では

「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力について目撃することも児童虐待に含まれる」とされた）。
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また、鈴木（2000）は、児童虐待をめぐる定義について述べる中で、虐待の範囲を家庭内だけでなく、児童

養護施設などにも拡大すべきとの声が施設内虐待の事件が明らかになる中で高まり、子どもへの不当な扱い

（Maltreatment）という視点から広く児童虐待を捉えようとする流れがあると述べている。

⑤新たな援助の方向性

90年代の後半には、発見・早期対応を中心としたネットワーク作りの必要性が指摘され、保健、福祉、行政

などさまざまな領域の人々の連携による支援が少しずつ試行錯誤を重ねながら進められていった。しかし、

「法律がさまざまな職種の人々の協働を想定していない」という木下（1992）の指摘にみられたように、法整

備の問題は手つかずであった。

児童虐待防止法では、第４条の国及び公共団体の責務において、関係機関及び民間団体との連携の強化が示

された。自治体への施行についての通知ではその関係機関として、「児童相談所を核として、福祉事務所、保

健所、市町村保健センター、主任児童委員を始めとする児童委員、児童福祉施設、里親、保護受託者、市町村、

家庭裁判所、学校（幼稚園を含む）、教育委員会、警察、医療機関、人権擁護機関、精神保健福祉センター、

教育相談センター、社会教育施設などが想定される」とされた。

2000年の特集では、この４条との関わりから、厚生省が行っている地域ネットワークの構築を図るための施

策について紹介しているものがいくつかみられる。たとえば才村では、関係機関との連絡調整を行う職員（児

童虐待問題対応協力員）の児童相談所への配置（平成11年度）、地域支援ネットワークを整備する「家庭支援

体制緊急整備促進事業」の創設（平成11年）、市町村レベルで関係機関が一堂に会し、情報交換や処遇検討な

どを行う「児童虐待防止市町村ネットワーク事業」の創設（平成12年度）などが示されている。

具体的なネットワークの紹介としては、福岡市での官・民それぞれのネットワーク作りがあげられる（鈴宮）。

また、ネットワークを駆使した事例の報告もみられ、赤井らは、児童福祉司の立場から大阪府堺子ども家庭セ

ンターの取組みについて、通報受理→立ち入り調査→一時保護の経過を時間軸に沿って詳細に示し、その中で

小学校、保育所､市・福祉事務所・家庭児童相談室、警察とどのような連携を取りながら進めていったのかを

紹介している。そして、「子ども家庭センター（児童相談所）は虐待対応の第１線の専門的行政機関であるが、

関係機関との密接な協力なしに適切な援助は成しえない。情報の交換だけでなく、危険度評価基準の共有化等

や連携して虐待へのアプローチを行なうことでより有効な援助が実施できるような体制の確立が必要である」

と述べている。

また、医療領域の雑誌『児童青年精神医学とその近接領域』の「福祉と法に関するセミナー：子ども虐待」

では、虐待防止協会と児童相談所が「被虐待児童の相談援助に関する覚書」を交わした北海道における官民間

の連携について報告されている。北海道函館児童相談所の家村は「虐待のケースの対応には、保健、医療、司

法分野の関係者との共通理解のもとに、かかわることができなければ、効果をあげることは難しい」と述べ、

厚生省の『子ども虐待対応の手引き』を児童福祉機関だけでなく、保健、医療、司法機関などへ普及させるこ

とを積極的に行う必要性を指摘している。また、その際に措置権を持つ児相が所在する地域ごとに、児相をバ

ックアップする医師（特に小児科医、精神科医）、弁護士、司法関係機関との共同研修などを通して、「子ども

の人権、親権について学び直し、新たな認識を深めるという視点でのネットワーク作りが大切ではないか」と

述べ、特に虐待の早期発見、早期対応の鍵を握っている医療機関については、「患者（保護者）の治療の一環

として『家族（子ども）の存在に配慮した対応（医療、保健、福祉のトータルケア）』という認識が強く望ま

れる」と述べている。北海道子どもの虐待防止協会の松本もまた、厚生省の『子ども虐待対応の手引き』発行

の意味は大きいとし、多機関の「連携」にあたっては、専門性の違いが問題への認識の違いを招いて、これが

隘路になる場合があること、それを強みに変えるためには共通基盤を持つ必要性があると指摘している。
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さらに、厚生省児童家庭局の前橋は、こうした報告を受け、市町村児童虐待防止ネットワーク事業の予定

（平成12年度100か所）、関係機関との連絡調整や情報の収集分析を担う児童虐待対応協力員の配置、主任児童

委員への研修制度である家庭支援体制緊急促進事業の拡大（全都道府県指定都市59か所）など連携強化のため

の予算要求を行っていることを示している。

こうした官民の連携も含めて、さまざまなレベルのネットワークが作られていった。たとえば、安部は、民

間モデル３つ（民間主導型、行政協力型、勉強会型）、公的モデル４つ（県レベル、市町村レベル、小学校区

レベル、特定個人を支えるセイフティ・レベル）からなる７つのネットワークのモデルをあげ、「さまざまな

レベルでの多様なネットワークのあり方が今後必要になってくる」と述べている。さらに、政府公報『時の動

き』の特集でも、関係機関の連携強化に向けた厚生省、警察庁、総務庁、法務省、文部省、最高裁判所の取組

が掲載されている。

このように、早期発見・対応に関するネットワークは少なくとも90年に比べてさらに一歩進んでいったとい

えよう。しかし、保護された後の子どもへの対応を含めた児童虐待問題全体を視野に入れたサポート体制、ケ

ア・システムといった視点についてのネットワークに関する記述はほとんどみられず、今後の課題として残さ

れたと考えられる。

また、「虐待の発生予防」については、とりわけ、ネットワークの力が大きく関わってくると考えられるが、

90年代の特集ではほとんど触れられていなかった。2000年の特集では保健師、主任児童委員を中心に「出前型」

のサービスを通した取組みが展開されつつある様子がうかがわれ、この点については次項で新たな動向として

取り上げることにする。

（３）2000年の特集の新たな動向：「予防」「分離・保護後の心のケア」について

児童虐待問題を時間軸にそって分類すれば、「予防」、「早期発見・対応」、「分離・保護後」という段階に分

けて捉えることができる。90年代の特集の多くは「早期・発見対応」についての論説が多く、それが何より緊

急の課題となっていたことは、児童虐待防止法をみても明らかであろう。2000年の特集においてもこの「早期

発見・対応」に関するものは同様に多いものの、「予防」や「分離・保護後」の問題について述べたものが多

く見られる。その背景には、各専門領域の議論・実践の深まりとそれに伴う役割の意識化・分化が進んだこと、

あるいは、上記（2）－①で述べたように、児童虐待防止法において積み残された課題が明らかになったとい

う見方もできるであろう。ここでは、2000年の特集からみられる新たな動向として、予防への取組み、分離・

保護後のケアの問題に関する論説を整理する。

①予防

『母子保健情報』において、才村は、「一旦虐待にまでエスカレートしてしまうと、その対応は困難を極め

ることから、その前段階、つまり、ハイリスク期における支援がきわめて重要になる。そのためには、孤独感

と閉塞感の中で子育てにもがき苦しむ親をいかに早期の段階でキャッチし、援助の手をさしのべるかが大きな

ポイントとなる」とし、「個人のプライバシーを尊重しつつ周囲が積極的に介入し既存のサービスにつなげる

『出前型』のサービス」の必要性を指摘している。その鍵を担っているのは、「地域に根を張った児童委員（主

任児童委員）、訪問活動を軸として援助を行っている保健師の活動」であり、2000年11月政府が策定した「健

やか親子21」において、「母子保健サイドからの虐待防止対策が明確に打ち出されたことは画期的なことと思

われる」と述べている。

2000年の特集では、90年代にはみられなかった主任児童委員の論説が掲載されている（新井、宮下）。新井

は、「顔と顔が繋がっていく過程」で、「予備軍の兆候をはらんだ母親の心のなかの荒波が穏やかになり、落ち
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着いて社会生活に溶け込んでいったという例もある」とし、福祉行政に協力する委嘱ボランティアという立場

の前に、同じ地域に住む地域住民の仲間であるという強みがあると述べている。

松井・谷村は、児童虐待防止法は「発症後介入」の姿勢が基本にあるとし、発見→措置→親子の治療と再発

防止が中心課題であることは認めつつも、「同時に必要な方策は発症前の一次予防活動の展開」であると述べ、

保健所、保健センターを「その中核機関と位置づけ、整備を進めるべきである」としている。そして、児童相

談所と保健所の棲み分け、すなわち児童相談所は虐待発生後の対応機関、保健所は虐待発生前の予防機関とし

て機能する必要性を提起している。児童相談所は全国に百数十カ所で、専門家の数も少ないこと、一方、保健

センターは3000の自治体で地域に密着して設置され、保健所も数百カ所あることから新生児訪問、乳幼児訪問、

地域子育てグループ等の活動を通じてハイリスク家庭の把握が可能であるとし、横浜市を例に虐待の一次予防

活動が始動しつつあることを示している。このほかにも保健所、保健師の虐待予防における役割について述べ

ている論説がみられる（徳永、宮本、山田）。

さらに、助産師の長谷川は「新生児訪問や乳房ケア、沐浴指導などの家庭訪問の際に虐待予備軍や虐待懸念

を抱く母親たちに出会うことは珍しくない」と述べ、同じく助産師の田中は、周産期指導における虐待予防に

ついて記し、出産前をも含めた、ハイリスクな母親、あるいは家族への関わりを通した予防の重要性が指摘さ

れている。また、子育て支援に長く携わってきたカウンセラーの村本は、虐待を予防するには子育てを社会に

開かれたものにすることと、母親たちを支え、成長を促進するような関わりが不可欠であるとし、そうした支

援によって予防だけではなく、深刻な問題を抱えた母親に気づき、専門機関につなげることも可能になると述

べている。こうした動きは児童虐待問題に対する視点が防止protectionから予防preventionにも向かいつつあ

ることを示している。

②分離・保護後の問題と心のケア

2000年の特集ではこの段階に焦点をあてた指摘が多くみられ（２）─ ②で述べた施設での人権擁護の問題

とともに、子どもたちに対する心のケア、個別的な関わりの必要性が指摘されている。

森は、「虐待された子どもたちの自立支援」と題する論説の中で「保護者から分離された子どもたちは荒々

しい暴力や心を突き刺すことば、凍るような無視、遺棄あるいは性行為の強要から逃れ、初めて安心した日々

を送ることができる。でもそれはハッピーエンドを意味しない。虐待を受けたことで負っている心的外傷を癒

し、発達をキャッチアップしていかなければならないからである」と述べ、そのために最も重要なこととして、

子どもが安心して依存できる特定の職員との個別的関わりと、心的外傷が重い子どもに対する心理療法等の提

供をあげている。そして、「保護者から分離された子どもたちの８割が児童養護施設に、１割強が乳児院に入

所し、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、障害児施設に入所する子どもたち、里親に委託される子

どもたちが合計して１割いる」中で、これらの施設が子どもへの個別的関わりや心理療法の提供という面でど

のような現状にあるのかを、厚生省の動きもふまえて個々の施設ごとに論じている。児童養護施設については、

2000年度に小舎制の地域小規模児童養護施設を創設し、2001年度には定員50名以上の施設に個別対応職員の配

置が決まるなど、個別的な関わりを実現する条件が少しずつ整えられていること、また、1999年度から心理療

法等が必要な子どもたちが10名以上いる施設に心理療法担当員が配置され、2001年度には配置箇所数の倍増が

要求されていることなどが挙げられている。しかし、そうした方法では対応が困難な、「環境統制と集中的な

治療が必要な子どもたちについては、少なくとも一定期間、その機能を備えた情緒障害児短期治療施設に入所

することが必要である」と述べている。

このような施設の制度、専門性、人員の問題に加え、メンタルケア・システム、ケア技法が不十分であると

いう指摘は多くの論説でみられ、子どもに対するものだけでなく、親への指導プログラムの体系化とケア体制
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の充実が望まれるという指摘が数多くみられる（奥山、池田、才村、前橋ほか）。

とはいえ、実際、虐待された子どもへの施設における心理療法に関する事例は、森田による児童養護施設で

のプレイセラピーの実践の報告がみられるものの、きわめて少なく、メンタルケア・システムと専門的な治療

技術についての充実は、2000年以降のきわめて重要な課題となっていくと考えられる。

以上、2000年の児童虐待をテーマとした雑誌特集号を概観し、その主な論考を整理した。その特徴を一つに

まとめるとすれば、これまで児童虐待問題の柱とされてきた早期発見・対応という段階に加え、その前と後と

いう縦の広がり、あるいはDVをはじめとした横への広がりも含めて、虐待問題をトータルに捉える視点が明

確に打ち出されていったことがあげられるであろう。

しかし、そうした動向の中で、保健、福祉、法律の領域に比べて学校、教育界独自の取組みはきわめて遅く、

2000年の雑誌の中では『学校教育相談』でこの問題がわずかに取り上げられているものの、そのほかには養護

教諭による２つの報告しかみられない。この点は今後の大きな課題として残され、次に述べるように2001年以

降に次第に関心が高まっていった。

（４）2001年以降の特集の展開

2001年は13本、2002年11本と、数としては2000年を下回るものの、多様な領域で特集が組まれている。そし

て、2003年は４本と少ないが、2004年になると27本、2005年も20本とこれまでを凌ぐ数の特集がみられる。そ

の背景には、2004年４月に行なわれた児童虐待防止法の改正、および2004年12月公布の児童福祉法改正（昭和

22年以来初めての児童相談体制の抜本的な見直しを含む）があり、さらに大阪岸和田事件（2003年11月に中学

３年生男児が餓死寸前で発見され、2004年１月に保護者が逮捕された）が虐待問題への社会の大きな関心を引

き起こしたことがあげられる（2004年の雑誌ではこの事件をタイトルとして含む論考が数多く見られる）。

内容を概観すると、前述の2000年の特集で指摘された課題が引き続き論じられているのに加え、この時期の

新たな動向として次の２つがあげられる。一つは子どもの心のケアと親子の再統合、関係の修復を目指した家

族への支援に関する論考が数多く展開されていること、もう一つは、これまできわめて少なかった学校教育領

域の雑誌の特集が多くみられるようになったことである。

①子どもの心のケアと親への支援

2001年以降の雑誌では、情緒障害児短期治療施設、児童養護施設、入院治療施設などにおける生活面、心理

面を併せた具体的な関わりを記したものが見られるようになる。2001年の特集『臨床心理学』で、四方・増沢

（2001）は、「育ち直りを援助する」ことを目指した情緒障害児短期治療施設でのチームワークによる支援につ

いて記しているのをはじめ、乳児院（鈴木, 2001）、児童相談所（前橋,2001）、児童養護施設（国分,2001）など

多くの施設における心理的な援助の事例や現状が報告されている。また、この特集では施設退所後も含めた長

期的援助プログラムによる地域ネットワークに関する報告（佐藤.2001）や、子どもおよび親の抱える心理臨

床的問題とその援助についての報告（村瀬,2001;西澤,2001;元屋,2001）などみられ、この時点での治療的関わり

に関する一つの到達点を示すものとなっている。被虐待児の心の回復のための心理的アプローチは、子育て環

境や経済的な問題など生活面への福祉的アプローチとともに、極めて重要な意義をもつが、まだその研究、方

法は端緒についたばかりであり、西澤（2001）、佐藤（2001）らが指摘するように、心理臨床的援助の専門家

が果たすべき役割は大きく、今後、その期待にどう応えていけるのかが問われている。（なお、被虐待児への

心理臨床的援助については４章で詳しく論じる。）

さらに2004年の児童虐待防止法の改正では、「親子の再統合への促進の配慮と親への適切な指導および支援」

が新たに加えられた。『生活教育』『世界の児童と母性』、『保健師ジャーナル』では「家族の再統合」「親や家
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族への支援」という言葉が特集のタイトルとなり、そのほかの特集でも（たとえば『母子保健情報』（2005）

では、児童相談所、児童養護施設、医療機関などにおける親子再統合に向けた援助が掲載されている）これら

をテーマとする論説が数多くみられる。このように子どもの心のケアの問題と相俟って、親子の再統合が新た

なキーワードになっていった。その中で、施設の立場からは、それがことさらに叫ばれることへの懸念も表明

されている。平田（2004）は、家族の幻想に振り回される違和感、家族機能の低下している家族に統合を要求

する不合理を指摘し、一緒に暮らすことはできなくても、子どもが自分の生きる道を選ぶ手助けをすることも

施設の大切な役割であると述べている。とりわけ思春期以降の子どもでは、親との距離を取って自立の道を選

択し、それによって「破綻せずにかろうじて家族とのつながりを維持」していく子どもたちが何人もいる現実

を事例と共に示している。また、伊達（2004）は、「親子再統合は親の失調、親子関係の不全、子どものつま

ずきや外傷からの回復や発達に向かっていく複雑な過程であって、それが見えてこない」状況を「少しいぶか

しく思っている」と述べ、どれだけ再統合に努力してもそれが叶わず、施設で長い年月を過ごす「家庭代替ケ

ース」への取組みは家族との関係改善と分かちがたく進んでいく過程であると述べている。

また、医療機関での再統合に向けた援助を行っている杉山・海野（2005）は、「われわれを著しく悩まして

いるのは子ども虐待を巡るインフラの不足である。特に入院と家庭との中間的な対応の可能な場所、養護里親

や情緒障害児短期治療施設などの空きが無く、入院による保護を行なってもその後の処遇先がみつから」ない

と述べ、その情緒障害児短期治療施設の高瀬（2001）も家族のもとへ帰れない、出口のなさが深刻な問題とな

っているとしている。2002年に里親制度の大きな改革が行なわれ、虐待を受けた子どもを養育する専門里親制

度が創設されたことは、こうした状況を改善するための一つの取組みといえよう。専門里親の養育の目的は子

どもが愛着関係を形成できるようにすること、委託期間を原則２年に定め、その間に親への援助を行なって家

庭引き取り（再統合）を目指すこととされ（庄司,2004）、これまで施設養護中心で里親制度が発展してこなか

ったわが国でもその意義を示し、正しい認識を広めようとする動きが認められる（古川,2004; 庄司,2004;高

瀬,2005;才村,2005ほか）。

それぞれの施設、機関における子どもの心のケアや家族への支援が実っていくためには、従来から指摘され

ているように、人的配置、予算の拡充はもとより、子どもと家族の状況に応じて段階的に役割を引き継ぐこと

のできる社会的受け皿の充実が必要であり、「発生予防から自立支援までを含めた総合的な支援体制の推進」

（相澤,2005）を目指した社会福祉制度全体を見通した改革が今強く求められているといえよう。

②学校における児童虐待への取組み

2001年から2006年の間に学校領域では、『月刊生徒指導』『教職研修』『内外教育』『教育』をはじめ、10本の

雑誌で特集が組まれ、とりわけ、それらの多くは2004年以降に集中していることが特徴としてあげられる。奥

野（2004）は、「学校現場において児童虐待が大きく問題視されるようになったのは平成15年11月に発覚した

大阪府岸和田市での中学生の虐待事件からであろう」と述べ、小林（2004）もこの事件にふれる中で「2004年

を『教育の虐待元年』にして二度と同じことを繰り返さない決意で教育界が虐待に取組みはじめるであろう」

という期待を記している。

加藤（2004）は、岸和田事件によく似た事件は過去に他地域でも発生していたが、今回のように大々的に取

り上げられることはなかったとし、「虐待防止法改正をひかえていたこと、被害者が中学３年生であったこと

が強く関心を呼んだ」と述べている。さらに虐待に気づいていた近隣や生徒の声がうまく届かなかったこと、

不登校問題が先行し、虐待が見過ごされていたことなどから、「虐待の認識がまだまだなのだという反省が浮

上し」、その後、虐待報道が多くなっていったと記している。

文部科学省はこの事件を受け、2004年１月末に学校が「緊急かつ徹底して取り組むべき課題」として「児童
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虐待防止に向けた学校における適切な対応について」という通知を都道府県、市町村の教育委員会や私立学校

主管課等に行なっている。早期発見・対応、不登校児童生徒の状況把握、疑いの段階での通告と関係機関との

連携、学校としての組織的取組みがあげられ、これを受けて早期発見のポイント、発見後の対応について記さ

れた論説が多くみられる（淵上,2004；奥野,2004ほか）。

また、長期間（連続して30日以上）学校を休んでいる児童生徒の状況把握調査が公立の小中学校について行

われ、2004年３月１日現在、「学校も他の機関の職員等も会えていないと思われる児童生徒数」は2割を占めて

いることが示された（『生徒指導』特集資料３, 2004）。中学校教諭の坂本（2004）は、「さまざまな問題行動を

探っていくとき、その根底から虐待の事実が浮かび上がってくることが、往々にして出てくる」とし、「今、

中学校で重い虐待が発覚するとしたら、不登校対応が大きなチャンスなのではないでしょうか」と述べている。

そして、「特に本人の姿がまったく確認できないタイプの不登校」の場合、児童相談所への連絡を迷わず行う

ことをすすめ、児童委員、民生委員、福祉等の家庭訪問を通じて担任の定期的訪問を続けていった経験を記し

ている。このほかにも、門田（2004）の「長期欠席児童・生徒の状況把握と対応をどう進めるか」など、この

問題に関連する論説がみられる。

2004年４月に改正された児童虐待防止法では、学校の教職員という個人に対してだけではなく、「学校」と

いう機関そのものに児童虐待の早期発見・対応が義務づけられ、通告の対象も「虐待を受けた子ども」から

「虐待を受けたと思われる子ども」へと拡大された。山川（2006）は、東京都が行った実態調査の結果をもと

に学校による発見、通告が大きな位置を占めていることを示している。調査対象は平成15年度に都の11の児童

相談所で児童虐待として受理した1,694件（電話相談のみで終了したもの、虐待の事実が見られなかったもの

を除く）で、発見経路をみると学校は近隣知人に次いで２番目に多く、全体の19.1%を占めている。特に中学

生、高校生の場合は、それぞれ40.3%、30.8%を占め、最も多い。また、通告を受けても調査の結果、虐待の事

実が認められない「非該当」の事例が、全体では４分の１を占めるのに対し、学校が第１発見者となった事例

では6.6％と少なく、学校の通告は確実性が高いことが示されている（この調査結果は児童虐待防止法が改正

される前年度のものであり、改正後さらに学校での早期発見、通告は増加していったもの推測される）。この

ほかにも、学校からの通告に関する論説は多く、『教職研修』では、弁護士の斉藤（2004）が、「通告義務をど

う遂行するか」について記し、通告義務の前提としての早期発見の努力義務、通告の意義を前向きに捉え、教

師が１人で問題を抱え込まず、場合によっては弁護士会の設置する人権救済の相談窓口への連絡をすすめてい

る。また、野田（2004）は、「児童虐待に関するすべてを教育の専門機関である学校が行なうことは不可能で

あり、社会的にも期待されていない」と述べ、学校の責任を果たすためには、「法と制度を知り、連携相手の

特性と、自己の限界を知り、通告するところから連携を始めることが必要」であると記してしている。

このように学校領域の雑誌では早期発見、通告、多（他）機関・多（他）職種との連携に関するものが多く

を占め、学校が子どもと家庭を支援する地域ネットワークの一員として子どもを支える役割を積極的に担うこ

とへの要請は高い。また、それは、他の領域では既に早くから指摘されてきたことであり、ようやく学校がそ

こに辿り着いたとみることができよう。

さらに、数は少ないものの、重要な指摘と考えられるのは、「学校独自のケア」に関する提言である。小林

（2004）は、「学校には今虐待されている児や以前に虐待されていた児が、虐待する親元で暮らしながら、ある

いは、親元から離れて施設や里親や親族宅で暮らしながら通っている」事実をあげ、学校こそが施設や家族以

外で子どもの心の回復の鍵を担っていること、「虐待を受けてきた子どもを、わが子を虐待しない大人に育て

ることのできる機関である」と指摘している。そして、「学校現場特有の、教師にしかできない重要な役割が

あり、それは学校が自ら作り上げないとできない課題である」と述べ、子どもが自ら相談できるような環境を

作ることや子どもの孤独な旅立ちに寄り添い、生きる意欲を支えるほどの意味を担任教師が持っていること、
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施設を安全と思えるようになった子どもに社会も安全だと伝えられる学校となることをあげている。ここには、

早期発見だけでなく、予防とケアに果たす学校や教師の役割が示唆されているといえる。また、玉井（2006）

は、「学校は治療的な生活構造を持っていない」、「学校に心理治療的対応を求めることはもともと不可能であ

る」とことわった上で、「その一方で、学校は家庭や専門機関ではなかなか提供できないような多様な人間関

係や役割を準備することができる」とし、学校というシステムが虐待対応の全体的な枠組みの中で何を求めら

れているかについて論じている。子どもに対しては、怒りを適切に表現できるようにすること、一貫性と合理

性のあるルールを明示し、「どこであろうと許されない」ことに対する現実的な制約があるという「非虐待的

環境」を提供すること、家族に対しては、孤立傾向にある親と地域を結ぶパイプの一つとして機能することが

あげられている。

多くの問題で疲弊し、ストレスにさらされている学校、教師たちにとって、虐待問題への取組みの期待・要

請は、苛酷なものに思われる。しかし、社会全体で子どもたちの人権を守り、親の子育てを支援していく時代

の流れに与し、他の機関との相互信頼関係を構築しながら、この問題に共に取り組んでいくことが、逆に今の

学校現場の抱える閉塞感を減らしていくことにつながる可能性を信じたい。そして、玉井（2006）が、「自分

たちの眼前で何が起こっているのか、今後どのような幅を持って推移する可能性があるのか、自分たちは何に

着目していけばいいのかといった点について切れ目のないサポートが現場の教員に提供される必要がある。と

りわけ異動の激しい学校現場ではこのことがとりわけ重要である」と指摘しているように、多くの経験の蓄積

を有する機関の協力は学校の取組みを支え、前進させるものとなると考えられる。
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表３　2000～2006年の児童虐待に関する書籍（和書）
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表４　2000～2006年の児童虐待に関する書籍（訳書）
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第７章　まとめと総括

第１章では、まず2000年以降の子育てをめぐる状況を概観し、90年代からはじまる二極化の流れの拡大とい

う社会状況が、少子化の進行する中で、子どもを持つ家庭においては、児童虐待発生ハイリスク層の拡大に影

響を与えていることを指摘した。実際、2000年の児童虐待防止法の制定以降も、児童虐待相談は増加する一方

で、児童虐待をめぐる事件報道も急増する。その中で、とりわけ大きく報道された重大事件が、その後の法律

改正や施策に強く影響を与える傾向が近年の特徴と考えられた。また、子どもの性的被害、事故、非行、発達

障害などと児童虐待との関連性を指摘し、児童虐待の裾野の広さや関連する領域の多様性にも言及した。

続く第２章では、2000年から2006年に公刊された書籍と、法律制定の年にあたる2000年の雑誌特集号の論文

を中心に、1990年代の延長線上としての傾向（①当事者の声、②社会全体への認識の広がり、③専門家の実践

的活動）を概観した。そして、新たな動向として、①保育、教育関係の専門家養成用のテキストに児童虐待が

取り上げられようになったこと、②翻訳書の大量の出版、③児童虐待を中核とした「子どもの危機的状況」の

歴史を振り返る作業の始まり、をあげた。

また、第３章では、情緒障害児短期収容施設の研究紀要「心理治療と治療教育」第１巻（1989）から第17巻

（2006）を中心に、児童虐待問題が、情短施設においてどのように取り上げられ、被虐待児への心理臨床的援

助を担うようになってきたかを概観した。

さらに、第４章では、1999年に発刊された学会誌「子どもの虐待とネグレクト」を2006年まで追って、そこ

に掲載された事例を分析することによって、第３章で取り上げたような被虐待児の心理臨床的援助が、施設内

「環境療法」から「総合環境療法」に展開していくことを確認した。

一方、第５章では、第２章で指摘された問題、すなわち書籍等の大量の公刊によって引き起こされた児童虐

待をめぐる記述の正確さに関する疑問を、発達心理学の教科書的な書籍に限定して調査し、その結果をまとめ

た。

最後に、第６章は、前報告の第４章「性的虐待と『バックラッシュ』問題を考える」の続編と位置づけられ

る。主として2000年以降の国内外動向について概観し、「バックラッシュ」問題から出てきた「司法面接」や

「子どもの記憶」にも視野を広げて論じた。

我々は、前報告で1990年代を児童虐待を中核とした「子どもの危機的状況」における転換期ととらえ、そこ

から生まれた大きなうねり（社会の認識の広がりと専門家による多分野横断的協働）が2000年の法律制定へと

結実したと総括した。一方、この2000年代に入ると、すでに誕生したばかりの法律が一度目の改正を終え、さ

らに次の改正への準備が進められている。この法律制定直後の２度の改正に象徴されるように、1990年代後半

からのこの10年ほどの児童虐待問題をめぐる動きはあまりに急激であると言わざるを得ない。こうした急激な

動きに対して、第１章で指摘したように重大事件の事例研究が影響していることがこの時代の大きな特徴と言

えるだろう。

こうした動きに直結して、この間に出版された児童虐待に関わる書籍や論文は正直我々の手に余るものであ

った。事実、今回の報告書においては、2000年以降に出版された書籍のすべてに目を通すことはできてはいな

いし、雑誌特集号に至っては2000年に集中的に出された21本に関しての概観が中心とならざるをえなかった。

したがって、時代区分としても2000-2006年の７年間であり、2000年代としては中間報告にすぎないのは当然

ながら、同時にあまりに膨大な出版量ゆえに文献研究としては全体を把握できていない中間報告であることを

お断りしておきたい。

（保坂亨）



資料　1970－2006年に見られる子どもの危機的状況を中心とした主な出来事
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＊児童虐待に関係する事件･････斜字 
　1989年までは、上記の文献を参考にセンターが作成した。 
　1990年～1995年は、上野（2003）『〈児童虐待>の構築－捕獲される家族』第１章P16を参照しながら、センターが作成。 
　1996年以降は、インターネット上の朝日新聞データベース『聞蔵』で、「虐待」「逮捕」（「事件」）をキーワードとして検索された記事を参考に、センターが独自に作成したものである。 

出典：柿沼　昌芳・永野　恒雄 編（2002）「学校の中の事件と犯罪ø　1945～1985」　批評社 
　　　神田　文人・小林　英夫 編（2005）「戦後史年表」　小学館 
　　　山本 健治 （1989）「〔年表〕子どもの事件　1945-1989」 柘植書房 
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平成19年度専門研修を振り返って

１．平成19年度実施の研修の概要

（１）平成19年度研修の基本方針

子どもの虹情報研修センター（以下「センター」という）は、平成14年度から児童虐待対応等に関わる援助

者の専門研修事業を行っています。平成19年度研修は、以下の点を基本方針として企画・運営しました。

①　「参加型」研修の継続

センターでは、開設以来、参加者が問題意識を持って議論しあうことを通じ、相互に切磋琢磨することに

より、子ども虐待対応への専門性を向上をめざした「参加型研修」を基本においています。そのため、参加

者自らの業務内容をまとめた「フェイスシート」、現状を総合的に把握する「アンケート」、そして「事例の

概要」を事前課題として提示、提出をお願いしています。（これらを求めない研修もあります）。加えてグル

ープ討議やパネルディスカッション、ケースカンファレンス等、討論型プログラムの時間配分を多くとりま

した。また、事例検討での議論がより深まるよう、少人数でのケースカンファレンスを可能な限り、組みい

れました。

②　関連する職種・機関による合同研修の拡充

子ども虐待への対応は、関係する多くの機関の連携が不可欠です。このため、センターでは、「治療機

関・施設専門研修」「地域虐待対応等合同研修（「市町村虐待対応等セミナー」から再編）」「テーマ別研修」

「大学生・大学院生MDT（多分野横断チーム）研修」等、様々な職種・機関の職員が参加する合同研修の充

実をめざしております。その一環として、本年度から、従来別々に行っていた児童福祉司と児童心理司の研

修を統合し、「児童相談所児童福祉司・児童心理司等合同研修」として実施しました。こうした合同研修は、

職種間・機関間の相互理解に役立ち、連携を促進する効果が期待できます。

③　現場のニーズに即した研修内容

センター研修は、現場が役に立つ内容や現場のニーズをできるだけ反映した研修内容にすることを心がけ

ています。特に、参加者からのアンケートで希望の多いテーマについては、「テーマ別研修」などに反映し

ています。「テーマ別研修」は毎年参加者数が定員を上回るなど好評です。

④　研修後アンケート・「研修１年後」アンケートの実施

センターでは、研修参加者の声を次年度以降の研修にできる限り反映できるよう、研修終了後にアンケー

ト調査を実施するとともに、研修１年後も、参加者及び所属長に対して「研修1年後」アンケート調査を行

い、研修効果の測定に役立てております。特に、「センター研修で今後望む研修内容」の聴取などは、研修

後アンケートと「研修１年後」アンケートの項目を一部揃えるなどの工夫を行いました。そのことにより、

センター研修へのニーズ把握や研修効果の測定がより把握しやすくなりました。これらのアンケート結果は

次年度研修の立案にも大きく反映させています。

（２）平成19年度に新設（再編）した研修

平成19年度は以下の４つの研修を新設（再編）しました。

①　児童相談所児童福祉司・児童心理司等合同研修

②　児童虐待対応等地域研修＜アドバンスコース＞



■ 事業報告 ■

201

③　児童虐待対応基礎研修

④　テーマ別研修「性的虐待」「非行と児童虐待」

それぞれの研修の内容・詳細については、次節「３．各研修を振り返って」において詳しく説明します。

（３）平成19年度研修で中心においた研修テーマ　～「アセスメント」「性的虐待」「少年非行」「DV」

平成19年度研修は、以下の内容を取り入れました。児童虐待相談の増加に伴い、市町村を含め、児童虐待事

例に関わる機会が増えてきています。その際に、重要となるのは「アセスメント（見立て）」です。子どもを

保護するか否か、市町村では児童相談所に通告するか否かなど、リスクアセスメントを含めた「見立て」は非

常に重要です。そこで、平成19年度は、「アセスメント」に関する内容を各研修で組み入れ、特に、「リスクア

セスメント」については、市町村と児童相談所との合同研修である「地域虐待対応等合同研修」で取り上げま

した。

また、参加者からのニーズの高い「性的虐待」「少年非行」については、テーマ別研修で取り上げるだけで

なく、様々な研修で講義や事例検討を通して取り上げました。また、最近は、母子生活支援施設からの参加者

も増えてきている状況もあり、児童虐待との関係で注目されることの多い「ドメスティック・バイオレンス」

に関する講義も研修プログラムに盛り込みました。

２．参加状況

平成19年度に実施した研修と参加者数は表１の通りです。

全研修で1,660名の参加がありました。前年度の1,421名に比べ239名増加しました（表１）。

表１　子どもの虹情報研修センターで実施した研修一覧と参加者数

58 

（60） 
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50 

97（センター） 

 

99（高松） 

96 

66 

73（新潟） 

82（名古屋） 

86 ※２ 

49 

52 

28 
 

24 

 

 

 

84（センター） 

 

89（大阪） 

78 

71 

40（札幌） 

64（福岡） 

130 ※３ 

研　　修　　名 期　日 
平成18年度 
参加者数 

71 

（74） 

22 
 

28 

97 

95 

80 

52 

92 

79 

96 

85 

97 

62 

97 

平成19年度 
参加者数 

平成17年度 
参加者数 

児童相談所長研修　 
 

児童相談所・情緒障害児短期治療施設・ 

医療機関等医師専門研修 

新設情緒障害児短期治療施設職員研修 

児童相談所児童福祉司・児童心理司等合同研修  ※１ 

児童虐待対応等基礎研修　※１ 

大学生・大学院生MDT（多分野横断チーム）研修 

地域虐待対応等合同研修（福島） 

地域虐待対応等合同研修（アドバンス）※１ 

地域虐待対応等合同研修（松本） 

児童養護施設職員指導者研修　 

治療機関・施設専門研修　 

地域虐待対応等合同研修（奈良） 

地域虐待対応等合同研修（山口） 

テーマ別研修「性的虐待」　※１ 

平成19年５月１6日（水）～５月18日（金） 

平成19年10月16日（火）～10月18日（木） 

平成19年５月28日（月）～５月29日（火） 
 

平成19年６月13日（水）～６月15日（金） 

平成19年７月３日（火）～７月６日（金） 

平成19年７月26日（木）～７月27日（金） 

平成19年８月２日（木）～８月３日（金） 

平成19年８月30日（木）～８月31日（金） 

平成19年９月５日（水）～９月７日（金） 

平成19年９月20日（木）～９月21日（金） 

平成19年10月９日（火）～10月12日（金） 

平成19年11月６日（火）～11月９日(金) 

平成19年11月21日（水）～11月22日（木） 

平成19年12月６日（木）～12月７日（金） 

平成19年12月19日（水）～12月21日（金） 
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３．各研修を振り返って

各研修のプログラム、講師名、時間配分等を表２～18に示しました。

センターでは、研修終了時に、研修後アンケートを実施し、研修に対する評価、今後の研修への要望を聴取

していますが、その一部も加えてそれぞれの研修ごとに振り返ることとします。

（１）児童相談所長研修（表２－１、表２－２）

平成16年度の児童福祉法改正により義務化された研修です。新任児童相談所長が参加対象者のため、平成18

年度からは、１グループ編成で行っています。研修は厚生労働大臣が告示した基準に合致するプログラムから

構成された＜前期＞＜後期＞各３日間としました。＜前期＞は所長として必要な基本的内容を講義を中心とし

て、＜後期＞は半年間の実務経験を踏まえ事例検討やグループ討議等により児童問題への具体的対応のあり方

等について学んでいただきました。また、児童虐待による死亡事例が後を絶たないこともあり、危機意識を持

って対応していただくため、児童虐待の悲惨な状況について救急救命センターの医師による講義を、今年度か

ら加えました。

67 

82／67 

50 

 

92 

103 ※４ 

62 

1,277 

71（群馬） 

42（岩手） 

31（三重） 

1,421

（89） 

93 

44 

 

85 

61 ※５ 

58 

1,239 

52（鳥取） 

69（千葉） 

32（神奈川） 

1,392

89 

79 

49 

62 

89 

99 

 

1,520 

52 

41 

47 

1,660

児童福祉施設指導者合同研修 

児童相談所スーパーバイザー研修 

乳児院職員指導者研修 

地域虐待対応等合同研修（長崎） 

児童福祉施設心理担当職員研修　 

テーマ別研修「非行と児童虐待」　※１ 

児童相談所心理職員指導者研修 

　　　参　加　者　計 

児童福祉施設職員地域研修（宮城） 

児童福祉施設職員地域研修（埼玉） 

児童福祉施設職員地域研修（茨城） 

　　　参　加　者　合　計 

平成20年1月16日（水）～１月18日（金） 

平成20年１月29日（火）～２月１日（金） 

平成20年２月12日（火）～２月15日（金） 

平成20年２月28日（木）～２月29日（金） 

平成20年３月12日（水）～３月14日（金） 

平成20年３月17日（月）～３月19日(水) 

（平成18年度まで実施） 

 

平成19年10月26日（金） 

平成19年９月18日（火） 

平成20年1月24日（木） 

※１は、平成19年度から新設・再編された研修を示す。 　　　　　　 
テーマ別研修のうち、※２「発生予防」※３「発達障害と児童虐待」、 

※４「親への支援」※５は「介入の意義と方法」を示す 

表２－１　児童相談所長研修＜前期＞

1.5 

1.5 

 

1.5 

2.5 

2.0 

1.5 

日 

1 

 

 

 

2 

 

 

テーマ 

 

形式 

講義 

講義 

 

演習 

講義 

講義 

講義 

講師・助言者等 

児童家庭福祉の動向と課題 

児童相談所の運営 

―児童虐待への対応と危機管理について― 

事例検討 

児童相談所の運営　―適切な法的対応について― 

医療現場からみた被虐待児の実態と初期対応 

少年非行の理解と対応 

伊原　和人（厚生労働省雇用均等・児童家庭局） 

津崎　哲郎（花園大学社会福祉学部） 

 

津崎　哲郎 

磯谷　文明（くれたけ法律事務所） 

市川　光太郎（北九州市立八幡病院小児救急センター） 

阿部　惠一郎（創価大学教育学部） 

時間 
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本年度は、計71名の参加がありました。グループ編成は＜前期＞＜後期＞と同一メンバーとし、参加者の情

報交換や交流が進むように配慮しました。参加者からは「メンバーを＜前期＞＜後期＞と固定していたのはよ

かった」という感想の一方で、様々な参加者との交流を望む声もありました。参加者相互の交流・情報交換は

進んでいるようですが、引き続き児童相談所長間の交流のネットワークが整備されるよう工夫していきたいと

思います。

（２）児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療機関等医師専門研修（表３）

児童相談所や情緒障害児短期治療施設等に勤務する医師の専門研修です。

平成19年度は、22名の参加がありました。内訳は児童相談所医師10名、情緒障害児短期治療施設医師７名、

小児医療機関医師４名、児童自立支援施設医師１名です。全体の人数は大きく変わりませんが、小児総合医療

施設等の医師の参加も増えてきており、参加者の幅が広がってきております。

今回は、最近進歩の著しい脳科学の講義を「虐待が脳に及ぼす影響」というテーマで組み入れました。講義

は、最新の脳科学の情報だけでなく、ストレスと脳の反応などについても紹介され、子どもや保護者の精神療

法（カウンセリング）等にも従事する参加者から参考になったとの感想が寄せられています。

２日目は例年通り、事例検討を通して、医師の役割について検討しました。特に、２日目午後の事例検討は

初めて、児童自立支援施設に勤務する医師からの事例提供となり、非行と児童虐待との関連を考える貴重な時

間となりました。

この研修は、リピーター参加者が多く、平成14年度から６年間継続して参加された方もおられます。研修後

1.5 

 

1.5

3 

 

 

講義 

 

討議 

要保護児童対策地域協議会の活用等 

関係機関との連携 

関係機関との連携 

才村　純（日本子ども家庭総合研究所） 

 

助言者：才村　純 

表２－２　児童相談所長研修＜後期＞

4.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0

日 

1 

2 

 

 

3

テーマ 

 

形式 

討議 

演習 

演習 

演習 

討議 

講師・助言者等 

児童相談所の運営について（関係機関との連携を含む） 

事例検討「少年非行への対応」 

事例検討「適切な法的対応」 

事例検討「児童虐待の初期対応」 

グループ討議「子どもの権利擁護」 

助言者：赤井　兼太（九州保健福祉大学） 

助言者：阿部　惠一郎（創価大学教育学部） 

助言者：津崎哲郎（花園大学社会福祉学部） 

助言者：同上 

助言者：伊達　直利（旭児童ホーム） 

時間 

表３　児童相談所・情緒障害児短期治療施設・医療機関等医師専門研修

2.0 

2.0 

2.5 

 

2.5

日 

1 

 

2 

 

テーマ 

 

形式 

講義 

討議 

事例検討 

講師・助言者等 

虐待が脳に及ぼす影響 

現場の課題 

被虐待児と家族への援助と医師の役割 

（児童相談所のケース） 

被虐待児と家族への援助と医師の役割 

（児童自立支援施設のケース） 

岡野　憲一郎（国際医療福祉大学） 

参加者＜グループ討議＞ 

報告：参加者 

進行：参加者 

報告：参加者 

進行：参加者 

時間 
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アンケートでは、初めてこの研修に参加した医師から「他所属の医師に会うことが少ないので、医師の役割に

ついて考えることができてよかった。」という声が多くある一方で、リピーター参加者からは、研修の「マン

ネリ」感を指摘する声もあり、来年度以降は、開催場所を含め、研修内容を再検討します。

（３）新設情緒障害児短期治療施設職員研修（表４）

新設もしくは開設予定の情緒障害児短期治療施設職員、既存施設の新任職員を対象とした研修として、今年

度で４回目となります。本年度は、新設施設13名（６施設）、新人職員15名（12施設）の参加がありました。

研修内容は敢えて毎年同様のプログラムとし、「基礎」研修の位置付けを明確にしています。プログラムは、

情緒障害児短期治療施設における「治療的援助の基礎」の講義、開設まもない施設から提出された事例の検討、

経験豊富な「先輩」施設からの事例提供によるケースカンファレンス、チームアプローチという構成で行いま

した。

平成19年度も28名という小人数だったこともあり、参加者相互の情報交換も活発に行われました。

「グループ討議等で自施設の取り組みを紹介することが多かったので、施設を振り返る良い機会となった」

「具体的な事例の流れをカンファレンスを通して学ぶことができてよかった」との声が寄せられております。

上述のように、参加者からの評価は高いのですが、その一方で、他の児童福祉施設と同様の指導者を対象と

した研修の必要性が指摘されています。来年度は、このような基礎的な研修は全国情緒障害児短期治療施設協

議会において対応し、センターは指導者を対象とする研修に再編していく方向で検討します。

（４）児童相談所スーパーバイザー研修（表５）

児童相談所で児童虐待に携わっている中心的・指導的立場の児童福祉司（スーパーバイザー）を対象とした

研修を実施し、79名の参加がありました。

この研修参加者のアンケートによれば、経験豊富な方からは、より高度の研修を望む声があり、経験の浅い

方からは少し難しいとの声もあり、研修のあり方については課題を抱えていました。

本来、児童相談所スーパーバイザーは、少なくとも10年程度の相談援助活動経験が求められますが、経験10

年以上の児童福祉司が少ないこともあり、児童相談所経験５年以上を参加要件として設定し、実施したところ

です。

表４　新設情緒障害児短期治療施設職員研修

2.75 

1.5 

2.0 

2.0 

 

2.5
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1 

 

2 

 

 

3

テーマ 

 

形式 

講義 

討議 

事例検討 

事例検討 

 

講義 

講師・助言者等 

情短施設における治療的援助の基礎 

グループ討議 

子どもの育ちの実際 

子どもの育ちの実際 

 

チームアプローチについて 

滝川　一廣（大正大学大学院人間学研究科） 

参加者 

助言：平田美音（名古屋市児童福祉センター） 

事例提供：澤田史香（ことりさわ学園） 

助言：四方燿子（子どもの虹情報研修センター） 

増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

時間 

表５　児童相談所スーパーバイザー研修

1.5 

2.0 

日 

1 

 

テーマ 

 

形式 

講義 

討議 

講師・助言者等 

児童相談所におけるスーパーヴィジョンについて 

メンタルヘルスケアについて 

川�　二三彦（子どもの虹情報研修センター） 

参加者 

時間 
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児童相談所の経験年数を研修参加要件としたこともあり、研修内容は応用編的色彩の濃いものとなりました。

例年要望の高い「法的対応」に関する講義では、参加者から事前に提出された質問事項に講師（弁護士）が応

えるQ&A方式をとり入れるなど、各児童相談所からの悩みや実践に即応する内容に工夫しました。事例検討

も「職権一時保護・立入調査」「法的対応（法28条事例）」「在宅指導（家族再統合を含む）」「非行事例」など

広範にわたり、事例を検討しました。

「児童相談所経験５年以上」という参加要件を設定しましたが、経験年数は満たないものの、児童福祉司を

指導する立場にある職員を研修に参加させたいという問い合わせも多くあり、今後、これら指導者の研修につ

いて、どのように対応していくかが課題です。

（５）児童相談所児童福祉司・児童心理司等合同研修（表６）

児童相談所において中核的役割を担う児童福祉司と児童心理司について、職種間の連携促進を図るため、今

まで実施してきた児童相談所心理職員指導者研修を、児童福祉司と児童心理司の合同研修として、再編した研

修です。本年度は97名の参加（児童福祉司63名、児童心理司31名、一時保護所職員等３名）を得て行われまし

た。
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2.0 
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1.75 

2.0 

2.0 

2.5

2 
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４ 

講義 

事例検討 

事例検討 

討議 

講義 

事例検討 

 

事例検討 

虐待に対する法的手段の適切な活用 

虐待事例の検討（職権一時保護・立入調査） 

虐待事例の検討（28条関連事例） 

虐待相談 －在宅指導の実際と課題― 

ケースの「見立て」について 

虐待事例の検討（在宅ケースの事例） 

 

非行相談事例の検討 

岩佐　嘉彦（いぶき法律事務所） 

助言者：川�　二三彦 

助言者：　同　上 

参加者 

金井　剛　（横浜市中央児童相談所） 

助言者：金井　剛 

助言者：才村　純（日本子ども家庭相談所） 

助言者：野村　俊明（八王子医療刑務所） 

表６　児童相談所児童福祉司・児童心理司等合同研修

1.25 

2.0 

 

2.5 

2.0 

1.75 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

 

2.0
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テーマ 

 

形式 

講義 

討議 

 

講義 

講義 

講義 

講義 

講義 

講義 

事例検討 

 

事例検討 

講師・助言者等 

児童相談所の今日的課題について 

市町村連携と後方支援などに関する 

児童相談所の役割と課題 

児童虐待と生命の危機　―救急医療の現場から― 

児童虐待の理解と対応 

虐待に関する法的手段の適切な活用 

スーパーヴィジョンの実際 

家庭裁判所と児童相談所との連携 

ケースの「見立て」について 

（グループA） 

（グループB） 

（グループA） 

（グループB） 

伊原和人（厚生労働省雇用均等・児童家庭局） 

参加者＜グループ討議＞ 

 

市川光太郎（北九州市立八幡病院小児救急センター） 

津崎　哲郎（花園大学社会福祉学部） 

高橋　温（新横浜法律事務所） 

神田　眞知子（堺市子ども相談所） 

和田　彰（横浜家庭裁判所） 

近藤直司（山梨県立精神保健福祉センター） 

助言：坂本正子（甲子園短期大学）　　　 

助言：近藤直司（山梨県立精神保健福祉センター） 

助言：近藤直司（山梨県立精神保健福祉センター） 

助言：坂本　正子（甲子園短期大学） 

時間 
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内容については、職種間の相互理解と協働が推進されるプログラムとしました。児童心理司も理解しておく

ことが望ましい「法的対応」「家庭裁判所との連携」等の内容も組み入れました。児童福祉司・児童心理司と

もに非常に重要な「見立て」については、「見立てる」ことと、その「見立て」をどのように伝えるかという

プレゼンテーションのあり方に関する講義と、その講義を踏まえての事例検討と進みました。カンファレンス

は、30人規模のグループを２グループ編成し、精神科医師、児童相談所経験者に助言をお願いし、それぞれ異

なる視点から、事例検討を行いました。特に、今回は「見立て」の講義と事例検討の助言者が同一であったこ

ともあり、講義で学んだことが事例検討に直ちに活かされることとなりました。

（６）児童養護施設職員指導者研修（表７）

児童養護施設において子ども達を直接支援する職員のうち、指導的立場にある職員を対象とした研修です。

従前は年２回実施していましたが、昨年度からは年１回としています。乳児院、母子生活支援施設、児童自立

支援施設、情緒障害児短期治療施設等の職員との合同で、専門性の更なる向上を目指すステップアップ研修を

別に１本実施したことにより、年１回の開催といたしました。

今回は93名の参加を得ております。児童養護施設は556ヶ所（平成16年10月１日現在）ありますが、５年間

で研修に参加された施設は366施設（64.3％：平成19年度末現在）となりました。

事例検討は、毎年好評である大グループ（30名程度）による検討と、３つの小グループ（10名程度）による

検討という構成としました。小グループでは、多くの意見交換が活発に行われました。大グループでは、経過

の長い事例を丁寧に振り返りながら、助言者から毎日のケアの重要性とその子どもに添った丁寧な関わりにつ

いて、事例に則した形で学びました。

施設では、保護者への対応も非常に大きなウェイトを占めることから、児童福祉施設における家族への支援

についての報告をいただきました。そして、４日間の研修を締めくくる形として、現場での「苦労」について

何度も話し合いを重ねたグループ単位で分かち合いましたが、その成果を全体会で、グループごとに発表して

表７　児童養護施設職員指導者研修
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講義 

討議 

実践報告 

講義 

講義 

事例検討 

 

 

 

 

事例検討 

 

講義 

討議 

講師・助言者等 

児童養護施設の今日的課題 

児童養護施設の現状と課題の共有 

 

チームアプローチについて　　 

子どもの発達と虐待 

事例検討１－① 

事例検討１－② 

 

 

 

事例検討２－① 

事例検討２－②（小グループ） 

施設における家族への援助 

現場の苦労を分かち合う 

加賀美　尤祥（山梨立正光生園） 

参加者＜グループ討議＞ 

パネラー：参加者 

増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

青木　紀久代（お茶の水女子大学） 

助言者：村瀬嘉代子（大正大学人間学部） 

進　行：瀧井　有美子（横浜いずみ学園） 

　　　　齋藤　新二（齋藤ホーム） 

　　　　橘川　英和（共生会伊豆長岡学園） 

　　　　下木　猛史（鹿児島自然学園） 

助言者：村瀬　嘉代子 

進　行：事例検討１－①に同じ 

坂口　繁治（ことりさわ学園） 

参加者＜グループ討議＞ 

時間 
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いただき、参加者全員で共有しました。

（７）児童福祉施設指導者合同研修（表８）

この研修は、児童養護施設職員指導者研修、乳児院職員指導者研修の発展形として、平成17年度より実施し

てきておりますが、昨年度からは、参加対象を、母子生活支援施設、児童自立支援施設に、今年度は情緒障害

児短期治療施設にも参加の呼びかけを拡大したこともあり、多施設の合同研修となりました。本年度は乳児院

13名、児童養護施設からは62名、母子生活支援施設９名、児童自立支援施設１名、情緒障害児短期治療施設３

名、児童家庭支援センターから１名の参加がありました。

２日目午後には「シンポジウム（実践報告）」を行いました。「シンポジウム」では、隔年ごとに異なる２つ

のテーマ（「困難事例から学ぶ」「子どもの未来を考える」）を設定していますが、本年度は「困難事例から学

ぶ」をテーマに行いました。シンポジストの１人には、処遇困難な子ども達が増えているなか、困難事例との

関わりを通して学んだことを報告いただきました。次いで、センター研究「児童養護施設における困難事例の

検討」の結果をセンター職員が報告するなど、「困難事例」への対応について、多角的に分析・検討を行いま

した。この研究は、児童養護施設研修参加者が事前課題として提出された「事例概要」を丁寧に読みなおして

分析したものです。シンポジウムでは、児童養護施設に関する報告が中心にはなりましたが、他施設の参加者

にも共有できる実践報告となりました。

事例検討は、６グループ構成（３グループは合同、残りの３グループは小人数での事例検討。後半は、合同

で行ったグループが小人数に分かれ、小人数で事例検討を行ったグループは合同での事例検討へと、異なった

体勢での事例検討を２種類経験する方法）で行われました。各グループは児童養護施設、乳児院等の職員のバ

ランスが均等になるよう編成されているため、互いの職種や施設に関する理解が、事例検討を通しても深まっ

たようです。今回も母子生活支援施設からの事例を取り上げるなど、子どもと母親とを一緒の場でケアする現

場からの貴重な報告も積極的に取り上げました。今後もこのような合同研修のスタイル、そして、今回のシン

表８　児童福祉施設指導者合同研修
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事例検討 

講師・助言者等 

アセスメントについて 

 

初期発達について 

困難事例から学ぶ 

 

他機関との連携 

子どもと親への援助（１） 

小グループ（１） 

 

 

 

 

子どもと親への援助（２） 

小グループ（２） 

滝川　一廣（大正大学人間学部） 

参加者＜グループ討議＞ 

青木　紀久代（お茶の水女子大学） 

城村　威男（大阪市立入舟寮） 

増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

参加者＜グループ討議＞ 

西田　寿美（三重県立小児心療センターあすなろ学園） 

国分　美希（至誠学園） 

西田　恒太（久良岐乳児院） 

塩見　守（兵庫県立清水が丘学園） 

�田　治（横浜いずみ学園） 

増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

西田　寿美 

小グループ（１）に同じ 

時間 
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ポジウムにみられるように、研修と研究が有機的に連携した研修内容を考えていきます。

（８）治療機関・施設専門研修（表９）

平成15年度より、情緒障害児短期治療施設、小児医療施設、小児精神科医療施設、児童相談所等で治療に携

わる職員を対象とした、治療施設関係諸機関の合同研修として「治療機関・施設専門研修」を実施しておりま

す。平成19年度は、情緒障害児短期治療施設（20名）、児童相談所（一時保護所職員を含む）（57名）、医療機

関・施設（８名）と各方面からの参加がありました。医師、児童心理司、セラピスト、児童指導員、看護師等、

多職種の集まる合同研修として定着してきました。

本研修では、治療機関・施設からの参加者ということを意識し、事例検討を中心に、参加者の関心も高い、

最近のトピックス「脳科学」「性的虐待」「ＤＶ」「ネグレクト」の講義を組み込みました。事例検討は、児童

相談所と情緒障害児短期治療施設からの事例を２本検討しましたが、本年度は特に、事例検討の質を高めるた

めに、児童相談所については児童福祉司が、情緒障害児短期治療施設については児童指導員が、それぞれ事例

検討に加わっていただくなど、事例検討の方法も工夫しました。

研修後アンケートからは、治療に携わる多分野の専門職合同研修の意義についての記述が多く、この研修の

意義が浸透してきていることが感じられます。

毎年、この治療機関・施設専門研修は11月の開催であり、児童虐待防止推進月間事業としての公開講座を４

日目に設定しました。（昨年度までは３日目に実施していましたが、治療機関・施設専門研修の実質の時間が

短くなってしまうことを考慮し、研修期間を計４日間に期間延長して実施しました。）（なお、公開講座につい

ては（18）を参照してください。）

（９）乳児院職員指導者研修（表10）

昨年度から内容を大幅にリニューアルし、参加者からの事例検討などを取み入れた研修の２年目にあたりま

表９　治療機関・施設専門研修
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2.0 

2.0 
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2.5 

2.5 

2.5 

3.0
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2 

 

 

3 

 

４ 

テーマ 

 

形式 

講義 

討議 

講義 

講義 

講義 

事例検討 

 

公開講座 

公開講座 

講師・助言者等 

虐待が脳におよぼす影響 

被虐待児への治療的援助 

ネグレクトについて 

DVについて 

性的虐待の心身におよぼす影響 

子どもと親への治療的援助　① 

子どもと親への治療的援助　② 

英国から学ぶ児童虐待対応 

パネルディスカッション 

田村立（新潟大学大学院医歯学総合研究科） 

参加者＜グループ討議＞ 

佐藤　拓代（東大阪市保健所） 

白川美也子（浜松市精神保健福祉センター） 

奥山　眞紀子（国立成育医療センター） 

助言者：小倉　清（クリニックおぐら） 

助言者：村瀬　嘉代子（大正大学人間学部） 

Jonathan Picken（英国児童虐待防止学会） 

パネラー： 

　　　Jonathan Picken　　（　同　上　） 

　　　山下　洋（九州大学病院精神科神経科） 

　　　青木　紀久代（お茶の水女子大学大学院） 

　　　川�　二三彦（子どもの虹情報研修センター） 

進　行：増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

時間 
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す。本年度の参加者は49名で、６年間を通して、約８割以上（86.7%）の乳児院からの研修参加がありました。

大幅にリニューアルした研修内容を今年度も踏襲し、「子どもの発達への理解」「難しい保護者への対応（精

神疾患への理解含む）」「ソーシャルワーク」に関する講義と事例検討を行いました。また、昨年度より取り入

れた少人数で行う事例検討では、参加者から提出された８事例について検討を行いました。事例検討について

は、「とても勉強になった」「小グループで話しやすかった」「全国から来ている方々と情報交換できた」とい

う感想が寄せられています。他研修でも行っている小人数での事例検討と全体会での事例検討とが組み合わさ

れたこの方式は、本研修でも大変好評でした。

（10）児童福祉施設心理担当職員研修（表11）

児童福祉施設に勤務する心理担当職員を対象に平成15年度より実施している研修です。現場のニーズは高く、

毎年定員を超える参加希望があります。平成19年度は89名の参加がありました。また、平成18年度からは児童

自立支援施設、母子生活支援施設等に勤務する心理職にも参加対象を拡大しており、今年度は児童養護施設は

59名、母子生活支援施設からは16名、乳児院からは５名、情緒障害児短期治療施設からは６名、児童自立支援

施設からは２名の参加がありました。

表10 乳児院職員指導者研修
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事例検討 

 

講義 

講師・助言者等 

乳幼児母子関係と虐待の心身の発達に及ぼす影響 

乳児院の現状と課題 

乳幼児期の子どもの発達支援・親支援 

対応の難しい親への理解と援助について 

事例検討１－①　子どもと親への援助（１） 

事例検討１－②（小グループ） 

 

 

事例検討２－①　子どもと親への援助（２） 

事例検討２－②（小グループ） 

乳児院におけるソーシャルワーク 

渡辺　久子（慶應義塾大学医学部小児科学教室） 

長井　晶子（久良岐乳児院） 

青木　紀久代（お茶の水女子大学大学院） 

山崎　知克（浜松市発達医療総合福祉センター） 

助言：青木　紀久代 

進行：佐々木宏二（子どもの虹情報研修センター） 

　　　増沢　高　（　　　同　　上　　　） 

　　　大川　浩明（　　　同　　上　　　） 

助言：青木　紀久代 

進行：事例検討１－②に同じ 

潮谷　恵美（久留米大学文学部） 

時間 

表11 児童福祉施設心理担当職員研修
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講師・助言者等 

アセスメントについて 

 

事例検討１－①「子どもの援助について」 

事例検討１－②（小グループ）「子どもの援助について」 

 

 

 

金井　剛（横浜市中央児童相談所） 

参加者＜グループ討議＞ 

助言：青木　紀久代（お茶の水女子大学大学院） 

進行：瀧井　有美子（横浜いずみ学園） 

　　　内海　新祐（旭児童ホーム） 

　　　古谷　みどり（光の子どもの家） 

　　　増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

時間 
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この研修も、好評を博している大グループによる事例検討と小グループによる事例検討の２つを交互に経験

できる形態により実施しました。小グループによる事例検討は、参加者が増えつつある母子生活支援施設から

の事例を取り上げるなど、参加者のニーズに配慮したプログラムとしました。また、心理担当職員としても、

子どもの保護者や家族への支援の視点を持つことが重要なことから、「家族への支援」に関する講義も取り上

げました。

（11）テーマ別研修「性的虐待」（表12）

センターでは、多機関・多職種の職員が１つのテーマについて認識を共有し、機関間、職種間の相互理解を

深めることが大切と考え、合同研修の一形態として「テーマ別研修」を実施しております。この研修は、参加

者アンケートで要望の多いものやアップデートな課題など時宜に適ったテーマを設定して実施するもので、機

関・職種を問わず参加が可能です。平成17年度は「発達障害と児童虐待」「介入の意義と方法」、平成18年度は

「発生予防」「親への支援」、本年度は「性的虐待」「非行と児童虐待」を取り上げました。いずれのテーマも好

評で、募集定員を超えて受け入れている状況です。

本年度取り上げた｢性的虐待｣は、児童相談所（59名）、児童養護施設（23名）、情緒障害児短期治療施設（10

名）、母子生活支援施設（４名）、病院関係（１名）などの参加があり、幅広く関心の高いテーマであることが

うかがわれます。

「性的虐待」は、発見、確認、対応それぞれの場面で様々な困難を伴うことから、関係する機関・施設も多

くの具体的問題を抱えていることと思われます。こうしたニーズに応えられるよう、最近話題にあがることが

多い「事実確認面接」「司法面接」等に関する講義や実践報告を組み入れ、また、児童福祉施設での性教育を

含む実践報告も取りあげました。児童福祉施設での性教育の講義では、日々の営みが自他の境界をあまりにも

意識せずに行われていること（例えば、児童福祉施設で、就寝時に子ども同士の布団をぴったり並べることが

多いが、少なくとも３ｃｍ離すことで、自分と相手との境界を作ることが重要など）や、日々の生活における

表12 テーマ別研修「性的虐待」
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事例検討 

講師・助言者等 

日本における性的虐待の現状と対応について 

子どもの性に関する知識、態度などの発達 

（児童福祉施設入所児の現状と課題） 

性的虐待の発見と確認をめぐって 

―確認の面接のありかたをめぐって― 

性的被害がおよぼす心身への影響 

性的虐待対応における取り組みの工夫 

 

性的虐待事例の検討 

山本　恒雄（大阪府中央子ども家庭センター） 

鎧塚　理恵（児童養護施設　樹心寮） 

 

丸山　恭子（カウンセリングルームまるやま） 

 

岡本　正子（大阪教育大学） 

吉村　奏恵（東久留米市立本村小学校） 

鈴木　浩之（神奈川県中央児童相談所） 

助言：小野　善郎 

　　　（和歌山県子ども・障害者相談センター） 

時間 
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事例検討２－①「子どもの援助について」 

事例検討２－②（小グループ）「子どもの援助について」 

家族支援について 

助言：青木　紀久代 

進行：事例検討１－②に同じ 

坂口　繁治（ことりさわ学園） 
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援助を見直す視点を数多く指摘していただく機会となりました。実践報告では、①養護教諭から学校での性的

虐待の対応と連携の難しさについて、②児童相談所から性的虐待の事実確認面接の取り組みについて報告いた

だきました。性的被害の「事実確認」に関する実践報告では、初日、２日目の講義内容と重なる部分が多く、

講義から学んだことをどのように実践していくのかということを具体例として示していただくこととなりまし

た。

「性的虐待」は、研修ニーズも多く、深刻かつ重大な課題ですので、今後も取り上げる予定です。

（12）テーマ別研修「非行と児童虐待」（表13）

もう１つのテーマ別研修は「非行と児童虐待」です。児童相談所を中心に、児童養護施設、母子生活支援施

設等から、99名の参加がありました。年度末の人事異動や施設入所児童の卒業、卒園という多忙な時期にもか

かわらず、非常に多くの方々の参加をいただきました。

少年非行と児童虐待の関連については、少年による重大事件が発生したときに大きく取り上げられることが

多く、参加者の関心の高さが、参加人数の多さのみならず、参加者の意気込みからもうかがわれました。今回

は、少年事件にも数多く携われておられる弁護士による講義から始まり、児童虐待と少年非行に関する講義、

最近の少年非行の実態に関する講義、そして、実践報告や事例検討から構成された３日間となりました。

２日目のシンポジウム（実践報告）では、福祉分野の職員にとって普段触れる機会の少ない「警察」「保護

観察所」「保護司」などの実践報告をいただきました。３日目には、思春期の非行と児童虐待が関連した事例、

性的虐待が背景にある事例などを検討しました。いずれも、非行と児童虐待（ネグレクトや性的虐待）が大き

く関係しているもので、実践報告と併せて児童虐待対応が子どもを非行問題から守ることにつながることを再

確認する機会となりました。（なお、本紀要には、橋本先生の講義「近年における非行の概況と援助の実際」

が掲載されております。）

（13）児童虐待等基礎研修（表14）

この研修は、本年度新設した研修です。センターでは、児童虐待に関わる複数職種による合同研修を重要と

考え、今まで、「テーマ別研修」「大学生・大学院生MDT研修」などを企画・実施してきました。今年度は、

学校、幼稚園、保育所、病院等児童虐待を発見しやすい立場にある職員を対象として、児童虐待に関する基本

的な知識や認識の向上を図るため、基礎的な内容を中心とした研修を企画しました。これらの職員が、容易に

表13 テーマ別研修「非行と児童虐待」
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警察・保護観察所の実践 

保護司の実践活動 

自立援助ホームでの実践 
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性的虐待が背景にある非行の事例 

神谷　信行（神谷信行法律事務所） 

阿部　惠一郎（創価大学教育学部） 

橋本　和明（花園大学社会福祉学部） 

里見　有功（東京保護観察所） 

田中　玲子（清瀬市子ども家庭支援センター） 

山澤　重美（鳥取県米子児童相談所） 

助言：冨田　拓（国立武蔵野学院） 

助言：渡辺　忍（名古屋市児童福祉センター） 

時間 
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参加できるよう、実施時期も夏休み期間としました。

参加者は、児童相談所48名、市町村24名、児童福祉施設11名、都道府県５名、教育関係４名、医療関係３名

でした。

研修プログラムは、グループ討議を取り入れ、児童虐待対応に通じた方々（児童相談所職員、児童相談所経

験者、子どもの虹情報研修センタースタッフほか）を進行役（助言者）として各グループに配置し、参加者の

疑問や悩みに即応できる体制としました。連携の難しさと重要性を確認された参加者が多くありました。

（14）地域虐待対応等合同研修＜アドバンスコース＞（表15）

「地域虐待対応等合同研修」（平成14年度は厚生労働省との共催、平成15年度以降センター研修として開催、

年度によって、研修内容や研修名称を変更して実施。）は、地域に出向いて行う、いわゆる出前型の研修で、

センター開設以来実施しています。最近は要保護児童対策地域協議会の設置も進み、市町村と児童相談所が協

働してケース対応を行っている事例が増えてきています。そこで、従来の「地域虐待対応等合同研修」とは別

に、今までの研修内容をレベルアップさせた＜アドバンスコース＞を今年度から新設しました。この研修は、

地域虐待対応等合同研修の研修参加者を対象に、事例検討等を組み入れて、３日間の研修としました。

表15 地域虐待対応等合同研修＜アドバンスコース＞
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表14 児童虐待対応等基礎研修
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2

テーマ 

 

形式 

講義 

講義 

講義 

討議 

討議 

討議 

 

講師・助言者等 

児童虐待とは 

児童虐待と生命の危機 

虐待を受けた子どもの理解と援助 

情報交換 

事例検討 

虐待対応における各機関の役割について 

才村　純（日本子ども家庭総合研究所） 

市川光太郎（北九州市立八幡病院小児救急センター） 

増沢　高　（子どもの虹情報研修センター） 

参加者＜グループ討議＞ 

秋山　邦久（文教大学人間科学部） 

参加者＜グループ討議＞ 

進行・助言： 

　　　秋山邦久 

　　　加藤芳三（臨床福祉専門学校） 

　　　吉沢賢治（横浜市子ども青少年局） 

　　　師　敦子（元横浜市中央児童相談所） 

　　　横川礼子（元横浜市中央児童相談所） 

　　　上林伸好（横浜市中央児童相談所） 

　　　猪俣武久（東京都児童相談センター） 

　　　川�二三彦（子どもの虹情報研修センター） 

　　　佐々木宏二（子どもの虹情報研修センター） 

　　　平山英夫（子どもの虹情報研修センター） 

時間 
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92名の参加者の内訳は、児童相談所（52名）、市町村（30名）、本庁（７名）、その他（３名）でした。

従来から実施している「地域虐待対応等合同研修」は、講義や実践報告を聞きながら知識や情報を受け取る

「受身」の研修スタイルになりがちですが、今回のアドバンス研修では、参加者からの実践報告や事例検討な

ど、「参加型」を強く打ち出したものとなりました。そのため、研修参加の事前課題でもケース概要の作成を

求め、参加者の事例を小人数でのグループ等での検討も含めて行いました。

（15）地域虐待対応等合同研修（表16－１～16－５）

平成18年度に「市町村虐待対応等セミナー」から「地域虐待対応等合同研修」へと発展的に再編した本研修

は、平成19年度は、福島、松本、奈良、山口、長崎の全国５ヶ所で開催しました。

本年度も、引き続き、児童相談所と市町村との連携をテーマにするとともに、「リスクアセスメント」の講

義を組み入れました。実践報告では、昨年度と同様に、各地域での実践を２ヶ所ずつ報告いただきました。

2.5 

4.0 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

2.5

2 

 

 

 

 

 

3

講義 

実践報告 

 

 

 

 

事例検討 

事例検討 

 

 

事例検討 

事例検討 

対応の難しい保護者について 

市町村と児童相談所等関係機関の 

　　　　　　　　　　　有機的な連携を目指して 

 

 

 

市町村と児童相談所等関係機関との協働　1－① 

小グループ　1－② 

 

 

市町村と児童相談所等関係機関との協働　２－① 

小グループ　２－② 

秋山　邦久（文教大学人間科学部） 

報告：清水　裕子（埼玉県志木市子育て支援課） 

　　　佐野　明子（埼玉県所沢児童相談所） 

　　　寺下　泰之（愛知県豊田市こども家庭課） 

　　　松永　聡（愛知県豊田加茂児童相談センター） 

助言：才村　純（日本子ども家庭総合研究所） 

助言：白山真知子（大阪府摂津市家庭児童相談室） 

進行：大川浩明（子どもの虹情報研修センター） 

　　　佐々木宏二（　　　　同　上　　　　） 

　　　川�二三彦（　　　　同　上　　　　） 

助言：白山真知子 

進行：1－②に同じ 

表16－１　地域虐待対応等合同研修（福島）

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.75 

1.5 

 

2.5

日 

1 

 

 

 

 

2

テーマ 

 

形式 

講義 

 

講義 

講義 

討議 

講義 

 

実践報告 

講師・助言者等 

行政説明 

 

相談受理とその対応 

リスクアセスメント 

児童虐待対応における市町村の課題 

要保護児童対策地域協議会の意義と運営について 

　　－事務局の役割と児童相談所の支援－ 

市町村ネットワーク活動 

　　　　　（要保護児童対策地域協議会）の実際 

川鍋　慎一（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

　　　　　　　　　　　総務課虐待防止対策室）　 

花山美奈子（調布市子ども家庭相談センターすこやか） 

菅野道英（滋賀県中央子ども家庭相談センター） 

参加者＜グループ討議＞ 

加藤曜子（流通科学大学サービス産業学部） 

 

報告：高橋敬（福島市健康福祉部児童福祉課） 

　　　坂詰健一（福島県中央児童相談所） 

　　　鈴木佳子（宮城県女川町役場健康福祉課） 

　　　川田知宏（宮城県石巻地域子どもセンター） 

助言：加藤　曜子 

時間 
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表16－３　地域虐待対応等合同研修（奈良）

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.75 

1.5 

 

2.5

日 

1 

 

 

 

 

2

テーマ 

 

形式 

講義 

 

講義 

講義 

討議 

講義 

 

実践報告 

講師・助言者等 

行政説明 

 

相談受理とその対応 

リスクアセスメント 

児童虐待対応における市町村の課題 

要保護児童対策地域協議会の意義と運営について 

　　－事務局の役割と児童相談所の支援－ 

市町村ネットワーク活動 

　　　　　（要保護児童対策地域協議会）の実際 

太田　和男（厚生労働省雇用均等・ 

　　　　　　　　　　　　　児童家庭局総務課） 

白山　真知子（大阪府摂津市家庭児童相談室） 

加藤　曜子（流通科学大学サービス産業学部） 

参加者＜グループ討議＞ 

安部　計彦（西南学院大学人間科学部） 

 

報告：吉川　應（桜井市児童福祉課） 

　　　笹川　宏樹（奈良県中央子ども家庭相談センター） 

　　　西川　萬由美（大淀町少子高齢化社会対策課） 

　　　辻本　頼子（大淀町教育委員会） 

　　　栗本　久仁子（奈良県高田子ども家庭相談センター） 

助言：同上 

時間 

表16－４　地域虐待対応等合同研修（山口）

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.75 

1.5 

 

日 

1 

 

 

 

 

2

テーマ 

 

形式 

講義 

 

講義 

講義 

討議 

講義 

 

講師・助言者等 

行政説明 

 

相談受理とその対応 

リスクアセスメント 

児童虐待対応における市町村の課題 

要保護児童対策地域協議会の意義と運営について 

　　－事務局の役割と児童相談所の支援－ 

相澤　孝予（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

　　　　　　　　　　総務課虐待防止対策室）　 

秋山　邦久（文教大学人間科学部） 

菅野　道英（滋賀県中央子ども家庭相談センター） 

参加者＜グループ討議＞ 

安部　計彦（西南学院大学人間科学部） 

 

時間 

表16－２　地域虐待対応等合同研修（松本）

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.75 

1.5 

 

2.5

日 

1 

 

 

 

 

2

テーマ 

 

形式 

講義 

 

講義 

講義 

討議 

講義 

 

実践報告 

講師・助言者等 

行政説明 

 

相談受理とその対応 

リスクアセスメント 

児童虐待対応における市町村の課題 

要保護児童対策地域協議会の意義と運営について 

　　－事務局の役割と児童相談所の支援－ 

市町村ネットワーク活動 

　　　　　（要保護児童対策地域協議会）の実際 

衣笠　秀一（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

　　　　　　　　　　　総務課虐待防止対策室）　 

秋山　邦久（文教大学人間科学部） 

安部　計彦（西南学院大学人間科学部） 

参加者＜グループ討議＞ 

才村　純（日本子ども家庭総合研究所） 

 

報告：佐藤　工（小諸市教育委員会） 

　　　井沢武則（長野県佐久児童相談所） 

　　　清水　恵美子（松本市福祉事務所） 

　　　樋口　忠幸（長野県松本児童相談所） 

助言：同上 

時間 



この研修は、非常に実施希望の多い研修の１つですが、センターが全ての地域に出向いて行うことは不可能で

あり、都道府県・政令市における研修実施体制の整備状況を勘案しながら、センター研修としての方向性を考え

ていきます。研修内容としては、事例検討を組み入れるなど、ステップアップしたプログラムを取り入れました。

（16）児童福祉施設職員地域研修（表17－１～17－３）

平成16年度の石川県、鹿児島県（試行実施）、平成17年度の鳥取県、千葉県、神奈川県、平成18年度の群馬

県、岩手県、三重県、そして、平成19年度は、宮城県、埼玉県、茨城県に出向いて実施しました。

午前中は講義、午後は事例検討という基本構成のもとに、各地域の事務局と協議の上、各地域のニーズに合

わせたプログラムにより実施しました。埼玉県では、初めて埼玉県母子生活支援施設協議会が事務局となり、

母子生活支援施設職員を中心に、児童相談所や児童養護施設等、多機関が集まっての研修となりました。事例

検討では母子生活支援施設の事例もとりあげ、多機関・多職種で検討しました。複数の異種施設が集まること

で、参加者の問題意識もより深まったと思われます。今後も、このようなニーズに即した研修を実施していき

たいと考えています。

表17－１　児童福祉施設職員地域研修（宮城県）

2.0 

3.5

日 

1

テーマ 

 

形式 

講義 

事例検討 

講師・助言者等 

施設で暮らす子どもたちの思春期 

ケースカンファレンス 

秋山　邦久（文教大学人間科学部）　 

発表：参加者 

進行・助言：増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

時間 
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2.5実践報告 市町村ネットワーク活動 

　　　　　（要保護児童対策地域協議会）の実際 

報告：松本　鉄己（宇部市子ども福祉課） 

　　　桑木　宏道（山口県中央児童相談所） 

　　　坂本　哲夫（田布施町役場町民福祉課） 

　　　山田　成樹（山口県岩国児童相談所） 

助言：同上 

表16－５　地域虐待対応等合同研修（長崎）

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.75 

1.5 

 

2.5

日 

1 

 

 

 

 

2

テーマ 

 

形式 

講義 

 

講義 

講義 

討議 

講義 

 

実践報告 

講師・助言者等 

行政説明 

 

相談受理とその対応 

リスクアセスメント 

児童虐待対応における市町村の課題 

要保護児童対策地域協議会の意義と運営について 

　　－事務局の役割と児童相談所の支援－ 

市町村ネットワーク活動 

　　　　　（要保護児童対策地域協議会）の実際 

小島　裕司（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

　　　　　　　　　　総務課虐待防止対策室）　 

白山　真知子（大阪府摂津市家庭児童相談室） 

菅野　道英（滋賀県中央子ども家庭相談センター） 

参加者＜グループ討議＞ 

加藤　曜子（流通科学大学サービス産業学部） 

 

報告：中村光博（長崎市子育て支援課） 

　　　坂丸房万（長崎子ども・女性・障害者支援センター） 

　　　松本　慶太（佐世保市子ども子育て支援センター） 

　　　寺井　剛（佐世保子ども・女性・障害者支援センター） 

助言：同上 

時間 
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それぞれの研修では、「思春期の難しさをもう一度見直す良い内容であった（宮城県）」「異なる機関が集ま

り、事例検討したことでさまざまな意見をうかがうことができてよかった（埼玉県）」「自分の児童に対する対

応の仕方を振り返ることができた（茨城県）」等の感想が寄せられております。

この研修は、センターにとっても、その地域特有の現場の苦労を知ることができ、その施設の優れた取り組

み、工夫について学ぶ機会となることもあり、開催の意義は非常に大きいと感じています。

（17）大学生・大学院生MDT（多分野横断チーム）研修（表18）

センターでは、平成18年度から、就職する前の大学生・大学院生に、児童虐待対応の実際と、多分野協働が

いかに重要かを学んでいただき、就職後の多機関間連携の推進を期待して、大学生・大学院生MDT（多分野

横断チーム）研修を開催しております。平成19年度は、参加者が昨年度より大幅に増え、80名となりました。

参加者の内訳は、心理学関係の学部が多く、ついで、社会福祉、教育、医学、看護などとなっています。

参加対象が学生のため、夏休み期間の２日間開催しました。昨年度と同じ内容で構成された研修ですが、事

例検討や児童虐待防止に関する啓発活動に関するグループ討議など、グループ討議の時間も多く、自身の専攻

分野を超えて情報交換や交流が行われました。

参加した学生は、「自分が専攻している分野とは異なる視点からの考え方や意見を聞くことができて勉強に

なった」といった感想が多く寄せられています。この研修では、専攻している分野の言葉が他の領域では伝わ

らないということを体験することなど、連携の難しさと重要性を確認したようです。

表17－２　児童福祉施設職員地域研修（埼玉県）

2.0 

 

3.5

日 

1

テーマ 

 

形式 

講義 

 

事例検討 

講師・助言者等 

親子の再統合を考える 

　　－親と子へのアプローチと機関連携－ 

ケースカンファレンス 

金井　剛（横浜市中央児童相談所）　 

 

発表：参加者 

進行・助言：増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

時間 

表17－３　児童福祉施設職員地域研修（茨城県）

2.0 

3.5

日 

1

テーマ 

 

形式 

講義 

事例検討 

講師・助言者等 

虐待児への理解と援助 

ケースカンファレンス 

増沢　高（子どもの虹情報研修センター） 

発表：参加者 

進行・助言：増沢　高 

時間 

表18 大学生・大学院生ＭＤＴ（多分野横断チーム）研修

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

2.0

日 

1 

 

 

 

2

テーマ 

 

形式 

講義 

講義 

講義 

討議 

討議 

討議 

講師・助言者等 

児童虐待とは 

児童虐待と生命の危機 

虐待を受けた子どもの理解と援助 

課題の共有 

事例検討 

児童虐待における啓発活動について 

坂本　正子（東大阪子ども家庭センター） 

市川　光太郎（北九州市立八幡病院小児救急センター） 

増沢　高　（子どもの虹情報研修センター） 

参加者＜グループ討議＞ 

秋山　邦久（文教大学人間科学部） 

参加者＜グループ討議＞ 

時間 
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今回参加されなかった学部等、ますます多様な学部からの参加が促進されるよう、研修案内の工夫が課題で

す。

また、昨年度研修に参加された方が中心となって、この研修の自主研修（自主ゼミ）が企画されているよう

です。本研修が学生の自主的な学習の場に発展していることに喜びを感じています。

（18）公開特別講座

「児童虐待防止推進月間」と定められた11月に、センターでは、平成15年度から公開講座を開催しています。

公開講座では、隔年で外国から講師をお呼びしています。平成15年度は「チンパンジーの子育て（Jane

Goodall先生）」、17年度は「アメリカおよびハワイにおける児童虐待の現状（MeripaGodinet先生）」「児童虐待

対応に関する多分野協働の専門的トレーニングについて（Ronald Matayoshi先生）」そして、本年度は「イギ

リスから学ぶ児童虐待対応」ということで、現在、英国児童虐待防止学会会長のJonathan.Picken先生に講演

とシンポジウムのコメントをいただきました。今回は、治療機関・施設専門研修参加者に一般の参加者も加え、

総勢180名を超える参加者となりました。Picken先生からは、英国における児童虐待対応について、様々なデ

ータを交えて紹介いただきました。午後は、平成18年度末に英国視察を行ったセンタースタッフ、お茶の水女

子大学大学院の青木紀久代先生、そして九州大学病院精神科神経科（こどものこころと発達外来）の山下洋先

生の視察報告を踏まえての英国の情報と併せて、日本の子育て支援や児童虐待対応等が報告されました。各報

告について、それぞれにPicken先生からのコメントをいただくことで、英国の児童虐待対応の理解がより深ま

るとともに、日本における児童虐待対応に非常に多くの示唆をいただきました。（今回の公開講座における

Picken先生の講義録、シンポジウムの内容については、本紀要に再録しております。）

４．研修の課題と平成20年度研修の方向

児童虐待防止法や児童福祉法の改正に伴い、児童家庭相談の実施や児童虐待の通報窓口としての職務など、

市町村の役割が拡大し、地域レベルにおける児童虐待対応等の中心的役割を担う要保護児童対策地域協議会

（子どもを守る地域ネットワーク）の重要性が高まってきています。また、児童虐待対応は、地域レベルと都

道府県レベルの２層構造により対応する仕組みとなったため、都道府県レベルでの対応の中核をなす児童相談

所は、これまで以上に高い専門性が求められています。こうした仕組みが円滑に機能していくには、地域協議

会構成機関同士、市町村と児童相談所など関係機関相互の連携強化が極めて重要となります。このため、研修

の課題も、児童虐待に関わる多様な機関・職種の連携促進と職員の専門性向上をどのように図っていくかとな

ります。

また、虐待を受けた子どもたちは、心身に大きな傷を受け、健全な発達が阻害されています。特に、施設に

入所した被虐待児童は、虐待の度合いも深刻であり、施設職員研修では、このような子どもたちとその保護

者・家族をどう理解し、援助していくかが重要かつ本質的な課題です。

平成20年度は、市町村を含めた各関係機関の連携と専門性の向上を特に重要な課題とし、これに対応できる

よう、研修の強化に努めています。併せて、センターが、都道府県・市町村の児童虐待に携わる職員全てを研

修していくことは困難なことから、都道府県・政令市において市町村を含めた関係職員の研修が十分実施でき

るよう、研修指導者の養成に取り組んでいきます。

また、虐待を受けた子どもとその保護者や家族の理解と援助については、高い専門性が求められること、研

修ニーズも高いことから、この観点からのプログラムを多くの研修に取り入れていきます。
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以上のことを踏まえて、平成20年度は具体的に次のような取組みを行っていきます。

（１）地域虐待対応研修指導者養成研修（新設）

児童虐待に的確に対応していくためには、多機関・多職種の有機的連携の推進とともに、それぞれの機関・

職種の専門性の向上が必要です。専門性の向上を図るためには研修が重要ですが、都道府県・政令市における

研修充実への取組には地域差が生じており、センターとして、これらの自治体における研修体制の整備充実に

向けて支援していく必要があります。そこで、センターでは、都道府県・政令市において研修を企画立案する

立場にある本庁職員や児童相談所職員、要保護児童対策地域協議会の調整機関職員などを対象にした「地域虐

待対応研修指導者養成研修」を新たに実施します。この研修は、都道府県・政令市から推薦を受けた職員を対

象とすることにより、これら自治体の研修への認識向上も目指しています。併せて、本研修参加者には、今後

の地域での研修が円滑に実施できるよう、研修内容や講師選定の相談、研修に関する情報提供など、できる限

りサポートしていきます。

（２）地域虐待対応等アドバンス研修（再編）

いわゆる出前型研修として地域に出向いて実施している地域虐待対応等研修については、上記（１）の地域

虐待対応研修指導者養成研修を新設することもあり、基礎的・基本的な内容の研修は地域が担い、センターは、

プログラムに事例検討などの演習科目を盛り込み、一歩進んだアドバンス的な研修を担っていくとして考え方

を整理し、本研修を「地域虐待対応等アドバンス研修」として再編します。

平成20年度は、秋田・茨城・岐阜・宮崎の４地域での開催を予定しています。

（３）Weｂ研修（試行）

集合型研修は、短期間に集中的に行われる研修で効率的ですが、専門性の向上を継続的に図るという視点か

らは不十分な面があります。また、時間と予算が限られている中で、センター研修まで何度も参加できないと

いう事情もあります。こうした問題点を解決し、長期的視点から人材を育成していく１つの方法として、IT

を活用した「web研修」について、試行を重ねながら実現に向けて取り組んでいきます。

平成20年度は児童相談所と児童福祉施設の２グループで試行する予定です。

（４）研修と研究の一体的運営

センターでは研究事業も行っており、研修で得られた困難事例等の情報を研究部門に提供し、研究部門は、

事例をさらに分析検討し、報告書としてとりまとめます。取りまとめられた報告書は、研修参加者に参考資料

として配布します。このように、センターでは、研修と研究を一体的に運営しており、現場で抱える問題に対

して研究を重ね、その成果を現場にフィードバックするという、特色ある運営を行っています。

平成20年度は、「児童養護施設における困難事例の分析」として、児童養護施設に入所した195事例について

分析検討し、報告書として取りまとめ、その結果を研修を通して還元していく予定です。
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子どもの虹情報研修センターは、平成15年度に専門相談室を設置し、児童虐待等の問題に関わっている児童

相談所や児童家庭支援センター、児童福祉施設、市町村の相談窓口等の機関を対象に、電話やEメール、ＦＡ

Ｘ、面談などの方法による相談や情報提供などを行っています。

相談の担当者は、当センターの福祉、心理等の専門スタッフです。法律相談については必要に応じて専門相

談員として委嘱している弁護士が対応します。

当相談室については、主に研修の機会等を利用して説明を重ね、その周知に努めてきましたが、研修参加の

リピーター（機関も）の増加や、地域に出向いて実施している地域虐待対応等合同研修及び児童福祉施設職員

地域研修（出前研修）等を通じ、虹センター全体がより広い地域で身近なものとして認知されるようになるに

従い、相談件数も増加しております。

開設当初の頃の相談室の利用は、地域的には当センターの近県からに集中し、内容的には情報提供に関する

相談が多数となっていました。最近は、近県以外でも当相談室を身近なものとして繰り返して利用される機関

が増し、内容についても実際に抱えている事例の処遇・援助に関する相談等が増加するなど、利用の幅が広が

ってまいりました。

1 平成19年度の相談状況

（１）相談受理件数

相談受理件数は、平成15年度の相談室開設以来毎年増加し、平成19年度は208件で、開設当初の2.7倍の

伸率となっています。

年度別受理件数の推移（単位：件）

平成19年度専門相談について
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情報提供に関する相談 

対応中の事例の処遇・援助に関する相談 

処遇・援助以外の相談 

その他の相談 

76

105

170

193
208件 
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なお、各月の受理状況は下記のとおりです。

（２）相談の方法（手段）

昨年度同様、電話による相談が全体の

約７割を占め、Ｅメールが約２割となっ

ています。

右図の「面談」は、当センターの研修

の参加者からの相談で、「その他」は要請

のあった地域に出向いて行う児童福祉施

設職員地域研修（出前研修）の会場での

相談です。

（３）平成19年度分野別・内容別相談状況

全体としては、福祉分野における「情報提供の相談」が最も多く55件（26.4％）、次いで同分野の「対応

中の事例の処遇・援助に関する相談」が28件（13.5％）、法律分野の「対応中の事例の処遇・援助に関する

相談」が27件（13.0％）などとなっています。

分野別では、福祉が最も多く51.0％、次いで法律が16.8％、心理が13.9％などとなっています。

内容別では、研修講師の相談や文献資料の照会などの情報提供に関する相談が最も多く42.3％、次いで

対応中の事例の処遇・援助に関する相談が32.7％、そして、制度利用や機関連携のあり方など処遇・援助

以外に関する相談が19.7％などとなっています。

分野別・内容別相談状況（単位：件）
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（４）平成19年度機関等別受理状況

平成19年度における機関等からの相談受理状況は、児童相談所からの相談が42.3％と最も多く、次いで

地方公共団体が24.5％、児童養護施設11.1％などとなっています。

2 平成19年度の相談事例から（抜粋）

1（ 0.5） 

51（24.5） 

88（42.3） 

23（11.1） 

1（ 0.5） 

1（ 0.5） 

4（ 1.9） 

4（ 1.9） 

4（ 1.9） 

件数（％） 機　関 件数（％） 機　関 

1（ 0.5） 

1（ 0.5） 

1（ 0.5） 

1（ 0.5） 

13（ 6.2） 

1（ 0.5） 

9（ 4.3） 

4（ 1.9） 

208（100％）

国 の 機 関 

地方公共団体 

児童相談所 

児童養護施設 

情緒障害児短期治療施設 

障害児施設 

母子生活支援施設 

相談機関（児童相談所以外） 

保健所・保健センター 

病院等医療機関 

社会福祉協議会 

小　学　校 

養 護 学 校 

大学・大学生・大学院生 

報 道 機 関 

個人（市民） 

そ　の　他 

　　　　　　合　計 

【法的分野】 

①　児童養護施設を卒園後、自活している19歳の女性について、虐待していた親が執拗につきまとっ

て来るため安定した生活が送れない。法的対応を中心に、対策について相談したい。 

②　職権一時保護中の児童に対する警察から参考人聴取の際に、親権者の同意が必要か。  

 

 

【保健・医療分野】 

①　子どもの食事について。　母親が３歳児に、自分と同じようなダイエットメニューの食事を

させている。発達曲線上はぎりぎりで正常範囲に入っているが、このまま低栄養が続けば悪

影響を及ぼすと思われる。母親を説得する説明材料などを探している。これもネグレクトと

とらえてよいか。 

②　地域の医師を対象にして、虐待対応に医師が具体的に何をしなければならないかを中心テー

マにした研修を企画している。講師を務めていただける医師の方を探したい。 

 

   

【心理分野】 

①　施設不適応で一時保護した小６の男児。ちょっとした指示でも、大変な暴力や部屋へのひき

こもり、入浴拒否などになる。すでに３ヶ月が経過し心理職の面接には応じられるようにはなっ

たが、今後どのように対応したらよいか。　 

②　児童養護施設入所中の児童の性的問題への対応について。 
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【福祉分野】 

①　新人職員の悩み。　就職１年目の児童養護施設のケアワーカーだが、チームリーダーのこと

や担当している子ども達の対応など職場・仕事のことで悩んでいる。仲間内ではなせないこ

とを聞いてほしい。 

②　身体的虐待の疑いが濃厚な一時保護中の児童。保護者は原因不明として虐待を認めず、強く

引き取りを要求するケースの対応について。 

 

 

【その他】 

県で計画している児童福祉司任用資格認定講習における資料としたいので、虹センターが研

修のために作成している参加者のフェイスシート様式、内容、使い方等を教えて欲しい。 

専門相談室

電　話　045－871－9345（直通）

ＦＡＸ　045－871－8091

Eメール　soudan@crc-japan.net

〒245-0062 横浜市戸塚区汲沢町983番地
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